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はじめに

f団体の基礎構造に関する調査j研究グループ(辻中豊代表、略称:団体基礎構造研究会)

では、 10年以上にわたり日本および世界の市民社会組織、利益団体に関する実証的調査研究

を行ってきた。現在は筑波大学人文社会系、国際比較日本研究センターに拠点を置いている口

本報告書は、独立行政法人日本学術振興会基盤研究s(平成 22"'-'26年度、 2011年から2016

年春) U政治構造変動と圧力団体、政策ネットワーク、市民社会の変容に関する比較実証研

究~ (課題番号:22223001、辻中豊代表、略称:基盤S) による成果である。 2009年と2012

年、 2度にわたる政権交代という政治変動はなぜ起きたのか。その背後では、どのような社

会変容が生じていたのか。また、政治変動は社会にどのような影響を与えたのか。基盤Sで

は、政治変動と社会変容の関係を立体的に描き出すことを目的として、頂上レベノレの圧力団

体調査、政策ネットワーク調査、市民社会組織調査という3つの異なる調査を企画した。本

報告書は、頂上レベノレの圧力団体調査(以下、圧力団体調査)を中心とした報告書である口

圧力団体調査の実施にあたっては、京都大学を中心とするグ、ノレーフ。の研究成果を参照したc

すなわち、過去3度にわたる圧力団体調査である。第1次は1980年、第2次は1994年、第3次は

2003-4年に実施された。本調査は、その調査方法を発展的に継承している。そこで本調査を

第4次調査として位置づけ、調査名を「第四次団体に関する調査 NationalSurvey on Peak 

Organizations in ]apan， 4thJ とした。

以下、基盤 S研究開始当初の背景、目的、方法、研究組織の概要をまとめた後、本報告

書の概要を示す。

1 .研究の者景と目的

日本における政権の変動、公共政策の変化といった一連の政治変動は どのような衝撃

を、政策過程や市民社会に与えるのだろうか。本プロジェクトでは、複数の調査を行い立

体的に検証することを目指している。政治構造が実質的に変化したとすれば、最初に中央

政府や政党と緊密な関係を有し利益の確保に努力する圧力団体の態度に変容が生じ、それ

とともにアクタ一間の政策ネットワークが変容し、さらに分権改革とともに地方政府や草

の根の市民社会に波及すると予想される。

本研究は)1慎次、 1 )頂上レベノレの圧力団体、 2) 政策ネットワーク、 3)地方政府・市

民社会を体系的に調査し、頂上団体、政策ネットワーク、市民社会の 3レベルから百本政

治の構造変動と政治・社会関係の変容を比較政治的に解明することを目的とする口世界の

学界において、政治と社会の相互規定性やそれによる変動は常に議論されるが、比較実証

され、検証されることは少ない。時系列的な比較ゃいくつかの側面からの立体的な実証研

究も稀である口今回は2009年以後の現代日本を素材にそれを行う。

2. 研究の方法

国際的に「一党優位政党制以後j および10カ国以上の市民社会比較、さらに既存の日本

市民社会・地方政府データから、仮説を設定する。次いで、頂上レベノレの圧力団体調査、

地球環境政策ネットワーク調査、 4種類の市民社会組織と地方政府の調査を各年に行い、諸

仮説を比較によって検証していく。



3. 研究成果

下記のウェブサイトで順次公開している。

http://cajs. tsukuba. ac. jp/ 

4. 研究組織

研究代表者

辻中 豊(筑波大学・人文社会系・教授)

比較市民社会論、政治過程論。全般統括。

研究分担者

森裕城(同志社大学・法学部・教授)

日本政治、選挙研究、利益団体。サーベイ調査全般。

坪郷 寅(早稲田大学・社会科学総合学術院・教授)

比較市民社会論、 ドイツ政治o 13独比較、環境政策分析。

大西裕(神戸大学・大学院法学研究科・教授)

現代韓国政治、行政学。日韓比較、頂上団体調査分析。

小嶋 華津子(慶応義塾大学・法学部・准教授)

現代中国政治、中国社会分析。日中比較、政治変動分析。

坂本 治也(関西大学・法学部・准教授)

現代田本政治、ソーシヤノレキャピタノレ、 NPO口市民社会分析。

近藤 康史(筑波大学・人文社会系・准教授)

政治理論、比較政治。比較分析、理論的検討を中心に。

竹中 佳彦(筑波大学・人文社会系・耕受)

政治史、現代日本政治論。歴史的分析、サーベイ調査分析。

Dadabaev， Timur (筑波大学・人文社会系・准教授)

国際関係、比較政治、中央アジア。比較分析全般口

山本英弘(山形大学・地域教育文化学部・准初受)

政治社会学。調査全般、計量分析。

桂 宰栄(筑波大学・人文社会系・准教授)

公共政策工学、計量分析。計量分析全般。

演本 真綿(北九州市立大学・政策科学部・講師)

政治過程論。調査分析全般口

久保慶明(琉球大学・法文学部・准教授)

地方自治、政治過程論。調査分析全般。

柳 至(琉球大学・法文学部・准教授)

行政学、地方自治。調査分析全般。

5. 科研費 (直接経費、交付決定分のみ。 2014年度は未交付)

2010年度 7，700千円

2011年度 31，700千円

2012年度 21，600千円

2013年度 47，100千円
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6. 本報告書の概要

第 1章「調査の設計と実施J(辻中豊・久保慶明)では、第 4次圧力団体調査の目的、内容、

設計、実施過程、対象団体に関する情報をまとめている。また、対象となった全 675図体の

一覧も収録しているD

第 2章から第 9章は分析編である。第 2章から第 7章で圧力団体調査の網羅的な分析を行

う。そして第 8章では福祉団体について詳締な検討を行い、第 9章では社会団体調査データ

を用いながら東日本大震災と団体との関係について考察している。

まず、第 2章と第 3章は、社会過程における圧力団体の姿を描く。第 2章「圧力団体のイ

デオロギーJ(竹中佳彦)では、①団体リーダーのイデオロギ一分布，②団体分類ごとの団体

リーダーのイデオロギーの違い，③団体リーダーと団体加入者のイデオロギーの比較，④団

体リーダーの信念体系，⑤団体Yーダーのイデオロギーと内閣・官僚や政党への接触につい

て詳細に検討している。第 3章「圧力団体の相互関係と影響力J (山本英弘)では、圧力団体

問における協調と対立の構図を示し、社会過程における利害関係の様相を考察する口第 2次、

第 3次調査では労使の利益基盤の狭|溢化が指摘されてきたが、第 4次調査時点では利害関係

を共有できず、労働組.lJからみればやや対立的に捉えられていることを明らかにしている。

次に、第 4章と第 5章では、圧力団体と政治アクターとの関係を撒く。第 4章「官民関係

の変質J(久保慶明)では、団体一行政関係の通時的な分析から日本の行政が変質したことを

示す。行政手法の変化の影響を受けつつ、 2009年政権交代からも一定の影響を受けたことを

明らかにしている。第 5章 f民主党政権下の団体一政党関係 一党優位型からの変容J(演本

真輔)では、自民党を中心とした接触、支持関係が、 2009年の政権交代によって変動したこ

とを明らかにしている。さらに、政党への影響力評価、政策の一致度合い、リスク態度が団

体の行動を規定することも指摘している。

さらに、第 6章と第 7章では、政治過程全体の構造の中に圧力団体を位置づけていく。第

6章「圧力出体の要求ノレートと影響力J(山本英弘・久保慶明)では、 2009年の政権交代によ

って、圧力団体の要求活動のノレートやその有効性認知において、政治家や政党の比重が高ま

っていることを指摘する。その一方で、第 1次調査以来の団体活動の不活発化というトレン

ドが続いていることも指摘している。第?章「マスメディアと圧力政治 メディア多元主義

の現況J(竹中佳彦)では、①圧力団体リーダーは，マスメディアを含む政治アクターの影響

力をどう評価しているのか，②民主党を中心とする連立政権となり p 圧力団体は，内閣・官

僚・政党・マスメディアとどの程度接触しているのか，③マスメディアは，権力集団と比較

してp 影響力の弱い集団に接触の機会を与えているのかを検討する。そのうえで、弱まりな

がらも続くメディア多元主義の現況について考察している。

第 8章と第 9章では、日本の団体世界に異なる角度から光を当てる。第 8章「福祉団体の

存立・行動様式J(大倉沙江)では、福祉政策の進展が進む中で、福祉国体がどのような状況

にあるのかを明らかにする。具体的には、接触政党としての自民党の優位が観察されないこ

と、福祉団体の凝集性が依然として低いこと、裁判所の利用が増加していることを指摘して

いるD 第 9章「社会団体調査からみる東日本大震災 被災地支援と震災対応に対する評価j

(河村和徳)では、第 4次圧力団体調査と同年に実施された社会団体調査データをもとに、

政治的アクター(政党や省庁など)に対する評価を交えながら、社会団体の被災地支援につ

いて検討する。本報告書の~付録 3 にあるように、圧力団体調査で、も類似の質問を行っており、

今後、考察を深めてし1かなければならないD
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以上が本報告書の概要である。得られた知見は多岐にわたる。その中で明らかなのは、頂

上レベルの圧力団体と政治アクターとの関係においては、 2009年の政権交代によって変化し

たこと、その一方で、活動量の低下など政権交代前からの傾向が続いている部分もあること

である。引き続き、分析を深めていきたい。

ブ.謝辞

前プロジェクトである特別推進研究に引き続き、調査研究を継続することを可能とした日

本学術振興会に感謝したい。また、研究スペースや関連研究への助成を惜しまなかった筑波

大学にも心から感謝申し上げたい。特に、国際比較日本研究センターのメンバーに感謝した

口、、
》
h
V
L

調査企画段階では、日本政治学会年報委員 (2012一立号)、および、東日本大震災学術調査

委員会「政治政策」主任委員の先生方から多くのご助言をいただいた。特に、曽我謙悟先生(神

戸大学)からは、質問票に対して了寧なコメントをいただいた。感謝申し上げます。

調査は、それに丁寧に応えてくれた調査対象団体の皆様なしには成り立たない。本調査で

は298団体の皆様に、貴重なお時間を割いてご協力いただいたD 心から感謝申し上げます。

本調査を精力的に準備した久保慶明琉球大学法文学部准教授(当時筑波大学人文社会系助

教)には特段の感謝をしている。さらに小橋洋平研究員、菊池啓一研究員、田川寛之研究員、

舘野喜和子非常勤職員、小杉香非常勤職員に感謝する。大倉沙;工、竜聖人、和嶋克洋の大学

院生各氏にも感謝する。

2014年3月

辻中豊

筑波大学学長特別補佐

人文社会系教授

基盤研究S研究代表者
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第 T章

調査の設計と実施

1 .諮査の目的・内容

辻中豊 (筑波大学)

久保慶明(琉球大学〉

社会には、経済・業界団体、労働組合、公益法人、市民団体、宗教法人など、様々な非

営利団体が存在している口これらの組合や団体は、様々な社会サービスを提供することに

よって市民生活を支えている D また、政治や行政と連携しながら、公共政策の形成や実施

に寄与している。特に、全国規模で活動する団体は、各地域で活動する罰体をとりまとめ

ながら、国における政策決定にも関与している。その活動を把握することは、日本におけ

る国家一社会関係の現状を解明するために重要な課題で、ある。

このような問題関心に基づき、京都大学を中心とする研究グ、ルーフ。で、は、過去 3回にわ

たって「団体に関する調査J(以下、団体調査)を実施してきた (1980年、 1994年、 2003-4

年)。第 3次団体諦査が実施されたのはノJ¥泉純一郎政権下で、あった。その後、民主党を中心

とした連立政権が誕生するなど、日本社会は大きな変動を経験したD そこで、これまでの

団体調査の成果を発展的に引き継ぎ、第 4次となる団体調査を実施した。政権交代を中心

とする政治変動に対して、社会はどのような影響を与えたのか口逆に、政治変動によって

社会はどのような影響を受けたのか。本調査の結果を過去 3回の団体調査と比較すること

によって、 30年以上におよぶ変化と持続を検討することが可能となる。

調査では面接法と訪問留置法を併用した。面接調査で主な項目を質問し、組織の概要等

に関わる項目は留置調査で質問した。主な質問項目は表 1の通りである。調査票は本書の

巻末に収録している。

表1 主な質問項目

項目 質問例

面接 留i鼎

東日本大震災の影響 発生へ直後の働の活きか動け，政府からの働きかけ，

政府 ，事業計画ーるへ政の策影分響野
組織の属性と運営 組織運営上の特徴，関連す 設立年，会員数，職員数，支部との関係、

他の組織との関係、 他組織との協力関係，他組織の影響力，
組織聞の連携

行政との関係、 行政との連携，接触の対象と程度， 行政からの規制，組織内の行政出身者有無
行政機関見Ijの影響力

政党との関係、
政党支の一持致，政度党，政接触党5のIJ対象と程度p

組織内め国会議員有無

政策 の影響力

団体と司法 司法制度の変化に関する認識z 訴訟経験

回体とメディア メディア活用の方法と頻度p メデ、イア登場回数

メデ、イア関係者との接触

政策に対する考え 歴代政権評価，争点に対する態度，
政策についての考え

政策活動 税制改正への働きかけ，予算編成への働きかけ，
政策に対する影響力

海外活動 外国の政治への働きかけ 海外支部の有無

政権交代 民主党政権への期待度ι盈基車よ歴代政権評価

-1-



2‘調査の日程・回収状況

調査の準備は 2010年に始まった。過去 3回の団体調査の方法と内容を検討し、調査票を

作成した。また、次節に述べる方法によって調査対象団体を決定した。実査開始段階では

683であった。しかし、そのうち 8回体で解散あるいは休業していることが判明した。最終

的な対象数は 675となった。

実査は一般社団法人中央調査社に委託した。当初の計画では 2011年度中に調査を完了す

る予定であった。しかし、東自本大震災の発生を受けて実施計画を変更し、会計年度上、

2011年度から 2012度にかけて調査日程を組み直した。実査は 2012年 5月から 8月に集中

して行二った。

実査の経過は以下の通りである。中央調査社から対象団体に依頼状を送付し、調査員訪

問の日時を決定し、面接調査を実施した。その前後に留置調査にも回答してもらったD 一

部、調査対象国体の要望により、留置調査分を面接調査特に回答した場合、面接調査分を

留置あるいは郵送によって密答した場合もあった。

回収経過を図 1に示している。最終的に、 675団体のうち 44.1%にあたる 298団体から

協力を得ることができた。ただし、そのうち 17団体は留置調査が欠票となった口

50 げγ……………一一一一一一一一一一……一…一一…一一一一一一…………一…一一一…………マ

45 

40 

30 
団
体 25

数 20

15 
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。
~ A>..~ A>..~ A>..~ A>..~ A>..~ A>..~ A>..~ A>..~ A>..~ A>..~ A>..~ A>..~ A>..~ A>..~ 句、必

歩兵舎手手横手持7978合9497JFJF求d多少ダ，ト

図1 回収経過

註)完了:調査完了、終了:調査終了(調査協力得られず)。
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3. 調査対象の確定方法

本調査は、全国規模で活動する主要な団体を対象として、政治や行政との関係性を把握

することを課題としている。しかし、そのような団体を網羅的に捕捉することは容易では

ない。日本では、アメリカやドイツのように、政府に働きかけを行う団体の登録制度zがな

い。また、『全国匝体名簿~ (日刊工業新聞社)や職業別電話帳♂の「団体・組合Jなど、手

に入れることのできる団体リストでは、全国各地の団体が全て並んでおり、その中で主要

な全国団体を選定することは難しい。

そこで、本調査では 3つの観点から対象団体を選定することにした。第 1に、政府との

関係である。参議院議員に関係するかどうか、国会に出席した経験を持っかどうか、審議

会等に委員を派遣しているかどうか、税制改正要望を提出しているかどうか、という 4つ

を基準とした。第 2に、過去 3回の団体調査の協力団体である。継続調査であるという点

に鑑みて、回体の解散や統合の有無を確認したうえで対象に加えた。第 3に、調査者の判

断であるD 上記 2つの基準から漏れている重要団体を 5つ追加した。

これらは、京都大学を中心とする研究ク、ルーフ。が第 l次から第 3次まで実施してきた選

定方法を、発展的に継承したものである。なお、表 2に示す通り、 2009年の政権交代を前

後する侍期を対象として団体リストを作成した。対象団体一覧は本章末尾に掲載している口

表2 対象対象を確定するための資料

項目 時期

参議院議員選挙推薦・経歴関係 2001年参院議員選挙
2010年参院議員選挙

国会出席(公述人・参考人・証人) 2007年9月1日'"'-'2011年8月31日
審議会等委員派遣 2008年、 2010年

税制改正要望提出

第1次から第3次調査の回答団体

その他

2010 (平成22)年税制改正要望

1980年、 1994年、 2003-4年
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資料

『朝日新開』関連記事
『日本経済新聞』関連記事
『国会便覧Jl(日本政経新聞社)各号
f国会会議録』検索システム
審議会総覧(2008年)
審議会総覧(2010年)
各省政策会議ウェブRサイト

村松岐夫『政官スクラム型リーダーシツプ
の崩壊Jl(東洋経済新報社、 2010年)資
料2 団体調査の対象リスト

調査者の判断



4. 母集団および回答団体の情報

本調査は、前節の方法によって確定した 675団体を対象とする悉皆調査である。表 2で

示した 4つの項目ごとに、母集団および回答団体の情報を確認して代表性を検討する。

表3 母集団と回答団体(参議院関係数)

度数 % 
母集団 回答団体 母集団 回答団体。 617 272 91.4 91.3 

33 16 4.9 5.4 
2 13 4 1.9 1.3 

3 12 6 1.8 2.0 

合計 675 298 100.0 100.0 

表 3は、参議院議員関係でリスト化された団体の数である口母集団をみると、 675団体中

58団体がこの方法でリスト化された。そのうち、 12団体は 2007年の参院選挙での推薦、

2010年の参院選挙での推薦、『国会便覧』での議員経歴への記載、 3項目すべてに該当して

い石 Q 母集団と回答団体それぞれにおける%を比較すると、該当数3が1.8%と2.00/0、該

当数 2が1.9%と1.3%、該当数 1が4.9%と5.4%となっている。大きな偏りは生じてい

ない。

表4 母集団と回答団体(国会出席回数)

度数 % 
母集団 回答団体 母集団 回答団体。 505 223 74.8 74.8 

120 56 17.8 18.8 
2 27 9 4.0 3.0 
3 8 5 1.2 1.7 
4 6 0.9 0.3 
5 4 2 0.6 0.7 
6 l 。 0.1 0.0 
9 0.1 0.3 
12 1 。 0.1 0.0 
15 。 0.1 0.0 
25 1 0.1 0.3 
合計 675 298 100.0 100.0 

表 4は、 2009年の政権交代前後 2年間ずつ、言十 4年間の国会出席回数を集計している。

母集団(度数)をみると、 675団体中 170団体がこの方法でリスト化された。最多は 25回

(日本弁護士連合会)であり、 15回(日本経済団体連合会)、 12回(全国農業協同組合中

央会)、 9自(日本労働組合総連合会)、 6回(電気事業連合会)が続しこのうち、日本経

済団体連合会、全国農業協同組合中央会、電気事業連合会からは協力を得ることができな

かった。ただ、分布全体としては、母集団と回答団体との間で大きな偏りがあるとは判断

できない

-4-



表5 母集団と回答団体(審議会等委員派遣数)

度数 % 
母集団 回答団体 母集団 回答回体

G 405 186 60.0 62.4 
l 113 46 16.7 15.4 
2 89 33 13.2 11.1 

3 19 8 2.8 2.7 
4 21 12 3.1 4.0 
5 7 。 1.0 0.0 

6 5 3 0.7 1.0 

7 4 3 0.6 1.0 

8 3 2 0.4 0.7 

10 3 0.4 0.3 

12 。 0.1 0.0 

13 1 0.1 0.3 

20 1 0.1 0.3 
22 0.1 0.3 

27 1 0.1 0.3 
28 。 0.1 0.0 

合計 675 298 100.0 100.0 

表 5は審議会等委員派遣数の分布である。母集団(度数)をみると、 675団体中 270匝体

がこの方法でリスト化された。最多は 28(日本経済団体連合会)であり、 27(日本労働組

合総連合会)、 22(主婦連合会)、 20(日本医師会)、 13(経済同友会)、 12(日本公認会計

士協会)が続く。このうち、協力を得ることができなかったのは日本経済団体連合会と日

本公認会計士協会である。また、派遣数が 5の 7団体からは全く協力を得ることができな

かった。ただ¥全体として母集団と回答団体の間で大きな偏りがあるとは判断できない。

表6 母集団と回答国体(平成22年度税制改正要望)

度数 % 
母集団 回答団体 母集団 回答団体。 565 248 83.7 83.2 

1 101 45 15.0 15.1 
2 6 4 0.9 1.3 

3 2 0.3 0.3 

5 。 0.1 0.0 

合計 675 298 100.0 100.0 

表 6は、 2010(平成 22)年度税制改正要望における要望提出省庁数の集計である。 675

団体中 110団体がこの方法でリストイとされた。最多は 5(日本経済団体連合会)であり、こ

れに 3仰木税理士連合会、日本商工会議所)が続く。 1の団体は 101ある。最多の日本経

済団体連合会から協力を得ることはできなかったものの、%をみると母集団と回答団体の

聞で分布に大きな偏りがあるとは認められない。
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表7は過去の調査協力団体の分布である。母集団(度数)をみると、 675団体中 362毘体

は第 3次調査までの回答経験がなく (xx x)、残りの 313団体が過去協力団体としてりス

ト化された。 3次の調査すべてに回答している団体は 109あるD 前田の 3次調査に回答した

(第 3次にOがついている)団体は 211である。%をみると、回答団体では第 1次のみ (0

x x)の害IJ合が、母集団に比べてやや低い一方、すべてに回答した団体 (000)の都合

は母集団よりも 4.7ポイント高い点に留意する必要がある。

このほか、調査者の判断で対象とした団体が 5つある(表的。①「日本生産性本部」で

は、産業界を中心に労働など各界の組織が活動している。②日本生産性本部に事務局を置

く f新しい日本をつくる国民会議J(21世紀臨調)は、 1990年代以降の政治改革を推進し

てきた。③「日本財団j は、財政規模が 300億円を超える日本有数の財団である。④「日

本会議jは100名を超える国会議員を会員に抱える民間団体である。⑤「言論NPOJは、

民主主義と市民社会の強化をミッションとする認定NPO法人である。各団体が社会に与

える影響の大きさに鑑みて、調査者の判断で対象に加えた。

表8 調査者の判断で対象とした団体

公益財団法人日本生産性本部

新しい日本をつくる国民会議

公益財団法人自本財団

器本会議

特定非営利活動法人言論NPO
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5. 集計上の留意点

過去の調査では、団体を分類する指標として活動分野を重視していた。第 1次調査の結

果をまとめた村松岐夫・伊藤光利・辻中豊『戦後日本の圧力団体~ (東洋経済新報社、 1986

年)では、農業団体、経済団体、労働団体、教育団体、行政関係団体、福祉団体、専門家

団体、市民・政治団体、宗教団体に分類していたD また、職業別電話帳の「団体・組合J

を調査リストに用いた辻中豊・森裕城編著『現代社会集団の政治機能~ (木鐸社、 2010年)

でも、ほぼ同様の団体分類を用いた。本調査でも、同様の観点から匝体の分類を試みてい

る。分野君IJの団体一覧は本章末尾に収録している。

表 9に示したのは団体分類別の回収率である。全体の田収率が 44.1%であるのに対して、

「農林水産業団体Jと fその他」では 20%代の呂収率である。その一方で、労働団体と教

育団体では回収率が 5割を超えており、留意する必要がある。

表9 調査対象数と回収数

度数 回収数
回収率

母集団回 答団体母集団回答団体

農林水産業団体 60 17 8.9 5.7 28.3 

経済・業界団体 220 100 32.6 33.6 45.5 

労働団体 55 33 8.1 11.1 60.0 

教育団体 32 16 4.7 5.4 50.0 

行政関係団体 32 15 4.7 5.0 46.9 

福祉毘体 93 42 13.8 14.1 45.2 

専門家団体 45 21 6.7 7.0 46.7 

市宗教民・政治団体 90 37 13.3 12.4 41.1 

団体 21 10 3.1 3.4 47.6 

その位 27 7 4.0 2.3 25.9 

合計 675 298 100.0 100.0 44.1 

次に、過去 3聞の調査回答団体に占める各分類の割合を確認する(次頁図 2)。過去の調

査で対象となった団体全体(母集団)での分布は、第 1次と第 2次のリスト(第 4次では

675)が不明のため、比較することはできない。

図2で第 l次 (1980年)と第 2次 (1994年)を比べると、いずれの団体分類でもほぼ同

様の割合である。しかし、第 4次 (2012年)では、農林水産業団体と労働団体の割合が低

下し、市民・政治団体や福祉団体の割合が上昇している。 1980年代や 1990年代の調査に比

べて、第 4次となる本調査では非営利セクターの回答が全体の回答傾向に与える影響が大

きくなっていることに留意しなければならない。
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綴農林水産業 滋経済・業界 務労働 綴教育 接言行政関保 後福祉 務専門家 勾市民・政治 怒宗教 務その他

1980 

N=252 

1994 

N=247 

2003・4

N=235 

2012 

N=298 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

図2 回答団体に占める団体分類(%)の推移

図 2のような分布となった理由の lつとして考えられるのは、 3節で示した対象団体確定

方法の影響である口第 1次と第 2次では、各種団体名簿をもとにしながら、政策アクター

研究会のメンバーが対象とすべきかどうかを判断していた。第 3次でも、国会公聴会出席

団体数を数えるなどという方法を試みたものの、最終的には調査者の判断で対象を選定し

た。これらに対して第 4次では、表 2に示したように各種資料をもとに母集団リストを作

成した。その結果、回答団体に占める団体分類の構成が変化した可能性がある。

なお、対象確定方法に変更を加えた本調査の結果が過去の調査と比較可能であるかどう

かについては、『第四次 団体に関する調査 コードブック~ (筑波大学国際比較日本研究

センタ一、 2013年)で検討している。あわせて参照されたいn

6. 対象団体一覧(次頁から)
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¥ノ仁 三 ヤ 二日農林ポ産業二三二戸二三二三一二一ノ
~完了ぺご

一般財団法人
日本土壌協会

一般社団法人
呂本養豚協会

財団法人
農林水産長期金融協会

社団法人
栄養改善普及会
全霊中央市場水産卸協会
全富木材組合連合会
大日本水産会
中央酪農会議
土壌環境センター

認定特定非営利活動法人
JUON NETWORK 

その他
JA全国女性組織協議会
漁船保険中央会
全国漁協女性部連絡協議会
全国厚生農業協同組合連合会
全国農業協同組合連合会
全日本開柘者連盟
呂本酪農政治連盟

ー;失票ふーんーにふL三~主ぶ γ~

一般財団法人
中央漁業操業安全協会

一般社団法人
百本鶏卵生産者協会
日本種茜協会
日本乳業協会
日本農業機械工業会
日本林業経営者協会
農業土木事業協会

公益社団法人
全冨和牛登録協会
大日本山林会
日本農業法人協会

財団法人
日本農業研究所

社団法人
全国中央市場青果卸売協会
全国農業改良普及支護協会
全国農業共済協会
中央畜産会
日本治山治水協会
日本食肉市場卸売協会
日本林業協会

特定非営利活動法人
日本水フォーラム

その他
JAパンク支援協会
飼料輸出入協議会
全罷たばこ耕作組合中央会
全冨漁業協同組合連合会
全菌共済農業協同組合連合会
全冨森林組合連合会
全霞水産加工業協関組合連合会
全国青果物商業協陪組合連合会
全国畜産農業協陪組合連合会
全国土地改良事業密体連合会
全国内水面漁業協同組合連合会
全国肉牛事業協陪組合
全国農協青年組織協議会
全国農業会議所
全国農業協同組合中央会
全国農業者農政運動組織連盟
全国米穀販売事業共済協同組合
全国酪農業協同組合連合会
日本かつお・まぐろ漁業協詞組合
日本題芸農業協同組合連合会
日本林業同友会
農業参入法人連絡協議会
農薬工業会
北部太平洋まき網漁業協同組合連合会

b 三三点己主将jμ九マ μ7経繍実業家三ぷぷ会仏〆

二ノノツ寓よミ:ミ忘れ三ぷ与を手伝;乙匁弓冗とごζ;三:ムミーとに二
一鍛黙団法人

みなと総合研究財田
機械振興協会
経済広報センター
日本品質保証機構
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一般社司法人
コンピュータソフトウェア協会
コンビュータソフトウェア著作権協会
情報サービス産業協会
新エネルギー導入促進協議会
全霞ハイヤー・タクシー連合会
電気通信協会
電力系統利用協議会
日本ガス石油機器工業会
日本パン工業会
日本化学工業協会
日本機械工業連合会
日本計量機器工業連合会
日本原子力技術協会
日本広告業協会
日本国際知的財産保護協会
日本産業機械工業会
日本倉庫協会
百本鉄リサイクル工業会
日本竜気計浪IJ器工業会
母本貿易会
不動産協会

一般社団法人
全国LPガス協会
電子情報技術産業協会
日本民営鉄道協会
日本旅客船協会

公益財団法人
科学技術交流財団
産業教育振興中央会
日本生産性本部

公益社団法人
企業メセナ協議会
経済同友会
全国民嘗職業紹介事業協会
日本記者クラブ
日本青年会議所

公益社罰法人
日本訪問販売協会

財毘法人
港湾空港建設技術サードスヤシ今一
金品産業センター
自本郵政退職者連盟

社団法人
セメント協会
建設産業専門団体連合会
全国中小建築工事業毘体連合会
投資信託協会
毘本クレジット協会
日本ケーブルテレビ連盟
日本温泉協会
日本観光振興協会
日本金型工業会
日本経済研究センター
田本建設業連合会
日本港湾協会
日本証券投資顧問業協会
日本中古自動車販売協会連合会
日本中小企業団体連盟
日本謂理師会
日本電気協会
日本分析機器工業会
日本冷凍食品協会

社団法人
日本冷蔵倉庫協会

特定非営利活動法人
建築技術支援協会

その他
欧州ビジネス協会在自歌州(連合)画
化成品工業協会
石油化学工業協会
石油連盟
全国たばこ販売生活協同組合
全国卸売湾販組合中央会
全国個人タクシー事業連合会
全国公衆浴場業生活衛生開業組合連合会
全国社交飲食業生活衛生開業組合連合会
全国高工会連合会
全題高エ団体連合会
全題商底街掠興組合連合会
全密製紙原料商エ組合連合会
全霊中小企業団体中央会
全箆麺類生活衛生院墾結合連合会



全国理容生活衛生開業組合連合会
短資協会
中小企業家同友会全国協議会
天然ガス鉱業会
道路運送経営研究会
日本LPガス協会
日本エネルギー法研究所
日本スーパーマーケット協会
日本チヨコレート・ココア協会
B本ツーパイフォーランパ-JAS協議会
日本マーガリン工業会
日本ワイナリー協会
日本貨物運送協同組合連合会
日本自動車輸入組合
日本商品先物振興協会
日本製紙連合会
日本製薬工業協会
日本船舶輸出組合
日本中小企業政治連盟
日本百貨庖協会
日本薬業政治連盟
日本洋酒酒造組合
日本羊毛紡績会

‘浪芸ミとじ乙:シギ，三笠三三 ー
一般財団法人

建材試験センター
日本エネルギー経済研究所
日本デジタル道路地図協会
日本海事協会
日本規格協会
日本建築総合試験所

一級社団法人
UTMS協会
カメラ映像機器工業会
コンビュータエンターテインメント協会
テレコムサーピ、ス協会

海外建設協会
毘際観光旅館連盟
全国銀行協会
全国建設業協会
全国信用金産協会
全園地方銀行協会
第二地方銀行協会
中部経済連合会
日本ガス協会
日本音楽著作権協会
日本環境測定分析協会
日本空調衛生工業事業協会
日本経済団体連合会
日本建設機械工業会
日本絹人繊織物工業連合会
日本原子力産業協会
日本工作機械工業会
日本自動車販売協会連合会
日本新聞協会
日本船主協会
日本即席食品工業協会
日本損害保険協会
日本鉄鋼連盟
日本電機工業会
日本電設工業協会
日本防衛装備工業会
呂本民間放送連盟

一般社団法人
信託協会
全国信用組合中央協会
日本自動車会議所
日本自動車工業会
日本植物油協会
日本造船工業会

公益財団法人
金融情報システムセンター
原子力安全研究協会
全国法人会総連合
鉄道総合技術研究所
日本証券経済研究所

公益社団法人
全国宅地建物取引業協会連合会
鉄道貨物協会
日本パス協会
日本缶詰協会

公益社団法人
関西経済連合会

全日本トラック協会
財団法人

航空振興財団
都市経済研究所
日本広報センター

社団法人
海外コンサルティング企業協会
住宅生産団体連合会
生命保険協会
全昌生活衛生開業組合中央会
全国中小建設業協会
全日本航空事業連合会
電気通信事業者協会
特殊鋼倶楽部
自本インターネットプロパイダー協会
自本海運集会所
日本外航客船協会
日本絹業協会
日本水道協会
日本陸送協会

社団法人
E本コークス協会

その他
ビール酒造組合
協同組合連合会日本専門馬会連盟
在日米冨商工会議所
石油鉱業連盟
全国飲食業生活衛生開業組合連合会
全国菓子工業組合連合会
全国喫茶飲食生活衛生開業組合連合会
全国興行生活衛生同業組合連合会
全国軽自動車協会連合会
全国商工会青年部連合会
全国小売酒販組合中央会
全国食肉事業協同組合連合会
全国石油商業組合連合会
全園地ビール醸造者協議会
全国通運協会
全国電機商業組合連合会
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会
全国料理業生活衛生田業組合連合会
全日本火災共済協同組合連合会
全日本紙器段ボール箱工業組合連合会
損害保険料率算出機構
中小企業再生支援全国本部
定期航空協会
電気事業連合会
日仏メディア交流協会
日本0丁C医薬品協会
日本ジャーナリスト会議
日本ソーダ工業会
日本タオル工業組合連合会
日本チェーンストア協会
日本医療機器産業連合会
日本化学繊維協会
日本鉱業協会
日本合板工業組合連合会
日本酒造組合中央会
日本高工会議所
日本商宿連盟
日本証券業協会
日本蒸留酒酒造組合
日本製薬団体連合会
日本繊維産業連盟
日本内航海運組合総連合会
日本撚糸工業組合連合会
日本捕鯨協会
日本紡績協会
日本綿スフ織物工業連合会
日本洋酒輸入協会
日本養鶏農業協同組合連合会
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その他
NHK関連労働組合連合会
UIゼンセン同盟
全国化学労働組合総連合
全国交通運輸労働組合総連合
全面自動車突通労{勤組合総連合会
全国自動車交通労働組合連合会
全国生命保険労働組合連合会
全国電力関連産業労働組合総連合
全国農業協同組合労働組合連合会
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全面福祉保育労働組合
全盟労働組合総連合
全密労働組合連絡協議会
全日産・一般業種労働組合連合会
全日本たばこ産業労働組合
全日本海員組合
全日本教職員組合
全日本金属産業労働組合協議会
全日本金罵情報機器労働組合
全自本交通運輸産業労働組合協議会
全自本題立医療労働組合
全日本自治匝体労働組合
全日本鉄道労働組合総連合会
全日本電線爵連産業労働組合連合会
全農林労働組合
日本ゴム産業労働組合連合
日本屋療労働組合連合会
日本基幹産業労働経合連合会
日本教職員組合
日本高等学校教職員組合
日本私鉄労働組合総連合会
E本紙パルプ紙加工産業労働組合連合会
呂本都市交通労働組合
百本労働組合総連合会

:失票ぷケデ ヲ亡、デて二弘

財田法人
介護労働安定センター

その位
JAM 
N丁丁労轍組合
公務公共サービス労働組合協議会
航空労組連絡会
国鉄労働組合
自治労全国一般評議会
'情報産業労働組合連合会
政府関係法人労働組合連合
金鑓建設労働組合総連合
全冨商社労働組合連合会
全日本運輸産業労儲組合連合会
全日本建設交運一般労働組合
全日本自動車産業労鱗組合総連合会
全日本水道労鱒組合
全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会
日本サーピス・流通労働組合連合
日本化学エネルギー産業労働組合連合会
日本国家公務員労働組合総連合
日本金品関連産業労{動組合総連合会
日本新関労働組合連合
日本郵政グループ労働組合
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一般社団法人
呂本私立大学連盟

公益財団法人
人権教育啓発推進セン合一
大学基準協会
自本体育協会

社密法人
全国学習塾協会

特定非営利活動法人
ジェントル1¥ートプロジェクト
日本語教育研究所

その他
社会教育推進全国協議会
全国国公立幼稚麗長会
全国専修学校各種学校総連合会
全国民間保育覇経営研究懇話会
全私学連合
全日本中学校長会
総合型地域スポーツクラブ全国協議会
日本私立小学校連合会
日本私立大学協会

ぐ保嚢三主主一三五之丞
一般社団法人

国立大学協会
全闇高等学校PTA連合会

公益社団法人
全居私立保育露連盟

財団法人
ソニー教育財詔
放送大学教育振興会

社包法人
全日本私立幼稚観連合会

自本青少年育成協会
社団法人

ヨ本PTA全面協議会
その他

公立学校共済組合
全冨高等学校長協会
全盟高等専修学校協会
全国都道府県教育委員会連合会
全国特別支援学校長会
全国連合小学校長会
日本私立学校振興・共済事業団
呂本私立中学高等学校連合会

守幸政関:係三一ぷど一一 へ
完

一般財団法人
計量計画研究所

公益財罰法人
原子力安全技術センター
地方自治総合研究所
日本人事試験研究センター

公益財団法人
後藤・安田記念東京都市研究所

社団法人
全国行政相談委員連合協議会
全国市街地再開発協会
日本道路協会

その他
市町村職員中央研修所
指定都市市長会
全雷過疎地域自立促進連盟
全富市議会議長会
全国市長会
全国都道府県議会議長会
地方公務員共済組合連合会

二¥失葉ノ;

財団法人
自治総合センヲー
自治体国際化協会
生活用品振興センター
地域総合整備財団
道路開発振興センター
呂本消防協会

財部法人
日本航空協会

社団法人
呂本工業用水協会

社団法人
全密信用保証協会連合会

その他
霞家公務員共済組合連合会
自治体問題研究所
全国消防長会
全冨知事会
全国町村会
全富町村議会議長会
全国郵痩局長会
木下敏之行政経営研究所

ノ 三二五三心ノ:ン酎1Ii、 ぷ心ンーごいノン:
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NPO法人
日本移植者協議会

一般財団法人
長寿社会開発センタ一

一般社自法人
全国公私病院連盟
全国肢体不自由児者父母の会連合会
日本尊厳死協会

公益財毘法人
長寿科学振興財団
日本障害者1)1 ¥ピリテーション協会
呂本対がん協会
毘本中毒槽報センター
毘本訪問看護財団
放射線影響研究所

公益社団法人
全国精神保健福祉会連合会
全冨老人福祉施設協議会

財団法人
全密母子著書婦福祉毘体協議会
全国里親会

社会福祉法人
全国重症心身障害児(者)を守る会
全日本手をつなぐ膏成会

マーム
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毘本盲人会連合
日本盲人社会福祉施設協議会

社団法人
国民健療保険中央会
生命科学振興会
全恩腎臓病協議会
全冨脊髄損{筆者連合会
日本医療法人協会
日本共済協会
日本筋ジストロフィー協会
日本自閉症協会

特定非営利活動法人
f育て上iず」ネット
AMDA 
ホームスタート・ジャパン
全霞精神障害者団体連合会
蜘妹の糸
自本移縫支援協会

認定特定非営利活動法人
DPI日本会議

その他
し&G被害対策弁護毘
ハンガーヴ1)-・ワールド
殺人事件被害者遺族の会「宙の会j

全毘ことばを育む会
全箆筋無力症友の会
全菌肢体不自由養護学校P了A連合会
自本好臓購患者団体協議会
反貧密ネットワーク
労働者福祉中央協議会

史裏目

一般財[ill法人
日本救急産療財毘

一般社団法人
全国心臓病の子どもを守る会
全居中小企業勤労者搭社サービスセンター
日本在宅介護協会
日本発達障害ネットワーク
日本病院会

公益財毘法人
がん研究会
結核予防会
自本生命済生会

公益社団法人
全国老人保健施設協会
長寿社会文化協会
自本精神科病続協会

財由法人
国際医学情報センター
全国老人クラブ連合会
全日本ろうあ連盟
日本遺族会

社会福祉法人
プロップ・ステーション
恩賜財団母子愛膏会
全国社会福祉協議会
全国心身障害児福祉財団
日本肢体不自由児協会
日本身体障害者団体連合会
日本保育協会

社団法人
全国社会保険協会連合会
全日本病院協会
日本衛生検査所協会
日本重症児福祉協会

特定非営利活動法人
グループ・ネクサス
パレスチナ子どものキャンペーン
癌と共に生きる会
救急へリ病焼ネットワーク
高齢社会をよくする女性の会
自立生活サポートセンター・もやい
難民支援協会
呂本産療政策機構
日本障害者協議会

認定特定非営利活動法人
全居被害者支援ネットワーク

その他
あけぼの会
空飛ぶ車いすを応援する会
鍵療保設組合連合会
小児難痛センター
全国B型肝炎訴訟弁護団・全国連絡会

全国鍵康保険協会
全冨個室ユニット型施設推進協議会
全国交通事故遺族の会
全国身体障害者施設協議会
全国犯罪被害者の会
全毘保育士会
中央社会保障推進協議会
働く女性の全国センター

7ケ帯守家三マザ ι 位二に
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一般社団法人
作業療法士協会
日本言語聴覚士協会

公益社関法人
上方落語協会
日本芸能実演家団体協議会
日本建築士会連合会
自本獣医師会
日本俳擾協会
日本不動産鑑定士協会連合会
日本理学療法士協会

公益社屈法人
日本歯科技工士会
日本薬剤師会

社団法人
日本医師会
日本介護福祉士会
呂本計量振興協会

その他
全罰WEBカウンセリング協議会
全日本民主医療機関連合会
日本移植コーディネーター協議会
日本栄養士連盟
E本公証人連合会
日本税理士会連合会
日本弁護士連合会

~ …欠票L イシ ノ之一

一般社団法人
自本介護支援専門員協会

公益社団法人
全国消費生活相談員協会
日本消費生活アド1¥イザー・コンサルタント協会
日本文襲家協会

公益社司法人
日本看護協会

社団法人
日本ピアノ調律師協会
日本栄養士会
日本建築家協会
自本建築士事務所協会連合会
日本歯科医師会
日本船長協会

その他
γKC全国政経研究会
全罰社会保険労務士会連合会
全国農業機械士協議会
全国保険医盟体連合会
日本医師連盟
日本外国特派員協会
日本看護連盟
日本公認会計士協会
日本司法書士会連合会
日本号法書士政治連盟
日本歯科医師連盟
日本民主法律家協会
E本薬剤師連盟
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一綾社団法入
グリーンピース，ジャパン
内外情勢調査会

公義財田法人
ジョイセフ
公益法人協会

日本国際問題研究所軍縮・不拡散促進センター
財団法人

E本青年館
社団法人

千島撞舞諸島居住者連盟
特定非営利活動法人

アフリカ日本協議会
気候ネットワーク
地球環境と大気汚染を考える全居市民会議



難民を助ける会
日本消費者連盟

認定特定非首科活動法人
まちぽっと
日本NPOセンター

その他
I女性会議
セーブ-ザ・チルドレン"ジャパン
パルシステム生活協同組合連合会
ピースボート
マングローブ植林行動計蜜
語水爆禁止日本富民会議
構想、日本
主婦連合会
水源開発問題全冨連絡会
全盟関税会総連合会
全国公団住宅自治会協議会
全国消費者団体連絡会
全国地域婦人団体連絡協議会
東京消費者団体連絡センター
道路公害反対運動全国連絡会
特定失践者問題調査会
日本高齢・退職者団体連合会
日本生活協詞組合連合会
日本青年団協議会
日本婦人有権者向盟
日本民主青年同盟
部落解放同盟中央本部

矢葉三
NPO法人

シーズ市民活動を支える制度をつくる会
一般財罰法人

ベターホーム協会
平和・安全保障研究所

一般社罰法人
日本自動車連盟

公益財毘法人
オイスカ
ケア・インターナショナルジャパン
日本ユニセフ協会
日本財団

公益社団法人
アムネスティ・インターナショナル日本
全国少年警察ボランティア協会
E本環境教育フォーラム

財団法人
国畏政治協会
呂本消費者協会
明るい選挙推進協会

社会福祉法人
大阪ボランティア協会

特定非営利活動法人
f環境・持続社会j研究センター
アクアブラネット
アフリカ地域瞬発市畏の会
しんぐるまざあず・ふおーらむ
テクノ:未来塾
ピースウィンズジャパン
ワールド・ピ、ジョン・ジャパン
環境エネルギ一政策研究所
関西NGO協議会
言論NPO
国際変動研究所
在日ブラジル人を支援する会
情報公開クリアリングハウス
日本ガーディアン・エンジェルス
日本紛争予紡センター
民間危機管理再生機構

特定非営利活動法人
アジア太平洋資料センタ一
国際協力NGOセンター

誌定特定非営利活動法人
緑の地球ネットワーク

その他
ペシャワール会
移住労働者と連帯する全国ネットワーク
関西生活者連合会
救う会全題協議会
原水爆禁止自本協議会
国境なき医師団日本事務局
国際公共政策センター
消費科学連合会
新しい消費者行政を実現する連絡会

新しい日本をつくる国民会議
新日本婦人の会
生活協同組合連合会グリーンコープ連合
金冨借地借家人組合連合会
全冨土地改良政治連盟
東百本大震災支援金属ネットワーク
記本アジア・アフリカ・ラテンアメリカ連帯委員会
E本会議
日本自動車ユーザーユニオン
E本主婦連合会
被害者と司法を考える会

川一一二ー ノ 宗教レ一
九三;完7ρ;

宗教法人
浄土真宗本願寺派(西本顕寺)
新生悌教教団
天台宗
E蓮宗

その他
教派神道連合会
黒住教
真言宗金毘羅尊流総本山金毘羅説
神理教大教庁
E本キリスト教連合会
立正佼成会

三三次;嚢?♂ご

公益財団法人
新日本宗教団体連合会
全日本仏教会
日本宗教連盟

宗教法人
円応教
幸福の科学
浄土宗
生長の家

その他
神社本庁
崇教真光
世界救世教いづのめ教畠本部
創価学会

、ノ〆 よγ7司令 {ザ そ!のの他 r 戸 斗 4λ ノ~一 Cふ三
;い二〆;詫詫τ乞 ノークラノ日

一般財団法人
日本総合研究所

公益財田法人
サントリー文化財団
山階鳥類研究所
日本国際交流センター

公益社団法人
自動車技術会
E本アイソトープ協会

社団法人
日本ホッケー協会

三一〆決嚢乞F 三
一般財国法人

公園財団
日本ITU協会

一般社団法人
共同通信社
E本食品安全支援機構

公益財団法人
新国立劇場運営財団
世界自然保護基金ジャパン
地球環境産業技術研究機構
東京財罰
お本オリンピック委員会
呂本自然保護協会
平成基礎科学財団
野田産業科学研究所

財団法人
NHK放送研修センター
インターネット協会
自然環境研究センター
防災研究協会

特定非苦手IJ活動法人
海洋温度差発電推進機構

その他
在日本大韓民冨畏田中央本部
全密青色申告会総連合
日中交流研究所

*活動分野は各団体の活動内容をもとに調査者が分類した。
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第 2章

圧力団体リーダーのイデオロギー

竹中佳彦(筑波大学)

はじめに

個人の利益は F 選挙における政党の選択によってのみ政治システムに媒介される

わけではない.有権者の数が大規模化した現代社会では，個人で国家に働きかける

よりも3 団体を通じて国家に働きかけるほうが大きな政治力を発揮することができる.個

人が団体を組織したり p すでに組織されている団体に所属したりしてp 要求や政策案

を政党や官僚に働きかけることは利益表出 (interestarticulation)である.

団体はp イデオロギー的に近い政党と日常的に接触を持つことによって，情報獲得

のコストや交渉のコストを低減させることがで、きる.したがって団体のなかにも，イデオロ

ギーに基づいて，政治や社会を認知・評価したり，行動したりするものもあるだろう.

実際3 「55年体制J下の団体政治についてF 村松岐夫(1981)は， 1976~77 年の官

僚調査， 78~79 年の議員調査に基づきy 政策過程とイデオロギー過程の二重構造が

あると論じた.また村松・伊藤光利・辻中豊(1986)は， 80年の団体調査を分析しF ①

体制関連政策をめぐる保守連合と革新連合，②保護的規制政策をめぐる大企業団体

と消費者・反公害団体，③分配・再分配を求める政策受益回体連合と民間大企業労

使連合(社会民主主義と新自由主義)の三つの対立が存在することを明らかにした.

そして保守的な団体はF 戦術としてはインサイド・ロピイングを用いy 政策受益団体(農

業団体，教育団体，行政関係団体，福祉団体)が行政に，セクター団体(経済団体・

専門家団体)が与党に接触しているのに対し，革新的な価値推進団体(労働団体，市

民団体3 政治団体)は野党に接触しF アウトサイド・ロビイングを戦術として用いており，

保革対立に即した団体活動パターンの存在があるとされた.

しかしiS5年体制jの崩壊によって，団体の存在様式や認識，活動に対するイデオ

ロギーの影響力は低下したとされている.伊藤は，継続的な協力関係である大企業労

使連合(伊藤 1988)が，第 2回団体調査(1994年)の分析によってもなお維持されて

いることを明らかにした.他方3 伊藤は3 先の三つの対立は3 存続しているが，弱まっ

ていると指摘した(伊藤 1996; 1998). 丹羽功 (2006) は y 第 3 回団体調査 (2001~04

年)~こよって，協力関係は 80年代から変化があまりなし 1ものの，先の三つの対立のうち

①と②の対立は存在しておらず，団体の対立が一層弱まっていると論じている.

JIGSl調査を分析した辻中・荏宰栄 (2002)は，数量化国類による分析の結果，政

治関与の積極-消極性，政党志向一行政志向 3 地球化・情報志向一国内・モノ志向

という三つの軸が導出されたとし， i 55年体制における保革対立型の団体分類と異な

る構図jが見出されたと述べている.同じ JIGS1調査を用いて， rいったん構築された
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組織間の関係性や行動パターンは，政治経済環境が変化しても F にわかには変わら

ないものJ(森 2003)であり F 回体政治にはrI日構造の残存Jが見られF 団体の政治的

働きかけや政党との関係にはイデオロギーの影響があるとしづ報告もなされていた(森

2002 ;石生 2002)が， i I日し、亀裂である保守・革新型の亀裂はほぼ消滅しつつある」

(辻中 2002:336)と結論づけられた.

2000年代になってF 政党間競争は自民・民主両党の二大政党制化しp 選挙におけ

るこ大政党の選択に対する有権者のイデオロギーの説明力が弱まっていることも明ら

かにされている(藷島・竹中 2012).そうだとすればF 毘体政治でも，脱イデオロギー

が一層進んで、しものカもしれない.

竹中 (2010)は，圧力団体よりも広範な社会団体がどのぐらい多様な利益を組織化

しているのかy イデオロギーで示されるものも利益だとしづ観点(辻中 1988:15)から

JIGS2調査などのデータによって分析し3 以下のように論じている.1980年代には，団

体リーダーと一般の組織加入者のイデオロギーが，労働組合を除いて一致しており

(蒲島・竹中 1996:204四 206)，団体が社会の罰種の利益全体を組織化していた.しか

し2000年代になって，保守的な団体のリーダーは3 組織加入者などよりも穏健なイデ

オロギーしか持たず，逆に革新約な団体のりーダーは，組織加入者などよりも先鋭な

イデ、オロギーを持っており，社会団体リーダーのイデ、オロギーと一般の組織加入者や

政策的関心を共有する潜在集団のイデオロギーとが一致しなくなった.また与党のみ;

あるいは中央省庁・与党に接触しているのはイデオロギーが中間から保守的なリーダ

ーを擁する団体であり，野党のみp あるいは中央省庁・野党に接触しているのは革新

的なリーダーを持つ団体で、あった.そして政権政党である自民党を通じて利益が代表

されていた保守的な人々と異なり?革新的な人々は，支持する政党を通じて利益を実

現させることが難しいため，団体を通じて働きかけることを有効だと捉えてきたのではな

し1かと述べている.この考察からすれば，社会田体が F 社会の利益を組織化するとい

う機能を十全に果たさなくなってきている一方，社会団体の政党への接触行動は，団

体リーダーのイデ、オロギーによって左右される面が残存していることになる.

2009年衆院選によってF 革新的な人々の利益が実現されることになるかもしれない

民主党中心の連立政権が誕生した.この政権交代によって，圧力団体の行動は変化

したカもしれない.その変化は，はたしてイデオロギーと関係しているのだろうか，それ

とも脱イデオロギー的な形で生じているのだろうか.

本章では，竹中 (2010)の議論が F 政策決定過程により強し 1影響力を有する圧力団

体のリーダーにも通用するのかどうかを再検証するねらいを込めつつ F 民主党政権下

の圧力団体リーダーのイデオロギーについて分析していこう.具体的にはF ①団体リ

ーダーのイデ、オロギ一分布，②団体分類ごとの団体リーダーのイデオロギーの違い，

③団体リーダーと団体加入者のイデ、オロギーの比較，④団体リーダーの信念体系，⑤

団体リーダーのイデオロギーと内閣・官僚や政党への接触について順次分析する.

p
h
d
 

吋

1
ム



1 圧力間体リーダーのイデオロギー分布

圧力団体は，多種多様に存在する団体のなかでも，政策決定過程に影響力を行使

しうる存在である.そのリーダーのイデオロギー分布はどのようになっているのであろう

か.

図1 圧力団体リーダーと一般有権者のイデオロギ一分布

一一一般有権者 (2004年) 一一圧力団体リーダー

60 

50 

40 

?も 30

20 

10 

。。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N(人〉

一般有権者 (2004年) 0.6 1.0 2.9 7.8 12.1 36.9 12.8 12.5 9.8 2.1 1.5 l~SOl 

圧力団体リーダー 2.7 2.7 6.3 5.9 3.9 59.0 5.5 6.6 4.7 1.6 1.2 256 

リベラノレ(進歩的) 会一ー イデオロギー ー-!砂 保守的

出所:JES盟調査，第4次圧力団体調査.

第 4次圧力団体調査では， I政治に関してときどき，保守的とかリベラノレ(進歩的)と

かしヴ言葉が使われることがありますが p あなたの団体や各政党の政治的な立場は F

下の番号で示すとしたら，どれにあたりますかjとして， 0をリベラノレ(左寄り)， 10を保守

的(右寄り)とする 11段階尺度を示し，イデオロギー尺度上に自己を位置づけてもらっ

ている.Iあなたの団体…・・・の政治的立場Jをたずねる設問ではあるが，質問票には

「あなた個人のお考えで、も結構で、すJとも付け加えているので，本章では圧力団体リー
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ダーのイデ、オロギーとみなして論述することにしたい1.11段階尺度を用いたことによっ

て， JESrn調査2と比較することが可能である3

図 1は?圧力団体リーダーのイデオロギーを， JESrn調査の 2004年のイデオロギー

分布と比較したものである4 圧力団体リーダーのイデオロギ一分布は，/イデオロギー

尺度の 5が約 6割を占め，かなり中道化=脱イデオロギー化した形になっている.中

間の 5が最頻(直である点で一般有権者と同じだが，中道化の度合いは有権者以上で

ある.この分布を見れば，圧力団体リーダーのほとんどがイデオロギーとほぼ無縁だと

考えられるカもしれない.ただ，イデオロギー尺度の 2'"'-'3のリベラル層，および 7'"'-'8

のやや保守層に自己を位置づける圧力団体リーダーも多少いる.圧力団体リーダー

のイデオロギー尺度上の自己位置づけの平均値を求めると 4.86になる.

圧力団体リーダーが，自己を中道的と位置づけていても p 政治的な働きかけの対象

となる政党をイデオロギーによって捉えているとしたならばF 圧力団体の活動にイデオ

ロギーが介在する余地もあるだ、ろう.第4次圧力団体調査では，圧力団体リーダーにF

民主党，自民党?公明党，共産党，社民党のイデオロギー尺度上の位置の認識もた

ずねている.その平均値を算出して示したのが図 2である.

圧力団体リーダーは，自民党を 6.85と保守的だと捉え，社民党を 3.37，共産党を

2.75と左寄りだと見ている.また公明党は 5.95と，やや保守的だと考えている.ただし

民主党は 5.01とされている.

このように圧力団体リーダーは，民主党以外の政党をイデオロギー尺度上に位置づ

けて捉えている.したがって自己のイデオロギーを中間とする者がほとんどであるにも

i調査の回答者は， 39団体が最高責任者， 256団体がそれ以外で、あったので，厳密には団体の

「リーダーjばかりであるとはいえなし功もしれない.だが各団体ともp 責任のある立場の人が自答し

ていると思われるので，それらの人々はリーダーの考えを代弁しているとみなしてよかろう.調査対

象となった圧力団体自体，政策決定過程に影響を行使しうる点で，団体世界のエリート的存在で

ある.

2 JESIll調査は2 池田謙一東京大学教授・小林良彰慶藤義塾大学教授・平野浩学習院大学教授

によって実施された， 2001年参院選前から 2005年衆院選後までの 9波のパネル調査で、ある.向

調査の二次分析に当たり，東京大学社会科学研究所附属日本社会研究情報センターSSJデータ

アーカイブからf21世紀初頭の投票行動の全国的・時系列的調査研究(JESIll SSJDA版)， 

2001聞 2005J(JES盟研究会)の個票データの提供を受けた.

3 竹中 (2010)は，圧力団体調査よりも広範な社会団体を対象として実施された瓦GS2調査に基づ

き，団体リーダーのイデオロギーを検討した.その際，①明るい選挙推進協会(明推協)が， 2005

年衆院選直後に有権者3，000人を対象に行った調査，②JESm調査の2005年衆院選前の有権者

意識調査と比較し，団体リーダーと有権者のイデオロギ一分布とに外形上の違いがあるにもかかわ

らずJ団体リーダーと有権者との違いはそれほど大きくないのではないかと述べた.そう論じた理由

は，同時期の有権者意識調査である①明推協調査と②JESm調査との開にも分布の形状に違い

があり，イデ、オロギー尺度の違いを考慮、せざるをえなかったためで、ある.実は①明推協調査は 5段

階尺度で，②JEsm調査は 11段階尺度でイデオロギーを計測している.そのうえ JIGS2諦査も，イ

デオロギーを7段階尺度で、測っており，同一の尺度による比較を行えなかった.

4 JESIll調査の 2004年参院選後調査の「進歩一保守j尺度で測られた結果を用いた.
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かかわらず，圧力団体の政治的な働きかけにはイデオロギーが介在することもあると

考えられる.

ちなみに JESIU調査の 2004年参院選後調査の有権者による政党の位置づけは，

共産党が2.83，社民党が 3.92，民主党が 5.31，公明党が6.20，自民党が 7.30である.

したがって圧力団体リーダーはF 自民党・公明党・民主党については，有権者よりも中

道寄りに，社民党・共産党についてはう有権者よりも左寄りに位置づけている.

図2圧力団体リーダーによる政党のイデオロギー尺度上の位置の平均値

2フ5 3.37 4.86 5.01 5.95 6.85 

共 社
リl圧力 民主

公 自
産 民 明 民

党 冗1t
グiイ国本

党 党 党

u 。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

リベラル 保守的
(左寄り) (右寄り)

出?JT:第4玖圧力団体調査.

2 団体分類ごとの圧力団体リーダーのイデオロギー

多くの圧力団体リーダーのイデ、オロギーは中間に位置する.しかし圧力団体の種類

によって，リーダーのイデオロギーに違いがあるカもしれない.そこでp 農林水産業団

体p 経済・業界団体E 労働団体，市民・政治団体のリーダーのイデ、オロギ一分布を見

てみることにしよう.図 3は，その結果を示したものである.

圧力団体リーダーが 3 全体として自己のイデオロギー尺度上の位置を中間に位置

づけているのでF どの種類の圧力団体も F リーダーのイデオロギーの最頻値はイデオ

ロギー尺度の 5である.しかし圧力団体の種類によってイデ、オロギ一分布は特徴的で、

ある.労働団体リーダーは〉イデオロギー尺度上の 2に比較的多く分布し，リベラルだ

と回答する割合が他に比べて多い.市民・政治団体リーダーも，労働団体に似た分布

をしている.これに対して人数が少ないので注意が必要だが，農林水産業団体リーダ

ーにはリベラルな人はほとんどいない.経済・業界団体リーダーも，中間が 6割を超え

ているのでイデオロギー分布の状況がわかりにくし 1が，リベラルな人はほとんどいない.

圧力団体リーダーのイデ、オロギーは，大きな違いがあるとまではいえないが，団体の

種類によってしてらか違いがあるといえそうである.
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図3団体分類ごとのイデ、オロギ一分布

一一 農林水産業団体 一一一経済・業界団体 ーーー労働団体 ーーーー市民・政治団体

7.7% 38.5% 15.4% 0.0% 15.4% 7.7% 0.0% 

0.0% 62.8% 11.6% 8.1% 7.0% 3.5% 2.3% 
一 一 一一一11.1% 40.7% 0.0% 3.7% 3.7% 0.0% 0.0% 

9.1% 48.5% 0.0% 3.0% 3.0% 0.0% 

りベラノレ 令- 中間 ーー今 保守

出所:第4次圧力団体調査.

図 4は2 団体分類ごとにリーダーのイデオロギーの平均値を示したものである.これ

によると3 労働団体や市民・政治団体のリーダーは，他の団体に比べてp 左寄りに位

置していることがわかる.教育団体，行政関係団体，宗教団体のリーダーは，イデオロ

ギー尺度の 5の近くにあり，中間に位置する.また福祉団体，専門家団体のリーダーも，

ほぼ中聞に位置するが，いくらか左寄りである.他方，経済・業界団体や農林水産業

団体のリーダーは，中間に近いがF 相対的にはやや保守的である.

このように圧力団体の種類によって，リーダーのイデ、オロギーにはいくらか違いがあ

る.ただしその違いの度合いはさほど大きくない.蒲島(1985)，蒲島・竹中 (1996)，竹

中(2010)などを踏まえれば，「55年体制J崩壊後，圧力団体リーダー間のイデオロギ
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ーの違いは大幅に縮まってきていると考えてよかろう.

図4 団体分類ごとのリーダーのイデオロギー尺度上の位置の平均値

3.78 3.88 4.58 

労市福
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団・団
体政体
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水

産業
業界
団団
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0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

リベラル

(左寄り)

出所:第4次圧力団体調査.

3 圧力団体リーダーと団体加入者のイデオロギーの比較

蒲島郁夫・竹中佳彦はjエリートと一般の組織加入者，および組織非加入者を含む

職種全体のイデ、オロギーの平均値を比較し，労働組合を除き，組織加入者が，組織

のエリートとあまり変わらないイデオロギーを持つ傾向があることを指摘した(浦島・竹

中 1996:204-206).竹中 (2010)は，農林水産業団体，経済・業界団体としりた保守

的な団体は，その職業に就いている者や団体加入者の強し、利益をマイルドにしか代

表しておらず，自民党支持団体も F 自民党支持者よりイデオロギー的に中間寄りであ

るのに対してF 労働団体はp 一般の被傭者や団体加入者と志向が異なり 3 共産党支

持団体は，共産党支持者よりも革新的でありp また革新的な団体は，加入者より強レ¥イ

デオロギーを有していることを明らかにした.

圧力団体はF 有権者の利益をどのぐらい組織化しているのだろうか.JESrn調査を

併用しp 圧力団体のリーダーと一般の組織加入者(フォロワー)，さらに組織非加入者

を含む職種全体のイデオロギーの平均値を比較することによってそれを探ってみるこ

とにしよう.この方法は?竹中 (2010)に従ったもので、ある.図 5にその結果を示した.こ

こでは，農林水産業団体p経済・業界団体F 労働団体を選んだ.

前節で、見たように，農林水産業団体リーダーのイデ、オロギー平均値は 5.4で3 若干

保守的である.しかし農業協同組合加入者のイデオロギーの平均値は 5.9で，農林水

産業団体リーダーよりも保守的で、ある.農業協同組合に加入していない人を含む農林

水産業者全体色イデオロギーの平均値は 5.9で，農業協同組合加入者と同じで、あっ

た.
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図5 圧力団体リーダーと団体加入者のイデ、オロギーの平均値
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JES盤調査(2004年参院選後調査)，第4次圧力団体調査.
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また経済・業界団体リーダーのイデオロギー平均値は5.6で，若干保守的である.た

だ¥農林水産業と異なり 3 同業者団体加入者のイデオロギー平均値は5.6，自営業者・

経営者は 5.5で，経済・業界団体リーダーとほとんど違いはない.

一方〉労働団体リーダーの平均値は 3.8で，革新的である.しかし労働組合加入者

のイデ、オロギ一平均値，労働組合未加入者を含む一般の被傭者(課長以上の管理職

を除く)のイデオロギ一平均値はともに 5.3で，団体リーダーとは異なり 3 中間よりやや

保守側に位置する.

それぞれの職業のイデオロギー平均値と組織加入者のイデオロギー平均値は，い

ずれも 5%水準で差がない.つまり組織に加入していようがいまいが，ある職種に就い

ている人々のイデオロギーは同じである.また農林水産業団体や経済・業界団体のリ

ーダーの平均値も，その団体と関係する職業や組織加入者の平均値と， 50/0水準で、差

がなかった.しかし労働団体リーダーの平均値は，労働組合加入者や管理職を除く被

傭者の平均値と， 50/0水準で、差があった.労働団体リーダーのイデオロギーは，労組加

入者や一般の被傭者のイデオロギーと~補佐しているといえよう.

図 5にはF 自民党，民主党，社民党に限って，各党を支持する団体のリーダーのイ

デオロギ一平均値と各党支持者のイデ、オロギ一平均値とを比較した結果も併載してい

る.各党支持団体のリーダーのデータは第4次圧力団体調査，各党支持者のデータ

はJESm調査による5

自民党を支持する団体のリーダーと自民党支持者との関係は，農林水産業団体や

労働団体とそれぞれの加入者やその職に就いている者との関係に擬せられる.自民

党支持団体のリーダーは，自民党支持者ほど，突出したイデオロギーを有しているわ

けではない.総じて保守的な団体のリーダーはその加入者の利益をあまり強く代表

しているわけではないといえよう.逆に社民党を支持する団体のリーダーはF 社民党支

持者よりも 3 かなりリベラノレで、ある.労働団体とその加入者の逆志向の関係ほどではな

いにしても 3 リベラルな団体のリーダーのほうがp 加入者よりも先鋭なイデオロギーを持

っている.民主党を支持する団体のりーダーと民主党支持者との間にも，社民党と同

様の関係がある.ただし各党の支持団体のリーダーと支持者の平均値は，社民党の

み 5%水準で差があるが，自民党や民主党は 5%水準で差がない.

以上のように経済・業界団体リーダーは p 同業者団体とイデオロギーに違いはない

し，自営業者・経営者とも違いはない.農林水産業団体リーダーは，農業協同組合加

入者や農林水産業者よりも，緩やかなイデオロギーの持ち主で、ある.他方?労働組合

加入者が一般被傭者とイデ、オロギーに違いはなく，いくらか保守的なのに対して，労

働団体リーダーは，かなりリベラルで， 80年代と同じように労働組合加入者のイデオロ

5 JESm調査の 2004年参院選後調査には， CSES調査を兼ねた設問があり，政党支持を「つねづ、

ね自分にとって近し立感じる政党jとしち表現でたずねている.本章では，その設問を用いて分析

した.ただし「近い政党Jは，政党支持を測る変数としては不十分だ、としづ批判もある(谷口 2012). 
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ギーと;fJ主離している.竹中 (2010)は，保守的なリーダーを持つ団体が，保守的な利益

をあまり組織化しなくなり，リベラルなリーダーを持つ団体は3 リベラルな利益だけを組

織化するようになっていると論じた.圧力団体について，保守的なリーダーを持つ団体

が，保守的な利益を組織化していないとまではいえないが F 必ずしも加入者の利益を

強く代表してはいないしp リベラルなリーダーを持つ団体はFそのイデオロギーが加入

者よりも先鋭な傾向があることは該当するであろう.

4 圧力団体リーダーの信念体系

(1)圧力団体リーダーの政策争点態度

圧力団体が政治に働きかけるのは，自分たちの利益に合致した政策を実現し，ある

いは自分たちの利益に反する政策の実現を阻止するためである.圧力団体リーダー

自体のイデオロギーは中間的で、あっても，政党聞にイデオロギーの相違があれば，実

現される政策にも，ある程度3 イデオロギーが反映されることがあると考えられる.圧力

団体のリーダーはF さまざまな政策争点に対してどのような態度を持っており，そのよう

な政策争点態度はFイデ、オロギーによって統合されているのであろうか.

第 4次圧力団体調査では，以下の 15個の政策争点に対する団体リーダーの賛否

をたずねる質問を設けている.

A 政府の主要な課題はp 国民間の所得格差是正だ.
B 年金や老人医療などの社会福祉は財政が苦しくても極力充実するべきだ.
C 政府は園内産業の空洞化を回避する措置をもっととるべきだ.
D 日本は外国人労働者をもっと受け入れるべきだ¥
E 労働力の需給調整のために非正規労働者が増大するのはやむを得ない.
F 経済活動に対する国家の関与は，少なければ少ないほどよい.
G 原子力産業は今後も推進していくべきだ.
日政府は学校教育の問題にもっと関与すべきだ.
I 日本は懸案の諸問題にかかわらず中国ともっと親しくするべきだ.
J 日本は防衛力をもっと強化するべきだ.
K 日米安保体制は今まで、通り維持していくべきだ.
L今の憲法は時代に合わなくなっているので改正するべきだ.
M 公務員や公営企業労働者の争議権は法律によって認められるべきだ.
N 市民の政治参加はますます拡大してし、くべきだ.
0 二大政党による政権交代があることは望ましい.

これらのすべてについて， 15賛成J， はやや賛成んほどちらともいえなし¥J，12 

やや反対J，11 反対」として平均値を求めた.図 5はその結果を示したものである.

圧力団体リーダーは， C 国内産業の空洞化の回避措置(3.98)，N 政治参加の拡

大(3.82)，A 所得格差の是正(3.64)， B社会福祉の充実(3.64)，1対中親善(3.38)， 

M 公務員の争議権の容認(3.38)，0 二大政党による政権交代(3.37)に賛成してい

る.これに対して， E非正規労働者の増大 (2.39)，G原子力産業の推進 (2.48)，L 

憲法改正(2.84)，J防衛力強化(2.88)には反対している.

q
J
 

つμ



以上のように圧力団体リーダーは F 保守的と思われる意見には反対，リベラノレと思

われる意見には賛成する傾向があるようである.

図6圧力団体リーダーの政策争点態度
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(2)政策争点態度調の相関

個々の市民の政策争点に対する態度には一貫性がありそれはイデオロギーによ

って統合されている(蒲島・竹中 1996;2012).前項で見たように圧力団体リーダーが3

リベラルと思われる意見に賛成し，保守的と思われる意見に反対しているのであれば，

圧力団体リーダーの政策争点態度には一貫性が存在していると考えられる.そこで、そ

れを検討してみることにしよう.

表 lは， 151屈の政策争点とイデ、オロギーの相関マ旬、yクスを示したもので、ある.どの

項目もp 質問の形式にとらわれず?リベラル志向と思われる回答をし保守志向と思わ
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れる回答を 5として尺度値を揃えて相関係数を計算した.

表i政策争点態度開の相関マトリックス

2 3 4  6 7 9 10 11 12 13 14 15 

E米安保体制の維持 .78 
." 
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事・・
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". 
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'宅・ .44 
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嗣.08 -.29 -ー・.51 
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.53 .04 .34 へ07

9 社会福祉の充実に消極的 .46 
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-・，
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.09 

10 非正規労働者の増大に賛成 .21 
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圃.22
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t._. 
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]2 原子力産業の推進 -，02 .36 
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開.28

13 外国人労働者の受け入れに .27 
... 

.06 

反対
14 対中親善に反対 -，.07 

15 学校教育への敦府関与に反
対

」一一一一一一

イデオロギー .50'" .48・.. .51 ..・.33川 .07 .36・.. .25・.. .32・.. .30・.. .35・.. .07 .43 ，.・ .08 .30・H ・.10

註)どの項目も質鰐の形式にとらわれずpりベラ/レ志向と思われる自答をし保守志向と思われる回答を5として相関係数を計算した.〉<.05pうく札桝p<.OOI.

出所:第4次圧力団体調査.

十1が完全な正の相関， 0が無相関， -1が完全な逆相関を示す.たとえば日米安保

体制の維持に賛成する人は保守的であると考え，それらの人がすべて紡衛力の強化

に賛成としづ保守的な意見に賛成であり，またその逆もいえるならばF 両者の相関関

係は+1の値をとるであろう.このこつの政策に対する有権者の態度問の柁関係数を

実際に計算すると 0.78で，かなり高い相関関係がある.これに続く値を示した争点の

組み合わせは，防衛力強化と憲法改正との相関で， 0.74である.相関関係の大きさはy

表が示すように異なる.二大政党による政権交代，国内産業空洞化の回避措置，外

国人労働者受け入れ，学校教育への政府関与などの争点が，他の争点に対する態

度と相関が低く，逆相関になっている場合もあるからである.しかし全相関係数の平均

値は 0.22で，選ばれた争点の内容は異なるものの， 2003年の東京大学蒲島=谷口

研究室・朝日新聞共同調査で代議士の平均値が 0.17，有権者の平均値が 0.09であ

ったように(蒲島・竹中 2012)，一般的に有権者の争点態度調の平均値は低いことを

考えれば，圧力団体リーダーの争点態度開の平均値は高いといえる.
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争点とイデオロギーとの相関はp 憲法改正，日米安保体制維持，妨衛力強化，原子

力産業推進?公務員の争議権F 非正規労働者の増大 F 経済活動に対する国家関与，

市民の政治参加 3 社会福祉の充実，対中親善は棺関があるが，二大政党による政権

交代，国内産業の空洞化回避措置，外国人労働者の受け入れは相関が低く，学校教

育への政府関与は逆相関となっている.

また日米安保体制維持，防衛力強化，憲法改正F 経済活動に対する国家関与，二

大政党による政権交代?公務員の争議権からなるクラスター，国民の所得格差是正y

市民の政治参加 F 社会福祉の充実y 非正規労働者の増大，国内産業の空洞化回避

措置，原子力産業推進からなるクラスターは?相関関係が高く p いずれも相関係数の

平均値は 0.39である.このこつのクラスター開も，まったくの無相関とし、うわけではな

したがって①団体リーダーの争点態度聞の相関係数の伎は，すべてが高いわけで

はないのでF すべての争点がイデオロギーの単一次元上に並んで、いるわけではない.

②しかし日米安保体制維持や防衛力強化，憲法改正など，安全保障に関連する争点

を中心とするクラスター，市民の政治参加や社会福祉の充実などう経済や参加・平等

に関連する争点のクラスターは，まったくの無棺関ではなく，クラスターごとに独自の政

策次元を構成しているようである.③クラスター間もまったくの無相模で、はなく，イデオ

ロギー尺度と相関関係の高い争点との間に比較的高い相関関係があるのでF 予想さ

れる基底的構造はイデオロギー次元ではなし 1か.

(3)政策争点態度の一貫性

そこで、因子分析によってy 争点に対する態度空間に基底的構造が存在するのかど

うか F もし存在するとしたらそれはイデ、オロギーなのかどうか，態度空間が一次元でな

いならば何次元なのかF それはどのような性格を持つのかを明らかにしたい.

因子分析にはいくつかの種類がある.どの方法を選ぶかはF データの性格，理論的

前提F 研究者の好みによって異なる.本章では主因子法を用い，フ。ロマックス回転さ

せることにした.主因子法はy 第一因子から)1慎にF 因子寄与が最大となるように因子を

抽出する方法である.したがって独自因子を考慮しつつ?争点を横断して基底的構造

が存在するかどうか，その構造が政治的態度の分散をどの程度説明するかどうかが明

らかになる.ブ。ロマックス回転は，事前に直交回転(バリマックス回転)を行ったうえで，

因子負荷が単純構造になるように仮説行列をつくり F その値に近くなるようにフ。ロクラス

テス回転を行う斜交回転である.直交するにいたっていない態度空間の次元でも明確

にす由出できる.

表 2はF 主因子法による回転前の因子抽出の結果を示したもので、ある.因子は，

初期の固有値1.0以上のものを抽出した結果，四つの因子が抽出された.四つの因

子の累積寄与率は49.7%である.標本妥当性を測る KMOは 0.86で，因子分析の採

に
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用はよい.

第2軸 第4軸

日米安保体制の維持 四 .38 -.07 .19 

2 防衛力強化 ー.30 ー.08 .16 

3 憲法改正 ー.24 -.20 .14 

4 経済活動に対する国家関与 ー.07 .28 .21 

の縮小

5 二大政党による政権交代に賛 .29 国 .31 .20 .04 

成

6 公務員や公営企業労働者の .11 .05 .08 

争議権反対

7 政府の主要課題は国民の所 .32 .07 ー.22

得格差是正ではない

8 市民の政治参加に消極的 .32 -.01 ー.18

9 社会福祉の充実に消極的 .43 .09 .06 

10 非正規労働者の増大に賛成 .07 .34 同.14

11 国内産業の空洞化を回避す .17 .54 .11 .05 

12 
原る措子置力に産反業対の推進

ー.04 -.08 ー.16

13 外国人労働者の受け入れに ー.04 .29 四 .56 .11 

反対

14 対中親善に反対 .28 明 .34 .04 

15 学校教育への政府関与に反 凶.26 .44 .21 .47 

対

寄与率(%) 31.5 9.7 5.2 3.3 

出所:第4次圧力団体調査.

表の各コラムの数値は3 主因子法によって抽出された因子負荷量を示す.負荷量

は什から-1までの値をとり F その数値の大きさが関連の大きさを示す.第 1コラムは，

第 l因子負荷量を表している.もしこの第 l因子に対するすべての項目の因子負荷量

が高ければ，すべての争点を横断してある共通の次元が存在すると考えられる.

第 1因子について比較的高い負荷量(0.30以上)を持つのは， 15項目のうち 11項

目である.負荷量が大きいのは9 防衛力強化，日米安保体制の維持，憲法改正 p 原

子力産業の推進，非正規労働者の増大，公務員の争議権F 社会福祉の充実，市民の

政治参加，国民の所得格差是正，対中親善，経済活動に対する国家関与の顕である.

外国人労働者の受け入れは負荷量が小さく，第 1因子で表される共通の次元から脱

落しているようである.第 1因子で争点に対する態度の分散を約 32%，説明する.

このようにすべての争点に対してではないが，争点を横断する基底的構造が存在

門
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することが明らかになった.しかし第 1因子がイデオロギ一次元で、あると断定するわけ

にはいかない.そのことを明らかにするために，イデ、オロギーの項目(保守ーリベラル)

を投入して，すべての項目について因子分析を再度行った.もしこの第 1因子が保守

ーリベラノレのイデオロギ一次元を表すならば，当然この項目は第 1因子に含まれるは

ずである.その結果，イデオロギ一項目は，第 l因子に 7番めの大きさ(負荷量 0.59)

で現れた.イデ、オロギ一項目を因子分析に投入しても，他の項目の因子負荷量の大

きさの順序や分散の説明力にほとんど変化が見られず3 構造は安定的である.

以上からすべての争点を横断するわけで、はないものの 3 基底的構造が存在し，そ

れがイデオロギー次元であることが明らかになった.これは，イデオロギーと相関の高

い項間が大きな因子負荷量を持つことからも推察できる.

(4)政策争点態度の構造

態度空聞がさらにどのような政策次元から構成されているのかを明確にするために

フ。ロマックス回転を行ってみることにしよう.表 3は，フ。ロマックス回転後の因子負荷量

を示している.

第 1軸と第2軸の相関が 0.59と高く，両者は完全に独立しているわけで、はない.第

1軸は3 日米安保体制の維持，防衛力強化，憲法改正，経済活動に対する国家関与，

二大政党による政権交代，公務員の争議権，原子力産業推進の因子負荷量が大きく，

安全保障を中核とする政策次元である6 第 2軸は，国民の所得格差是正，市民の政

治参加，社会福祉の充実，非正規労働者の増大，国内産業の空洞化回避措置 F 原

子力産業推進，対中親善3 公務員の争議権の因子負荷量が大きく，福祉・参加・平等

を中核とする政策次元である.第 3軸は，第 1軸や他の軸と相関がない.外国人労働

者の受け入れや対中親善の因子負荷量が大きく，ナショナリズムの次元と考えられる.

第 4軸は，学校教育への政府関与の因子負荷量が大きく，教育問題の次元である.

学校教育への政府関与はイデ、オロギーと相関はあまりないが，第 1軸との相関はー0.41

である.

以上のようにイデオロギーは y圧力団体リーダーの信念体系の中核にあり，争点態

度を統合している.またイデオロギーの下位構造として安全保障，福祉・参加・平等な

どの政策次元が存在する.

6 イデオロギーを投入した因子分析のフ。ロマックス回転後のパターン行列は，イデオロギーを投入

しない場合(表 3)とほとんど同じであるが3 ただ一つ異なるのが，第 1因子から二大政党による政

権交代が外れることである.表3で第 l因子を構成する項目のうち 2 安全保障に関連する争点や原

子力産業推進3 公務員の争議権，経済活動に対する国家関与はイデオロギーとの相関が高いが

二大政党による政権交代はイデ、オロギーとの相関が低い.しかしこ大政党による政権交代は安

全保障関連争点と相関が高いため 3 表 3では第 1因子を構成したものと思われる ← 
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日米安保体制の維持 ー.11 ー.02 同 .01

2 防衛力強化 .01 .01 ー.02

3 憲法改正 .01 .13 -.04 

4 経済活動に対する国家関与 .04 -.25 .25 

の縮小
5 二大政党による政権交代に賛 ー.10 -.27 ー.03

成

6 公務員や公営企業労働者の .00 .l0 

争議権反対
7 政府の主要課題は国民の所 調.l2 ー.03 情.12

得格差是正ではない

8 市民の政治参加に消極的 -.05 .06 ー.11

9 社会福祉の充実に消極的 .11 .04 .21 

10 非正規労働者の増大に賛成 .14 国 .05

11 国内産業の空洞化を回避す ー.23 .06 .27 

る措置に反対

12 原子力産業の推進 国 .24

13 外国人労働者の受け入れに .05 

反対
14 対中親善に反対 .20 .01 

15 学校教育への政府関与に反 ー.01 ー.01 .04 
対

第1軸との相関 .59 ー.09 -.41 

出所:第4次圧力団体調査.

5 圧力団体リーダーのイデオロギーによる政治アクターへの接触

。)圧力団体リーダーのイデオロギーと肉関・官僚への接触

圧力団体リーダーの政策争点態度はFイデ、オロギーによって結び、つけられているこ

とがわかった.それでは団体リーダーのイデオロギーは，団体の政治的な活動に反映

しているのであろうか.

図 7-1は，団体リーダーのイデ、オロギーごとにF 内閣(首相，官房長官F 大臣，副大

臣F 政務官)への接触度との関係，図 7-2はp 団体リーダーのイデオロギーと官僚(事

務次官，局長，課長y 課長補佐，係長)への接触度の平均値を見たものである.接触

度は， r全くないJ[あまりないJrある程度Jrかなり頻繁Jr非常に頻繁jの 5段階で測ら

れているが，厳密にはJI頂序尺度であり，加減乗除には意味がない.しかしそれぞれの

アクターについて接触度の分布を示すには大量の図表が必要となるため，便宜的に

平均値を用いる.r全くないJが1，r非常に頻繁Jが5となるように計算したので， 3が中

間となる.
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図7回 1団体リーダーのイデオロギーによる接触度(民主党政権時)

一一一首相 一一一官房長官 自由一大臣 岡田園副大臣 一一一政務官

接
触
度

1.17 1.43 1.50 1.21 1.90 1.29 1.29 1.31 1.58 1.50 1.00 

1.17 1.57 1.44 1.36 1.90 1.24 1.36 1.50 1.50 1.50 1‘67 

大臣 2.67 2.86 2.50 2.50 2.70 1.93 1.86 2.41 2.00 2.50 2.67 

副大臣 2.50 3.00 2.25 2.67 2.50 1.93 2.00 2.35 2.00 3βo 2.00 

政務官 2.50 3.00 2.13 2.67 2.70 1.93 2.00 2.41 2.25 2.75 2.33 

リベラノレ(左寄り) ← 中間 → 保守(右寄り)

出所:第4次圧力団体調査.

内閣への接触度はF 団体リーダーのイデ、オロギーを超えて3以下である.とりわけ首

相や官房長官への接触度は低い.圧力団体の多数を占める3 リーダーがイデオロギ

ー尺度 5と回答した団体は，どのポストに対してもあまり接触していない.リーダーがリ

ベラルな団体の接触度がしくぶん高いようにも感じるが，団体リーダーのイデ、オロギー

との相関は小さい.スピアマンの順位棺関係数は，首相が四0.03(p=0.701)，官房長官

が0.004(P=0.951)，大臣が四0.12(P=0.054)，副大臣が聞0.10(p=0.102) ，政務官が四0.08

(P=0.230)で，イ直が小さいだけでなく有意でもない.

官僚への接触度は，事務次官がもっとも低く，局長も全体として低い.課長以下は，

接触度がおおむね3以上となり，課長補佐への接触度と係長へのそれはほぼ同じぐら

いの高さである.圧力団体の多数を占める，リーダーがイデオロギー尺度 5と回答した

団体は，内閣だけでなく，事務次官や局長に対しでもあまり接触していないが，課長

以下にはある程度接触している.リーダーがイデオロギー尺度の 0"-'1と回答した団体

の官僚への接触度はやや高いが，りーダーが保守的な団体の接触度がしてらか高い
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傾向がある.しかしスヒ。アマンの順位相関係数は，事務次官が 0;06(P=0.324) ，局長

が 0.05(P=0.416)，課長が 0.09(P=0.146))課長補佐が 0.14(P=0.033)フ係長が 0.13

(P=0.039)と，やはり値は小さく，課長補佐と係長を除いで有意ではない.

図7-2団体リーダーのイデオロギーによる接触度(民主党政権時)

一一一事務次官 一一一局長 白山一課長 幅ーー課長補佐 一一一係長

4.5 

接
触
度

1.75 2.07 2.20 1.83 2.00 2.35 2.42 2.75 2.33 

2.33 2.71 2.44 3.00 2.70 2.44 2.43 3.06 3.08 2.75 2.67 

課長 3.00 3.57 3.06 3.50 3.20 3.06 3.00 3.59 3.92 3.00 4.00 

課長補佐 3.14 3.71 3.44 3.50 3.00 3.10 3.93 3.65 4.17 3.25 4.00 

係長 3.00 3.71 3.3 1 3泊 2.90 3.01 3.86 3.65 4.17 3.00 4.00 

リベラノレ(左寄り) ← 中間 → 保守(右寄り)

出所:第4次圧力団体調査.

しかし内閣や官僚への接触度と団体リーダーのイデ、オロギーとの相関が低しゅもと

いって，イデオロギーの影響がないと見るのはいささか早計であろう.なぜ、なら民主党

中心の連立政権になってリベラルなりーダーを持つ団体の接触度が高まった結果 F イ

デオロギー的な違いがなくなっている可能性があるからである.

図8-1と図 8-2は，自民党・公明党の連立政権から民主党中心の連立政権に交代し

たことで接触度がどう変化したかを団体リーダーのイデオロギーごとに見たものである.

接触度の増減は，現在の接触度から自公政権時代の接触度を引いた差である.前述

したように接触度は順序尺度なので演算には意味がないが 3 増減を知るために便宜

的に減法を用いた.
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その結果3 大臣，高IJ大臣F 政務官への接触はリーダーがリベラルな団体ほど増えて

いるい首相や官房長官への接触はリーダーが保守的な団体ほど減っていることがわ

かる.官僚への接触は p リーダーが保守的な団体はそれほど減っていないが，リーダ

ーがリベラノレな団体は増えている.このように民主党中心の連立政権になって，リーダ

ーがリベラノレな団体の内閣や官僚への接触度が高まった結果，圧力団体リーダーの

イデオロギーと内閣・官僚への接触度との相関が小さくなっている.

団体リーダーのイデオロギーによる接触度の増減図8-1

一一一政務官臣大一口問一一大臣一一一官房長官一一一首相

0.8 

0.0 

同 0.4

ー0.6

0.6 

0.4 

0.2 

置 0.2

接
触
度
の
増
減

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

首相 -0.16 0.00 0.00 四 0.15 0.10 司 0.01 0.00 -0.50 0.08 -0.50 0.00 

官房長官 同0.16 0.14 0.13 心.21 0.20 0.00 0.00 -0.37 0.08 -0.75 0.00 

大臣 050 0.72 0.62 0.21 O.00 0.13 0.00 -0.12 -0.08 -0.50 0.00 

副大臣 0.50 0.71 0.56 0.44 0.00 0.17 0.14 ・0.06 0.00 -0.25 0.00 

政務官 0.10 0.71 0.57 0.38 0.37 0.21 0.21 0.06 0.17 0.00 0.00 

-0.8 

保守(右寄り)一→中間‘ーーリベラル(左寄り)

出所:第4次圧力団体調査.
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図8-2団体リーダーのイデオロギーによる接触度の増減

長係ーーー課長補佐ーー一課長一一ー局長一一一事務次官

0.8 

0.0 

-0.2 

-0.4 

ー0.6

0.6 

0.4 

0.2 接
触
度
の
増
減

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]0 

0.17 0.43 0.37 0.14 0.30 0.02 0.00 -0.12 0.17 0.00 0.00 

0.16 0.28 0.50 0.13 0.10 0.10 -0.07 田 0.07 0.16 0.00 0.00 

0.00 0.28 0.31 0.23 心.10 0.13 0.00 -0.06 0.17 -0.25 0.00 

0.00 0.42 0.44 0.07 -0.10 0.07 0.00 0.00 0.17 -0.25 0.00 

係長 0.00 0.42 0.37 0.07 -0.10 0.1 0 0.07 0.00 0.17 -0.25 0.00 

リベラル(左寄り) ← 中間 → 保守(右寄り)

-0.8 

事務次官

課長

出所:第4次圧力団体調査.

(2)圧力団体リーダーのイデオロギーと政党への接触

政党への接触は，圧力団体リーダーのイテ、オロギーによってどのように異なるで、あ

ろうか.図 9は，圧力団体リーダーのイデオロギ}ごとに政党への接触度を見たもので

ある.政党への接触度も，内閣や官僚への接触度と同じ形で測られているので3 厳密

には演算は意味がないが，同様の分析を行う.

政権与党の民主党には，団体リーダーのイデオロギーがリベラルで、あるほど3 接触

度が高い.ただしイデオロギー尺度 0と回答したもっともリベラノレなリーダーを持つ団

体は，民主党よりも共産党に接触している.これに対してリーダーが保守的な団体は，

イデオロギー尺度 7とリーダーが回答した団体を除色民主党にあまり接触していない

スヒ。アマンの順位相関係数は-0.15(p=0.023)である.圧力団体の多数を占める 3 リー

ダーがイデオロギー尺度 5と回答した団体は，前述したように省庁の課長以下にはあ

る程度接触しているが，内閣や事務次官，局長にはあまり接触しておらず，与党・民主

党ともあまり接触していないので，ほとんどの圧力団体の接触対象は官庁の課長以下

句
、

υ
つ
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であると思われる.

国9団体リーダーのイデオロギーによる接触度(民主党政権時)

一一四民主党 田園田自民党 一一一公明党 一一一共産党

一一一社民党 一四回みんなの党一一国民新党

4.0 

接
触
度

民主党 2.43 3.71 3.56 3.40 3.30 2.57 2.46 3.38 2.73 2.75 1.67 

自民党 2.29 2.29 2.19 3.00 2.60 2.15 2.54 3.06 3.09 3.00 

2.29 2.25 2.43 2.56 1.88 1.69 2.06 2.09 2.00 2.33 

2.57 3.86 2.88 2.40 2.33 1.54 1.38 

2.00 1.71 1.69 1.86 2.13 1.45 1.38 1.50 1.91 1.25 1.00 

留民新党 1.71 1.7] 1.69 2.00 2.38 1.51 1.46 1.38 1.73 1.25 1.00 

リベラノレ(左寄り) ← 中間 → 保守(右寄り)

出所:第4次圧力団体調査.

自民党には，リーダーが保守的な田体のうちリーダーがイデオロギー尺度の 7r-.，，;9と

回答した団体と，イデオロギー尺度の 3と回答したリベラルなリーダーを持つ団体がい

くらか接触している.スピアマンの順位相関係数は 0.09(P=0.153)で，有意ではない.

また自民党が与党から転落したこともあうてフリーダーがイデオロギー尺度の 5と回答

した団体をはじめ，多くの団体が接触していない.

政権与党だからとしりて，団体の接触が高くなるわけで、はない.国民新党に接触す

る団体は少ない.圧力団体リーダーのイデオロギーとのスヒOアマンの順位相関係数は

同 0.17(P=0.009)である.社民党には，リーダーがイデオロギー尺度の 1と回答した団体

の接触度が高いが，それ以外の団体の接触度は高くない.リベラノレなリーダーを持つ

団体ほど接触の対象となっているが?保守的なリーダーを持つ団体は接触しておらず1

圧力団体ジーダーのイデオロギーと相関が高い.スピアマンのJI原位棺関係数は四0.44

(P=O.OOO)である.共産党への接触と圧力団体リーダーのイデオロギーとの相関も高く司
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スピアマンの順位相関係数は四0.33(p=O.OOO)だが，接触する団体は少ない.公明党

やみんなの党に接触する田体も全体として少ない.柁関係数は，公明党が四0.13

(P=0.038) ，みんなの党が-0.14(P=0.028)である.

図10団体リーダーのイデオロギーによる接触度の増減

一一・共産党国ーー自民党 一一一公明党

由自由みんなの党一一国民新党

一一民主党

一一一社民党

接
触
度
の
増
減

党
一
党
…
党
…
党

主
…
民
…
明
…
産

民
一
自
…
公
一
共

出所:第4次圧力回体調査.

以上のように政党への接触は p 政権与党である民主党に多く，次いで、多いのが自

民党であり F 他の政党は少ない.すべての政権与党への接触が多いわけではなく，国

民新党や社民党への接触は少ない.社民党，共産党への接触は，団体リーダーのイ

デオロギーと相関しており，民主党や国民新党，みんなの党，公明党への接触も弱し1

相関関係にあるが，自民党への接触はあまり相関していない.

政党への接触も，政権交代の影響を受けて変わっている可能性がある.そこで，政

権交代前後の接触度の増減を圧力団体リーダーのイデ、オロギーご、とに見たのが図 10

である.自民党への接触は，圧力団体リーダーのイデオロギーが保守かリベラノレかに

かかわらず，全体として減っていることがわかる.これに対して民主党への接触は，保

に
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守的なリーダーを持つ団体ほど増える傾向がある.自民党中心から民主党中心への

政権交代はF圧力毘体の内閣や官僚への接触の仕方だけでなに政党への接触の仕

方も変化させたとし1うことができよう.

結論と含意

本章で明らかになったのは以下の通りで、ある.

①圧力団体リーダーのイデオロギー分布は，イデオロギー尺度の 5が約 6割を占め，

かなり中道化ニ脱イデオロギー化している.中道化の度合いは有権者以上である.

②圧力団体リーダーは， 11段階尺度でF 自民党を6.85，公明党を 5.95と保守的だと

捉九社民党を3.37，共産党を2.75と，左容りだと見ており F 民主党以外の政党をイ

デオロギー尺度上に位置づけて捉えている.有権者と比較すると F 圧力団体リーダ

ーは，自民党，公明党 p 民主党を有権者よりも中道寄りに F 社民党，共産党を有権

者よりも左寄りに位置づけている.

③団体分類ごとに圧力団体リーダーのイデオロギー平均値を見てみると F 労働団体や

市民・政治団体は他の団体に比べて左寄りであり，経済・業界団体や農林水産業

団体は中間に近いが，相対的にやや保守的である.教育団体，行政関係団体F 宗

教団体は中間，福祉団体，専門家団体も中間に位置するがうやや左寄りである.団

体の種類によって， 9ーダーのイデ、オロギーにはいくらか違いがあるがF その違いは

さほど大きくなく，「55年体制J崩壊後，大幅に縮まってきていると考えられる.

④経済・業界団体リーダーはy 同業者団体や自営業者・経営者とイデオロギーが同じ

である.農林水産業団体リーダーは，農業協同組合加入者や農林水産業者よりも，

緩やかなイデオロギーの持ち主である.他方，労働組合加入者や一般被傭者がい

くらか保守的なのに対して F 労働団体リーダーはかなりリベラノレで、イデオロギーの

違いが大きい.圧力団体リーダーのイデ、オロギーが保守的な団体はF 必ずしも加入

者の利益を強く代表していないが，圧力回体リーダーのイデオロギーリベラノレな団

体は，そのイデオロギーが加入者よりも先鋭な傾向がある.

⑤圧力団体リーダーは，国内産業の空洞化の回避措置3 政治参加の拡大，所得格差

の是正，社会福祉の充実，対中親善，公務員の争議権の容認，二大政党による政

権交代などF リベラルと思われる意見には賛成する傾向がある.また非正規労働者

の増大，原子力産業の推進，憲法改正，防衛力強化なと保守的と思われる意見

には反対する傾向がある.

⑥圧力団体リーダーの信念体系の中核にはイデ、オロギーが存在し，争点態度を統合

している.またイデオロギーの下位構造として安全保障，福祉・参加・平等などの政

策次元が存在する.

⑦圧力団体の内閣(首相，官房長官，大臣?副大臣，政務官)への接触はF 団体リー

ダーのイデオロギーを超えて少なく?とりわけ首相や官房長官への接触は少ない.

圧力団体の多数を占める，リーダーがイデオロギー尺度 5と回答した団体は，どの
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ポストに対してもあまり接触していない.自民党連立から民主党連立への政権交代

後，大臣，高Ij大臣，政務官への接触はリベラルなリーダーを持つ団体ほど増えy 首

相や官房長官への接触は保守的なリーダーを持つ団体ほど減っている.

③圧力団体の宮僚(事務次官?局長，課長?課長補佐F 係長)への接触は，事務次官

や局長は少ないが3 課長以下は比較的多い.接触の度合いは3 団体リーダーのイ

デオロギーによる違いがあまりない.圧力団体の多数を占める，リーダーがイデオロ

ギー尺度 5と回答した団体はp 課長以下には，ある程度F 接触している.自民党連

立から民主党連立への政権交代後 F 官僚への接触は，リーダーが保守的な団体は

それほど減っていないが 7 リーダーがリベラノレな団体は増えている.

⑨圧力団体の政党への接触は3 政権与党である民主党に多く，次いで多いのが自民

党であり F 他の政党には少ない.すべての政権与党に接触が多いわけで、はなく3 国

民新党や社民党への接触は少ない.社民党，共産党への接触はF 団体リーダーの

イデオロギーと相関があり，民主党や国民新党，みんなの党，公明党への接触も弱

い相関があるが F 自民党への接触はあまり相関がない.自民党連立から民主党連

立への政権交代後，自民党への接触は，圧力団体リーダーのイデ、オロギーを超え

て減る一方，民主党への接触は，保守的なリーダーを持つ団体ほど増える傾向が

あり，圧力団体の内閣や官僚への接触の仕方だけでなく，政党への接触の仕方も

変化させたり 1える.

圧力団体におけるイデ、オロギーの役割について以下のようなことがいえよう.圧力団

体リーダーに保守的(右寄り)ーリベラノレ(左寄り)のイデオロギー軸上に自己を位置づ

けてもらうと，約 6割が中間と答え，リーダーは，一般の有権者以上に脱イデオロギー

化している.団体の種類によるリーダーのイデオロギーの違しも縮まってきている.た

だ、F 団体リーダーは，民主党以外の政党をイデ、オロギー尺度上に位置づ、けて捉えて

いるし?政策争点態度の基底にはイデオロギーが存在する.社民党，共産党，あるい

は民主党などへの接触は団体リーダーのイデ、オロギーと相関がみられるがF 内閣や官

僚，自民党との接触は回体リーダーのイデオロギーと無関係で、ある.しかし実は増減

に着目すると，内閣や官僚については，リベラルなリーダーを持つ団体の接触が増え

政党については，保守的なリーダーを持つ団体の民主党への接触が増えている.も

ちろん自民党への接触は，イデ、オロギーを超えて減っているのでp 団体にとって接触

する政党は，政権の中枢にあるかどうかが重要なので、あって F イデオロギーは二の次

である.しかし民主党連立政権になってから，内閣・官僚や自民党への接触と団体ヲ

ーダーのイデオロギーとの関係がなくなったとし1うことは，それまでは3 密体リーダーの

イデオロギーとの関係があったとし、うことである.圧力団体の世界における脱イデ、オロ

ギーが進んで、いることはもちろん否定できないものの，イデオロギーが圧力政治に介

在する余地はなお残っている.

他方3 圧力団体は利益の組織化を十全に行う必要があるので、はなかろうか.経済・
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業界団体リーダーこそ，同業者団体や自営業者・経営者とイデオロギーに違いはない

が，農林水産業団体リーダーは，農業協同組合加入者や農林水産業者よりも，緩や

かなイデオロギーの持ち主であり 3 労働団体リーダーはp 労働組合加入者や一般被傭

者とイデオロギーが帯離している.圧力団体について，保守的なリーダーを持つ団体

がF保守的な利益を組織化していないとまではいえないが，必ずしも加入者の利益を

強く代表してはいない.リベラルなリーダーを持つ団体はp そのイデ、オロギーが加入者

よりも先鋭な傾向がある.このような状態が長期化するようであれば，社会の利益を組

織化することが期待されている圧力団体が機能不全に陥ることになるカもしれない.

参考文献

石生義人， 2002， rロピイングJ辻中豊編『世界の市民社会・利益団体研究叢書 I

現代日本の市民社会・手u益団体』木鐸社， 163-189頁.

伊藤光利， 1995， r大企業労使連合vs地方政府・政策受益団体連合(1)一一第2次

圧力団体関係構造の分析J~政策科学~3 巻 2 号， 15回 30頁.

伊藤光利， 1996， r大企業労使連合vs地方政府・政策受益団体連合(2)一一第2次

圧力団体関係構造の分析J~政策科学~3 巻 3 号， 21四 38頁.

伊藤光手U，1998， r大企業労使連合再訪J~レヴァイアサン~1998 冬臨時増刊， 73-94 

頁.

蒲島郁夫， 1985， r影響力の階層構造J三宅一郎・綿貫譲治・嶋澄・蒲島郁夫『平等

をめぐるエリートと対抗エリート』創文社， 133-172頁.

蒲島郁夫・竹中佳彦， 1996， . .~現代日本人のイデオロギー』東京大学出版会.

蒲島郁夫・竹中佳彦， 2012， ~イデオロギー』東京大学出版会.

竹中佳彦， 2010，r団体リーダーのイデオロギーと利益の組織化」辻中豊・森裕城編

『現代社会集団の政治機能』木鐸社， 90 .. ，1 14頁.

谷口将紀， 2012， ~政党支持の理論』岩波書庖.

辻中豊， 1988， ~利益集団』東京大学出版会.

辻中豊， 2002， r結論j辻中豊編『世界の市民社会・利益団体研究叢書 I 現代日

本の市民社会・利益団体』木鐸社， 331-340頁.

辻中豊編， 2009， ~第二次団体の基礎構造に関する調査(日本全国・社会団体調
査)報告書』筑波大学.

辻中豊・桂宰栄)2002， r現代日本市民社会の団体配置構造一一要因相互間の関

連j辻中農編『世界の市民社会・利益団体研究叢書 I 現代日本の市民社会・

利益団体』木鐸社， 303-330頁.

え士中豊・森裕城， 2009，r21世紀日本における利益団体の存立・行動様式一一全

国社会団体調査(JIGS2 調査)の分析J~レヴァイアサン~45 号， 11-43頁.

丹羽功， 2006， r利益団体問の協力と対立J村松岐夫・久米郁男編『日本政治変

-38-



動の 30年一一政治家・官僚・団体調査に見る構造変容』東洋経済新報社.

277-297頁.

村松岐夫， 1981， W戦後日本の官僚制』東洋経済新報社.

村松岐夫・伊藤光利・辻中豊， 1986， W戦後日本の圧力団体』東洋経済新報社.

森裕城， 2002， I団体一政党関係一一選挙過程を中心に」辻中豊編『世界の市民

社会・利益団体研究叢書 I 現代日本の市民社会・利益団体』木鐸社， 140-161 

頁.

森裕城， 2003， I利益団体J平野浩・河野勝編『アクセス日本政治論』東洋経済新報

ネ土， 96-115 頁.

ハ
v
q
J
 



第 3章

圧力団体問の相互関係と影響力

山本英弘(山形大学)

1. はじめに

本章では、圧力団体問の相互関係(協調と対立)の構図を示し、社会過程における利害

関係の様相を考察する。圧力団体の最も重要な機能は、社会に存在する利益を政治過程へ

と表出することだとされる (Sh鋭 schneider1960=1972; Almond and powel 1978==1986など)。

それならば、そもそも社会において様々な利益や価値がどのように分布しているのかを把

握することは、利益団体研究にとって不可欠な作業である。ここでは、団体分類を基礎と

しながら、団体分類内外における関係の構造、および頂上団体の特徴について検討してい

く10

日本政治について従来、自民党や中央省庁といった政治的アクターと親和的な関係、にあ

る系列とそれに対抗する別系列からなる関係の構造が指摘されてきた(石田 1961;田口

1969;村松 1981)。これに対して、 1980年の第 l回圧力団体調査においては、民間系労働

組合と大企業からなる経済団体とが協調的な関係にあるという「大企業労使連合」の存在

し、政策受益団体と対抗関係にあることが指摘された(村松・伊藤.~土中 1986 :第 3章;伊

藤 1988)0 1994年の第 2回調査では、大企業労使連合についてその基盤が狭隆化している

ものの依然として維持されていることが確認されたD さらに、政策受益団体が地方政府の

連合組織の影響力を強く認識し協調を求めるという「地方政府・政策受益団体連合」の存

在が確認され、市場原理と再分配をめぐって大企業労使連合との対抗関係が指摘されてい

る(伊藤 1995，1996a， 1996b， 1997， 1998)0 2003-04年の第 3回調査においても、上記の基本

的な傾向が確認、されているものの、大企業労使連合については、労使の協力関係はみられ

るものの政策選好に相違がみられることが指摘されている(丹羽 2006a，2006b)。

このような研究動向をふまえつつ、本章では第 4次調査の結果をもとに、現代日本の圧

力団体間関係の構図を示していきたいo {也章でも言及されているように、 2003-例年の第 3

次調査から 2011年の第 4次調査の間に、日本の政治や社会は小泉政権下で、の新自由主義的

な構造改革、さらには 2009年の民主党への政権交代という大きな変動を経験した。これら

は社会過程における圧力団体世界の再編を促すものであったのだろうか。それとも、従来

1 団体間関係には、特定のイッシューにおいて、一時的に連携を形成するものも考えられ

る。これについては、各国体が戦略的に連携形成を行う意思決定を行うという観点からの

分析が行われてきた (Salisbery，Lauman and Nelson et al 1987; Honjnacki 1997; Holyoke 2009な

ど)0 しかし、ここでは質問紙調査において特定のイッシューや場面を設定せずに質問して

いることから、通常の安定的な団体関の関係についての回答が得られているものと想定す

る。
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から指摘されてきた関係の構造は頑健に存続しているのであろうか。こうした点に着目し

ながら分析を進めてし1く。

具体的な分析に入る前に、まずは圧力団体調査では、団体問の協調と対立についてどの

ように質問されているのかを振り返っておこう。 4次にわたる圧力団体調査において、この

項目については質問の仕方が変化している。第 l次調査においては、回答者である団体に

対して協調および対立している団体を自由回答でそれぞれ 3つ挙げてもらう形式をとって

いる。これをもとに、伺一領域内における頂上団体への統合度および、領域開の協力と対立

関係が検討された。

これに対して第 2，3次調査においては各領域における主要な利益団体の具体名をリスト

化し(第 2回は 100毘体、第 3回は 105団体)、各々について回答団体に協力関係にあるか、

日本政治全般に影響力があるか、自団体の関心領域に影響力があるかについて回答を求め

ている2。分析に際してはリストの団体を分類し、回答した団体分類ごとに協力関係の数な

どを示している。

第 4次調査では、 2、3次調査と同様に主要な団体のリストをもとに協力関係と影響力の

有無を質問しているが、紙幅の関係からリストの団体数を 26に絞り込んだ。この他に、経

済団体、労働団体といった団体分類を提示し、それぞれに対する協調と対立の程度を 7段

階で尋ねる質問も用意した (1=対立、 4=中立、 7=協調)。このような質問形式の変更によ

り、第 4次調査の分析を 2，3次調査と同一の手法を用いて分析することはできない。そこ

で、本章では下記のような手順で、分析を行ってして D

まず、団体関の協調一対立関係を尋ねた質問および各団体分類における主要な団体に対

する協力関係の有無についての質問をもとに同一領域内外の団体間関係を考察する (2節)口

続いて、団体間関係の基礎となる利益や価値を探るために、団体問の政策選好を分析する

(3節)。さらに、主要な団体の日本政治全般および関心政策領域における影響力について、

協力関係の有無との関連で分析する (4節)。最後に、労使それぞれの団体のトップと考え

られる日本経済団体連合会(経団連)と日本労働組合総連合会(連合)について、第 2"'-'4

次調査の時点間比較によって、協力関係影響力の変化を考察する。

2. 団体聞の協調と対立

それでは、団体問の協誠と対立について検討しよう。協調(最大 7) と対立(最小 1) の

回答を量的変数とみなし、それぞれの値から 4を引くことで、対立的で、あればマイナス、

中立は 0、協調的であればプラスとなるように変換した。

表 1は、団体分類ごとに列に提示した団体に対する協調一対立度の平均値を示している。

2調査票のリストに挙がっている団体が回答団体である場合もありうる。辻中・石生(1998)

では、第2次調査データを用いてリストに挙がっている団体のうち、調査票にも回答した

76団体について協力関係の行列を作成してネットワーク分析を行っている口
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行側が回答図体であり、列側が調査票における項目である。つまり、行側が列側に対して

評価をした結果である。
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一見しでわかることは、同一領域の団体に対して協調的だという評価が高いということ

である。おおむねすべての団体分類関で1.0以上であり、他の団体よりも値が高い。農林水

産業団体と労働団体で高い値を示している。こうした傾向は当然、ともいえるものであり、

過去の諦査とも整合的な結果である。

団体間関係、に留を向けると、行政関係団体に対して協調的であるという評価が高い傾向

にある。全体平均で 0.76と最も高く、農林水産、福祉、専門家、教育団体で高い値を示し

ている。こうした傾向は第 2次、 3次調査とも共通するものであり、伊藤 (1996b) が指摘

した地方政府・政策受益団体連合という特徴をみてとることができる。つまり、地方レベ

ノレでの利益を代表する存在としての行政関係団体に政策受益団体が依存している構図であ

る。

この他では、福祉団体と専門家団体との相互の協調関係がみてとれる。これは主として

医療系の専門家団体が、医療・福祉分野のイッシューにおいて連携しているためだと考え

られる。また、農林水産業団体が、専門家団体と消費者団体に対して協調的であり、専門

家団体においても消費者団体と協調的だという回答がみられる。これは従来の誠査では示

されてこなかった点であるが、調査時点の 2012年における大きな政治的争点で、あった TPP

(環太平洋パートナーシップ協定)への交渉参加に対して反対の姿勢をとる団体向土の相

互連携だと考えられる口

平均点においてマイナスを示しているものはほとんどみられないが、大企業系の経済・

業界団体に対して、労働、行政関係、市民・政治団体がマイナスを示している。なお、労

働団体では 10団体 (34.5%)、市民団体では 8団体 (26.7%)が大企業系の経済・業界団体

に対して対立的だと回答している口大企業系の経済団体が政党や官僚といった政治過程の

メイン・アクターと親和的で、あったのに対して、労働や市民団体は、これらとは異なる価

値を体現する価値推進団体と呼ばれてきた(村松・伊藤・辻中 1986;:森・足立 2002)。日

本政治について従来から指摘されてきた本系列と別系列からなる関係の構造をここでも確
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認することができる。

しかし一方で、圧力団体調査の知見として蓄積されてきた大企業労使連合は見て取るこ

とができない。より詳細に労働団体を民間大企業系と中小企業系に分けるなどの分析も行

ったが、特に結果の相違はみられなかった。もっとも、大企業労使連合については数量的

データから明確に示されるというより、自由回答をもとに推論も交えて得られた知見であ

る(村松・伊藤・辻中 1986:伊藤 1995)。そのため、こうした連合関係が消滅したのかど

うかについては事例に基づく検討など、さらなる確認作業が必要だろう。

続いて、各領域における主要な団体との協力関係の有無について検討しよう。同ーの団

体分類内における匝体問の協力関係は、コーポラテイズム・モデルによって注目されてき

た。すなわち、各領域には頂上団体と呼ばれる中央組織が存在し、領域内の利益を集約し

つつ、政党や官僚といった政治的アクターとの調整が行われる (Shmitter1974; Katzenstein 

1984)。このモデルから政治過程を捉える場合、政策領域内において頂上団体にどの程度の

集権化や集中化がなされているのかがポイントとなる (Shmi仕er1974)。また、異なる団体

分類間に関係があったとしても、それは主として頂上レベルの団体問で、結ばれるものとさ

れてきた(村松・伊藤・辻中 1986)。そこで、他領域の団体が主要な団体とどの程度協力

関係にあるのかをみていこう。

農林水産家 経済 ・業界 8労働団体

95; 31‘ 14 40 20 36 8: 

表 3は各領域の 20の主要な団体を行にとり、列側に回答団体の団体分類を配置して協力

関係にある団体数を示したものである30 カッコ内は割合であるが、多くの団体分類ではサ

ンフ。ノレ数が少ないので留意しなければならない。網掛けは同一団体分類であることを表し

ている。

やはり同一団体分類の主要な団体に対して協力関係にある数が多い。つまり、他領域の

3調査では26団体について質問しているが、協力の割合があまりに低い 6団体については

結果を割愛する。
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団体よりは自領域のトップとのかかわりが大きいということがわかる。とはいえ、多くの

団体分類では 3"-'5割程度にすぎない口唯一の例外は労働団体であり、 31団体のうちのお

団体 (74.2%)が連合と協力している。各領域において頂上団体に集中化しているとはいえ

ない中、労働界だけは連合が中心的な役割を果たしていることがみてとれる。

領域外の団体との協力についてみていこれ各自体分類のサンフ。ノレ数が少ないことには

留意しなければならないが、福祉団体が日本医師会に対して協力関係を言及しているもの

が多い (40団体中 14団体，35.0%)。表 lでも確認したように、医療・福祉分野での協力関

係をみてとることができる。

労働団体においては、社会生産性本部との協力関係に言及しているものが多い (31団体

中 12団体、 38.7%)。これは第 2次調査でも指摘されている傾向であるが(伊藤 1995)、社

会生産性本部が労務関係を主たる管轄とするために労働団体との結びつきが強し¥ょうであ

る。このほか、労働団体からの日本生活協同組合への協力の言及(31団体中 10団体、32.3%)、

市民・政治自体からの連合 (36団体中口団体)や自治労 (36団体中 10団体)への協力の

言及がみられ、労働と市民・消費者団体の相互関係を見てとることができる。市民・政治

団体については日弁連との協力を言及するものも多い (36団体中 14団体)。

なお、表 lでみられた農林水産業団体と専門家団体、消費者団体の協調関係であるが、

農林水産業団体で、生協や消費者団体連絡会に言及するものがみられるものの、明示的では

ない。また、表 lにおいて他の団体分類から協調的だと言及された行政関係団体について

は、全国知事会、全国市長会、全国町村長会ともに協力関係にある団体はあまり多くはな

い。協調的なアクターだと認識されていたとしても、実際の協力関係には至っていないよ

うである。

3.団体の政策選好

ところで、前節にみた団体関の協調一対立関係の基盤には利益や価値の一致・不一致が

あるものと考えられる。これは必ずしも実際の協力に現れるとは限らないが、団体が他国

体と連合を形成する重要な条件であり(丹羽 2006;Holyoke 2009)、潜在的な対立の可能性

を示唆しているものと考えられる。そこで、近年の政策争点に対する選好をみることで、

団体間の手u害対立を別な視点からみていくこことする。まずは政策選好の構造を明確化す

るため、主要政策争点について 5段階で質問した回答を量的変数とみなし、因子分析(主

因子法・プロマックス回転)を行った。表 3はその結果を示している。

国有イ直1.0以上を基準とすると、 3つの因子が抽出された。第 l因子は国民投票法制定、

公益法人制度改革、郵政民営化、三位一体の改革、介護保険制度創設の因子負荷量が高い口

これらは小泉政権下の構造改革において実施された政策が多い。そこで「構造改革Jと名

付けておく。第 2!!l子は消費税引き上げ、 TPP交渉、参加、法人税率引き下げが高い因子負荷

量を示している。これらは 2012年時点において最も注目を集めた経済的争点である。そこ
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で、「経済争点Jと名付けておく。第 3~子は農業者個別所得補償実施、子ども手当創設

介護保険制度創設の因子負荷量が高いので、 f保障政策」と名付けておく。

表3 政策争点に対する選好の因子分析(主冨子法、プロマックス回転)

.構造改革|経済争点 l保障政策|共通性

消費税率引き-._同tJf_.何一“ I . 2111 . 5111 . 0341 . 437 

TEP-~漆委担一咋品川… 叫
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図1 政策争点に対する選好(因子得点の平均値)

図 1は、団体分類ごとに忠子得点の平均値を図示したものである口経済団体において、

構造改革と経済争点(消費増税、 TPP交渉参加、法人減税)に賛成であり、保障政策に消極

的であることがみてとれる。これに対して 3因子ともに対極的な位置にあるのが労働、市

民・政治団体である。前節の表 1でも労働、市民・政治団体から大企業系経済団体に対す

る対立的な評価がみられたが、政策選好においても対立の構留をみてとることができる40

4 ここで取り上げている政策争点は、政治体制やイデオロギ一対立にかかわるものではない

ため、既存の体制に対抗する価値推進匝体としづ特徴を表しているとはいえない。 ijlJ途、

一人
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農林水産業団体も経済争点においては経済団体と対極に位置する。これは主として TPP

をめぐっての利害対立を表しているものと考えられる Q 協調一対立関係では明示的ではな

かったものの、対立的な争点をみてとることができる。なお、経済争点については農林水

産業団体と市民団体が近い位震にある。これは表 1でも示された農林水産業団体から消費

者団体に対する協調的な評価と整合的である。

行政関係団体は座標の原点付近にある。表 1において行政関係団体に対して協調的だと

評価した福祉、教育、専門家回体も原点に近く、ここで取り上げた政策争点の項目では、

地方政府・政策受益団体連合がどのような利益を代表しているのかが明確ではない。

続いて各領域の主要な団体との協力関係の有無によって、政策選好がどのように異なる

のかをみていこう D 表4は、各主要団体と問ーの領域内/外および協力関係の有無ごとに、

政策争点に関する因子得点の平均値を示している。

JA会中

し

り
、し
山
り
一
し
り
し
り
ア
ヤ

M
え
し
り
一
し
り
ご
し
一
り
一
し
叩
り
し
一
一

U
7」
り
へ
し
-
d

り一

な
守
や
め
一
な
あ
な
f

あ
一
な
一
あ
一
な
あ
な
盆
な
あ
な
)
あ
一
な
あ
U

な
一
あ
な
τ

あ
な
あ
一

船
一
一
外

e

内

一

外

内

一

外

一

内

一

外

ー

内

一

外

内

一

外

j

内
一

均

一

一

域

一

域

一

緩

域

一

減

iJ

峨

一

域

一

域

一

域

一

域

一

減

-

減

一

平

一

一

領

一

領

一

領

領

一

領

一

領

一

領

h

領
一
領
白
U

領

一

領

一

領

一

の
一
一

j

一

一

一

ι

一

一

ド

一

一

点

一

一

一

一

一

一

-

一

一

得

一

一

一

一

一

一

合

一

連

一

子

一

一

一

一

一

一

組

体

一

一

一

一

A

一

一

一

間

一

回

一

噛

二

会

一

一

会

一

一

師

一

部

一

匹

一

一

事

一

一

師

一

一

活

一

焚

一

選

一

一

知

一

協

一

間

一

連

一

釦

一

期

一

策

一

一

劃

一

組

一

樹

一

剣

一

米

一

配

会

一

公

一

一

創

一

針

一

昨

一

佐

一

昨

一

割

紘

一

良
一
一

O
j
3一
7
5
6
一
6
一
6

9

5
一
8
;
f
4べ

7
一
Q
B
~
6
-
2
τ
7
4ぃ

5
一3
一
8
二
f
一
7
…

4
一

よ
U
一一

n
v
市，
j
"

一つパ
uト‘，

A崎
つ
ι

一
qu
を

g」
P3~18
一
Qυ
喝

t
j
q
'
一R
V吋

42，p
噌

g
白1よ

nv一

i

八
一

一関一

N
一
2

一
一

1
-

、
一

1
一

i
i

一
1

一
一

1
マ

一

2

h

p

一

一

力

一

一

一

一

一

一

町

一

一

一

-

一

一

ム

一

一

一

面
一
;
一
一
一
↓
ん
十
二
日

l
J
J
J
一い一
P

了

if
l
J
l
i
一

ト
↑
ー
l
i
l
y
-
1
ー
…
〓
!
一

均
一
策

ω…ω一…m一
山
一
川
一
抑
制
問
一
一
山
一
切
仰
い
制
一

m
m
-
抑
制
一
間
一
関
川
ト

m一
仰
則
的
山
一

一服一糊一

myt一a
4

4

4

一位一才一
4
1
4一一配一
4

し。乱仁一
t
L
一三一

一
同
一
周
祐
一
一
)
了
一

j

一
一

ι

一

一

一

ー

一

一

一

一

、

一

一

ii

一
一

十円叫一
ι

↓3
一
4
v
7
r
3
Z
H
9
1
¥
合
一
日
叫
宮
山
一
炉
引
か
一

5
e
J
b
ι
6
γ
O
L
一

ι』

2
Y
B
J
3
一トベ

4
一B
L
5
一

喜
一
一

D
~
8、

9
d
8
-
8
ι
1
8
1
土
空

1
i
?
?
6
一6
4

一

2
A
1
-
8
1
i
t
J5
-
n
V
4し

4
J
B
-

工
+
{
一
策
一
J
1
D
日
同
一
川
崎
一
山
M
u
m
D
F
M同一

2
一一山一

2
一凶一一山内川
A27入山一
β
一
げ
は
一
一
川
一
一
川

β
u
i
M
M
一

十

l
一政一

o
J
4
f
I
U
…4
一
心

0

0

0
一
4

0
十

O
一。一

0
1
v
・4
1
0
一
O
A
n
t
i
n
v
心一

O
一
寸
」
y
o
一

「
袋
一
清
一

一
j

一

一

一

一

(

ι

日

一

一

一

J

一
J

一

ιf
一6
2
1
2一
4
1
2
一
5
4
Z
-
O
ι
一
2
一7
V
1
0ぺ
1
-
3
一日

j
q
d
A守、
5
一
O
一4
h
i
n
d
u
6
一
"ULe--'gw-1
一

一
7

0
一
O
J
9
-
4
7
1
一6
一
6
1
b
9
1
-
0
2
5
J
a
m
-
一
5
1
5
1
7
-
2
2
τ
4
8
一

"Lnυ
ヤハ
υ今
内

υuhu四
唱

g
今

J
v
n
q
w
b日

gtJaυvtt一
円
，

t
eー
に

Jv

・1い

nv】

11
し守
IJauwnu-nu一
勺

叫

必

什
ν

内

〈

}

選一

0
1
1
n比しハ比一弘
-n比
n比一

a
一
O
L
a
}
仏一な一

a

u
一
1hjn比一弘山内仏
i
u
a
一弘一弘一

o

n
比一

改一

d

?

?

こ

で

-

-

一

-

一

二

自

由

ー

ア

白

止直一
構造改築 t経済政策 L保隊政策

; 土日司.909 -0.040 0.011 

0，1}8γ(L35，~臥228

0.327 0.231 0.056 

40.052. 0.106 0.170 

-0.011、 0.024 -0.006; 

-0.061 -0.126 0.510 

0.118 -0.05.9 -0.274 

0099: -0.144 -0.141 

-0.026 0.010υ.-0.929， 
9.140' -0司O司1 O.0}8， 

0:?~1日ゲ 0，152 " 0，2151' 
"0.208 一0.839' 0.344 

0.090' 0.087 “0.101 

-0.7 71 -0.6，32， 0，.62司

色457. __g，(J5.3.ι (J，2，2J 
M0.484， -0，387 0.319 

吃立94ι QJ 1). 時 0.999

-0勾9内 向りて2{/7 o..4 ~9 

-0.232 -0.260 -0.024 

-0.953 -0.895 0.488 

0.1 05 0，138 -0.098 

士山07， • -::51:4.36. ← ，0.，438 
-0.423 -0β32 0.071 

-1β21 -1.148 0.61 B 

領娘外 γなl.，.
iあり
~なし

領主車内 ;;，-_L-.，-
:あり
なし 3 

領域外 受

あり

ー領域内 なし
あり

ふ領域外 ;な:1-.
{あり

綴域内‘なし今
あり

tなし
領減外 。

あり
なし
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領域内てJ
あり

領級外 なし

日本PTA全額協議会 的
なし領域内コ
あり

経団連

日溜

迎合

自治労

経団連、日商(日本商工会議所)といった経済団体と協力関係にある団体は、構造改革、

経済争点に対して肯定的であり、保障政策には否定的な傾向が強い。これは経済団体分類

以外にも当てはまるし、分類内でも傾向をより強く示している。一方で、 JA全中(全国農

業協同組合中央会)、思本弁護士連合会(日弁連)、日本生活協同組合連合会(生協)、全国

消費者団体連絡会(消団連)と協力関係にある団体では、経済団体とは異なり、構造改革、

経済争点に対して否定的であり、{呆棒政策には肯定的な傾向が強いD 先に確認したように、

政策争点に関しては、経済団体と農業団体や市民団体(消費者団体)との対立構造をみて

とることができるD

労働団体については、連合、自治労ともに労働領域以外の協力団体において、構造改革、

経済争点に対して否定的な傾向が強い。しかし、労働領域内においてはむしろ協力団体で

は中立的であり、協力関係にない団体ほど否定的な傾向がみられる。このように、労働界

国防や憲法をめぐる政策選好を検討する必要がある。
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の主要回体は、領域外部では経済団体とは異なる利益を表出させる存在として期待されて

いるものの、領域内部ではむしろ異なる利益要求を緩和させるように機能していると推察

することができる口前節の団体間関係の分析では大企業労使連合の存在は確認されなかっ

たものの、主要因体が労働領域の政策選好を経済団体とすり合わせる方向に働いている可

能性も示唆される。なお、保障政策については労働領域全体で肯定的な傾向が強く、連合

や自治労との協力関係による差異はみられない。

この他、全国知事会においては協力関係の有無によって明確な相違はみられない。

での項目ではやはり、行政関係団体の政策選好は捉えられないようである。

4. 主要な団体との協力関係と影響力

圧力団体が他団体と協力するのは、資源や情報の交換や、連合して活動を行うことで政

策過程により大きな影響力を発揮できるためだと考えられる。それならば、影響力の大き

い団体と協力することによって、自らの利益を効果的に反映させることができると考えら

れる。圧力団体調査においては、主要な団体との協力関係とともに、日本政治全般および

関心政策領域に対する影響力の有無を尋ねている50 その結果をもとに、各領域の頂上団体

の影響力を検討しよう。

圧力団体調査では、日本政治全般への影響力および自答団体が関連する領域における主

要な図体の影響力の有無 (2値)を尋ねている。表 5は、領域内外および協力関係の有無ご

とに、それぞれについて影響力がありという回答の数を示している(カッコ内は割合)。

百本政治全体への影響力については、経団連が 157回体 (61.8%)で最も多く、続いて連

合の 116団体 (45.40/0)、全国知事会 (99回体、 39.0%)、日商 (92団体、 36.2%) が続く。

このように、労使の頂上団体および行政関係団体が日本政治に影響力を及ぼしていると評

価している団体が多い。全体的な傾向として、同一団体分類であるかどうかにかかわらず、

協力関係にある団体において影響力があるという回答が多い。

回答団体の関連領域における影響力をみていこう。全体への影響力が政治に関する漠然

としたイメージであるのに対して、関連領域は回答団体の実質的な影響力評価だと考えら

れる。そのため、どの団体でも全般に日本政治全体の場合よりも影響力があるという回答

が減っている。最も多い経団連で、あっても 81団体 (30.8%)、連合で 49団体 (18.6%)で

ある。

5 たびたび指摘されていることだが、政治的影響力を的確に測定することは非常に国難であ

る (Baumgartnerand Leech 1996; Leech 2010; Kluver 2013)。ここでは 1つの指標として調査

票における回答をもとに主要団体の評判(声価)を分析する。

-47 -



JA全中

領域外

領域内

全{本

表5主要な団体との協力関係と政策選好(因子得点の平均値)

t全体 |関連領域 ;1

影響力 |影響力

外 -l~.?(仰l. ~~~~:Jl ， ..1 '1領域外 四L
あり 17(~~.n J7(46J) J '1 し あ但
なし I，~\~~.e? 肘~.~? • i全国知事会 l領域内 院し
あり . .!4C符羽 担(明.0) J 1""-"'" Iあり

|56(22，0) 川9(7.2)

le5(qZ.Q) 担4(22，1) 
14げ 7，8) 拘~47A~.，

J 骨点烈9明9町~5刊~.3ω1
2特ß~何8忠幻?刀) ~f，4(ゆP拘Q，Q切Q，
157χ(6引1.8ω)1:袷81(30.8ω) 

49(号2.2) 担早(7β

a何(53てi司幻} い 号i~4Q.Q)
23.(~3N 持(1 2，9) ....1 S本医師会

J到.2.1?) . jt~(!智将 J I 
192(36.2) ~39(14.8) 1 ¥1全体

なし ~li~件8'~? ~4Q~~:_4>: 屯 I 除域外 きk
あり…1J共¥p3J3). l1J ~J昭‘Q) .1 :[".台 、 lあ1
なし l~~刊の.~~，S~.~:_Q~ ， ..I S弁連 =陥域内 陸し
あり… j1，g(8QA. ]1s(80，PL 1 :[~.ーや .1あり

116(45.7) 149(18.6) I ;1全体 | 

川乙?i~1~~:3~ “ 1 除域外 1供
3(2立の 4 担(?O，Q) J f"'~" .:1あり

12(193J 問問 jS本生活協間総j除域内 iなし
?CJ 6)) “同2，5殿山 I T''''~ 、 |あり
34(13.4) 118(6.8) 1 栓体

容し 伊(1・?L !j~~~~3~ ， 1 除域外 | 
手り p位里 0) 和g5，0) ， 1全国消費者団体 rX~".-.:1争り一
弘~. ~?~仰)ptmLVi連絡会 除域内:よ
あ，り一撃(5Q，9l 担(qO.，9J J='r~..... r;<--" 姐 laQり

8(3.1) ;112(4.6) 1 栓体

経団連

l
u
m
Hり
ー
し
一
H
ッ

i
u
v
Hツ
-
i
u一けり唱

な
τ

あ
な
あ
な
一
あ
な
ん
あ

外

一

内
ι

一
外
一
内
一

域

域

引

盤

域

j

域
M

体

領

領

全

一

領

一

領

一全

gu-jHり
'
し
パ
い
り
~
一

zし
J

什ツー
iレてけり角

一
な
あ
な
一
あ
一
広
島
な
あ
ん

一外
i

内

一

一

外

」

肉

体
一
域
4

域
ι

体
一
域
一
域

M
t
z
一
領
一
糊

1
全
「
牌
キ
ー
鯨日商

連合

領域外

領域内

自治労

全盛一一一
領域外 |い

lあり

領域内 I~し
lあり

全体

日本PTA全国協議
A 
;p; 

外

内

域

域

J

体

領

領

u

全

全体 l関連領域

影響力 |影響力

82(36.3) 116(6.9) 

. J9(5~.3) 18(空4.1)
~~?O♂L .J l~l!3..7) ， 

g(?3.~) Jf31号5.})"
99(39.0) 131 (11 .8) 

民Q(q.OI 16(2，9.2 
2(J 1旦) HSJJ..V 

、 ..J1~4.，朝 、 … j ?(1_Q.())い
J~{?Q，QL 釣ザ， J9(5匂?:旦q引} 
16(6.3) 119(7.2) 

66( 争拘0.4).l.Lti(q尽引，72， 勾

.)12.むi伊P立0)…l打1Q引(4'り7.6
1(9ムJ口L山酌 J1Q))ζ 匂

14(6.9よ7)↓号(8.1，3)叫 』
83(32.7) 131(11.8) 

46(2.2.0) . 112.(5.6) 
10q立刀日1(3g.})

J(7.7) l2(1?)) 
2(戸ON....J2(耳O.()!ι
59(23.2) l27(10.3) 

15(7.7) 110(4.9) 

駅間.0)、lI<将兵)
1(5.3) 10(0.0) 

引18判お岬 j5(31.3)

125(9.8) l22(8.4) 

27(13.9) 110(4.9) 

le.C3?，Oi.. 19(3().0) 
11(4.5) 11(4.5) 

14(30β) 15(38.5) 

時0(15.7) 125(9.5) 

表6 主要な団体との協力関係と自毘体の主観的影響力認知
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なし 2.88 

領域外
なし 2.85 

JA全中
あり 2.87 

全面知事会
あり 3.29 

領域内
なし 2.56 

領域内
なし 2.80 

あり 3.50 あり 3.33 

領域外
なし 2.92 

領域外
なし 2..4 80 

経由連 あり 3.19 
全社協 あり 3.42 

領域内
なし 2.64 

領域内
なし 2.90 

あり 2.97 あり 3.21 

領域外
なし 2.95 

領域外
なし 2.86 

日高
あり 2.94 

日本震師会 あり 3.09 

領域内
なし 2.70 

領域内
なし 2.77. 

あり 2.95 あり 3.17 

領域外
なし 2.85 

領域外
zなし 2.84 

連合 あり 3.04 
日弁連 なあしり

3.17 

領域内
なし 2.63 

領域内
2.86 

あサ 3.18 あり 3.00 

領域外
なし 2.85 

領域外
なし

2328090 5 5 自治労 あり 3.06 日本生活 あり

領域内 なし 2.94 協同組合
領域内

なし
あり 3.15 あり 3.06 

領域外
なし 2.85 

領域外 なし 2.82 
日本PTA あり 3.37 全国消費者 あり 3.17 
全国協議会

領域内
なし 2.89 団体連絡会

領域内
なし

233.08 6令あり 3.75 あり
5点R度の平均値

協力関係、がある団体ほど影響力を認知している傾向は日本政治全体の場合と変わらない。

むしろ、協力関係にない団体との差が大きくなっている。また、協力関係にある中でも、

同領域の匝体のほうが影響力を認知している。各主要団体ともやはり自領域において影響
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カを発揮していること が推察される。

それでは、政治的影響力が大きいと考えられる主要団体と協力関係にあることによって、

回答団体は自団体の影響力を高めているのだろうか60 表 6は、主要団体と|胃領域内/外お

よび協力関係の有無ごとに回答団体の主観的影響力認知の平均値を示している (5点尺度。

数字が大きいほど影響力が大きしサ。全体的に各国体と協力関係にあるほう が自己影響力認

知も高いことがみてとれる7。経団連、連合、全国知事会、全国社会福祉協議会でその傾向

が強いD 同領域であるかによる差異はあまりみられない。

以上の影響力の分析から、団体は協力関係にある主要団体の影響力を評価し、さらに自

らの影響力も高く認知している。 とりわけ、経団連、連合、全国知事会といった団体が協

力関係と影響力という観点からは特徴的である。

5. 経団連と連合の影響力推移

最後に、本章の趣旨とはやや異なるが、圧力団体調査の蓄積をふまえて、経団連と連合

とし 1う労使の頂上団体との協力関係数および影響力の時点間における変化を確認すること

で、労使関係における圧力団体世界の変化を確認しよう。

冒頭で述べたように、圧力団体調査では第 2次調査から具体的な団体名を挙げて協力関

係、日本政治全体への影響力の有無、関連政策領域での影響力の有無を尋ねている。ここ

では、 1994年、 2003年、 2012年のほぼ 10年おきの 3時点 (20年間)の結果を比較すると

図 2は経団連、図 3は連合と協力関係にあると言及した団体の割合である。経団連では

2012年の第 4次調査において領域内外の団体ともに減少傾向がみられる。一方、連合につ

いては 3時点間であまり変化がみられない。
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四争闘領減内 岬級品領織外 酬脅師会体 崎和輪予員焼肉 脚本炉鍋焼外 匂喰叫全体

図2 経団連との協力思体(%) 図 3 連合との協力団体(%)

6 自団体の影響力が大きいために、他国体との連携や協力が多いというように因果関係が逆

の可能性も考えられる。

7 26の主要団体との協力数と主観的自己影響力認知との相関係数を求めると 0.267であり、

協力数が多いほど自己の影響力が高いことがわかるD

8 3時点のいずれも回答した団体に絞って分析することも可能であるが、サンプル数が激減

してしまうため各時点の調査サンプノレ全体を用いて分析している。
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図6 経団連の関連政策領域における影響力(%)
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図7 連合の関連政策領域における影響力(%)

図4と図 5は日本政治全体への影響力についてである口図 4の経団連においては 1994年

の第 2次調査では領域内外にかかわらず 800/0以上の団体が影響力ありと回答していたのに

対して、 2003年では大きく減少している。 2012年では領域外国体ではさらに減少傾向にあ

るが、領域内団体ではやや増加している。連合においては、領域内団体では 3時点開であ

まり変化はないものの、 2012年でやや減少している。領域外団体では 1994年の 50.0%から

2003年には 30.4%と大きく減少した後、 2012年において 42.5%と回復している。このよう

に領域外の団体からみれば 2003年の自民党小泉政権下と比べて、民主党政権下における連

合の影響力評価は高まっている。しかし、 1994年時点と比べると連合の存在感は弱まりつ

つあるといえる。

図 6と図 7は関連政策領域における影響力についてである。図 6の経団連、図 7の連合

ともに 3時点間であまり大きな変化はみられない。日本政治全体への影響力の場合とは異

なる傾向を示している。

以上のことから、この 20年間の様々な政治・社会変動にもかかわらず、労使の頂上団体

に対する協力関係や影響力にはそれほど大きな変化はないようで、ある O 経済界のトップで

ある経団連については、協力関係数、日本政治全体に及ぼす影響力の認知ともかつてほど

ではなく、求心力を落としている。しかし、各自体の関連領域においては安定した結果を
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示している。連合については、労働領域の団体においては安定して高い協力関係と影響力

認知を得ている。経団連、連合ともに日本政治全体についての影響力という、いわば日本

政治に対する各団体の漠然としたイメージでは変化が確認されるものの、実質的な変化は

確認されないの

6.知見のまとめ

本章では、社会過程における圧力団体聞の相互関係を捉えることで、社会過程における

利害関係の様相を考察することを目的とした。これまでの分析から明らかとなった知見を

まとめておこう。

1 )異なる領域の団体関よりも、同一領域の毘体同士の方が協調的な関係にある。ただし、

各領域の主要な団体との協力関係はそれほど多くはない。労働団体は例外であり、連

合と協力関係をもっ団体が多い。

2)農林水産、福祉、専門家、教育団体といった団体で行政関係団体に対して協調的であ

るという評価が高く、従来から指摘されてきた地方政府・政策受益団体連合という特

徴をみてとることができる。しかし、全密知事会など主要な団体に対して協力関係に

ある団体は少ない。また、行政関係団体は政策選好において特徴がみられず、これら

の団体がどのような利益や価値を基盤としているのかは、ここでは捉えられなかったD

3)農林水産業団体、専門家団体、消費者団体の聞に協調的な関係が示唆される。政策選

好においても、経済争点(消費増税、 TPP交渉参加、法人減税)については農林水産業

自体と市民団体が近い位置にある。

4) 労働団体や市民団体は、大企業系経済団体に対して対立的だとし寸評価がみられる。

政策選好においても、構造改革、経済争点、保障政策のいずれにおいても対極的な位

置にある。これらのことから、日本政治について従来から指摘されてきた本系列と別

系列からなる関係の構造をここでも確認することができる。

5) 団体は同一領域内外を問わず協力関係にある主要団体の影響力を評価し、さらに自ら

の影響力も高く認知している。とりわけ、経団連、連合、全国知事会といった団体が

協力関係と影響力という観点からは特徴的である。

6)第 2'"'"'4次調査の時点間比較から、経団連と連合としづ労使の頂上団体に対する協力関

係や影響力にはそれほど大きな変化はない。ともに政治全体についての影響力という日

本政治に対する漠然としたイメージでは影響力の低下がみられるものの、実質的な変化

は確認されない。

2012年時点の圧力団体関係について、経済団体vs労働団体・市民団体としづ構造が垣間

見えた。その一方で、大企業労使連合の存在は確認できなかった。第2，3次調査において
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労使の利益基盤が狭降化していることは指摘されてきたものの、現時点においては利害関

係を共有できず、労働側からみればやや対立的に捉えられているようである。

このほか、興味深いのは農林水産業団体、消費者団体、専門家団体と協調的であり、 2012

年時点においては、 TPPへの交渉参加に対して反対の姿勢をとる団体同士の相互連携だと

考えられる。こうした大企業系経済団体および政府に対抗する連携関係が一時的なもので

あるのか、なんらかの団体連合を形成するのかは興味深いところであり、今後も注視が必

要である。
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第 4章

官民関係の変質

久保慶明(琉球大学)

1 .官民関係からみる白本の行政

戦後日本の行政は、民間部門との聞に協力的な関係を築き (Johnson 1978=1982 ; 

Samuels 1987・Okimoto1989=1991 ;村松 1994;大山 1996)、 自民党長期政権下では与

党政治家との開にも協力関係を築いた(村松 1981;蒲島 1990;力口藤 1997)0しかし、経済

のグローパノレ化が進む中で、汚職や談合など緊密な官民関係の持つ逆機能が露呈し、その

改革が進んだ。また、政策決定の仕組みが集権化する中で、行政官僚と自民党政治家の協

力関係は解消した(村松 2010)0

その結果、日本の官民関係はどのように変容したのだろうか。 官僚側の研究では変化に

注目するものが多い。高級官僚へのサーベイ調査によれば、官僚:はその認識において、政

治的に中立化しながら社会からも撤退している(真測 2004)。民間組織との接触頻度も、

1990年代から 2000年代にかけて減少している(曽我 2006)。さらに、パブリック・コメ

ント手続などを通じて、官僚制はより広い民意にも応答し始めてし¥る(原因 2011)。これに

対して団体側の研究は、官民関係の持続に注目するものが多い。 審議会等の諮問機関や天

下りの分析によれば、人員の交換による官民のネットワークは 2000年代に入っても持続し

ている(演本・辻中 2010)0社会団体に対するサーベイ調査からl土、行政が関わりを持つ団

体の割合は減少していないことが指摘されている(森 2010)。

もっとも、以上のような変化と持続は杓矛盾するものではない。たとえ官僚が社会との

接触を減少させたとしても、行政機能そのものが縮減するとは限らない。民営化を例にと

れば、日本では当該任務の公的性格を前提として、そのす品、手や実施手法を多様化させ、

規制手法を高度化する色彩が強し、(原因 2008)。多様な民間組織に業務を委ねていったとし

ても、それを管理するのはあくまで国家の役割なのである。近年、 「国家の空洞化」が生じ

てきたと指摘されるが (Milwardand Provan 2000)、それは見方を変えれば「国家の多元

化Jでもある (Heinrichet al. 2010)。そのため、従来の行政ネットワークが持続している

場合も、その機能的な変化に注目しなければならない口たとえば日本では、権限を中心と

した階統的なネットワークから、情報を中心としたネットワーク〈の変化が明らかとなっ

ている(辻中 2000)。このような問題意識のもと、規制構造の変容と宮僚制の裁量行使に注

目した研究も始まっている(村上 2013)0 

ただし、このような行政活動のなかで、頂上レベルで活動する団体がどのように位置づ

けられているのかは、必ずしも十分に検討されてこなかった。第 1に、頂上レベノレの団体

はそれ以外の団体に比べて政治変動に反応しやすい(森・久保 2014)0 しかし、政党や政治
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家との関係については検討が行われてきたものの(辻中 2006)、行政との関係については積

み残されている。第 2に、近年の日本では産業分野で規制緩和が進む傍らで、環境保全や

消費者保護を目的とした規制はむしろ強化されている(曽我 2013: 363・364)。しかし、そ

れらの動きが団体の活動に与えている影響の研究は十分に進んでいないD

本章ではこれら 2つの課題を念頭に置きながら、頂上レベノレで、活動する団体の視座から

日本の行政の展開を捉えてし1く。以下、 2節で団体一行政関係、を通時的に分析する。そのう

えで 3節では、省庁再編後の府省を単位として、各分野における団体一行政関係の展開を

みてし1く。最後に 4節で議論をまとめる。

2. 団体一行政関係の推移

( 1 )変化と持続

圧力団体調査では 1980年の第 1次以来、行政との関係を様々な角度から質問してきた口

4時点で継続する質問への回答をまとめたのが表 1である。具体的には、許認可、法的規制、

行政指導を受ける関係があるかどうか、団体や業界などの事情について意見交換をしてい

るかどうか(意見交換〉、政策立案などについて行政機関から相談を受けるかどうか(行政

から相談)、政策決定や予算活動に対する協力や支持をしているかどうか(政策協力)、審

議会や諮問機関に委員を送っているかどうか、行政機関の退職者にポストを提供している

かどうか(ポスト提供)、補助金や助成金などの交付を受けているかどうか、という 9項陸

である口
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表1 団体と行政との関係
1次 2次 3次 4次

119(48.6) 95(38.7) 109(50.0) 124(49.6) 
117(48.0) 105(49.6) 87(36，5) 85(35.6) 

126(51.3) 122(50.0) 100(47.4) 92(38.5) 

200(82.0) 204(87.6) 205(71.0) 207(71.7) 

189(75.6) 168(68.3) 164(70.1) 227(77.3) 
165(66.3) 151(61.9) 149(64.3) 128(44.3) 

171(68.4) 156(63.5) 140(60.1) 155(53.3) 
47(18.9) 73(29.8) 67(28.8) 59(20.5) 

52(21.4) 61(27.4) 47(19.1) 64(25.5) 

第 1次 (1980年)と第 4次 (2012年)を比べると、許認可、ポスト提供、補助金、行

政からの相談はあまり変化していなし 10 それに対して、法的規制、行政指導、政策協力、

意見交換、審議会の割合は減少している。特に政策協力は約 20ポイント減少した。

変化はいつ生じたのか。第 1次から第2次 (1994年)の間には許認可が減少したものの、

大きな変化はなかった。これは 1993年の政権交代が団体一行政関係の基調に影響を及ぼさ

なかったことを示唆する。それに比べると、第 2次から第 3次 (2003・4年)の開には、許

認可の増加、法的規制、意見交換、補助金の減少が生じている。しかし、最も変化の程度

が大きかったのは第 3次から第 4次までの間で、行政指導、政策協力、審議会、ポスト提
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供が減少した。紙1揺の都合で、図表は示さないが、この結果は第 3次と第 4次の連続調査団

体に限定しても確認できるD

このように、頂上レベノレの団体一行政関係には、 2000年代に入って大きな変化が生じて

いる。興味深いのは、許認可などの権限、ポスト提供の人材資源、補助金といった資金な

どの交換が続いているのに対して、政策協力や意見交換といった情報資源の交換が減少し

ていることである。さらに、戦後日本の行政の特徴とされてきた行政指導の減少も注巨さ

れる口

( 2)民主党政権下における審議会・私的諮問機関・天下り

2003年と 2012年の開に、なぜ、このような変化が生じたのだろうか口この時期に起き

た政治変動としてまず想起されるのは、 2009年の政権交代である。政権を獲得した民主党

は、「脱官僚主導jを掲げながら f新しい公共Jを理念として掲げ、その実現に取り組んだ。

民主党政権による取り組みが団体一行政関係に影響を与えたのか、検討していこう。

表2 2009年政権交代前後の団体一行政関係
2008 

13，461 

115 

1，848 

727 

ι笠E
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緒
ι
7

円
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1
1許認可数

審議会数

審議会委員人数

私的諮問機関数

再就職および出向先法人数
出所);本章の表3、表6、表7、表8

2010 

14.174 

115 

1.746 

692 

1，040 

表3審議会等数、私的諮問機関数、審議会等の委員構成
1975 1986 1996 2006 2008 2010 f-c f-e 
a b C d e f 

中央官庁 11.1 5.3 4.4 0.8 0.2 0.2 -4.2 0.1 

付属機関 4.2 3.9 3.4 4.8 6.3 6.0 2.6 -0.3 

国会議員 3.6 2.8 2.4 2.2 2.0 1.5 -0.9 -0.5 

地方自治体 5.6 4.1 3.7 3.0 4.1 3.3 -0.4 -0.8 

公共団体 12.8 14.1 15.2 7.7 4.9 5.5 -9.7 0.6 

経済団体 26.0 27.2 24.9 17.5 15.5 15.0 -9.9 -0.5 

企業 11.5 11.2 10.3 11.8 9.3 8.5 -1.8 -0.7 

産業団体 12.7 14.2 12.7 4.2 4.6 5.0 -7.7 0.4 

労働経組済合総合団体 1.8 1.8 1.9 1.4 l.6 1.5 一0.4 一0.1
3.1 3.9 3.8 2.3 2.1 2.2 -1.6 0.1 

ジャーナリズム 3.5 4.1 3.4 2.5 2.9 2.9 -0.5 -0.1 

専門サービス団体 5.6 6.5 7.1 9.1 12.3 13.7 6.6 1.4 
大学教授等 21.5 24.6 27.0 44.3 42，7 42.4 15.4 -0.3 

市民・消費者・婦人団体 1.3 1.5 1.9 2.9 3.1 4.0 2.1 0.9 
その他(評議家) 1.6 1.9 2.9 2.9 4.0 3.3 0.4 -0.6 

N 5，439 4，684 4，652 1，850 1，848 1.746 -2，906 -102 

私的審諮議問会機数盟数
246 213 217 110 115 115 ー102 。

298[270J 388[278J 727 692 304 -35 
出所H審議会総覧』各年瓶、私的諮問機関数については次表を参照
1975年から1996年までの数字は金(1998)、2006年の数字は漬本・辻中(2010)による

表 2は、許認可数、審議会数、その委員人数、私的諮問機関数、行政官僚の再就職およ

p
h
v
 

「ひ



び出向(し¥わゆる「天下り J)先法人数を 2009年の政権交代前後で比較したものである。

大きく減少 したのは、 f再就職あるいは出向先法人数Jである。これは民主党政権が天下り

を原則禁止したことの帰結であろう。

しかし、他の項目では大きな変化は生じていない。たしかに審議会人数は 102人減少し

て私的諮問機関数が 35減少している。これは政権交代に伴う諮問機関の改廃の影響であろ

う(演本 2012: 75)。しかし、全体に占めるその割合は必ずしも大きくないD 許認可数は

2008年から 2010年にかけて 707増加し、 2011年にはさらに 405増加している。後述する

ように、許認可数の増加は政権交代前からの持続的な傾向である。

さらに、表 3に示した審議会の委員構成を詳しく見ても政権交代に伴う変化は大きくな

い。第 1に、公的な審議会等と私的諮問機関という f諮問機関の二層構造J(曹 1996)が

持続している。審議会委員数の大幅な変化が生じたのは、 1975年から 1986年、 1996年か

ら2006年の間である。それぞれ 1978年の審議会整理と、中央省庁等改革基本法に基づく

審議会等の統廃合による。中央省庁等改革に伴って半減した審議会等は下部組織としても

存続したが(朝日新開 2005年2月27日)、私的諮問機関数の倍増としづ影響をもたらしたD

その構造は政権交代後も続いている。第 2に、委員構成では 1990年代から 2000年代にか

けて公共団体や経済団体の割合が減少し、結果として大学教授等の割合が相対的に上昇し

た。これらの傾向は政権交代後の 2010年まで持続している。やはり、 2009年の政権交代

の影響は限定的に捉えざるを得ない。

ここまで見てきたように、政権交代という短期的な政治変動が頂上レベノレの団体一行政

関係に与えた影響は必ずしも大きくない。そこで次に、より長期的な行政手法の変化に注

目してみたい。

( 3 )行政指導と最大動員システムの現在

戦後日本の行政は、政策形成に際して社会資源、を効率的に動員するシステムをっくり(村

松 1994)、そのための具体的な手法として行政指導など事前規制的な手法をとった

(Johnson 1978=1982 ; Samuels 1987 ;大山 1996)。このような特徴は、戦後呂本の高度

経済成長を実現させる一因となった。それを社会の側から支えたのが、頂上レベルで活動

する各種の団体だ、った。しかし、社会との密接な関係は汚職や談合の温床となったために

国内外からの批判を集め、行政手続きの公式化が進むことになった口その中で頂上レベル

の団体の位置づけに変化はあったのだろうかD ここでは、行政機関の政策決定や予算活動

に協力しなくなった匝体がどのような特徴を持っかを検討する D

表 4は、「政策決定や予算活動に協力や支持をするJと回答した団体の割合を、許認可な

ど各項目に該当する団体別に示したものである。たとえば第 1次調査の「許認可Jは、 1次

調査で行政から許認可を受ける関係にあると回答した 117団体のうち、行政への政策協力

を行う団体が 83.0%にあたる 72あることを示している D これは全体に比べると約 15ポイ

ント高く、許認可を受けていない団体に比べて政策協力しやすいことを意味している。
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表4 行政との関係見11にみた政策協力間体の割合

許認可

法的規制

行政指導

意見交換

行政から棺談

政策提言

審議会

ポスト提供
補助金

業務受託

モニタリング
全体

1次

72(83.0) 

74(79.9) 

87(82.3) 

155(78.3) 

141 (74.7) 

政策決定や予算活動 政策実施
2次 3次 4次 4次

97(75.8) 79(73.2) 56(46.3) 69(57.1) 

91 (71.2) 62(72.1) 37(44.6) 44(53.1) 

102(72.0) 71 (71.8) 45(49.5) 54(60.0) 

142(70.0) 145(71.1) 117(57.1) 128(63.1) 

128(76.2) 126(76.9) 116(52.8) 131 (60.1) 

106(61.7) 111(65.0) 

128(76.2) 116(75.9) 106(75.8) 90(58.9) 100(65.4) 

39(83.0) 53(73.7) 53(79.2) 46(78.0) 39(68.5) 

46(90.2) 43(71.7) 41 (87.3) 32(50.8) 42(65.7) 

31 (57.5) 37(69.9) 

73(64.1) 79(70.0) 

165(66.3) 151 (61.9) 149(64.3) 128(44.3) 140(48.8) 

表 4をみると、第 3次まではいずれの項目も高い割合を示している。これは、行政と何

らかの関係を持つ団体ほど政策決定や予算活動に協力していたことを意味する。特に第 1

次では第 2次に比べて、許認可、法的規制、行政指導、補助金を受ける団体や、意見交換

を行う団体で政策協力を行う団体の割合が高かった口

しかし、第 4次では項目間のばらつきが大きくなっている。意見交換、審議会、ポスト

提供などに該当する団体では割合が高い一方で、許認可、法的規制、行政指導、補助金な

どを受ける団体では、全体と間程度の割合にとどまっている口これは、権限や資金の交換

が政策決定や予算編成への協力とつながりにくくなったことを示唆している口

ところで、第 4次調査では f政策実施や法執行に対する協力や援助をしている」という

項目を新たに設問した。これと各項目との関係を表 4の最右列に示している。政策決定や

予算活動への協力に比べて、全体に該当率が高いことがわかるD 特に、許認可や行政指導

でも全体より該当率が高いことが注目される。残念ながら第 3次までは調査項目がないが、

少なくとも第 4次の時点において、行政活動に占める団体の役割が、政策決定や予算活動

よりも政策実施や法執行を中心としたものになっていること示唆している。このような動

きは、行政手続法の制定等による政策形成手続の統一化、独立行政法人制度の創設など政

策の立案と実施の分離の進展といった行政改革と整合的である。

このように、かつて日本の行政の特徴とされた行政指導などの規制手法は、政策決定や

予算活動との関わりが薄れている一方で、政策実施や法執行における団体一行政関係は依

然として存在している。頂上レベルの団体と行政との関係は、その「外延J(cf.村松 1983・

稲継 2013)を維持しつつも、質的な変化を遂げつつあると言うことができょう。

3. 府省見Ijにみた団体一行政関係
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前節では、全府省をひとまとめにして団体一行政関係の推移をみてきた。 頂上レベルで

は 2000年代に入って、政策決定や予算活動への協力や意見交換など、情報資源の交換が減

少している。他方で、許認可などの権限、ポスト提供の人材資源、補助金といった資金な

どの交換関係は持続している。

もっとも、中央省庁の政策形成スタイノレは組織ごとに多様である(村松 1981;城山・鈴

木・細野編 1999;城山・細野編 2002)。省庁再編前の組織単位でみると、民間組織との接

触が活発なのは、厚生省、農林水産省、通商産業省、建設省などである。ただし、ほとん

どの省庁は 2000年代までに民間組織との接触を減少させた。その例外は自治省と厚生省で

あった(曽我 2006)。

本節では団体側の調査データを中心に、中央省庁の政策形成スタイルの中で、の団体一行

政関係の変化を捉えてみたい。その際、中央省庁再編後の組織を単位とすることによって、

新たな知見を提示することを試みる口権限、資金、人材、情報といった資源について検討

していこう。

( 1 )規制の増加

表 5は、総務省行政評価局による「許認可等の統一的把握の結果について」に基づき、

府省別の許認可等事項数の推移を示している。省庁再編前の 1988年および1998年の値も、

省庁再編後の構成と揃うよう再計算している。

1988年と 2012年の値を比べると、全体で 4，301項目 (40.5%)増加した。特に、環境

省 (121.8%)、国家公安委員会 (116.2%)、法務省 (78.2%)、総務省 (54.8%)、厚生労働

省 (46.3%)で増加率が高い。その一方、公正取引委員会(~28.0%) 、財務省(-19.7%)、

国土交通省 (-11.3%)では許認可数が減少したD

規制緩和や民営化などの規制改革は、社会への行政の関与を縮減させると考えられやす

いD しかし、そのように縮減させているのは一部の府省に過ぎない。ほとんどの府省では、

規制改革が進む 2000年代に許認可等事項数を増大させているのである10

l許認可等の件数は、「許認可等の実態の統一的把握基準Jの参考3に基づいて把握してい

る。すなわち、①許認可等の根拠法令の項(項に細分されていない場合は条)ごとに 1事

項として数える、②同一の項のうちに用語の異なる数値の許認可等の根拠が規定されてい

る場合は、用語の異なるごとにそれぞれ1事項として数えている。一方、規制緩和等の改

革の態様は、①規制の廃止、②規制対象範囲の縮小、③規制基準の緩和、④強い規制から

弱し 1規制への緩和など、様々なケースがある。このため、法律の廃止等により規制自体が

廃止される場合は、その根拠条項も廃止されるため、当然、許認可等の件数は減少するc

しかし、規制対象範密の縮小、規制基準の緩和、強い規制から弱し、規制への緩和等の場合

は、許認可等の根拠条項が残るため、許認可等の件数の減少には結び付かない場合、ある

いは逆に、許可で、あったものの一部について届出で足りることとした場合に、届出の根拠

条項が新たに設けられる等により件数が増加する場合もある u許認可等の統一的把握の結

果についてJ2頁)。
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表5府省別の許認可数の推移
1988 1998 2002 宮003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 b-a 増減率
a b 

82 不明 77 77 81 81 80 95. 109 101 94 92 92 10 13.0 

内閣公府正取安引委員会 26 27 25 23 23 23 23 23 23 23 19 19 19 -7 -28.0 

国家公委員会 97 151 117 117 120 126 125 125 203 225 232 232 233 136 116.2 

金融庁 1.421 1，501 1，634 1，736 1，845 1，782 1，859 1，901 1，934 1.948 2，054 633 44.5 

消費者庁 30 30 30 

総務省 416 不明 575 604 650 663 669 673 677 698 735 718 731 315 54.8 

法外務務省省 148 190 237 278 285 297 299 294 334 338 333 333 333 185 78.1 

39 47 47 47 51 51 50 43 56 50 50 50 52 13 27.7 

財務省 1，143 800 727 734 771 772 809 831 904 922 977 985 1，000 -143 戸 19.7

厚文部生労科働学省省 580 659 566 573 586 622 636 636 689 689 711 747 750 170 30.0 

1，548 1，970 1，543 1，602 1，862 1，910 1，894 1，936 2，051 2，178 2，173 2，168 2，263 715 46.3 

農経林済水度産省 1，270 1，313 1，114 1，132 1，219 1，323 1，383 1，379 1，426 1.443 1，500 1，513 1，571 301 27.0 

業省 1，883 1，710 1，866 1，935 1，997 2，038 2，058 2，069 2，101 2，240 2，310 2，317 2，348 465 24.9 

国土交通省 2，862 2，519 2，042 2，058 2，161 2，343 2，437 2，485 2.576 2，613 2.614 2，631 2，631 -231 ー11.3

環境省 156 221 229 291 325 353 379 384 408 411 425 429 435 279 121.8 
監鑑査 28 31 35 35 38 38 38 31 45 37 37 37 37 9 25.7 

値i抽間土乱宜府与、ず通=の合れ総雀値計も理1=玄3府、白Rそ本3土れ1府庁日ぞ十1時+れ0経建点2以7済設8下企省の画1+0合庁運5計2+輸8中省縄+10開北6発2海1庁喧J t1D07 11803 123718 12 725 72786 13461 13 869 14174 14 249 14 579 4301 40 5 
19 
内 総務省=総務庁十郵政省十自治省，文部科学省=文部省+科学技術庁，厚生労働省=厚生省+労働省，
回 開発庁
出所)1988年は辻中(1996)、199B年iま辻中(2003)、他は総務省行政評価烏「許認可等の統一的抱径の結果についてJ2013年3月

なお、図表には示していないが規制の種類に変化がみられる。「一般的な禁止を特定の場

合に解除する行為、特定の権利等を設定する行為(例:許可、認可、免許、指定等)Jを「強

い規制J、「一定の事実を行政庁に知らせるもので、行政庁は原則として記載事項を確認し、

受理するにとどまるもの等(例:届出、提出、報告等)J を「弱し 1規制j とすると、「強し 1

規制Jは減少傾向にある。 2002年に 37.50/0を占めていたのに対して、 2007年には 33.50/0、

2012年には 32.9%となった。これに代わって増えたのは「弱し1規制Jであり、2002年 44.7%

に対して、 2007年 49.10/0、2012年 49.20/0である cr許認可等の統一的把握の結果についてJ

2頁)。このような動きは、割合の増減はわずかではあるものの、規制手法の高度化が進展

しているとしづ行政法学者の認識と一致している(原田 2008)。

( 2) 人員の交換

次に人員の交換について、審議会、私的諮問機関、天下りの順に検討していこう D

表 6には審議会等の委員構成を府省別に示している。法務省を除く全ての府省で、大学

教授等の割合が最多となっている。この傾向は 1996年と 2006年の比較において既に観察

されていた口文部省と厚生省を除くほぼすべての省庁で、公共団体、経済団体の割合が低

下する一方、大学教授等の割合が上昇していた(演本・辻中 2010)02009年の政権交代後

も同様の傾向が続いている。

ただし、 3つの府省で若干の変化が生じている。内閣府と国交省で委員数が減少し、逆に

厚労省では委員数が増加した。特に内閣府では 2008年の 243人から 159人へと 74人減少

し、内訳をみると付属機関や経済団体からの委員が減っている。
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表6 府省別にみた審議会等の委員構成

2008年の省庁別の委員構成

内閣府 総蓋 法務 外務 尾登 文科 塵労 農水 経産 国交 理墨 堕衛
中央官庁 0，7 

付属機関 8.6 4.2 6.3 15.8 12.4 6.5 2.3 9.3 5.0 3，2 5.0 

国会議員 2.9 9.5 9.1 6.3 

地方自治体 8.2 6.9 1.0 3.1 3.6 4.5 5.0 6.3 

公共団体 5.3 5.6 3.2 5.3 3.1 2.6 3.2 6.0 7.4 5.5 4.8 10.0 

経済団体 12.8 13.9 7.9 15.8 16.3 10.3 7.9 25.6 30.6 17.4 7.9 10.0 

企業 13.9 7.9 15.8 12.2 8β 5.1 3.0 13.0 7.8 3.2 5.0 

産業団体 4.1 0.4 21.8 16.7 6..4 
経済総合窃{本 2.5 0.8 0.9 3.2 4.8 5.0 

労働組合 1.6 6.5 1.5. 1.9 1.4 1.6 

ジャーナリズム 1.4 3.8 0.9 3.2 3.2 7.5 

専門サービス団体
4205;.43 106:，O63いら 〆 392;.g8 

大学教授等

市民・消費者・婦人団体 2.9 8.3 7守4 3.2 

その他(註論家) 6.1 1.4 1.5 3.7 1.6 2.5 

N 144 63 19 98 194 277 133 108 219 63 40 
20010年の省庁男IJの委員構成

肉盟府 総蓋 法蓋 外蓋 財謹 文科 厚労 農Y長 経産 冨交 環境 堕重
中央官庁 5.3 2.1 2.6 

付属機関 13.2 4.8 6.3 5.3 1..1 10.5 6.3 1.5 8.3 1.5 9.7 2.6 

国会議員 0.6 0.0 9.5 10.1 

地方自治体 6.9 4.8 3.7 3.0 4.6 5.5 3.2 

公共罰体 3.8 4.8 3.2 5.3 4.5 6.3 3..3 
4.633a，，5 1 

8.0 3.2 7.7 

経済団体 9.4 12.9 6.3 21.1 11.2 11.1 7.9 26.2 ' 14.1 6.5 12.8 

企業 7.5 12.9 6.3 21.1 4.5 10.5 5.3 3，8 15.6 6.0 1.6 5.1 

産業団体 0.6 4.5 0.3 2.1.5 20.8 6.0 2.6 

経済総会団体 1.3 2.2 0.5 2.3 0.8 2.0 4.8 5.1 

労ジャ働ー組ナ合リズム
1.3 1.4 1.6 1.1 1.1 6.9 1.0 2.0 1.6 

1.3 2.7 3.2 4.5 2.1 1.7 4.6 1.0 3.0 3.2 7.7 

専門サービス団体
」 下究13152ぇ j23i草8 、h 二2373A0euaF120SJ 5 .3 J JU11L2h七三 ;師6.、8Oょ J2E5jtsF 空佃¢餌ci威6‘;S，'s9B 14130.2 6 

大学教授等

市民・消費者・婦人居{本 6.9 1.4 10.5 1.1 1β5.3 9.2 

その他(評論家) 1.9 2.0 9.5 5.3 2.2 6.8 0.7 1.5 4.0 

N 159 147 63 19 89 190 303 130 199 62 39 

f審議会総覧』各年版

網機けは各府省で最多のカテゴリ

表7には、私的諮問機関数の推移を府省別に示している。既に指摘したように、 1990年

代から 2000年代にかけての増加は、省庁再編にあわせて審議会等が整理縮小されたことに

よる。これに対して、 2007年から 2010年にかけてはやや減少している口具体的には内閣

府、経済産業省、農林水産省、総務省で減少しているのに対して、文部科学省、厚生両向

省、国土交通省では増加している。

2010年にかけての減少を表 5でみた審議会等委員数の増減と比べてみよう。内閣府での

減少と厚労省での増加は審議会等委員数の減少と向様の傾向であるのに対して、国交省で

の減少は表 5での増加とは逆の動きとなっていることがわかる。このように府省ごとに異

なる動きが生じていたことは、民主党政権が掲げた「政治主導Jの具体的な実践が各府省

の政務三役に委ねられていたとしづ指摘とも符合する(日本再建イニシアティブ 2013)。

なぜ、 2009年の政権交代をはさんで、私的諮問機関数が減少した省と増加した省がある

のだろうか。詳細な事例研究を積み重ねる必要があるものの、 2つの説明が可能であろう。

第 1に、民主党政権の政務三役が従来の政策方針やその決定フ。ロセスを変える際に、審議

会等や私的諮問機関を改組した。審議会等委員数と私的諮問機関の動きが重なる内閣府や

厚労省が当てはまるように思われる。第 2に、官僚の側で民主党政権の方針に対応するた

め、審議会等や私的諮問機関を改組した。両者の増減が相反する国交省が該当するように

思われる。
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表7 府省見IJにみた私的諮問機関数の推移

1980年代 1990年代 2000年代

84.1 "'85.9 85.5"""87.8 94.1 """'95.9 96.4......，97.3 07.1"""08.9 10.1 "'11.9 

内問官房 2 2 2 11 10 内閣官話

人事院 5 人事関院府

総理府 11 7 8 2 22 11 内

経済企密庁 13 9 11 9 

沖縄開発庁
6 4 公正取引委員会公正取引委員会 5 6 4 2 

警察庁 4 12 3 警察庁

金融庁 4 7 金融庁

宮内庁 宮内庁

防衛庁 7 6 6 防衛省

環境庁 6 4 22 23 9 4 環境省

法務省 2 7 4 9 法務省

外大蔵務省省
3 4 2 4 3 外務省

11 10 21 6 12 9 財務省

通商産業省 56 59 53 24 76 47 経済産業省
特許庁

3 中小企業庁

6 12 資源エネルギー庁

農林水産省 23 12 8 14 47 14 農林水産省

水産庁 3 7 水産庁

林野庁 3 6 林野庁

文部省 13 10 34 36 52 74 文部科学省

科学技術庁 10 9 6 18 

3 5 文化庁

厚生省 28 23 61 38 146 198 庫生労働省

労働省 21 12 19 13 

6 社会保険庁

自治省 8 8 12 6 101 56 総務省

郵政省 38 63 63 52 

総務庁 5 3 5 4 

45 33 消防庁

建設省 16 18 23 3 133 158 思土交通省

運輸省 8 4 12 10 

思土庁 14 7 15 4 

6 8 気象庁
2 2 海上保安庁

その他 4 その他
合計 298 270 388 278 727 692 

84.1......85.9は辻中 (1985)による

85.5......87.8は富士経・辻演中~1987年度版官公庁私的諮問委員会実態調査総覧』
94.1......95.9は演本辻 (2010)による

96.4""97，3はま総演務本庁資料「審議会等の公開状況等について」
07.1 ""08.91 ・辻中 (2010)による
10.1""11.9は各府省庁ウェフ、サイト、ならびに、朝日新聞および日経4紙の検索による

表 8には、衆議院調査局が実施した「天下りに関する予備的調査」に基づいて、民間へ

の再就職者および出向者数の推移を府省見Ijに示している D その数は全体で 3，216法人

(75.6%)減少しているが、特に減少率が高いのは、外務省 (87.80/0)、財務省 (83.0%)、

}享生労働省 (81.90/0)、経済産業省 (80.50/0)である。逆に防衛省 (15.8%)や内閣府 (51.5%)

では減少率が低い。

法人格別にみると、公益法人 (2008年の社団法人と財団法人、 2011年 の 公 益 法 人 と 一 般

法人)で人数が大幅に減少している。文部科学省では「その他Jも減少している。その一

方で、独立行政法人、特殊法人、認可法人での変化は大きくない。府省男fJにみると、文部
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科学省か ら受け入れる法人の数 が倍増 している こと が特筆 される。 データから の推論で し

かないが、全体と して再就職や出向は減少せ ざるを得ない状況下で、 一部の府省 では、受

け入れ先の代替が進んでいるのかもしれない。

表8 予備的調査に基づく府省男IJの天下り人数

2008年 法人数 社団法人 財団法人 その他 独立行政法人 特殊法人 認可法人

内閣府 66 30 31 3 

警察庁 38 16 21 

金融庁 60 47 11 2 

総務省 202 63 127 2 6 4 

法務省 158 52 23 81 2 

外務省 98 38 58 2 

財務省 270 28 233 3 4 2 

文部科学省 1，030 151 517 305 22 2 33 

厚生労働省 713 319 355 15 12 12 

農林水産省 347 206 122 11 3 5 

経済産業省 437 192 221 10 5 9 

国土交通省 764 461 268 2 19 11 3 

環境省 57 22 33 

防衛省 19 7 12 

全体 4.256 1.632 2.032 403 85 33 74 

2011年 法人数 公益法人 一般法人 その他 独立行政法人 特殊法人 認可法人

内閣府 32 24 4 2 

公正取引委員会 3 3 

警察庁 15 14 

金融庁 18 16 2 

消費者庁 2 

総務省 60 48 2 4 3 3 

法務省 46 45 

外務省 12 10 2 

財務省 46 40 2 3 

文部科学省 248 154 22 2 70 

厚生労働省 129 103 18 7 

農林水産省 92 75 2 12 2 

経済産業省 85 69 11 4 

闇土交通省 221 152 35 19 12 3 

環境省 15 12 2 

防衛省 16 15 

全体 1.040 778 4 39 96 25 98 

出所)衆議院調査局「天下り!こ関する予備的調査Jから作成
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(3)情報資源の動員範囲

ここまで検討してきたように、 2009年の政権交代は人員の交換、とりわけ天下りの減少

と、一部府省における諮問機関政治の変容をもたらしている。その一方で、許認可数につ

いては政権交代前からの増加傾向が続いている。では、行政官僚と団体の情報交換関係に

ついてはどうだろうか。行政からのアクセス、団体からのアクセスの)1頃にみていこう。

行政からのアクセスを捉える質問として、圧力団体調査では、「国の行政機関が政策を作

ったり、執行する時に、相談を受けたり、意見を求められたりする」頻度を尋ね、その後、

具体的な組織名を挙げてもらっている20 その結果をもとに、再編後の省庁を単位として集

計したのが表 9である。この表は、各府省がアクセスする団体の範囲を示している。

表9 行政機関等からの相談(省庁別)

総務省
法務省
外務省
財務省
文部科学省

厚生労働省

農林水産省

経済産業省

国土交通省
環境省

防衛省

内閣府

公正取引委員会
国家公安委員会・警察庁
金融庁

消費者庁

首相官邸・内閣官房
内閣法制局

会計検査院
日本銀行

1次 2次 3次

19(7.6) 46(18.7) 31(13.3) 

4(1.6) 16(6.6) 12(5.2) 

1 (0.4) 13(5.3) 21 (9.0) 

12(4.8) 31(12.7) 28(12.0) 

21 (8.4) 39(15.9) 33(14.2) 

62(24.8) 87(35.4) 86(36.8) 

29(11.6) 43(17.5) 45(19.3) 

50(20.0) 64(26.1) 55(23.6) 

27(10.8) 51(20.8) 40(17.1) 

25(10.2) 33(14.2) 

1 (0.4) 6(2.5) 6(2.6) 

14(5.6) 26(10.6) 22(9.5) 

19(7.8) 18(7.7) 

7(3.0) 9(3.9) 

14(6.0) 

その他 7(2.9) 5(2.2) 

回答は複数選択。 1次は3つまで、 2次からはすべて選択
「その他」は公害等調整委員会、宮内庁

4次

36(12.3) 

14(4.8) 

16(5.5) 

11 (3.8) 

51(17.4) 
97(33.0) 

42(14.3) 

79(26.9) 

53(18.1) 

32(10.9) 

3( 1 .1 ) 

60(20.5) 

11 (3.8) 

13(4.5) 

12(4.1 ) 

31(10.6) 

16(5.5) 

4(1.4) 

2(0.7) 

2(0.7) 

第 1次では、厚生労働省(当時は厚生省と労働省)、経済産業省(通商産業省)、農林水

産省、国土交通省(建設省、運輸省、国土庁、北海道開発庁)から棺談を受ける団体が多

かった。第 2次にはこれらの省庁に加えて、総務省(自治省、郵政省、総務庁)、文部科学

省(文部省、科学技術庁)、財務省(大蔵省)、内閣府(総理府、経済企画庁)、環境省(環

境庁)から相談を受ける団体も多くなった。第 3次も概ね同様の傾向を示している。こう

した動向は、官僚調査の結果と整合的である(曽我 2006)。ただし、経済産業省では相談を

2 ただし、第 l次では 3つまで選択してもらったのに対して、第2次から第 4次では該当

する省庁をすべて選択してもらう方式に質問を変更した。
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受ける団体がやや減少している。

これらに対して第 4次では、 3つの異なる傾向を看取できる D 第 1に、厚生労働省や国土

交通省から相談を受ける回体は依然として多い。第 2に、内閣府から相談を受ける団体が

増加している。第 3に、財務省から相談を受ける団体は減少している。

では逆に、団体は行政の情報にどの程度アクセスしているのか。残念ながらこの点につ

いて府省別に分析できるデータはない。そこで、回体活動の情報源に関する質問の結果を

検討しよう。

第 1次から第 3次まで団体活動に必要な情報源を上位 3つまで選択してもらい、第 4次

では回体活動にとっての情報の必要性を 5段階で評価してもらった。質問形式が異なるた

め安易な比較は慎まなければならないが、「行政機関jを選択した割合が第1次では54.50/0、

第 2次では 54.7010であったのに対して、第 3次では 41.7010に低下している。さらに、第 4

次における必要性の評価を量的変数とみなして平均値をとると、「中央省庁jは4.03となり

「貴団体の会員Jの4.17に次ぐ第2位となる。もちろん、依然として行政からの情報が団

体にとって重要であることは変わりないものの、その重要度は 2000年代以降低下傾向にあ

る。

ところで第 4次調査では、相談を受ける行政機関をすべて挙げてもらう形式に設問を変

更した。各府省がどのような団体にアクセスしているかを集計したのが表 10である口

この表からは、各府省が広範な団体に接触していることがわかる。たしかに、経済産業

省や国土交通省では経済・業界団体へのアクセスが多いものの、その一方で労働団体への

アクセスもある口文部科学省や農林水産省で、は教育団体や農林水産業団体以外の団体に対

しでもアクセスしている。このように、各府省は特定の分類に該当する団体にのみ接触し

ているわけではない。時系列比較や国際比較を行うデータがないために断言することはで

きないが、表 10は広範な匝体の清報にアクセスする日本の行政の特徴を示唆しているよう

に思われるD

農耕水産果毘体経済・業界団体労働団体教膏自体行政側係個体鑓祉団体専門家団体市除政治団体宗教団体 その他 全体

総務省 12 4 2 6 4 8 2 36 

法務省 4 2 2 3 2 14 

外務省 3 3 7 16 

財文厚農経国料務部生済土省科労水産交学働盛業通諸省省省省

4 2 1 1 2 11 

6 4 11 3 9 10 5 2 51 

22 17 3 3 31 10 9 1 97 

14 13 2 3 1 8 42 

49 9 2 2 5 8 5 79 

23 10 4 6 4 5 53 

環境省 2 16 2 2 7 32 

!お術省 3 

内競府 12 3 3 3 16 8 12 2 60 

公正取引委員会 7 11 

国家公安委員会・警察庁 6 2 2 13 

金j待数費者庁庁
6 2 12 

10 2 2 5 9 31 

首積官邸・肉領官房 7 2 4 16 

内旦経全軽圭閣体法検盟査主制局員

2 4 

2 

2 。 2 

15 81 25 12 7 36 17 27 2 4 226 

表10 各府省からの棺談と団体分類
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本節で検討してきた府省局IJの団体一行政関係をまとめると、従来から持続している部分

と変化した部分の両方が観察できる。持続としては、大部分の府省では従来からの人員の

交換関係が維持され、許認可等の数も増加傾向が続いている。行政官僚が接触する団体の

範囲も依然として広い。他方で、 2009年の政権交代に先駆けて、情報源としての官僚の重

要性が低下し始めていた。そして、2009年の政権交代によって天下りの大幅な減少が生じ、

諮問機関政治も部分的に変容した。具体的には、内閣府-と厚労省では審議会等の委員と私

的諮問機関数の両方が減少したのに対して、国交省では審議会等の委員数減少とは対照的

に私的諮問機関数が増加した。行政から団体への接触としては、財務省において唯一減少

した。

官僚の側では、 2000年代初頭までに意識や接触量の点で社会から撤退していることが観

察されていた(真測 2004;曽我 2006)。たしかに本節の検討からも、財務省など一部の府

省では、社会におけるその活動が縮小していることが明らかとなったD しかし、他の府省

で、は行政活動の範囲が一律に縮;J¥しているわけではないD むしろ内閣府などでは拡大傾向

にある。これらに鑑みると、官僚側からみた意識や接触量の変化は、行政活動の範囲では

なく、その密度や質的な要素にかかわっているものと考えらえられる。言い換えれば、日

本の行政は、接触する社会の範囲を維持しながら、質的な変容を遂げているのであるn

4. まとめ

本稿では、 1980年から 4次にわたって実施された圧力団体調査データを中心として、日

本の官民関係の変化と持続を明らかにしてきた。分析から明らかになった知見は以下の通

りである。

1 )団体一行政関係は 2012年までに変質した。許認可、ポスト提供、補助金、行政からの

相談はあまり変化していないのに対して、法的規制、行政指導、政策協力、意見交換、

審議会の割合は減少した。特に行政機関の政策決定や予算活動に協力する団体が約 20

ポイント減少した。

2) 2009年の政権交代が団体一行政関係に与えた影響は限定的である。天下りは大幅に減

少したものの、許認可等数、審議会等の構成、私的諮問機関数に大きな構造変化をも

たらすには至らなかった。

3) かつて日本の行政の特徴とされた行政指導などの規制手法は、政策決定や予算活動と

の関わりが薄れている。その一方で、政策実施や法執行における団体一行政関係は依

然として存在している。

4) 中央省庁再編後の府省を単位として、許認可等数の推移を 1988年と 2012年で比べる

と、環境省、国家公安委員会、法務省、総務省、厚生労働省などで増加しているのに
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対して、公正取引委員会、財務省、国土交通省では減少している。

5) 2009年の政権交代に際して、諮問機関政治が変容した府省がある。内閣府では審議会

等の委員数と私的諮問機関数のいずれも減少し、厚生労働省ではいずれも増加した。

それに対して国交省では、私的諮問機関数が増加したのに対して審議会等の委員数は

減少したD

6) 2009年の政権交代に際して、天下り先となる法人数が特に減少したのは、外務省

(87.80/0)、財務省 (83.00/0)、厚生労働省 (81.90/0)、経済産業省 (80.5%) である。

7)政策立案等について相談する団体の範囲が広い府省は、 1980年には、厚生労働省(当

時は厚生省と労働省)、経済産業省(通商産業省)、農林水産省、国土交通省(建設省、

運輸省、国土庁、北海道開発庁)で、あったD

8) 1994にはこれらの省庁に加えて、総務省(自治省、郵政省、総務庁)、文部科学省(文

部省、科学技術庁)、財務省(大蔵省)、内閣府(総理府、経済企画庁)、環境省(環境

庁)から相談を受ける団体も多くなり、その傾向は 2003年まで続いたQ

9) しかし 2012年には、内閣府から相談を受ける団体が増加し、財務省から相談を受ける

団体は減少した。

かつて日本の行政は多様な要素を組み合わせながら民間部門との協力関係を構築したq

しかし今日では、政策実施や法執行における団体一行政関係は依然として存在しながらも、

政策決定や予算活動との関わりが薄れている。これは、組織面で、の行政の縮小と、機能面

での行政の維持強化が進んでいることを団体側のデータから確認したものと言える。

このような変化が生じた理由として、本稿では 2つの要因を検討した。

第 1に、政権交代が団体一行政関係に与える影響は限定的である。特に 2009年の政権交

代は天下りの大幅な減少を実現させたものの、団体一行政問の直接的な接触の範囲は政権

交代前と同様の傾向にある。本報告書でも他章で検討がなされているように、政権交代と

いう政治変動の中で団体一行政関係は継続している。

第 2に、より長期的な行政手法の変化は、団体一行政関係、の機能面での変化をもたらし

ている。1980年代から 1990年代にかけて、ほとんどの省庁では多様な項白で行政と関わ

りを持つ団体が増加傾向にあった。行政からの相談を受ける団体の範囲は、 2000年代に入

っても持続している。しかし、法的規制、行政指導、政策協力などの場面では、行政と関

わりを持つ団体が減少した。 1990年代から 2000年代は、官僚の側で社会からの撤退が進

んだ時期であった。総じて、本稿で検討した団体仮，IJのデータが示すのは、接触する団体の

範囲という点での持続と、その機能面での変化なのである。今後は府省ごとの特性を類型

化して検討していくことが課題となる。
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1 .はじめに

第 5章

民主党政権下の団体一政党関係

一一党優位裂からの変容ー

演本真輔(北九州市立大学)

2009年の政権交代は、日本の団体一政党関係に変化をもたらしたのだろうか。自民党の

長期政権が継続する中で、団体と政党の関係として、疑似階級的配置が指摘されてきた(辻

中， 1988)。それは、経済団体、農業団体、福祉団体などが自民一党支持、接触を行う一方

で、労働団体や市民団体は社会党や民社党などの野党を中心とした支持、接触する傾向を

意味する。

1993年の政権交代時に自民党への一党支持は揺らいだものの(辻中， 20.03)、非自民政権

は短期間のうちに崩壊し、二大政党の一翼を担うことを目指した新進党も解党に至ったD

この橋本、小泉政権期の利益団体、圧力団体の分析からは、団体世界における自民党の一

党優位状態が観察されてきた(森， 2002; 2008 ;辻中， 2006)。

団体世界における一党優位状態が弱まりながらも続いているものの、圧力団体および議

員レベルで、は変化も指摘されてきた。小選挙区制の導入と二大政党制化の動きはシステム

の競争性を高め、圧力団体レベノレでは、辻中豊が団体全体と団体分類別に二大政党両方へ

の支持や接触が行われているかを分析したD 分析からは、支持や接触における自民党の一

党優位状態が続いているものの、自民党と民主党の二大政党両方への接触がみられるよう

になっていることを明らかにした(辻中， 2006)。

しかし、従来の研究では、次の 2点が明らかとなっていない。はじめに、自民党の長期

政権の影響もあり、政党システムと団体の関係がほぼ検討されていないことである。 1993

年の政権交代の影響は検討されているものの(辻中， 2003; 2006)、非自民政権は担当期間

も短く、かっ 7党 8会派による連立政権であったD これに対して、二大政党制に近づいた

状況下での団体-政党関係は辻中 (2006) を除いて、ほぼ検討されていない。

さらに、最も重要な点は、団体の行動を規定する要因が検討されてないことである。一

党優位政党制の下では優位政党の存在が指摘され、政策距離に基づ、かない団体の接触ノ守タ

ーンが指摘されている口政権党かどうか以外にも、団体の政党接触を左右する要因として、

政策距離、リスク回避等がある。団体は何を考慮、して行動しているのか。どの要因がより

規定力があるのかによって、今後の団体一政党関係のパターンは異なる。しかし、これら

の要因の探求、規定力の程度を検証する試みはなされてこなかった。

上記の課題に対して、過去 3回の調査結果との比較、第 4次調査で組み込まれた質問を

中心として、日本の団体一政党関係、その規定図を明らかにする。

--:-70 -



本稿の構成は、次の通りである。次節では団体ー政党関係のモデ、ノレを示す口第 3節では、

団体の政党接触、支持のパターンを検討する。第 4節では、団体の行動の背景にある規定

因を探求する。第 5節では、日本の団体{政党関係の構図が一党優位型から多元主義型へ

変容したことを指摘し、その含意を述べる。

2. 団体"政党関係のモデルと仮説

団体と政党の関係について、それぞれの研究領域から複数のモデ、ルが示されてきた。

1つ目は、古典的な多元主義論で想定される団体一政党関係である。団体は自らの資源を

活用しながら、争点や状況に即して各政党と接触し、政策実現を自指す。この場合、団体

と政党の関係は固定的なものでなく、時々の政治状況に応じた流動的なものとみなされる。

2つ目は、団体と政党の関係が一対となっている場合である。前述のモデノレは団体が接触

する対象との政策距離がそれほど大きくない状態を想定している。しかし、イデオロギー、

民族、言語等、様々な点で分極的なシステムでは、団体が様々な政党と接触せず、特定の

政党と安定的な関係を構築する可能性がある。つまり、このモデ、ノレで、の団体は政策距離が

大きいために、距離の近い政党のみを支持し、政権交代を通じて政策の大幅な変更を目指

す。社会的な亀裂と団体一政党関係、が対応している場合が想定される口

3つ目は、一党優位政党制下の団体一政党関係である。上記の 2つのモデルはどちらも政

権交代の可能性があり、政党聞の影響力関係は長期的に桔抗すると考えられている口しか

し、優位政党 (DominantParty)が存在する場合、行政が優位政党とそれに連なる団体へ

と偏ると指摺されてきた (Arianand Barnes，1974)。

ある政党が優越的な地位を形成しているシステムでは、政策距離ではなく優位政党への

接触が重視される。なぜなら、政権交代の可能性が非常に低いため、団体が政策選好を実

現するには優位政党に接近する必要があるからである。つまり、このモデルでの団体は、

政策距離よりも優位政党への接触を重視するために、政策距離では遠い場合でも優位政党

に接触する。そのため、優位政党がほとんどの団体と接触する。

ただし、一党優位政党制下の団体一政党関係には、異なるモデ、ノレも提示されている。村

松岐夫、エリス・クラウスによれば、日本の団体一政党関係、は 1970年代末から 80年代初

期の段階で石田雄の提起したモデル(本系列・別系列)から変容した。圧力団体調査の分

析は、自民党との支持や接触の程度が弱い団体であっても、行政ノレートでの接触から完全

に排除されていないこと、政策実施・阻止の経験(特に阻止)と自民党との近接性に関係

があまりないこと、労働団体の自己認知影響力の高さ等を明らかにした (Muramatsuand 

Krauss，1990 ;村松・伊藤・辻中， 1986)。これらの知見に基づいて、日本は優位政党が存

在するものの、野党の排除性が低いシステムであるとして、一党優位型の異なるモデ、ノレを

彼らは提起した。
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このように、団体一政党関係には政策距離、優位政党の存在(政権交代の可能性)、排

除性の程度という観点で弁別可能な複数のそデノレが提示されている。図-1は、回体一政党

関係のモデルを示している。団体から政党へ伸びる矢印は働きかけを意味している。政党

から政府へ伸びる矢印は、政府への働きかけ、政権担当の可能性を意味する。

団体国政党関係のモデル図回 1
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b)社会的亀裂型
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a)争元主義型

(複数接触型)

政府

政党
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2009年の民主党への政権交代は、団体一政党関係にどのような影響をもたらすのか。団

体-政党関係を規定する要因として、イデオロギー距離の縮小、小選挙区制の導入、政権

交代という 3点を考慮する。はじめに、イデオロギー距離の縮小である。有権者の認識の

中では政党間のイデオロギー距離が縮小していると評価されている(蒲島・竹中， 2012) 0 

次に、小選挙区制の導入である。有権者の選好分布が単峰性で小選挙区制の場合、二大政

党は中央へと移動し、政策の距離は縮小すると考えられるD まだ、政権交代により、自民

党がその優位性を低下させると考えられる10

以上の影響を考慮すると、各団体は従来よりも政策距離に基づいた行動を選択する傾向

が強まると想定される D 前述のモデノレとの関係からみると、一党優位型からの変容パター

ンとして、社会的亀裂型よりも多元主義型がより適合的であると考えられる。具体的には、

①上位二政党との接触、支持が均衡する、②上位二政党に対する影響力評価が均衡する、

③団体は与野党に関わらず政党と関係を形成する、④団体の行動が政策距離に基づいてな

されるという行動が観察されれば、一党優位型からの変容と捉えられるであろう D

3. 政権交代と民主党の台頭

( 1 )民主党の台頭

団体は政党と接触しているのだろうか。また、 2009年の政権交代は、団体 m 政党関係に

どのような影響を及ぼしたのだろうか。調査では政権交代前後の接触頻度を質問した。表

1 2010年参院選により、ねじれ状態になったため、自民党の優位性がそれほど低下してい

ない可能性もある。

-72 -



-1は、 2009年の政権交代前後の政党接触の頻度を示している。

表をみると、 2009年の政権交代前は、自民党との接触が民主党を大きく上回っていた。

民主党との接触について、非常に頻繁 (3.9%)、かなり頻繁 (12.5%)、ある程度 (28.9%)

であった。他方、自民党をみると、非常に頻繁 (7.30/0)、かなり頻繁 (18.90/0)、ある程度

(33.6%) である。民主党とある程度以上の接触をしている匝体は、 4割程度で、あった。

2009年の政権交代を受けて、このパターンは大きく変化したロ民主党とめ接触について、

非常に頻繁 (9.50/0)、かなり頻繁 (20.90/0)、ある程度 (31.90/0)となった。接触頻度が r3.

ある程度」以上を基準にすると、民主党と接触する団体は 6割に上昇したD 特に、農業、

経済、教育、福祉団体が民主党接触を強めた。他方、自民党をみると、非常に頻繁 (2.7%)、

かなり頻繁 (11.8%)、ある程度 (35.4%)となったD 約 25%の団体は、自民党との接触頻

度を交代前よりも減少させた。結果として、接触頻度が f3. ある程度」以上を基準にす

ると、民主党と接触する団体は 6割(政権交代前は 4割)、自民党と接触する団体は 5割(同

6割)であり、民主党が自民党を上回ったG 必ずしも同じ調査方法ではないものの、今回の

調査で得られた結果は、韓国やドイツの団体一政党関係の分布と近い(演本， 2012)。

表-1 政権交代前後の政党接触の頻度

非常に頻繁かなり頻繁ある程度あまりない全 くない N 

交代前 3:9 12.5 28.9 23β 31五 256 
民主党 | 

交代後 I 9.5 20.9 31.9 12.9 24.7 263 

交代前 I 7.3 18.9 33.6 '12.7 27A 259 
自民党 | 

父代後 I 2.7 11.8， 35.4' 2D.5 29;7 .2む

爪 聞 や 交代前 I 1.2 7.5 制 22_u 42.9 254 
h パー 交代後 I D.8 6.2 2TD 24.3 41:.7 259 

北苦噛 交代前 I 1.6 3.2 13.1 15.1 67.1 252 
ハー品 交代後 I 1..'6 3.5 12.1 1>15.4 侃 4 256 

交代前 I L2 7.1 16.6 17.4 57.7 253 
社民党 ! 

交代後 I 1.2 82 14.4 18.7 51五 257 

交代前! なo 0.8 13.3 23.'0 62.9 248 
みんなの党 一 | 

交代後| 立o 1.2 14.1 '')'').7 62.0 255 

交代前| 立4 1.2 133 233 61.8 2級
国民新党 ~.~ ~.~~ I 

交代後| な4 L6 14.5 23'.8 5立8 256 

交代前! なむ 1.1 11.1 122 75.6 90 
その他 | 

交代後| 任。 1.1 lu.O 133 75.6 如

全ての団体が民主党との接触頻度を高めたのだろうか口図-2は、政権交代前後の民主党、

自民党の接触割合を団体分類別に示している。図では、「ある程度J以上の接触をしている

団体の割合を示しているD 例えば、政権交代以前、民主党と接触している農業団体は、 70/0

で、あった。他方、政権交代後をみると、 61%の農業団体が民主党と接触している。

図からは、農業、経済・業界、福祉、専門家団体は、民主党との接触頻度を高めたこと

がわかる。政権交代前の農業団体と経済団体は自民党と民主党の間で 30%ポイントから
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60%ポイントの大きな差が存在した口しかし、政権交代後はその差がなくなり、ほぼ同程

度になっている。また、福祉団体と専門家団体では民主党が自民党の割合を上回っている。

これらの変化が観察される一方で、宗教、その他、労働、市民団体は頻度の変化がほぼ見

られない。

図-2 政権交代前後の民主党、自民党接触

1∞ 
鞠銅後民主党 側髄描自民党 '1IiHMiI*民主党臨地自民党

50 
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10 10 

。
農業経済教育行政福祉専門家宗教その他労働市民 農業経済教育行政福祉専門家宗教その他労働市E

政権交代前 政権交代後

民主党が接触対象として大幅にその地位を向上させた。支持レベルにも同様な変化がみ

られるのだろうか。表-2は、団体の政党支持の程度を示している。

表をみると、民主党と自民党に関して、支持している団体の割合にほぼ違いは見られな

い。支持程度が「ふつう」という団体が半数を占めており、かなり強く支持している団体

が約 15%程度存在する。公明党以下の各党に関しても、支持程度は「ふつう Jの団体が最

も多い。
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表-2 団体の政党支持の程度

非常に強く支かなり強く支
φつつ

あまり支持し全然支持して
N 

持している 持している ていない いない

民主党 4.3 lo.2 55.3 6.4， 17.9 235 

自民党 3<1 14.9 52.3 8.9 2.D.O 234 

公明党 0.4 3.8 54.ヲ 14.0 24.7 230 

共産党 0.9 1.7 443 12.8 37.9 22ヲ

社民党 (J.O 8.5 4'8.1 13.2 28.5 231 

みんなの党 O~O な9 553 15.3 2o.8 231 

国民新党 004 1.7 54.9 14.5 26.8 231 

その他 0.0 1.3 27.2 2.1 153 lu8 

図-3 団体の自民党支持の推移 (1980-2012) 
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自民党への支持程度を時系列にみると、大きな変化が生じている。図司 3は団体の自民党

支持を 1980年からの比較で示している。自民党を「非常に強く支持しているJ団体は、 1980

年に 20.6%で、あったものの、 2012年段階では 3.4%にまで低下している。また、支持程度

が「ふつう j の団体は 2001年の 25.50/0から 52.3%へと倍増している。団体の自民党への

支持程度の低下が生じた。
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ヴ

i



(2 )疑似階級的配置の変容

政権交代後は民主党が接触対象として大幅にその地位を向上させたD 特に、農業、経済・

業界、福祉、専門家等の自民党との接触頻度の高い団体で変化が見られた。また、自民党

への支持程度の弱まりが観察された。

これらの変動は各国体レベノレでの変化なのだろうか。民主党と接触している団体は、自

民党とも接触する団体であるのか、それとも従来は政治過程に参入していなかった団体が

伸びているのだろうか。これまでの集計結果ではこれらの可能性が十分に区別されないた

め、以下で、は各調査時点で、の上位二政党に対する団体の支持、接触の相関関係に着目する。

表向 3は上位二政党への支持の相関係数を示している。 1980年から 1994年までは自民

党と社会党、 2001年以降は自民党と民主党への支持が対象である。相関係数が高ければ、

上位二政党に閉じ対応をしていることを示しており、多元主義型で想定される団体一政党

関係である。他方、相関係数が低ければ、上位二政党に接触している団体問に関連性がな

く (もしくは負の相関が強い場合)、社会的亀裂型で想定される団体一政党関係に近い。

全団体の相関係数をみると、 1980年には-0.251であり、自民党と社会党の間で負の相関

があった。自民党を支持する団体は社会党を支持しない傾向があったものの、 1994年、 2001

年調査では有意な相関がみられなくなったo 2012年には相関係数が 0.354となり、民主党

と自民党への支持に正の相関がみられるようになった。民主党を支持する団体は自民党を

支持する傾向があることを示しており、 1993年の政権交代時にもみられなかった結果であ

る。自民党の長期政権の下で形成、持続してきた、疑似階級的配置が極めて流動化したと

考えられる。

表-3 上位二政党間への支持の相関係数

1980年
日例年 1994年

2001年 2012年
(交代前) (交代後)

農林水産業団体 0.11も {}，560 本車 0.57る事制 u，260 1}555牢

経f斉・業界団体 0.193 立129 な361 牢車車 な344車事事 立421 本車本

労働団体 -0.ヰ90車米本 -O~ü2ó -0.01.5 DA7o 事事事 0.u95 

教育団体 。β34 車市 ーな735端本 0.588牢 -'0.124 札733 料水

行政関係団体 ー札030 な14ヰ ü~81ó 立356 色.717 車事

福祉団体 -D~049 0213 0.354 牢 企339 0.778 車車市

専門家団体 旬。守174 0.53雪 立803 本 0.127 0.795 事車車

市民。政治団体 -{l.ヰ10 '0.483 * 0.615 材 な529 u.S95 車事*

宗教団体 -{I.540 0.069 

その他 0.871 事事事 合.730恥

全体 -0251 本*本 -0β35 0.090 D.u58 035毛布梅本

団体分類別にみると、 2012年段階では労働と宗教を除く全分類において、有意な正の相

関がみられるようになったロ経済・業界団体、福祉団体は過去の調査と比較して最も高い
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係数となっている。ただ、労働図体に関しては宥意な相関がみられない。 2001年段階では

有意な正の相関がみられたものの、再び 90年代中ごろの水準に戻っている。疑似階級的配

置の一つの極である労働団体の変動はやや弱い。

次に、表-4は上位二政党への接触の相関係数を示している。支持よりも接触頻度の相関

の方が全体的に有意な正の相関関係がみられると共に、係数が高いD 全体の傾向をみると、

1994年の政権交代前から上位二政党への接触には弱い正の相関がみられていた。 90年代の

政権交代と政界再編、その後の自民党政権への回帰がありながらも、団体レベルでは二大

政党制化に向けた動きが継続していたことがうかがえる。 2012年には 0.608と過去最高の

係数となっており、上位二政党への接触には高い関連性がみられるようになった。

団体分類別にみると、ほとんどの他の図体分類では高い正の相関がみられ、民主党と自

民党の双方に向様な接触頻度であることがわかる。この傾向は 1994年調査でも確認されて

いるものの、 2012年段階ではより強まっていることがうかがえる。ただ、支持と同様に労

働団体は 2001年を徐いて有意な正の相関はみられない。

表-4 上位二政党間への接触の相関係数

1980年
1994年 1:994年
(交代前) (交代後)

2001年
2012年 2012年
(交代前) (交代後)

農林水産業団体 0.623料埠 0.681料 牢 。.797料事 (t808料車 0.802糾串 0.874料車

経済 φ 業界自枠 CU23桝本 立424料本 0509判事 0.504料車 {t603糾車 0.789料 車

労働団体 -0.080 立184 0.11'6 0.549料串 な274 0:069 

教育団体 0511車 {UQD H OJS3 0.u56 0.127 O~93ó 料率

行政関係団体 0.240 lt817料 車 OJJ8柿 本 0.577料 0.975料率 0.997料事

福祉団体 OJ21本 0;401制 Oj14料 本 。ι92料 0.388柿 むβ79料 事

専門家団体 U-.6D5 合~612 市 O~ó27 事 0562本 0.416寧 。縄845料寓

市畏+政治団体 -(t086 0.694制 本 D.49t車 立505車 O.{I63 0.408制

宗教自体 0.275 立408 0.441 

その他 -0.258 0.683料京 0.602 。.601

全体 -0.032 政168料 0.264判事 0.278料 車 0.336料車 0.{)08料車

表-5は、各政党への接触と支持の相関係数の推移を示している。支持と接触の相関が高

ければ、それだけ社会的亀裂型で想定される団体一政党関係に近い。一方で、相関係数が

低ければ、ある政党への接触と支持が同ーのものではなく、支持と接触を使い分けている

ことを示しており、多元主義型で想定される流動的な団体一政党関係を意味する D

表をみると、 1980年から 1994年頃までは自民党、社会党の双方が同じ程度の格関を維

持している。しかし、相関係数が 2001年にやや低下し、 2012年段階では 0.5程度まで低

下している。時系列比較からみると、日本の団体は接触と支持を使い分ける傾向にある。

これは、多元主義型で想定する団体一政党関係に近づいていることを示唆している。
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表-5 各政党への接触と支持の相関係数の推移

198'0年
1994年 1994年 2001年 2012年
(去さ代前〉 (~さ代後〉

自民党 。?己2毒事事 0.771本旗本 0.748 *旗本 0.704 *車窓 立559奪事事

社会党 0.748本家事 。‘686務事事
立711旗本場

民主党 。'.687本手本 0.577本旗本

4. 団体行動の規定因の探求

政権交代により、圧力団体レベルで、は従来の接触パターンが大きく変化した。民主党と

自民党への接触頻度、支持態度に共通性がみられるようになったD このような背景には、

どのような要因が作用しているのであろうか。自民党の優位性はどこまで維持されている

のだろうか。また、政策やりスクへの態度が二大政党に対して共通しているとすれば、日

本の団体-政党関係が多元主義型へと移行していることを示唆する。

本節では、はじめに政党の影響力、政策一致の程度、政党に対するリスク態度の回答を

示し、次に民主党、自民党接触の規定因を探求する。

(幻影響力、政策一致、リスク回避

自民党は優位政党としての地位をどこまで保持しているのだろうか。従来の調査では、

政党の優位性に関する質問がなされていなかった。今回の調査では「あなたの団体が関連

する政策について、次にあげる政党は、どの程度の影響力を持っていると思いますか。次

の尺度でお示しくださしリとして、各党の影響力という形で質問した。表-6は、この回答

を示している。

表-6 政党の影響力評価

非常に強いかなり強いある程度あまりない 全くない N 
民主党 133 31-0 32.7 1.t3 lL7 248 

自民党 32 25.) 393 17.4 14.6 247' 

公明党 1.6 11.5 44.0 23.告 1.8.9 243 

共産党 0.4 2.1. 23.7 37.7 36'.0 236 

社民党 0.4 4.6 23.1 39.9 1L9 238 

みんなの党 0.0 13 2ι3 41.1 31.4 236 

国民新党 な尋 0.8 24.5 42.6 3L6 237 

政党影響力の点では、民主党が自民党をわずかに上回った。 i3. ある程度j 以上を基準

にすると、民主党に影響力があるとする団体は約 750/0、自民党のそれは約 700/0であった。
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どの団体分類でも民主党の影響力評価が自民党と並んだ。さらに、民主党と自民党の影響

力評価を比較すると、自民党よりも民主党が強いと評価する団体が約 33%に対して、逆に

自民党が強いと評価した団体は約 60/0、民主党と自民党が対等とした団体は約 27%で、あっ

た。政権交代を受けて、自民党の優位性は著しく低下し、民主党と並んだことがわかる。

次に、団体は各党とどの程度、政策が一致しているのだろうか。調査では、「あなたの団

体が関連する政策について、次にあげる政党の政策は、あなたの団体の考えとどの程度一

致していますか。次の尺度でお示しくださいJと質問した。表-7は、各団体の政党との政

策距離を示している。

政策の一致度合いでは、民主党、自民党の分布に差はないo 13. ある程度」以上を基準

とすると、 7割近い団体と政策の一致があり、各分野の団体と関係を形成している。ただ表

には示していないものの、農業、経済団体では自民党の一致度合の方がやや高く、労働団

体は民主党との一致度合が圧倒的に高い。民主党、自民党との政策の一致度合いを比較す

ると、民主党の方がより 一致する団体が約 200/0、逆に自民党の方がより一致する団体が約

170/0であり、二大政党問の不均衡は影響力評価ほどのものではない。

表・ 7 政党との政策一致震合い

ほぼすべて かなりの程度
ある程度

あまり一散し ほとんど一致
N 一致している 一致している ていない していない

民主党 13 20.2. 48.4 22.0 8.1 223 

自民党 2.7 19.4 44.6 21.6 11.7 222 

公明党 1.4 94 533 13-1 12.7 212 

共産党 2.0 11‘4 30.3 27.9 28.4 201 

社民党 立。 143 38.4 28.1 19.2 203 

みんなの党 0.0 L5 50.5 2.I.5 20.5 200 

国民新党 0.0' ミベ 46.5 31.3 l8.7 198 

表-8は団体の政党との関係に対する態度を示している。調査ではは 与野党を関わず、

特定の政党を常に支持・支援する」と IB 複数の政党との関係を維持するj という 2つの

意見を提示し、どちらに近いかを尋ねている。 Aに近い場合は、特定の政党との関係を重視

しており、社会的亀裂型で想定される団体ー政党関係に合致する。 Bに近い場合は複数の政

党との関係、を維持することで、政権交代の影響を回避する口こちらは多元主義型で想定さ

れる団体ー政党関係に合致するD

表をみると、約 25%の団体は特定の政党を常に支持・支援する傾向がある凸労働団体の

約 65%は、こちらに近いようである。支持政党の政権交代によって、政策実現、転換を目

指すのであろう。また、農林水産業団体、経済団体は約 300/0が該当する。ただ、教育、行

政関係、福祉団体等の政策受益団体と括られることもある団体類型では、その割合が特に

低い。
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表目 8 団体のリスク態度(団体分類別)

Al
f
:: jftいどちらかとどちちかと BI.プ近い
」 いえばA いえばB .JJ'，.-"" 

子E

農林水産業団体 0，0 27.3 54.5 18.2 11 

認済+業界団体 14.7 13.2 51.5 2u.6 68 

労(動回体 23.3 43樽3 16.1 16.7 30 

教育団体 o沿 001) 50.む 5D.0 10 

行政関係団体 03) 1.1.5 62.5 25.0 8 

福祉団伶 ).9 5.9 47.1 41.2 34 

専門家団体 {LO 22之 :5.5.6 ヱヲ 2 18 

市民 φ 政治団体 9.1 3β :l6.4. 51..5 33 

宗教団体 ヲ'j') {上告 55β )) ') 9 

その他 位。 ..2u_O 40.む 40.0 、
全体 lU.6 1.5β 44a? 2虫垂 226 

他方、約 750/0の団体は、複数の政党と関係、を維持すると回答した。労働団体を除く、全

ての分類において、政権交代のリスクを回避する傾向が強いようである。複数の政策実現

のノレートを構築し、その時々の状況に応じて働きかけを強めていくものと考えられる。こ

の回答結果からは、多元主義型の団体ー政党関係の基礎が整っているとみられる。

(2)規定国の探求

政党への接触はどのような要因によって規定されているのだろうか口接触パターンに関

しては、民主党と自民党の双方への接触が見られるようになった。しかし、その行動の規

定因が政党への影響力、政策の一致、リスク回避のいずれにあるのかによって、このパタ

ーンの持続性、評価も変わるであろう。

従属変数は民主党と自民党への接触について、 13. ある程度J以上と回答している場合

を 1、それ以外を 0とした口また、独立変数は先に示した政策の一致度合い、政党の影響力、

リスク態度である口また、団体の分類による差も考慮し、団体分類を統制変数として加え

ている。基準カテゴリはその他の団体である。表-9は、民主党、自民党への接触に関する

ロジスティック回帰分析の結果を示している。

表をみると、政策の一致度合い、政党の影響力評価が民主党、自民党の接触に対して、

有意な影響を及ぼしていることがわかる。統市Ij変数を加えたモデルにおいても、上記の二

変数が有意なものとなっている。

-80-



表-9 民主党、自民党接触のロジスティック回帰分析

民主党掻触 自民党掻触

B 標準誤差 B 標準誤差 B 標準誤差 B 標準誤差

政策一致度合い 0.789 0236料潟 0.899 0.282 来本* D~S40 0，202 *** 0.135 0.2宝9...柿

政党の影響力 0.707 。.lS4材不 0.641 O、205 *料 0，695 0.200 *料 0.769 0.216 本料

リスク態度 -0.041 。.1.87 -0.031 0.2.20 -0.163 0.L80 -0.339 0.208 

農林水産団体 2.262 1.458 1.802 1.496 

経済団f本 1.242 1.210 0，261 1φ052 

労働団体 3.743 1.447 *来 -0377 1.158 

教育団体 1.493 L4% 0.578 1320 

行政関係団体 -{l.34S 1.555 白 1.1'96 1.ヰ47

福祉団体 2.036 1.261 1.096 1β99 

専門家団体 1.979 1.336 0.210 1.192 

市民政治団体 3.63ヰt 1.426 料 0.423 1.099 

宗教団体 1.659 1.443 1.845 1.483 

定数 -3.455 0.901本料 -5.427 1.582 *料 -3.602 O.87r 本料 -3.409 1.43'6 締本

-2対数尤度 199.301 171.392 225‘173 213A10 

Cox-$neU R1乗 。193 0.297 な224 {)26S 

Nagelkerk己R1乗 0.277 0.425 0.301 0.360 

H号smεfとLemモshowの検定 0.363 O.27o 。ρ81 0.233 

N 203 203 203 203 

5. おわりに

本稿では民主党政権下の団体-政党関係を第 4次圧力団体調査から記述、分析してきた。

本節では前節までの知見をまとめ、その含意を検討する。

本稿の分析からは、次の 7点が得られた。

①民主党と接触する団体は 6割(政権交代前は 4都)、自民党と接触する団体は 5割(同

6割)であり、民主党が自民党を上回った

②団体の上位二政党に対する支持、接触に有意な正の相関がみられるようになり、それ

は93年の政権交代時よりも強まっている

③支持と接触の相関はやや弱まり、支持と接触を使い分ける傾向にある

④政党の影響力評価では民主党が自民党をやや上回り、自民党の優位性は民主党と措抗

した

⑤民主党、自民党どちらも、 7割程度の団体と「ある程度J以上の政策の一致をみている

⑥約 750/0の団体は、複数の政党と関係を維持すると回答したQ 労働団体を除く、全ての

分類において、政権交代のリスクを回避する傾向が強い

⑦団体の民主党、自民党への接触は、接触政党への影響力評価、政策の一致度合いによ

って規定されている

自民党を中心とした接触、支持関係は政権交代により、変動した。その変動は 1993年の

政権交代時以上の変化で、あった。また、従来の研究では明らかとなっていなかった政党へ

の影響力評価、政策の一致度合い、リスク態度も明らかとなったD
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以上までの知見によれば、民主党政権下の団体ー政党関係は一党優位型から多元主義型

へと変容したことが考えられる。上位二政党への接触、支持は第 1回調査以降の長期的な

傾向であり、 2009年の政権交代によりそれが加速した。ただし、政党の影響力評価が団体

の行動を左右している面もある。この点で、 2012年の自民党への政権交代は民主党政権下

で進行した多元主義型から一党優位型への回帰をより強めるものと考えられる。
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1 .はじめに

第 6章

圧力団体の要求ルートと政治的影響力

一政党か行政か?ー

山本英弘(山形大学)

久保慶明(琉球大学)

圧力団体が政治的影響力を行使するためにロビイングを行っているのだとすれば、自ら

の働きかけが最も有効に作用するアクターに働きかけると考えられる口そのため、圧力団

体がどの政治アクターに働きかけるのかは、圧力団体研究の重要な論点、の 1つとされてき

た (Holyoke2003; Naoi and Krauss 2009; Scheiner et a12013)。

伝統的にロビイング研究では、利害が一致する同盟的なアクターに働きかけるのか、そ

れとも、利害が異なるアクターに働きかけて説得するのかを探究してきた (Mi1brath1963; 

Austen-Smith and Wright 1984， 1986)。また、働きかけの対象として、政党や議員か、それと

も官僚か、いずれに働きかけるのが有効であり、実際に接触しているのかという課題にも

取り組んできた (Naoi and Krauss 2009; McKay 20 11; Scheiner et al 2013)。政党や議員あるい

は行政官僚のいずれに接触するのかは、団体からみた権力の所在を探究するとし 1う意味で、

政治学上の重要な課題だといえるだろう。

一方、日本政治研究では、自民党単独政権が不安定化する過程において、団体が政党を

選ぶのか行政を選ぶのかが焦点とされてきた(村松・伊藤・辻中 1986:第4章;村松 1998，

2010 :第 6章)。圧力団体調査によれば、自民党政権の安定期である第 l次調査 (1980年)

と比べて第 2次調査 (1994年)や第 3次調査 (2003年)では、政党への接触の有効性認知

が減少し、行政への接触の有効性認知が増加した。その理由として、 94年の政治流動期に

おいては、政党自体が不安定であるため相対的に安定している行政への接触を志向してい

たことが指摘されている(村松 1998，2010) 10 

本章では、 2012年の第 4次圧力団体調査データを用いて、過去の祷査との比較も交えな

がら、圧力団体のロビイング、の要求ノレートと政治的影響力にどのような変化があったのか

を議論してしだ。第 4次調査の最大の長所は民主党政権下における圧力団体の行動を把握

1 Sheiner et al (2013)では、上記の知見を、圧力団体の火災報知器機能や煙検出機能という

理論枠組みで整理したうえで、第 1'""3次までを合併したデータセットを用いて検証してい

る。 Naoiand Krauss (2010)では、同じく圧力団体調査の合併データを用いて、選挙制度の

変化によって組織構造(集権的/分権的)が圧力団体の要求ルートに及ぼす影響が異なる

ことを明らかにしている。中選挙区制においては、個々の議員の活動を監視し、サンクシ

ョンを与えることができる分権的な圧力団体において政党との接触が多い口これに対して、

小選挙区比例代表並立制においては政党への集権化が進んだため、圧力団体の側でも集権

的に政党の活動を監視し、サンクションを与えることができる組織の方が政党との接触が

多い。
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できる点にある。

すでに多くの研究が蓄積されているように、民主党の政策決定システムについては、い

くつかの特徴を挙げることができる(飯尾 2013;伊藤 2012;上川 2013;信田 2013;曽我

2012 ; 2013 ; 68子0;日本再建イニシアティブ 2013;御恵子編 2012;山口 2012;連合総合

開発研究所 2011; 2012)。第 1に、与党の政策調査会を廃止し、各省庁に政策会議を設け

ることによって、内閣と与党の一元化を目指した。第 2に、各省庁では政務三役が中心と

なって政策決定を行い、行政官僚の影響力を低下させることを目指した。第 3に、党では

陳情への対応を党の幹事長‘室に一元化し、集権的な運営を目指した。このように 1990年代

以降の政治改革の流れを受け、民主党政権では政治主導が志向された。圧力団体の倶IJでも

これに応じて政党への接触を増やしたのだろうかD

また、政権交代は、圧力団体にとって政党との接触を再考する機会だとも考えられる。

自民党の一党優位下の日本政治については、自民党や官僚と親和的である諸団体(セクタ

一団体、政策受益団体)と、野党と親和的である諸団体(価値推進国体)の 2つの系列か

らなる構造が指摘されてきた(石田 1961;村松 1981)。つまり、イデオロギーや政策距離

が遠くない限仏政権交代の可能性が低いために多くの団体は政策実現のために自民党を

支持してきたのである。こうした構造は連立政権の時代に入って弱まる傾向を見せながら

も、利益団体のロピイングの調査研究からは引き続き確認されてきた(山本 2009;2010)。

しかし、政権交代が実際に生じたことによって、団体は新たな政権党である民主党への接

触を犠やしている可能性が考えられる20 また、これまでも自民党に対して対立的な位置に

あり、民主党と親和的であった労働団体や市民団体にとっては、政策距離の近い政権が誕

生したことによってより接触を強め、政治的影響力を増しているかもしれない。このよう

に、圧力団体の接触パタンから日本の政治構造の変容を検討していきたいD

以下、 2節では、 2009年の政権交代の前後で、予算編成や税制改正に対する団体の要求

活動にどのような変化があったのかをみてし1く。 3節では局面を限定せず、団体分類ごとの

各ロピイング戦術の分布を確認する。政務三役、官僚、政党といった政治アクターに接触

するインサイド戦術については、直接的な接触ばかりでなく、他の政治アクターを介した

間接的な接触も検討する口 4節では、第 1'"'-'4次調査データを時点間で比較し、各時点の政

治情勢を受けて、政党/行政のルート選択および有効性認知がどのように変化したのかを

考察する。5節では、同じく第 1'"'"'4次調査データの比較から、政策の実現または阻止の経

験、および主観的影響力認知をもとに、各国体の政治的影響力の変化を考察する。最後に、

6節にて全体のまとめを行う。

2 予算編成、税制改正に対する要求活動

2 i賓本 (2012)は政権交代後の圧力回体の行動について、選挙で、の支持については中立化、

民主党政策調査会への参加については増加していることを示している。

-84-



まずは、政策形成の中でも特徴的な局面である予算編成と税制改革について、 4時点の調

査結果を比較しながら圧力団体のロピイングを考察していこう。

表 1は、予算編成のどの段階(基本政策決定、事業決定、概算要求、財務省素案、政府

案決定)で働きかけたのかを示したものである。第 1次調査では 7割の団体が各省各課概

算要求段階で働きかけをし、首相が基本政策を決定する段階でも 4割の団体が働きかけて

いたD しかし第 2次調査では 10ポイント以上減少し「静かな予算編成」の時代とされた(真

槻 1998)。第 3次調査ではさらに団体からの働きかけが減少した。ただし、首相が基本政

策を決定する段階での働きかけは微増しており、[骨太の方針j を予算編成の基本方針とし

て活用した小泉政権への対応がうかがえる (cf.上)[12010)。これらに比べると、第 4次調

査での働きかけはさらに低調である口とりわけ、財務省素案の決定段階や政府案の決定段

階で働きかける団体は 1部に満たない。このように、長期的にみると予算編成に対する団

体の要求活動は停滞傾向にあり、とりわけ第 4次調査時点ではいっそうの減少がみられる。

表1予算編成への働きかけ有無とその段階

i首相が基本各省各課 各省各課 財務省
あり i 

j政策決定 事業決定 概算要求 素案

1次 194(77.0)1 102(40.5) 174(69.1) 181(71.9) 146(58.0) 

2次 157(63.9)I 57(23.2) 138(56.1) 145(59.0) 108(44.0) 

3次 126(55.1)I 67(29.3) 108(47.2) 120(52.5) 82(35.9) 

4次 128(45.1)I 29( 10.3) 61(21.5) 96(33.9) 21(7.4) 

1次--3次は非常に+かなり+ある程度の合計

政府案
決定

161 (63.9) 
113(46β) 

84(36.7) 
28(9.9) 

つぎに、政治アクター別にみていこう。表 2に示したのは、予算編成や税制改正に働き

かけると屈答した団体のうち、「中央省庁の政務三役J(大豆、副大臣、政務官)、「中央省

庁の官僚j、「与党Jそれぞれに働きかける割合である。政権交代前、政権交代直後(鳩山

政権期)、現在(調査時点の 2012年、野田政権期)のそれぞれについて示している。また、

表 3は団体分類別に集計した結果である。

予算編成からみていこう。政権交代前と政権交代直後の割合を比較すると、官僚に働き

かける団体の都合は 7割前後と、政権交代の前後であまり変わっていない。大きな変化が

生じたのは与党と政務三役である。与党に対しては予算編成で 64.0010から 76.4%(12.9ポ

イント)、政務三役に対しては 42.4%から 52.8%(10.4ポイント)へと増加した。特に、表

3が示しているように、労働団体と市民・政治団体で働きかけが増加している。税制改正に

ついても伺様の傾向を示しており、特に政務三役については 53.9%から 37.5%へと 15.4ポ

イント増加している。このように、畏主党政権下の政治主導のためか、働きかけを行う団

体の中では自民党政権時と比べて全体的に与党への接触が増えていることがわかる D また、

これまで、政権と距離のあった団体に政治的機会を開放したこともみてとれる。

「
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表2予算編成および税制改正に働きかける際の相手方

予算編成

税制改正

政権交代前

政権交代直後

現在

政権交代前

政権交代直後

現在

官僚 政務三役 与党 野党
98(78.4) 53(42.4) 80(64.0) 63(50.4) 

93(75.6) 65(52.8) 94(76.4) 57(46.3) 

97(76.4) 66(52.0) 96(75.6) 59(46.5) 

73(65.2) 42(37.5} 86(76.8) 52(46.5) 

72(70.6) 55(53.9) 77(75.5) 54(52.9) 

71 (64.0) 58(52.3) 85(76.6) 63(56.8) 

表3 政務三役(予算編成、税制改正)と与党への働きかけ(団体分類別)
政務三役 与党

予算 税制 予算

現在 政矯交代直後政権交代前 現在 政権交代直後 政権交代前 現在 政権交代覆後 政権交代前

農林水産業団体 4(26.7) 4(26.7) 4(26.7) 3(20.0) 2(13.4) 2(13.4) 6(40.0) 5(33.4) 6(40.0) 

経済・業界団体 13(14.0) 14(15.1 ) 12(13.0) 22(23.7) 22(23.7) 18(19.4) 18(19.4) 16(17.3) 22(23.7) 

労働団体 15(45.5) 14(42.5) 9(27.3) 10(30.4) 10(30.4) 5(15.2) 22(66.7) 22(66.7) 10(30.4) 

教育団体 5(33.4) 5(33.4) 5(33.4) 4(26.7) 3(20.0) 4(26.7) 8(53.4) 8(53.4) 8(53.4) 
行政関係団体 5(35.8) 5(35.8) 5(35.8) 5(35.8) 5(35.8) 5(35.8) 5(35.8) 5(35.8) 5(35.8) 
福祉団体 8(19.1) 6(14.3) 6(14.7) 3(7.2) 2(4.8) 2(4.9) 15(35.8) 14(33.4) 12(29.3) 
専門家団体 7(36.9) 7(36.9) 6(31β) 5(26.4) 5(26.4) 4(21.1 ) 8(42.2) 7(36.9) 6(31.6) 

市民"政治団体 9(25.0) 10(27.8) 6(16.7) 6(16.7) 6(16.7) 2(5.6) 13(36.2) 16(44.5) 10(27.8) 
宗教団体

その他 1(14.3) 1(14.3) 1 (14.3) 
合計 66(23.3) 65(22.9) 53(18.8) 58(20.5) 55(19.4) 42(14.9) 96(33.9) 94(33.1 ) 80(28.3) 

3. 圧力団体の要求ルート

本節からは、予算編成や税制改正といった局面を限定せず、団体が政策過程全般に働き

かける際のノレートとその成果を検討してく 。表 4は、政務三役(大臣、副大臣、政務官)、

官僚、与党といった政治アクターに対して、代表が会見を申し込む、一般メンバーが直接

はたらきかける、メンバーを動員するという接触行動に関して、「非常に頻繁Jr頻繁Jiあ

る程度Jとしづ回答を合わせた割合を示している。

全体をみると、代表の会見で40%前後、一般メンバーの直接的なはたらきかけで20%前後、

メンバーを動員した接触行動で 25%程度である。いずれの接触においても政務三役、官僚、

与党で大きな割合の差はみられないD 代表を通して接触するとしづ方法がある程度の団体で

用いられるものの、全般にそれほど活発に接触が行われているわけではない。団体分類別に

みると、労働団体、市民・政治団体においてどのアクターとの接触も多いことがわかる。し

かし、団体分類ごとに見た場合、サンプルサイズが小さいために接触頻度の差についてはっ

きりと主張することはできない。

続いて、政務三役、官僚、与党それぞれに対する他の政治アクターを介した間接的な働

きかけについてみていこう(表 5)口全体の割合をみると、政務三役と与党に対しては、議

員連盟(議連)を介した働きかけが最も多く、次いで政策審議機関、国会議員を介した働

きかけが多い。官僚に対しては官僚を介した働きかけが最も多いが、議連や個別の議員を

介した働きかけも行われている。団体分類別にみると、労働団体、専門家団体、市民・政
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治団体が活発な働きかけを行う一方、教育団体や行政関係団体ではほとんど働きかけが行

われていない。ただし、専門家団体においては、政務三役や与党への働きかけに比べると、

官僚に対する濁接的な働きかけはあまり行われていなし10
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代表が会見を申し込む
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政務三役官僚
6(42.9)ら 7(買0.0)

22(27.2)' 27(33.8). 

j封切必 ，21(79:0)，: 
5(~.L3入。 5~~.~.~):
5(41.7) 5(41.7) 

10(?!?P> 17(4.?5)ゆ

7(9，~.9)_ .1)(61.，1) 
18(51.4) 18(51.4) 布民・政治由体

宗教団体

その他

合計 92(35.0) 

表6 官僚に対する間接的な働きかけ

:政策審議;;"*= r::!:1 地方
議員連盟; 議員 ν 届僚 {~他毘体

機関 ; 口 z 政治拡

2(15.4) 2(15.4) 11(7.7) ~3(21 .4) 1(7.1) 2(14.3) 

1只1~ß) : 1 Q(Jf..~)_ ..U4(lL~2 _..fQ(3_1])匂(9了~} . ... ， ~9(J 1，1) 
，，21，(67.7) 12(49.0)“ i 1 ~(43.3) ..'，1 f(40s) 6(20.0) ?(27.6) 
2(13.3) [2(13.3) .2(13.3) 

1(8.3) 2(16.7) 

t~祉国(宇 12(3Q.Ot J ?¥30.P). '1 0(2t:O) )f(2，~，~)旬以22への
ふ専門家団体 5(27.8) 4(22.2) 6(33.3) 5(27.8) 1(5.6) 

市民・政治団体 11 (32.4) :9(26.5) 9(26.5) 13(38.2) 5(14.7) 

7宗教甲件 。 命ゐ 2(f，Q~QL 勾叩:均九 . ，. _ 1( 1 Q，.9) H1J J). ， ' ~.\3~.~) 
三その他 1 (14.3) 2(28.6) i2(28.6) 1 (14.3) 

:合計 71(27.3) 50(19.3) '56(21.5) 76(29.0) '36(13.8) 

「非常に頻繁J+ r頻繁J+ rある程度J

議員連盟

表5 政務三役に対する間接的な働きかけ

政策審議 地方
議長 官僚

機関ム 政治家

農林水産業団体 制172(826) 411(4821(815736) 33 J 31(52(114)3)23(1(42731) ) 
経済・業界匝体 17(21..Q) ß ，~)， . 2~(2L.7L &(9.，~)匂
労働間体 . 21(Q7 .7) 16(5~.3) 14(4Q_.7L 8(26.1)匂(2s刀
教育団体保 1(6.7) 1 (6.7) 1(67)21((6116. ) 
行政関毘体 7) 
福祉団体 9(22.5) 10(24.4) 8(20.()) ι9(22.5) 
専門家団体 8(44.4) 6(33.3) 75(27.8) 3(16.7) :2(11.1) 
市民・政治団体 、14(41.2) 12(35.3) 11 (32.4) 10(29.4) 7(20.6) 
宗教団体 :3(39.0) l(lQ.O) 4 {49.: 9)屯 時 HJ 9.，9) .4(40.:9) 
その他 1(14.3) 1(14.3) '1(14.3) 
合計 '77(29.4) 64(24.4) ;61(23.2) .57(21.7) 42(16.0) 
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表7与党(民主党)に対する間接的な働きかけ

政策審議 : 吾ロ 0-;:" 地方 t 
議員連盟 ， 義貝 g 回僚 ‘ 他団体 r その他

機関 、 ロ ー政治家
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表8 圧力団体のロピイング(アウトサイド戦術)

サミづり、コワマスメ千ベ 1
犬震業主会;吉東シポ三-b-ぎ省' 訴訟V定造、

コメント ア

2(14.3) 3(23.1)' 2(14.3) 1(7.1) 

10(12.7): 37(45.7) 17(21.8)‘ 1( 1.3) 

?Q (s ~.:O) ，'. g.g.( 7え~) • J?(41:4) _4(13.?) 
2( 14.3)ι 8(53.8) 4(28.6) 

2(19.7) 4(33.3) 

14(35.9)， 19(48.7) 17(42.5) 2(5.1) 

4(22.2): 9(50.0) 5(27.8) 1(5.6) 

16(45.7) 20(57.1) 18(52.9). 5(14.7). 

1( 10.0): 1( 10.0) 1 (10.0) 

2(33.3) 

69(27.0): 121 (46.7) 82(32.2)ー 14(5.5)

2( 14.3) 2( 14.3) 

6(7.7) 

14(48.3) 

2( 14.3) 

31 (38.3) 

18(62.1) 

7(50.0) 

4(33.3) 

18，(45.0) 

8(44.4) 

24(68.6) 

10(25.0) 

4(22.2) 

17(48.6) 

その他 1( 16.7) 

合計 55(21.5) 113(43.6) 
F非常に頻繁J+ r頻繁J+ rある程度J

続いて、政治アクターに直接働きかける以外の手段(アウトサイド戦術)についてみて

いこう(表 8)。これをみると、全体では意見レポートやパブリックコメントが 4割を超え

るのに対して、大衆集会や署名活動は2割台、訴訟提起を行っている団体は 5%にすぎないD

政策に関する具体的な主張をアピーノレする戦術がより多く行使されていることがわかる。

分類別にみると、ここでも労働団体や市民政治団体の活動が盛んである。その一方で、農

林水産業団体の活動が低調であるD

以上、全体的な傾向としては圧力団体のロピイング活動はあまり活発とはいえないこと

がわかる。代表によ る政治アクターとの会見および意見レポートやパブリック コメントな

どのかたちでの主張表明は一定程度行われているものの、会員を動員するかたちでのロピ

イングはあまり行われていなし、。団体分類では、労働団体や市民団体が相対的に活発に活

動している。また、政治アクターごとの接触頻度についてはあまり違いがみられない。こ
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こから、団体が政党と行政のどちらかにウエイトを量いて接触しているわけではないよう

である。この点については、接触の有効性認知という観点から改めて検討する。

4. 要求ルートの持点鵠比較

4. 1.要求ルートの変化

上記にみた圧力団体の要求活動の特徴を 4時点での調査結果の時点間比較から検討して

いこう。なお、第 4次調査では、先にみたように政務三役、官僚、与党に政治アクターを

分けて質関しているが、第 3次調査まではそのような分類を行っていない。そのため、政

党と行政それぞれへの接触量の変化については検討することができない。そこで、政治ア

クター全般との接触を考察していくこととする。

表 9は、先にみた代表が会見を申し込む、一般メンバーが直接はたらきかける、メンバ

ーを動員するという接触行動について調査時点ごとに示した結果である。なお、第 4次調

査の結果は上記 3アクターのいずれかと接触している割合を示している。

まずは全体をみていこう。 3つの項自のいずれにおいても、第 1次調査 (1980年)が最

も高い割合を示しており、第 2次、第 3次、第 4次と時を経るごとに割合が低下している D

つまり、圧力団体の政治エリートとの接触は年々減少していることがわかる。これは先に

予算編成について確認したのと同様の傾向である。ここから、庄力団体の政治エリートへ

のアクセシビリティが低下している可能性と、圧力団体自体の活動量が低下している可能

性とがそれぞれ考えられる。

表94時点問の要求ルートの変化

4次調査団体3の次代調表査が会2次見裁を申査し込，1む次認査 4次調一査般メン3次1¥調ー査が直後2次は調た査らきか1次け調る査 4次調メン査バー3を次動調員査して2政次党競や変代政1に次行調く査， 

農林?J<il主楽団体

7325(52(95(140754607JJ〕9)1 642《81(86(8566(((0561-77D82075J)5J03)i) rタ294g11149抵2(366((0(658976608q227o894)71111o))A-7621119ず97249灯(0担((坦8971802金338q3J2381) 〉)o} ) j 一戸

11M(7202121049〈〔35301)A4)1 負8264111(6〈1〈1{33521(lR40361131Q83刀1}) ) ) 40)1922(司43((9246611421 〉
44471111 1(((459eFZ331〈(〔4868348158910D3E )0q)〉01OO}〉) 44265111209((69094〈〈〈〈632昭663146773守刀81}01751〕11 2389211 〈K(204lG62〈1M526692J24a62221))7 } 1 ) 3a1317746(((74田632 ; 9 ) 

経済'業界団体 ) 37(42.0) 

労働育包体 yat44.98J ) 19 ) '34(6:;.4 
教をE体

3(234lK667}6iI4154(〔07明4304主311 〉〉
的 7)

行政関係留体 5(41，7) 
1(83)3(((2259353 .. 1 )1  

10(66.7) 
4富f止血体 1 ~(47.5) 01 

11月(33809と011偽 6号 QQ1)44  1 .2)230(3(67651〉〕
専門家政間体治包 12(6!U) ..10(90.9) 
市民・ 体

22((11(6042.93.))9):6414((53(87 7 75)15(78，9) t15(789) 
15(42.9) .11 (68.8) 8(42.1) 16(84.2) 12(63.2) 15(78.9) 

宗教PIl体
1.1)  0.0)2(5 21((2106.07))53((4321.39〕)2(50  0) Q1((01 .0)1(14.3) 

その他 1 (14，3) '6(37.5) 0(0.0) 2(50.0) 6‘7) 2(12，5) 0(0，0) 1(25，0) 
合計 130(50，4) 146(64，0) 170(70.5) .213(84，5) 72(28.1) ~84(37 .3) 72(30，0) 109(43.6) 84(32，8) 89(39.7) 121(53.3) 145(57，8) 

団体分類ごとにみても、おおむね減少傾向にあることが確認できる。ただし、労働団体

だけは、代表の会見とメンバーの動員において、 3次調査と比べて 4次調査の方が高い割合

を示している。これは、 3次調査の小泉政権と比べると労働団体にとって親和的な民主党政

権であるためにアクセシビリティが増したためだと考えることができる。とはいえ、労働

団体で、あっても第 4次調査における割合が第 1次、第2次調査と比べて高いわけではない。

また、民主党政権とは親和的な団体が多いと考えられる市民・政治団体をみても、第 4次

調査では接触が増えている傾向はみられない。したがって、政治的機会の開放があっても
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団体の活動量低下が顕著にみられるということができるだろう。

4.2.働きかけの有効性認知の変化

実際の接触の変化と並んで、圧力団体の働きかけ先に対する有効性の認知はどのように

変化したのだろうか。前述のように、圧力団体が政党と行政のどちらにウエイトを置くか

は、日本政治研究における論点の 1つで、あった(村松 1998，2010;村松・伊藤・辻中 1986)。

先に示した第 4次調査の結果では、政務三役、与党と官僚で接触頻度に大きな違いはみら

れなかったが、働きかけの有効性に関する団体の認知には差があるかもしれない。この質

問については、第 1次調査から継続しているので、時点聞の変化から、政治主導を掘った

民主党政権下における団体の認知の特徴を捉えよう。

政党(議会)、行政、裁判所という三権に対する働きかけの有効性を}II貢位で尋ねた質問を

もとに、表ゅでは政党(議会)を 1位、表 11では行政を l位と回答した割合をそれぞれ示

している。第 4次調査については、政権交代前、政権交代産後、現在(野田政権時)のそ

れぞれについて尋ねているため、それぞれの結果を示している。さらに、図 1は横軸に政

党、縦軸に行政をとり、回答の割合をプロットしている。したがって、右下に点がプロッ

トされているほど政党、左上ほど行政の有効性認知の割合が大きい。

図 2 は、経済・業界、労働、福祉、市民・政治団体という比較的サンプルサイズの大き

い団体分類を取り上げて、図 1と同様に、政党と行政という回答の割合をプロットしてい

る。なお、いずれの結果においても、裁判所を 1位と回答した割合はごく少数であるため、

ここでは表示を割愛する。

表10 .=権への働きかけの有効性:政党(議会)が1位

現在 政直権後交代前政権交代 3次 2次 ， 1次

農林水産業団体 3(23，1) . 5(35.7) 4(28.6) ，2(18.2) :5(25.0) 4(17.4) 

経済・業界団体 24(30.8) '24(31.2) 27(34.6) 20(28.2) :24(27.6) 33(37.5) 

労母国体 23(79.3) '， 23(79.3) 17(60J) .26(}Q}) ;24(4.~.0) 36(70.6) 
教育団体 5(41.7) ~ 5(41.7) ，6(50.0) .5(62.5) 3(25.0) .4(33.3) 

行政関係団体 ，5(55.6) :5(55.6) 4(44.4) 5(45.5) :3(30.0) 7(46.7) 

:福祉面体 ‘16(43.2). : 15(41.7) 16(4~A) 5~号Q~O) . ;5(1， ~.7) 1， ()(~，~}) 
:専門家田体 10(58.?) . 11(6 B.~?) • 8(47.1) 7(5.8.3) ~(~O:_Q) 5(55.6) 
市民・政治団体 21(65.6) 24(75.0) 20(62.5) ，6(42.8) 8(47.1) '9(50.0) 

宗教団体 4(57.1) 2(40.0) 4(66.7) 4(66.7) 

その他 1(14.3) 1(14.3) 1(14.3) 5(31.3) 1(100.0) [3(100.0) 

合計 1J 2(46.5) ~ 115(48.5) 107(44.8) 85(40.3) . 77(33.9) 114(47.6) 
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表11 =権への働きかけの有効性:行政が1位

‘現在
政権交代政権交代 3次

2次 1次
直後 前

農林水産業屈体 10(76.9) 9(64.3) 10(71.4) 8'(72.7) 15(75.0) 18(78.3) 

経済鋼業界自体 ;52(66.7) -52(67.5) 50(64.1) ;49(69.0) 55(63.2) ，50(56.8) 

労働団体 6(20.7) 6(20.7) 10(35.7) 10(27.0) 26_(52.0) ，13(25，5) 
教育団体 7(58.3) '7(58.3) ~(?OP)、 _3_(37ß) . ，_9(75 .. _Q) :8(~y.7) 
行政関係罰体 '4(44.4) 4(44.4) 5(55.6) ，6(54.5) 7(70.0) も 7(46.7)
福祉団体 ;20(54.6) ，20(55.6) ，20(55.6) 20(?0.Q) ス9(83:~) 14(4~)) 
専門家匝体 ;7(41.2) ，5(31.3) 9(52.9) 5(41.7) ょ4(50.0) 、3(33.3)

市民・政治団体 色11(31.4) -8(25β) 12(37.5) '6(42.8) 9(47.4) て7(38.9)

宗そ教の他団体 ~2(28.6) 2(40.0) 1(16.7) 

6(85.7) 6(85.7) (85.7) 
包合計 : 125(51.9) 119(50.2) 129(54.0) 

2~警

3次後

4前後
オニ子 j 多

品 4現在 み直後

次

30 

30 
政党(なし 70 

図 1 団体全体における政党・行政への働きかけの有効性の推移

50 

25 

。
む つ5 50 t円1::.

1，4，レ9 100 

図2 主要図体領域における政党・行政への働きかけの有効性
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表 10，11および図 lから、圧力団体全体の傾向として、政党よりも行政の有効性を認知し

ている団体が多いといえる口図 1から、政党と行政が閉じ割合である場合の何度線よりも

左上に点が集中している D 時点間の変化をみると、第 1次調査では相対的に右下に位置し

ていいるものの、第 2次訴査では左上に大きく移動する。つまり、政党への接触の有効性

認知が減少し、行政への接触の有効性認知が増加しているのである。その後、第 3次調査

では右下に点が戻り、第 4次調査ではさらに右下に移動している。第 4次調査における、

政権交代前後と現在ではあまり相違がみられない。以上のことから、政権移行期に行われ

た第 2次調査において最も行政の有効性認知が高く、首相の影響力が強いと言われた小泉

政権および政治主導を標携した民主党政権において政党の有効性認知は高まっていること

がみてとれる。もっとも、その水準は 1980年という自民党政権安定期と間程度である。

続いて図 2 から、主な団体分類ごとにみていくこととしよう。時点を問わず、回体分類

によって政党か行政かには違いが確認できる。すなわち、労働団体は相対的にみて最も右

下にプロットされており、市民団体も右下にプロットされている口これらの団体は行政よ

りも政党の有効性を認知しているものが多いことがわかる。政党という調査の質問には野

党も含まれることを勘案すれば、自民党-中央省庁の密接な結びつきに対するオノレタナテ

ィブとして野党との接触に有効性を見出していたと考えられる。これに対して、経済・業

界団体と福祉団体は相対的に左上にプロットされており、行政との密接な関係に基づいて

有効性を認知する団体が多いものと考えられる。

時点間の変化については、全体の傾向とおおむね一致する。第 l次調査において政党よ

りで、あったのが、第 2次調査では行政寄りになり、第 3次、第 4次調査では政党寄りに戻

ってし 1く。労働団体で、あっても第 2次調査時点では行政の有効性認知が高まっている。た

だし、経済・業界団体については、安定して左上に位置しており、行政に対する有効性認

知が高い団体が多い。関係省庁を通して安定的に影響力を及ぼしている姿を垣間見ること

ができる口

もっとも、前節までにみてきたように、団体によるロピイングは全体に減少傾向にある。

そのため、ロピイングに熱心な層とそうでない層が形成され、両者の関には政党や行政に

対する有効性認知に差が生じている可能性がある。そこで図 3 では、予算編成および税制

改正への働きかけの有無に応じて、有効な働きかけ先を集計した。X軸に政党(ないし議会)

を、 Y軸に行政をとっている。何度線よりも上に位寵すれば行政を選択した回体が多く、

下に位寵すれば政党(ないし議会)を選択した団体が多いことを意味する。たとえば 2012年

の予算編成(・)をみると、 12012予算あれは斜線よりも下に位霞し、 12012予算なしJ

は斜線よりも上に位霞しているD これは予算編成に働きかける団体ほど、政党(ないし議

会)を行政よりも有効な働きかけと捉えていることを意味している。
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1994予算あり

1994予算なし

2012予算なし
2Q09前税務jなし;崎努 2009Jlij予算なし

2012f:免措11なし

/ 

/ 
/ 

2003-4予算あり A ふ2003-4予算なし

" J 

f 
J 

行
政

。198O予算なし

/
 

/
 

1980予算あり

務2009抗予算あり

戸 2009節税制あり

2012予算あり管 、2012税制あり

/ 

30 

30 政党(ないし議会) 70 

閣3 予算編成・税制改正への働きかけと政党(ないし議会)・行政

への働きかけ(%)

この図をみると、 1980年(+)、 1994年 (x)、2003-4年 (A) には、働きかけの有無

による差はみられない。しかし2009年の政権交代前(予算t 税制口)には、働きかけあり

の出体で政党(ないし議会)を選択する団体が増加し、 2012年(予算・、税制0) も同様

の傾向を示しているo 2009年の政権交代に先駆けて、予算編成や税制改正の決定権を政治

家が握り、行政官僚の裁量が大幅に低下したものと考えられる。その理由としては、 2007年

参院選によって当時の自公連立政権が参議院で過半数を割り、多数を占めた民主党の影響

力が増大したことが考えられる。

以上のことから、政党政治の安定性や「政治主導Jの状況が、圧力団体による要求活動

の有効性認知に影響を及ぼしていることがわかる。

5. 政治的影響力

最後に、様々なロビイング活動の成果としての政治的影響力の行使をみていくこととし

よう。ここでは、利益の実現や不利益の阻止という政策に影響を及ぼした経験によって実

際の影響力行使の経験を捉えるほかに、各回答団体の自己影響力の主観的認知について検

討する口

表 12は、政策に影響を及ぼした経験をもっ匝体について、 4時点の調査について団体分

類ごとに示している口第 4次調査では自民党政権時と民主党政権時のそれぞれについて尋

ねている。表をみると、利益の実現、阻止ともに 1次調査において最も割合が高く、年を

経るごとに割合が低下している。特に、第 3次調査と第 4次務査との差が大きく開いてお
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り、この 10年間で圧力団体が影響力を行使できる場面は減少したことがみてとれる。なお、

第 4次調査における政権交代前後の比較については、全体的にあまり大きな変化はみられ

ない。例外は労働団体であり、自民党政権時の 19.4%から民主党政権時には 45.2%と割合

の増加がみられる。それで、も 1"'3次調査と比べると割合は低く、長期的なトレンドをふま

えれば政治的影響力は低下傾向にあるといえる。これは 4節にみた要求ルートに関する時

点間比較土ほぼ同様の結果である口

表12政策に影響を及ぼした経験

利益の実現 不利益の阻止

'4次・喪主 A次闘自民 3次調査 2次調査 ミ1次説査 4次・民主 :4次・自民 ;3次調査 2次調査 1次調査

農経林済水・産業業界団団体体
一'12(14.1) 17(20.2) 34(43.9) 25(30.5) i 5， ?\6~ 里) • 7(8.2) 18S21..4) '36(何 0) '25(28.7) 一九叩(45.5)
g(14.3) :2¥14.3)ι5(465)P10(455)J59(816) 月143)-1f皇219F11((位(1(481211(((。4298Z11-811)Q078)1 J 4) 92-} ) ) 1(77)7〔304)91羽 1)

労教行諸尊古市働育政門震上団体

14(452)46〔[219e14)l25(6756)25〔521)23f181(3611281((((6797683里1389132734L) } )}) 14(452124 5(676)31〈633)40(769)
問関罰体係m体

;3 (20.Q) '_4(?9.7) 5(5g.6) . 旦C?，s，. .Q). '11 (9J.7) . ，J (6.7) ;~(29，9) A(MA) 限切.7) '15(1L7) 
抑制) 3(:符 0) ;5(10.0) ，8(57.1) 11P，3 ，，~) 1 (}.7) 2(16.7) 7(岡県 595臼1{35 号7) コ(46.7)

家・体政団体治団体

18(4p，2) ;16(41.9) .15(!j}.(i) 20(66.72 . 22(73_.3) ~(2~ ，1_) JJ(2J)J) 1;3(4尽1) 9，(30，0) 8(26.6) 
7(41.2) 6(35.3) ;，6(5，0.0) 3(3~.3)、~ ， ?(lVU ， 6(5Q:0)， 5(55.(3、 7げ7.8)
12〔3531 11 1(324) 612但oω 1 0(52.6) '13(68.4) リ51一(320一也7←781) 一6い一(5り>0，叩3o)一3) '13(68.4) '16(倒的

a宗教団体 (11.1) :2(22，2) 
その他 ，5(31.3) 2(50，0) 1(14.3) 3(17.6) 1(50.0) 1(25.0) 
合計 72(27.3) .66(25.2) : 1~旦旦 110(44.5) 178(70.6) 53(19，9) :62(23.8) ; 1 06(45.1) '104(42.1) 133(52.8) 

表13 自己影響力認知

4次調査 3次誠査 2次調査 1次調査
農林水産業匝体 2. 93 3.09 3.14 3.52 

" ヤ

経済・業界団体 2. 76 2.89 2.78 3.43 

労働団体 3.00 3.19 2.96 3.30 

教育毘体 3.20 3.44 3.25 3.31 

行政関係団体 3.09 3.27 3.25 3.87 
‘ 

福祉団体 3.05 3.04 3.27 3.92 

専門家面体 2.89 3.33 3.00 3.89 

市民・政治田体 3.00 3.06 3.11 3.42 

宗教団体 2. 70 2.29 

その他 1. 86 2.41 3.50 2.25 

合計 2.89 2.99 3.00 3.41 

5段階の平均点

表 13は自己影響力の主観的認知について、 5段階で質問しているものを量的変数とみな

し、平均値を示している。ここでも全体として第 l次調査が最も平均値が高く、回を追う

ごとに低下傾向にある。労働団体においても、民主党政権時の第 4次調査において影響力

の自己認、知が高まる傾向はみられず、低下している。

どの団体分類においても、特に第 1次調査と第 2次調査の間での差が大きい。つまり、

自民党が安定的に政権を維持していた 80年から 90年代の政権変動期に入り、圧力団体は

政治アクターとしての影響力を認知できなくなりつつあったことがわかる。その過程で表

12にもみられるように、実際の政策に影響を及ぼした経験も減少していくこととなる。た
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だし、先にみたようにその経験が急落するのは、政権交代が現実となった 2012年時点であ

る。

6. まとめ

本章では、 2012年の第 4次圧力団体調査データを過去の調査結果と比較しながら、圧力

団体の要求ノレートと政治的影響力にどのような変化があったのかを検討してきた。得られ

た知見は以下の通りである。

1 )予算編成に働きかける団体は、調査を重ねるごとに減少している。 2012年時点では、

最も多い概算要求段階でも 3割程度である。

2) 2009年の政権交代後、予算編成や税制改正における与党や政務三役への働きかけが 10

ポイント程度増加した。ただし、官僚に働きかける団体の割合は政権交代前と変わっ

ていなし10

3)局臣を限定せずにみると、政務三役、官僚、与党に働きかける団体の割合は同程度で

ある。団体分類別にみると、労働団体、市民・政治団体においてどのアクターとの接

触も多い。

4)他の政治アクターを介した間接的な働きかけでは、政務三役と与党に対しては議員連

盟を介した働きかけが最も多い。官僚に対しては宮僚を介した働きかけが最も多いが、

議連や個別の議員を介した働きかけも行われている。団体分類別にみると、労働団体、

専門家団体、市民・政治団体が間接的な働きかけを活発に行っている。

5)団体の要求活動を 4時点間で比較すると、時を経るごとに活動を行う団体の割合が低

下している。労働団体だけは、代表の会見とメンバーの動員において、第 3次調査よ

りも第 4次調査の方が高い割合を示しているものの、第 l次調査や第 2次調査ほどに

は戻っていない。

6)要求活動の有効性認知では、政党よりも行政の有効性を認知している団体が多い。時

点、潤の変化をみると、政権移行期に行われた第 2次調査において最も行政の有効性認

知が高いのに対して、首相の影響力が強いと言われた小泉政権下の第 3次調査、政治

主導を標携した民主党政権における第 4次調査では政党の有効性認知が高い。

7)時点を開わず、労働団体や市民団体では行政よりも政党の有効性を認知しているもの

が多い。経済・業界団体と福祉団体では行政との密接な関係に基づいて有効性を認知

する団体が多いものと考えられる。 時点聞の変化は全体の傾向と概ね一致するが、そ

の中で経済・業界団体では行政に対する有効性認知が高い団体が安定して多い。

8) 2009年の政権交代前には、予算編成に働きかけありの団体で政党(ないし議会)を選

択する団体が増加したo 2009年の政権交代に先駆けて、予算編成や税制改正の決定権

を政治家が握り、行政官僚の裁量が大幅に低下した影響と考えられる。
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9)政策に影響を及ぼした経験をもっ団体の割合は、年を経るごとに低下している。その

一方、 2009年の政権交代前後では大きな変化はみられない。例外は労働団体であり、

自民党政権時の 19.4%から民主党政権時には 45.2%と割合の増加があったものの、そ

れでも 1~3 次調査と比べると割合は低い。

1 0) 自己影響力の主観的認知の平均値を比べると、第 1次調査が最も高く、年を経るご

とに低下傾向にある口労働団体においても、民主党政権時の 4次調査において影響力

の自己認知が高まる傾向はみられず、低下している。

このように団体の要求活動の推移をみていくと、要求ノレートや宥効性認知における政治

家や政党の比重が高まっている。これは 90年代以降の政治改革の流れを受けた民主党の政

治主導志向が圧力団体のロピイング活動に及ぼす影響をみてとることができる。 2009年の

政権交代前後で比べると、労働団体における政権党への働きかけが活発化している。政権

交代に伴って、労働団体にとっては政治的影響力を行使する機会が開かれており、実際に

政策を実施あるいは阻止した経験を持つ団体も増えている。

その一方で、、第 1次調査からの推移をみていくと、政権交代による変化よりも団体の要

求活動が不活発化するトレンドの方が顕著であることも注目される。政権交代によって政

治的機会が拡大した労働団体や市民団体でさえ、政治アクターへの接触の程度は 1990年代

前半の水準には戻っていないのである。

以上のことから、圧力団体のロピイングに対して、政権交代という短期的な政治的機会

構造の変化による影響をみてとることができる。しかし同時に、団体の組織基盤や活動量

の弱化が大きな影響を与えている可能性も指摘できる。さらに、再度の政権交代を経た現

在、圧力団体のロピイング活動がどのように変化するのか、そしてそこからどのような政

治構造を見出すことができるのかは引き続き注目してし1く必要がある。
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はじめに

第 7章

マスメディアと圧力政治

ーメディア多元主義の現況一

竹中佳彦(筑波大学)

自由民主党一党優位体制下にあった 1970年代の終わりごろから，日本の政治シス

テムを多元主義と捉える見方が登場した1 そのなかで、マスメディアの影響力を重視す

るメデ、イア多元主義(referentpluralism)を主張したのが，現在， 2期目の熊本県知事を

務める蒲島郁夫で、あった.

蒲島は，エリートの認知する影響力の階層構造は，実際のそれと深い相関があると

して3 エリート 2，000人に異なる集団の影響力を評価してもらった 1980年 3月の綿貫

譲治・三宅一郎・嶋澄による「エリートの平等観」調査のデータを用いて，①各集団の

影響力評価の順位の一致度が高いことF ②マスメディアのリーダー以外のすべての集

団リーダーが，日本の政治・社会システム全体に対してeもっとも影響力のある集団をマ

スメデ、イアと捉えていることを明らかにした.さらに蒲島は3 政党支持，政治イデオロギ

ー，社会経済的平等観p 伝統的価値観のいずれについてもマスコミ人が政治的に中

立である(中立性)とし，利益集団の影響力と四つの権力集団一一自民党指導者，エ

リート官僚，野党指導者，マスメディアーーへの接触度との関係などの考察から，マス

メディアがg政治イデオロギーや集団の大小・新旧の違いを超えて多様な集団リーダ

ーと人的つながりを持つ(包括性)として，マスメディアが，自民党と官僚からなる伝統

的な権力集団の核外に位置し，権力から排除される傾向がある集団の選好を政治シ

ステムに注入していると論じた(Kabashimaand Broadbent 1986;蒲島 1990，2004;蒲

島・竹下・芹)I[ 2007). 

周知のようにその後 F 自民党一党優位体制は崩壊して連立政権の時代となり， 2009

年に自民党が下野して， 2012年まで民主党を中心とする連立政権が成立した.日本

の政治が大きく変転したのであるから，圧力団体の影響力や権力集団への接触に変

化があっても不思議で、はない.変化の仕方によっては，メディア多元主義も影響を受

けるであろう.しかしその検証はこれまで、行われてこなかった.その大きな要因の一つ

は， rエリートの平等観j調査のようなエリート調査がその後，実施されてこなかったこと

が大きし、2

l代表的なものとして，大獄(1979)，猪口 (1983)，佐藤・松崎(1986)など.

2 辻中豊と森裕城は3 メディアに影響力があるかどうか，メディアが中立的かどうかとし、う点ばかり論

じていても，圧力団体側の動向を把握しなければ3 メディア多元主義の存在を実証することはでき

ないと批判している(森 2008;辻中・森 2010:312-313). 
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第 4次圧力団体調査には，圧力団体リーダーに，①政治アクターの影響力評価，

および自己影響力評価をたずねる質問，②自己と政党のイデオロギー尺度上の位置

をたずねる質問，③内閣・官僚・政党・マスメディアへの接触度をたずねる質問が設け

られている.エリート全般に対する調査で、はないが F マスメディアを含む政治アクター

の影響力評価や接触度を測る設聞が盛り込まれているため，メディア多元主義を検証

することが可能になっている.

本章ではF ①圧力団体リーダーはF マスメディアを含む政治アクターの影響力をどう

評価しているのか，②民主党を中心とする連立政権となり?圧力団体は，内閣・官僚・

政党・マスメデ、イアとど、の程度接触しているのかp ③マスメデ、イアは，権力集団と比較し

て，影響力の弱し 1集団に接触の機会を与えているのかを明らかにしF メデ、イア多元主

義の現況について考察することにしたい.

1 圧力団体リーダーによる政治アクターの影響力評価

圧力団体リーダーは，政治アクターの影響力をどのように評価しているであろうか.

第 4次圧力団体調査には， Iあなたの団体が関連する政策についてF 次にあげるグル

ープは，どの程度の影響力を持っていると思いますかjとしづ設問があり，影響力を，

f非常に強しリ「かなり強いJIある程度日あまりないJI全くなしリの 5段階で評価するこ

とを求めている.本章では， I与党JI野党日中央省庁の政務三役JI中央省庁の官僚j

「経済・業界団体JI農林水産業団体JI労働団体JI市民団体.NPO・NGOJI学者・評

論家・文化人JIマス・メディアjの影響力を取り上げ， I非常に強しリを 5，I全くなしリを

1として影響力評価の平均値を算出した.その際， 1980年の「エリートの平等観J調査3

(三宅他 1986;Verba et a1. 1987)，および 2006年の JIGSII調査4における影響力評

3 1エリートの平等観」調査は，レヴァイアサン・データパンクを通して入手した

(http://www.bokutakusha.com/ldb/ldb_databank.html) .向調査の質問文は， 1下記の諸グループ。

が我々の生活にどの程度影響力をもっていると思いますか.……“非常に影響力あり"を 1とし“ほ

とんどなじ'を?とする尺度にあてはまると何点にあたりますかjであり，厳密にいえば，政策決定に

対する影響力ではなく，社会生活に対する影響力を測定する設問である.比較対象とした調査項

目の正確な表記は， 1労働自体J1農業団体J1経営者団体J1マス・コミ(新開，テレビ，ラジオ)J 1文

化人・学者J1市民運動・住民運動団体J1宮僚J1政党Jである.1エリートの平等観J調査で、は「与党j

f野党」を分けてたずねていないので，図 1にはいずれも「政党jの値を記した.それ以外の項目は

ほぼ同等のものとみなせるであろう.第4次圧力団体調査と比較するために，変数 sector13の11

財界J12労働組合J13農業団体J110市民運動・住民運動自体J111部落解放同盟J112婦人

運動団体」に該当するサンフ。ノレを選び，政治家や官僚，マスメディア，文化人・学者などを分析か

ら除いた.ただ、し全サンフ。ノレで、計算しても，平均値に著しい違いはない.

4 JIGS II調査の質問文は， i次にあげるグループは，日本の政治にどの程度の影響力を持ってい

ると思いますか.日本政治全般とあなたの団体が関心のある政策領域について， ~ほとんど影響力
なし』を 1とし『非常に影響力ありを?とする尺度にあてはめて，点数をご記入くださしリである.調

査項目は 26項目にわたるが，比較対象としたものの正確な表記は， 1農林漁業団体J1経済・業界

団体Ji労織団体J1市民団体Ji与党J1野党Jiマスメディアjである.第4次圧力団体調査の質問文

で「あなたの団体が関連する政策についてJとなっているので， JIGsrr調査は， 1あなたの団体が
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価と比較した.両調査はp ①調査対象が圧力団体に限定されておらず，②質問文や

調査項目も第 4次圧力団体調査と同ーではなく，③影響力を 7段階尺度で測定して

いる5ので比較には慎重さを要するが，その結果を示したのが図 1である.最大値が 5，

最小値が lで、測っているので， 3が中間となる.

まず 1980年の「エリートの平等観j調査によれば¥官僚(4.00)と政党(3.95)の影響

力が高いとされ，次に経済・業界団体(3.73)，さらに労働団体(3.46)，農林水産業団

体(3.43)が続色学者・文化人(3.02)や市民団体(2.92)は影響力があまり高くない.こ

れらのアクターの影響力の順序は，「55年体制j当時の政治の常識に近し¥ものであっ

たといえよう.これらのアクターよりも高い影響力を持っているとされるのがマスメディア

(4.34)である.

しかし JIGSII調査では， iエリートの平等観」調査と違ってF マスメディア(3.23)の影

響力はあまり高いとはいえない.官僚が調査項目にないので不明であるが 3 経済・業

界団体(4.10)，農林水産業団体(3.84)，与党(3.60)が高いのは， iエリートの平等観J

調査と共通する.一方，市民団体(3.51)の影響力が高いのに対して，労働団体(2.90)， 

野党 (2.70)の影響力は低い.

これらを踏まえて第 4次圧力団体調査の結果を見ると，アクターの影響力評価は全

体的にあまり高くない.影響力が相対的に高いのは官僚(3.30)と与党 (3.28)で3 政策

決定の中核にあると考えられてきたアクターである.圧力団体の影響力は総じて低く，

経済・業界団体(2.60)，市民団体(2.44)，労働団体(2.32)，農林水産業団体(2.02)

である.マスメディア(2.78)はF 圧力団体よりも高く，野党 (2.82)とほぼ同じぐらいであ

る.

以上のように第 4次圧力団体調査のマスーメデ、イアの影響力は， iエリートの平等観」

調査のそれよりも低い.質問文が同じで、はないことに起因する面もあるカもしれないが F

マスメディアの影響力は?かつて蒲島(1990)が論じたときよりも低下していると思われ

る.

関心のある政策領域についてJの回答を用いた.nGSlI調査は社会団体全般を対象としているの

で，第 4次圧力団体調査と比較するに際して， r他所に支部・支所がある団体の本部」のみを選ん

で分析した.団体本部のみを選んだ場合とそうでない場合とを比較しても，平均値にあまり大きな

違いはない.ただし「政治全般J~こ対する影響力と「団体が関心のある政策領域」に対する影響力
との問には違いがある.団体本部のみを選んだ場合の「政治全般Jに対する影響力評価は，与党

3.44，野党 2.64，経済・業界団体 3.80，農林漁業団体 3.11，労働団体 2.86，市民団体 2.56，マ

スメディア 2.48で，すべて図 lの値を下回り，マスメデ、イアの影響力評価は，政治アクターのなか

で、もっとも{民いことになる.

5 7段階尺度を 5段階尺度に揃えるため， 7段階尺度の回答から 1を引し 1て6で害IJり， 4を掛けた

うえで 1を足し，小数第 3位を四捨五入した値を代入した.rエリートの平等観」調査はF非常に影

響力があるとしづ回答が 5になるようにコードした.
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図1政治アクターの影響力評価の比較

-野党 議官糠

一一農林水産業団体 口出ー労働団体

学者・評論家・文化人一一山マスメディア

一一一与党

白血経済・業界団体

・・市民団体.NPO・NGO .' 
4，5 

4，0 

3.0 

2.5 

3.5 影
響
力
評
価

平等観調査 JlGSII調査 圧力団体調査

与党 3.95 3.60 3.28 

野党 3.95 2.70 2.82 

官僚 4.00 3.30 

3.73 4.10 2.60 

3.43 3.84 2.02 

労働回体 3.46 2.90 2.32 

2.92 3.51 2.44 

3.02 2.55 

4.34 3.23 2.78 

2.0 

出所:エリートの平等観調査， JIGSII調査，第4次圧力担体調査.

2 異なる種類の団体による政治的アクターの影響力評価

荷台節では，すべての圧力団体リーダーによる政治アクターの影響力評価を見たが 3

異なる種類の圧力団体のリーダーが，政治アクターの影響力をどう評価しているかを

示したのが図 2である.
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図 2 圧力団体による政治アクターの影響力評価
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圧力団体リーダーによる政治アクターの影響力評価はF 団体の種類によってかなり

の違いがある.たとえば農林水産業団体リーダーは，官僚を 3.80，与党を 3.71)政務

三役を3.57とy影響力を高く評価しているが 3 同じ政治アクターに対する宗教団体リー

ダーの評価は，与党が2.67，官僚が 2.22，政務三役が 2.11である.

しかしどの種類の団体リーダーも 9 官僚と与党の影響力を上位の階層に置いている.

官僚と与党では，前者の影響力のほうが高いとしているのが農林水産業団体，経済・

業界団体，教育団体，行政関係団体のリーダーであり F 後者の影響力のほうが高いと

しているのが労働団体3 市民・政治団体3 宗教団体のリーダー，両者の影響力を同じ

と捉えているのが福祉団体と専門家団体のリーダーである.政務三役の影響力は，多

くの図体リーダーがF 官僚や与党のそれに次ぐものと見ており F 官僚と与党が政策決

定の中心にあるとしち理解は共有されているとし1えよう.

さまざまな団体の影響力は p 団体の種類によって評価が異なる.農林水産業団体

は，問団体のリーダー自身が，官僚や与党に次ぐ影響力を持っと評価している (3.64)

がF 他の団体リーダーによる評価はp 取り上げた政治アクターのなかで、もっとも低い.

労働団体も，問団体のリーダー自身の評価は，官僚や政党を上回っている (3.77)が，

他の団体リーダーによる評価は総じて低い.経済・業界団体は，農林水産業団体や労

働団体よりも影響力が高いと見られる傾向があるが，経済・業界団体リーダー自身を

除いて影響力があまり高いと捉えられているわけではない.経済・業界団体と同じよう

な傾向は3 市民団体.NPOにも見られる.

マスメデ、イアの影響力は，さまざまな圧力団体の影響力よりも高く評価される傾向が

ある.宗教団体リーダー (2.80)はy 取り上げた政治的アクターのなかで、マスメデ、イアの

影響力がもっとも高いと評価しているし，農林水産業団体 (3.21)，市民・政治団体

(3 J 1) ，教育団体(3.00)，福祉団体(2.90)，労働団体(2.90)のリーダーは3 官僚や与

党y あるいは政務三役に次ぐ影響力を有すると評価している.もっとも F 専門家団体リ

ーダー (2.84)のようにF マスメディアの影響力を野党の影響力より低く見ているものもあ

る.だがマスメテ、イアは，政策決定過程に直接関与していないにもかかわらず，その影

響力が総じて相対的に高く評価されていると考えることができよう.

3 圧力自体リーダーと政党のイデオロギー

蒲島は，圧力団体リーダーが，政策決定者とイデ、オロギーを共有しているとき，協調

関係のなかで影響力を行使しうるとしている(蒲島 1985:153).第 4次圧力団体調査

には，圧力団体リーダーに，自己および政党(自民党3 民主党，公明党 3 社民党，共

産党)を 11段階のイデオロギー尺度上に位置づけさせる質問がある.団体の種類ごと

のイデオロギー平均値と，圧力団体リーダーの認識する政党のイデ、オロギーの平均値

をあわせて示したのが図 3である.
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図3国体による政党のイデオロギー尺疫上の位置の平均値
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出所:第4次圧力団体調査.

圧力団体リーダーのイデオロギーは，経済・産業団体 (5.62)，農林水産業団体

(5.38)のやや保守的なものから F 労働団体(3.78)，市民・政治団体(3.88)のリベラル

な団体まで，し、くらか開きがある.しかし圧力団体リーダーの認識する政党のイデオロ

ギーは，自民党(6.85)，公明党 (5.98)，民主党(5.01)，社民党 (3.37)，共産党 (2.75)

と，より大きな懸隔をもって並んでいる6 図 3を見ると，圧力団体リーダーのイデ、オロギ

ーはF 政党のイデ、オロギー的な分極化に対応して存在しているわけではない.第 4次

圧力団体調査には F 圧力団体リーダーが，官僚のイデオロギーをどのように認識して

いるかという調査項目は存在しないので推測にとどまるが 3 官僚はy 公明党と民主党

の詞に平均値があると考えられる.そして官僚は 3 圧力団体の選好をある程度広く包

括するが，労働図体や市民・政治団体の選好は，とくに自民党・公明党の連立政権で

あれば，劣後的に扱われるのではなし1かと思われる.

それではp 圧力回体リーダーのイデオロギーはF 圧力団体の活動と関係がないので

あろうか.第 4次圧力団体調査ではF 圧力団体の支持政党を， Iあなたの団体と各政

党との関係についておたずねします.各政党に対するあなたの団体の支持の程度は，

どれ位でしょうかJとして，それぞれの政党について， I非常に強く支持しているJIかな

り強く支持している汀ふつうJIあまり支持していなし'¥J I全然支持していなしリの 5段階

でたずねている.また政党との接触度色「あなたの団体が政党に働きかけをする場合F

どの政党と接触することが多いでしょうか.現在と 2009年の政権交代前について，次

の尺度でどの程度の頻度かお示しくださしリとしてp それぞ、れの政党について， 1非常

6 国民新党，みんなの党のイデオロギー位置は調査されていない.
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に頻繁Jrかなり頻繁Jrある程度JrあまりないJr全くなしリの 5段階で、回答してもらって

いる.支持・接触の程度を民主党，自民党，公明党 2 社民党，共産党のそれぞれにつ

いてたずねているのでp 支持・接触の程度がもっとも強し 1政党が複数存在する.その

場合は，複数の政党をもっとも支持・接触しているとし，各圧力団体が，もっとも支持し

ている政党 F もっとも接触している政党，政権交代前にもっとも接触していた政党じ圧

力団体リーダーのイデオロギーとのイータ値(η)を求めた.イータ値は，間隔尺度で、測

られた従属変数とカテゴリーの少ない独立変数との連関度を示し， 0から 1までの値を

とり，数が大きいほど連関度が高い.表 1は，その結果を示したものである.

表1圧力団体リーダーのイデオロギーと

政党支持・政党接触とのイータ値

% N η N 

政党支持

民主党 83.1 236 .12 223 

自民党 80.0 235 .38 222 

公明党 61.5 231 .10 218 

共産党 54.3 230 .05 218 

社民党 61.5 231 .14 219 

政党接触(現在)

民主党 88.2 262 .00 244 

自民党 68.4 263 .23 244 

公明党 47.1 259 .02 243 

共産党 39.1 256 .16 242 

社民党 40.5 257 .21 243 

政党接触
(政権交代前)

民主党 61.4 254 .16 239 

自民党 82.9 257 .34 241 

公明党 45.7 254 .02 240 

共産党 36.9 252 .16 239 

社民党 39.5 253 .19 240 

出所:第4次圧力団体調査.
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民主党をもっとも支持していると回答した圧力団体は 83.10/0，自民党をもっとも支持

しているのは 80.00/0である.公明党や社民党も 61.50/0，共産党でさえ 54.30/0がもっとも

支持しており，多くの圧力団体が複数の政党を支持している.圧力団体リーダーのイ

デオロギーと政党支持とのイータ値は，自民党支持が 0.38で連関が高く，リーダーが

保守的な団体ほど自民党を支持している.社民党支持や民主党支持は，イータ値が

やや高く，リーダーがリベラノレな団体ほど、それらの政党を支持する傾向がある.

現在の政党接触，政権交代前の政党接触についてもフ政党支持と同様の傾向があ

り，圧力団体は複数の政党に接触している.圧力団体りーダーのイデオロギーと政権

交代前の政党接触とのイータ値は，自民党接触が0.34で連関がやや高く，リーダーが

保守的な団体ほど自民党と接触していた.他の政党への接触は，社民党接触が 0.19，

民主党接触が 0.16，共産党接触が 0.16で連関がややあり，リーダーがリベラノレな団体

ほど接触する傾向がある.しかし政権交代によって，自民党に接触する圧力団体は

82.9%から 68.4%に減る一方y 民主党に接触する圧力団体は 61.40/0から 88.20/0に増え

ている.イータ値はR 自民党接触が 0.23，民主党接触も 0.00に低下した.つまり団体リ

ーダーのイデオロギーとの連関がなくなり，保守的な団体だ、からといって自民党に接

触するわけではなく，リーダーのイデオロギーにかかわらずF 圧力団体が民主党に接

触するようになったことがわかる.公明党接触はF 政権交代前後とも 0.02で，団体リー

ダ、ーのイデオロギーとの連関はない.

このように圧力団体は，複数の政党を支持しているが F 自民党支持と団体リーダー

のイデオロギーとは連関している.また圧力団体は，複数の政党に接触しているが，政

権交代によってF 団体リーダーのイデオロギーと自民党接触，民主党接触との連関が

小さくなっている.どの政党が政権の座にあるかによって，圧力団体は，政党との接触

の仕方を変えることを示唆している.

4 圧力団体の政党への接触度

圧力団体は，政党とどのぐらい接触しているのだろうか.図 4-1，図 4-2は，異なる種

類の圧力団体がF どの政党と接触しているのかを示したものである.接触度は， r非常

に頻繁jを5，rかなり頻繁jを4，rある程度Jを3，rあまりないJを2，r全くなしリを 1とし

て計算した平均値である.

政権与党で、あった民主党への接触度が 3を超えているのは，労働団体(3.87)と市

民・政治田体(3.34)である.この二つは社民党や共産党への接触度も相対的に高い

一方，自民党への接触度が低い.とくに労働団体の自民党への接触度は1.87でp 本

章で取り上げた圧力団体のうちもっとも低い.ほかの団体の多くも，民主党への接触

度が，自民党への接触度より高い.しかし経済・業界団体や農林水産業団体は，民主

党への接触度と自民党への接触度がほぼ同じである.宗教団体のみ，自民党への接

触度が，民主党への接触度よりも高い.
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公明党への接触度は3 ほとんどの団体が3 民主党や自民党への接触度よりもやや

低い.宗教団体はもちろん p 農林水産業団体も，公明党にはあまり接触していない.

それ以外の政党への接触度は p 市民・政治団体が社民党 y 共産党，労働団体が社民

党に他団体よりも接触しているが p どの団体も全体として低い.民主党への接触度が

高い一方，国民新党や社民党への接触度が高くないという事実はフ圧力団体が 3 連

立政権の中心となる政党に接触する傾向があることを示唆している.
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福祉団体 2.92 2.58 2.33 

専門家団体 2.79 2.32 2.00 

市民・政治団体 3.34 2.52 2.30 

1.89 2.56 1.11 

出所:第4次圧力団体調査.
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図4-2 団体別の政党接触度(民主党政権時)

ーーー農林水産業団体由園田経済・業界団体一一一労働団体
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共産党 社民党 みんなの党 国民新党

農林水産業団体 1.23 1.31 1.08 1.15 

経済・業界団体 1.27 1.32 1.38 1.45 

労働団体 1.79 2.59 1.66 1.79 

教育団体 1.44 1.44 1.38 1.38 

行政関係団体 1.45 1.73 1.64 1.64 

福祉団体 1.72 1.79 1.85 1.85 

専門家団体 1.61 1.50 1.44 1.50 

市畏・政治団体 2.33 2.79 1.81 1.84 

宗教団体 1.11 1.22 1.56 1.44 

出所:第4次圧力団体調査.

政権交代によって圧力団体の政党への接触度は変化したのだろうか.リコール調査

ではあるが F 現在の接触度から政権交代前の接触度を引いた接触度の増減を民主党

と自民党について比較した.図 5がその結果である.

労働団体は，政権交代によって民主党と自民党への接触の仕方が大きく変化して

おらず3 むしろいずれの政党との接触も減っている.それ以外の団体はフ政権交代に

よってF 多かれ少なかれ，民主党への接触を増やし2 自民党への接触を減らしている.
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とくに教育団体，農林水産業団体3 専門家団体の傾きが大きく，これらの回体がF 民

主党へ接近し3 自民党から離れたことがわかる.

以上のように圧力団体は，政権の中心となる政党に接触している.また労働団体を

除主政権交代によって民主党への接触を増やしう自民党への接触を減らしている.

図5団体別の政党接触度の増減

ーーー農林水産業団体ーー"経済・業界団体一一一労働団体

一一…教育団体 一一一行政関係団体 ー町田福祉団体

一一専門家団体 ……市民・政治団体…H ・H ・.，宗教団体

1.2 >1 

1.0 

0.8 

民主党 自民党

農林水産業団体 0.92 ・0.23

経済・業界団体 0.51 心.30

労働団体 心 03 ・0.13

1.13 -0.38 
一一一一一 一一0.45 -0.18 

0.47 -0.34 

0.68 ー0.52

0.23 ー0.29

0.11 -0.11 

出所:第4次圧力団体調査.
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5 圧力団体の行政への接触度

第4次圧力団体調査には，政党接触のほかに， rあなたの団体が行政に働きかけを

する場合，次のそれぞれの役職の方とどの程度接触されるで、しょうかJとして，首相・官

房長官・大臣・高IJ大臣・政務官・事務次官・局長・課長・課長補佐・係長への接触度を

たずねる質問が置かれている.図 6は，異なる種類の圧力団体が p どの程度，首相・

官房長官・大臣・高Ij大臣・政務官とし 1う内閣のポストに接触しているかを示したもので

ある.接触度は， r非常に頻繁Jを 5，rかなり頻繁」を 4，rある程度jを 3，rあまりなしリ
を2，r全くなし'Jを1として計算した.

図6 団体別の内閣接触度(民主党政権時)

ーーー農林水産業団体国自由経済・業界団体一一一労働団体

一一教育団体 一一一行政関係団体 』甲南福祉団体

一一専門家団体 ……市民・政治団体・・……宗教団体

4.0 

3.5 

3.0 

接
触 2.5

度

ハ
υ

1
A
 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

2.0 

1.5 

官長一房官 大臣

経農林済水・業産界業団団体体 11.2291 11..2291 21..7145 21..2841 211.84 8 

} 

労働団体 1.55 1.53 2.52 252 2.55 
一一一一一一一1.13 1.19 2.19 2.06 

1.46 1.85 1.85 

福祉団体思体 112.333 11..2238 21..2951 218308 21397 5 
専門家居

一 一 一一一 一一一 ~一 一1.63 1.60 2.69 2.61 2.56 

一一一一一一1.30 1.20 1.70 1.60 1.40 

出所:第4次圧力団体調査.
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首相，官房長官への接触度は，大臣 p 高Ij大臣 p 政務官への接触度よりも，全体とし

て低い.大臣).ailJ大臣2 政務官への接触度は，団体ごとのばらつきが大きいがp 首相

や官房長官に対するそれぞれの団体の接触度の違いはあまり大きくない.

内閣のポスト全般に対して圧力団体の接触度は低いが，相対的に高いのは市民・

政治団体と労働団体である.これとは逆に経済・業界団体は，首相や官房長官だけで

なく，大臣以下のポストに対する接触度が低い.教育団体は首相や官房長官への 3 宗

教団体は大臣や副大臣，政務官への接触度が低い.

2.0 

1.5 

1.0 
課長 課長補佐 係長

農林水産業団体 2.29 2.86 3.29 3.50 3.21 

経済・業界団体 1.93 2.57 3.27 3.51 3.49 

2.68 3.32 3.34 3.25 
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図 7は3 異なる種類の圧力団体が，どの程度3 事務次官・局長・課長・課長補佐・係

長としち官僚に接触しているかを示したものである.宗教団体はp 著しく官僚への接触

度が低い.また行政関係団体は3 課長，課長補佐3 係長への接触度が他の団体に比

して低い.

他の団体の間には接触度にあまり大きな違いはなく，事務次官，局長F 課長の)1慣に

接触度が高くなり，課長以下への接触度はF 内閣ポストのそれよりも高い.ただし各団

体の課長，課長補佐，係長への接触度にはあまり違いがない.そのなかで，内閣ポス

トへの接触度がやや低かった経済・業界団体は，官僚への接触度が相対-的に高い.

また農林水産業団体は，課長y 課長補佐，係長への接触度が相対的に高い.労働団

体や市民・政治団体の接触度は，他の団体と比べて必ずしも低くない.

このように内閣?とくに大臣，副大臣，政務官への接触度は，圧力団体の種類によ

ってばらつきがあるがF 官僚への接触度はp ぱらつきが小さい.すなわち官僚はy どの

ような圧力団体に対しても，アクセス・ポイントを提供しているといえよう.

それではy 圧力団体の接触度は，自民党中心の連立政権から民主党中心の連立

政権に交代したことによって変化しただ、ろうか.図8はF 自公連立政権から民主党連立

政権への交代前後の内閣接触度の増減，図9は同じく官僚接触度の増減を第4次圧

力団体調査によって見たもので、ある.

一見してわかるのは，労働団体が， 0.18"'-'0.75ポイントにすぎないとはいえ3 内閣お

よび事務次官へ接触を増大させていることである.局長以下の官僚に対しても相対的

に接触が増えている.市民団体・NPO・NGOも3 内閣や官僚への接触度が相対的に

増えており F 自民党から民主党への政権交代によって，一般に権力に接触しにくし1と

捉えられている団体の権力への接触が増大している.これに対して経済・業界団体は，

接触がほとんど増えておらず，むしろ首相 3 官房長官，大臣，事務次官への接触は減

っている.農林水産業団体色副大臣と政務官への接触は若干増えているが，それ以

外の役職との接触はほとんど変化がない.
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図回一関接触度の増減 1 
一一一農林水産業団体自由国経済・業界団体一一一労働団体 i 
一一一教育団体 一一一行政関係団体 ーーー福祉団体 j 

一一専門家団体 ……市民・政治団体… H ・H ・..宗教団体 ! 

0.6ム一一一 一一一一一_. ~

0.4 
接

触

度 …
の
増

減
0.0 

幽 0.2

-0.4 首相 官房長官 大臣 副大臣 政務官

農オホ水産業団体 ー0.07 0.00 0.00 0.14 0.21 

経済・業界団体 -0.12 白 0.15 -0.07 0.02 0.05 

労働団体 0.18 0.23 0.55 0.65 0.75 

i 教育団体 -0.07 -0.01 0.19 0.13 

行政関係団体 0.00 0.00 0.08 

福祉団体 -0.06 -0.01 0.10 0.12 0.22 

同0.17 -0.11 0.1.0 0.10 0.16 

0.03 0.09 0.46 0.52 0.56 

出所:第4次圧力団体調査.
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一一一一一一"-.... ''''-.，，'''...~-_...._---一一一一一一…_'--'_…一一一一一

図9団体別の官僚接触度の増減

ー由一農林水産業団体ーーー経済・業界団体一一一労働団体

一・教育団体 一一一行政関係団体 ー回目福祉団体

一一専門家団体 ・・…・市民・政治団体…H ・H ・..宗教団体

0.6 

0.4 

-0.4 
事務次官 局長 課長 課長補佐 係長

農林水産業団体 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 

経済・業界団体 -0.04 0.00 0.02 0.00 0.03 

労働団体 0.40 0.25 0.29 0.24 0.22 

教育回体 0.20 0.17 0.26 0.26 0.26 

行政関係団体 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.16 

福祉団体 0.00 0.17 0.07 0.01 0.07 

専門家団体 ー0.05 0.21 0.00 0.05 0.06 

市民・政治団体 0.21 0.13 0.14 0.14 0.20 

宗教団体 0.00 0.00 -0.20 -0.20 0.00 

出所:第4次圧力団体調査.

「
円
U

1
』
A

1
1ム



これらは，団体が，政権交代の前後で接触度を自ら評価した結果であり，実際の接

触度の変化とはし 1えなしゅもしれない.首相・大臣・事務次官・局長・課長は， 1980年

の第 l次圧力団体調査以来，継続して圧力団体の接触度が調査されている.図 10-1

~図 10-4は， 1994年の第 2次圧力団体調査で、加わった係長を含め，農林水産業団

体，経済・業界団体p 労働団体，市民・政治団体の行政接触度の推移を見たものであ

る.

吋

i
S
i
gi
s--i
i

図10-1行政接触の推移(農林水産業団体)

一一ー事務次官

一一一係長

ーー一大臣

… … 課 長

一首相

ーー・局長

接

触

度

1.0 .1_………一一一……一一一一一~一一一一一…一一一一一一{由一一一一一一一一一一一
1980年 1994年 2003年 2012年

1.5 

首相 1.74 1.55 1.29 1.09 

大臣 2.83 2.32 2.14 2.45 

事務次官 3.04 2.36 2.29 2.64 

局長 3.96 3.27 2.86 2.82 

課長 4.65 3.91 3.29 3.45 

係長 3.95 3.21 4.00 

出所:第4次圧力団体調査.
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接
触
度 3.0

図10-2行政接触の推移(経済・業界団体)

回目帽首相 ーー一大臣 山田園田園事務次官

叩開聞岨局長 …・・・課長 一一一係長

5.0 

4.5 

4.0 

3.5 

…一………一一……
1980年 1994年 2003年 2012年

1.66 1.29 1.33 1.33 
一 一一一
2.63 2.03 2.09 2.09 

2.45 1.87 1.96 1.96 
一一一
3.69 2.72 2.91 2.91 
一一…一一…ー…
4.40 3.37 3.80 3.80 
一 一一

3.41 3.89 3.89 

出所:第4次圧力団体調査.
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図10-3行政接触の推移(労働団体)

…首相 四回一大臣 一一園事務次官

ー白幡局長 -課長 一一一係長

4.5 

4.0 

3.5 

接
触 3.0

度

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 
1980年 1994年 2003年 2012年

首相 1.75 1.38 1.49 1.55 
一 一 一一一大臣 2.92 2.42 2.24 2.52 

事務次官 2.87 2.34 2.30 2.13 

局長 3.92 2.92 3.19 2.68 

課長 4.13 3.38 3.49 3.32 
‘旬. 一係長 3.32 3.14 3.25 

出所:第4次圧力団体調査.
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図10~4 行政接触の推移柿民・政間体)

一一一首相 ーー一大臣 ー…"事務次官

ーーー局長 ・・・・・・課長 一一一係長

接
触
度

首相 0
0

一4
3

5
…f
b
 

'
1

叩

4
4

1.67 

2.44 

2
…
2
 

0
0

一0
0

1

一2
2.47 2.33 2.18 1.97 

局長 3.68 2.78 3.18 2.63 

課長 3.53 3.44 3.88 3.14 

係長 4.00 3.41 3.26 

出所:第4次圧力団体調査.

いずれの団体の接触度も，課長とイ系長が高く，次に局長 p さらにほぼ同じぐらいの

高さで大臣と事務次官が続き，首相が低い F とし 1う点ではおおむね共通している.経

済・業界団体の接触度は， 1994年以降一一課長と係長は 2003年以降一一，どの役

職についてもほぼ変化していない.農林水産業団体は F 首相や局長への接触度が一

貫して低下する反面F係長や事務次官p 大臣への接触度が 2012年に上昇している.

労働団体は，どのポストについても 1980年の接触度がもっとも高く， 2003年から 12年

にかけては大臣や局長，課長への接触度が上昇している.市民・政治団体は，事務

ハ
同
U

1
E
i
 

噌

E
A



次官と局長は 1980年3 首相・大臣・課長は 2003年に接触度がもっとも高くF いずれの

役職についても 03年から 12年にかけて接触度が低下している.

四つの図を横路ITして見ると F 以下のような特徴も見出せる.①労働団体は， 1980年

から 2012年にいたるまで3 経済・業界団体や農林水産業団体よりも首相・大臣への接

触度が高く(ただし 94年の農林水産業団体を除く)，事務次官・局長への接触度も 3

1980年， 94年， 2003年は経済・業界団体よりも高い.②市民・政治団体は， 1994年か

ら2012年にいたるまで3 経済・業界団体F 農林水産業団体，労働団体のどれよりも首

相・大臣への接触度が高く，事務次官・局長・課長への接触度も， 1994年や2003年に

は経済・業界団体より高く 3 農林水産業団体より高い場合もある.③1980年と94年は，

農林水産業団体がF 経済・業界団体よりもすべてのポストに対して接触度が高く F それ

は， 2003年以降，大臣・事務次官・係長については継続しているが，首相・局長・課長

については経済・業界団体の接触度が高くなった.

労働団体が， 1980年から2012年にいたるまでy 経済・業界団体や農林水産業団体

よりも首相や大臣に接触しているとし¥うのは p 私たちの“常識"に反することである.

1980年の第 l次圧力団体調査を分析した村松らは， r自民党へのアクセスの方は否

定されがちな労働，市民・政治団体で、あっても，局長，課長レベノレでは3 他の団体と等

しいアクセスを与えられていることがわかる.ただ，首相，大臣F 事務次官のような最高

位のレベルへのアクセスには制約があるようであるJ(村松・伊藤・辻中 1986:210)と述

べている7 自民党政権時代から F 労働者に関係する政策的な要求を行うためにy 年

に 2回程度p 連合(日本労働組合総連合会)会長が首相に直接会う「政労会見Jが行

われてきたが， r時間は一五~二O分程度で3 議題とシナリオが決まっており，セレモ

ニー的な色彩が濃しものだ、ったJ(荻野 2011:干 25)とされる8 連合以外の労働団体がF

首相にそれほど接触できるとも考えにくし¥

首相への接触度の標準偏差は， 1980年は，労働団体(N=52)が 0.86，経済団体

(N=88)が 0.82農業団体(N=23)が 0.92，市民・政治団体(N=19)が 0.77，94年は3

労働団体(N=50)が 0.64，経済団体(N=86)が 0.65，農業団体(N=22)が 0.80，市民・

政治団体(N=19)が0.50，2003年は，労働団体(N=37)が0.80，経済・業界団体(N=81)

が0.70，農業団体(N=11)が0.30，市民・政治団体(N=17)が1.24，2012年は，労働団

7もっとも，村松・伊藤・辻中 (1986:209)に掲げられている表4-20では3 首相への接触度(fたびた

びJ+iかなりJ+ rある程度」の合計)は農業団体 30.4%，経済団体 12.5%，労働団体 23.1%，市

民・政治団体 15.8%，大臣への接触度(1たびたび」十「かなりjの合計)は農業団体26.1%，経済団

体 12.5%，労働団体 23.1%，市民・政治団体26.3%などと示されており，分析結果の解釈に疑問が

残る.

8 i政労会見jは，その後，年 4回，開催されるようになった.しかし 1999年秋，連合が，年金制度

改革法案に反対すると，同年 12月p 政府は， i政労会見Jの開催を拒否した.小泉純一郎内閣下

の2001年 8月， r政労会見jが再開され3 政労使のトップ。会談も再開された(三浦 2007:104).第

2次安倍晋三内閣は， 2013年，連合の「政労会見Jの開催要求を拒否し，逆に「政労使協議jへの

参加を求め，連合は条件っきで、参加した.
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体(N=29)が0.95，経済・業界団体(N=87)が0.49，農業毘体(N=18)が0.61，市民・政

治団体(N=35)が1.03である.1980年と 94年に関してF 労働団体と経済団体や農業

団体との聞に著しいちらばりの違いがあるとまではいえないようである.したがって平均

をとったことによる偏りに由来するもので、はなふ回答に偏りがあると考えられる.経済

団体や農業団体には，首相との接触をあまり知られたくないとしづ意識が作用する一

方，労働団体には，首柁との接触を成果として誇示したいとしちインセンティブが働くと

思われ3 それが， 1980年に上述のような結果をもたらしたのではなし功入

以上のように労働団体や市民・政治団体の行政への接触度は経時的に見てみる

とF 自民党中心の連立政権から民主党連立政権への交代によって増大しているとは

いえないが3 これらの団体自身が，接触度が増大したと認識していることを重視すべき

であろう.

6 圧力団体のメディアへの接触度

以上から F 圧力団体の官僚へのアクセスは比較的関かれている.それでは?マスメ

ディアには，どのような圧力団体が接触しているのだろうか.

第 4次圧力団体調査には， rあなたの団体は，次にあげるメディア関係者とどの程

度接触していますかjとして，専門紙・業界紙F 新聞，雑誌・週刊誌F テレビ・ラジオへ

の接触度をたずねる質問がある.接触度は3 政党や行政と同様に5段階で測られてい

るので， r非常に頻繁Jを5，rかなり頻繁jを4，rある程度Jを3，rあまりなしリを2，r全く
ないJをlとして計算した.図 11はその結果である.

接触度は，多くの団体で，専門紙・業界紙，新聞，テレビ・ラジオy 雑誌・週刊誌の

順に高いといえよう.労働団体，宗教団体F 農林水産業団体は，専門紙・業界紙への

接触度が高い.新聞 F テレビ・ラジオ，雑誌とし 1ったマスメデ、イアへの接触度がもっとも

高いのは市民・政治団体であり，次に労働団体f 福祉団体が続く.新開への接触度が

3を超えているのはこの三つの団体だけであり F これらの団体も pテレビ・ラジオや雑誌

といったメデ、イアへの接触度はあまり高くない.行政関係匝体3 農林水産業団体，教育

忠体，経済・業界団体のマスメディアへの接触度は低い.団体のメディア接触度は総

じて低いといえよう.
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図11 団体別のメディア接触度

ー-農林水産業団体四四四経済・業界思体一一一労働団体

一一一教育団体 一一一行政関係極体 ー町一福祉団体

一一専門家団体 …・・・市民・政治自体…H ・H ・-・宗教団体
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接
触 2.5
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3.17 3.31 2.86 

3.40 2.80 2.30 

出所:第4次圧力団体調査.

7 圧力団体の影響力と権力への接触

このようにマスメディアへの接触度はF 市民・政治団体や労働団体が高く，経済・業

界団体や農林水産業毘体は低い.いわゆるほ5年体制」下で権力へのアクセスが容

易で、はなかった市民・政治団体や労働団体がマスメディアに接触し経済・業界団体

や農林水産業団体はさほど接触していなし、.蒲島(1990)の考察は現在にも当てはま

るのであろうか.それを以下3 検証していこう.
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(1)影響力評価得点と権力への接触度の単回帰分析

まず蒲島(1990)と同じように3 圧力団体による影響力の評価得点を独立変数，圧力

団体リーダーの権力への接触度を従属変数とする単回帰分析をしてみよう9

蒲島の分析データである「エリートの平等観J誠査の権力への接触度の設聞は， iあ

なたが日本の国全体の問題について意見を公けにしたいと思った場合フ個人的によく

知っていて，接触できる人が下記の中にありますか.してつでも番号にO印をつけて

下さしリとし1うものである.したがって蒲島はy 集団リーダーの権力への接触度としてF

接触できると回答した団体の占める割合(%)を用いている.そこで本章でもフ分析をで

きるだけ比較可能なものにするため， i非常に頻繁Jiかなり頻繁Jiある程度」と回答し

た団体の占める割合(%)を従属変数とした.各圧力団体の接触度は表2に示した.実

際に単回帰分析で使用するのは，影響力評価が行われている五つの毘体である.

また蒲島は，独立変数として，政治家・官僚などを含むすべてのエリートによる影響

力の評価得点を用いている.具体的には，経営者団体?労働組合，農業団体F市民

運動・住民運動団体?婦人運動団体，部落解放同盟の六つの集団の影響力評価の

平均値を利用している.第4次圧力団体調査ではF 婦人運動団体や部落解放同盟の

影響力は調査されていないのでp影響力が調査されている経済・業界団体，労働団

体3 農林水産業団体，市民団体.NPO・NGO，専門家団体の五つの団体に対する圧

力団体リーダーによる影響力評価得点(平均値)を使った.前述したように経済・業界

団体は 2.60，労働団体は 2.32，農林水産業団体は 2.02，市民団体.N-PO・NGOは

2.44，専門家団体は 2.59である(表 2参照)• 

単回帰分析の結果を一覧にしたのが表 3である.自由度調整済み決定係数を表に

示したが，団体の種類が五つしかないこともあり，決定係数が高いのは局長だけであ

る.課長以下の官僚や内閣ポスト，メディアは，決定係数がマイナスになるものも多い.

このように政治アクターへの接触を，全圧力団体リーダーによる影響力評価得点によ

って説明することはほとんどで、きず蒲島 (1990)が「エリートの平等観J調査を用いて

分析した結果とは大きく異なる.

9 Kabashima and Broadbent (1986)や務島 (1986)は，内額・官僚・メディアへの接触度を独立変数，
圧力団体の影響力評価を従属変数とする単回帰分析を行っている.
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表2圧力団体の内閣・官僚・メデ、イアへの接触度

接触度(%)

メディア官僚内閣影響力

評価
団体

テレビ・
ラジオ

雑誌新開専門紙係長課長補佐課長局長事務次官政務官副大臣大臣{E 

E
文一房{自首相

12.5 

21.1 

35.5 

38.1 

66.7 

12.5 

]5.4 

51.2 

50.0 

農林水産業団
体

経済・業界団体

労働自体

専門家団体

市民団体-

NPO・NGO
教育団体

行政関係団体

福祉団体

宗教団体

0.0 

21.J 

45.2 

333 

43.8 

53.6 

71.0 

61.9 

87.5 

82.7 

83.9 

71.4 

71.4 

80.4 

81.3 
68.4 

78.6 

82.6 

81.3 

75.。

78.6 

80.6 

83.9 

75.0 

78.6 

58.2 

61.3 

52.6 

42.9 

30.0 

45.2 

21.1 

50.0 

32.6 

61.3 

47.4 

50.0 

32.6 

58.1 

50.。

42.9 

27.0 

61.3 

47.4 

7.1 

2.3 

16.7 

11.1 

7.1 

3.4 

17.2 

11.1 

2.02 

2.60 

2.32 

2.59 

ト4

トコ
~ 

47.2 

0.0 

7.7 

39.5 

30.0 

83.3 

50.0 

46.2 

72.1 

80.0 

75.0 

68.8 

53.8 

79.1 

80.0 

82.9 

75.0 

46.2 

78.0 

20.0 

88.6 

68.8 

61.5 

8).0 

20.。

82.9 

68.8 

61.5 

81.0 

20.0 

62.9 

43.8 

53.8 

65.9 

O.。

25.7 

31.3 

38.5 

27.5 

0.0 

58.3 

43.8 

30.8 

32.5 

20.0 

61.1 

43.8 

30.8 

31.7 

30.。

62.9 

43.8 

30.8 

34.1 

30.0 

17.1 

0.0 

15.4 

5.1 
O.。

14.3 

0.0 

15.4 

0.0 

10.0 

2.44 

出所:第4次圧力団体調査.



表3圧力団体の影響力評価による政治アクターへの接触の単回帰分析

接触対象
定数 影響力評価

adjustedR2 

B SE p B SE p 

内閣

首相 14.8 31.9 .675 -1.7 13.3 .905 同 .33

官房長官 15.6 36.7 .699 -2.0 15.3 .904 蜘 .33

大臣 78.0 83.7 .420 国 12.4 34.8 .745 -.28 

高IJ大臣 88.9 60.4 .237 同 16.1 25.1 .567 -.17 

政務官 97.6 59.2 .198 -19.9 24.6 .478 -.10 

官僚

事務次官 ] 15.7 38.7 .058 制 34.6 16.1 .]21 .47 

局長 154.4 18.9 .004 同 38.3 7.9 .017 .85 

課長 85.3 20.5 .025 -2.1 8.5 .818 欄.31

課長補佐 77.3 29.2 .077 1.7 12.2 .900 間 .33

係長 65.7 37.3 .176 4.7 15.5 .784 -.30 

メディア

専門紙・業界紙 126.8 27.7 .020 -19.5 11.5 .189 .32 

新聞 6.4 82.5 .943 23.5 34.3 .542 国 .15

雑誌・逓刊誌 自 72.3 96.4 .508 42.5 40.1 .367 .03 

テレビ・ラジオ 四 44.7 111.1 .714 33.2 46.2 .524 ヘ14

出所:第4次圧力団体調査.

影響力評価の回帰係数が 5%水準で有意なのも局長だけである.影響力評価が l

高くなると，局長への接触が 38.3%減ることを示しており，影響力評価が高いほど，政

治アクターへの接触が少なくなっていくことになる.これは，蒲島の分析結果にも，私

たちの常識にも反する.

しかし以上のようになった理由の一端はF 専門家団体と市民団体-NPO・NGOの影

響力評価が高く，農林水産業団体と労働団体の影響力評価が低いためなのカもしれ

ない.したがって私たちは表 3の結果を無批判に受け入れるわけにはし1かないだろ

っ.

(2)自己影響力評価と権力への接触度の単回帰分析

そこで，全圧力団体リーダーによる影響力評価得点ではなく，自己影響力評価を用

いて単回帰分析をしてみよう.

第 4次圧力団体調査では，自己影響力評価について， rあなたの団体が関連する

政策について，あなたの団体はF どの程度の影響力をおもちでしょうかjとして， r非常

に強し'Jrかなり強し¥Jrある程度JrあまりないJr全くないjの 5段階でたずねている.全
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圧力団体リーダーによる影響力評価得点と当該圧力団体が含まれる団体分類の影響

力評価F 自己影響力評価の一つを比較したのが表 4である.

表4影響力評価と自己影響力評価の違い

団体分類
全圧力自体リーダ}による影響力評鏑 団体分類ごとの影響力評価 自己影響力評価

平均 標準備差 N 平均 標準偏差 N 平均 標準偏差 N 

農林水産業団体 2.02 1.057 262 3.64 1.447 14 2.93 0.704 15 

経済・業界団体 2.60 1.108 268 2.92 1.025 89 2.76 0.765 91 

労働団体 2.32 1.101 261 3.77 0.858 30 3.00 0.683 31 

教育巨体 3.2 1.207 15 

行政関係団体 3.09 0.701 11 

福祉団体 3.05 0.825 42 

専門家団体 2.59 1.032 259 2.83 1.200 18 2.89 0.809 19 

市民・政治団体 2.44 1.061 263 3.14 0.879 35 3.ω 0.8臼 36 

宗教団体 2.70 1.059 10 

その他 1.86 0.690 7 
一

2.89 0.831 277 

出所:第4次在力屈体諦査

労働団体，農林水産業団体，市民団体.NPO・NGOはp 圧力団体全体による影響

力評価よりも自己影響力を高く評価し，経済・業界団体は，団体全体の平均よりも自己

影響力が低い.全圧力団体リーダーによる影響力評価得点の標準偏差は，自己影響

力評価のそれよりも大きく F 圧力団体リーダーによる評価にばらつきがあることがわかる.

専門家団体を除き2 団体分類ごとの影響力評価が F 全圧力団体リーダーによる影響

力評価よりも高いので，圧力団体リーダーはF 自団体はともかく，自団体の属する圧力

団体分類の影響力を高く捉え，他の団体分類の影響力を低く評価していることを示し

ている全圧力団体リーダーによる影響力評価がなされている五つの団体に限定して，

全リーダーによる影響力評価得点と自己影響力とのスピアマンの順位相関係数を算

出すると回0.11(P=0.142)で，有意ではないものの，やや逆相関の関係にある.影響力

評価得点と自己影響力評価にギャッフ。があることから F 影響力評価や自己影響力評

価の信頼性に疑問を付す向きもあるだろう.本章でF どちらの指標がより現実を表して

いるのかを検証することはできないが，権力への接触度も自己評価であるのでF 自己

影響力評価を用いることが直ちに不当だとはいえないであろう.標準偏差が相対的に

小さいとし 1つでも 3 同じ種類の団体でも影響力は異なるであろうし，少なくともN=277を

確保できる点は長所である10

10ただし大臣はN=274，民主党と自民党はN=263である.
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表5圧力団体の自己影響力評価による政治アクターへの接触の単回帰分析

接触対象
定数 自己影響力評価

adjustedR
2 

B SE B SE P p 

内閣

首相 0.61 .148 .000 0.25 .049 .000 

官房長官 0.54 .140 .000 0.27 .046 .000 

大臣 0.22 .214 .298 0.64 .071 .000 

高IJ大臣 0.53 .209 .011 0.54 ..069 .000 

政務官 0.37 .211 .078 0.59 .070 .000 

官僚

事務次官 0.48 .210 .024 0.50 .070 .000 

局長 0.55 .217 .011 0.68 .072 .000 

課長 1.36 .237 .000 0.61 .079 .000 

課長補佐 1.66 .260 .000 0.55 .087 .000 

係長 1.97 .273 .000 0.51 .091 .000 

政党

民主党 0.96 .267 .000 0.63 .089 .000 

自民党 1.11 .237 .000 0.44 .079 .000 

メディア

専門紙・業界紙 2.13 .221 .000 0.35 .073 .000 

新聞 1.89 .220 .000 0.29 .073 .000 

雑誌・週刊誌 1.40 .190 .000 0.23 .063 .000 

テレビ・ラジオ 1.80 .211 .000 0.15 .070 .033 

出所:第4次圧力団体調査.

表 5は3 自己影響力評価を独立変数，団体の権力への接触度を従属変数とした単

回帰分析の結果の一覧である.権力への接触度は， 5段階評価を用い， i非常に頻繁」

を5，iかなり頻繁」を 4，iある程度」を 3，iあまりなしリを 2，i全くなしリを 1とした.

自由度調整済み決定係数はいずれも低いので，自己影響力評価でも p 権力への

接触を十分に説明できるわけではない.しかし回帰係数は，大臣と政務官への接触の

定数を徐いて， 50/0水準で、有意で、あった.

自己影響力評価の回帰係数はすべて正の値であり，自己影響力評価が高い団体

ほど，接触度が高いことを意味している.局長，大臣，民主党，課長，政務官，課長補

佐?高IJ大臣F 係長は，自己影響力評価の係数が相対的に大きく F 自己影響力評価の

高い団体ほど接触していることになる.他方，テレビ・ラジオ3 雑誌・週刊誌，首相，官

房長官，新聞は，自己影響力評価の係数が相対的に小さくF 自己影響力評価の高い

団体ほど接触度が高いとはし 1えy 自己影響力評価の違いによる接触度の差はやや小

さい.決定係数も，マスメディアは他の政治アクターよりも小さい.

以上のように内閣や官僚への接触は自己影響力評価と関係があるが，マスメディア

への接触は自己影響力評価とあまり関係はない.つまり自己影響力評価が高い団体
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ほど内閣や官僚にアクセスしやすいのでF 自己影響力評価が低い団体は相対的に内

閣や官僚にアクセスしにくし1が3 マスメデ、イアは自己影響力評価が低い団体にも門戸

を開方女しているといえよう.

ここから，蒲島(1990)のしづメディア多元主義に近い状況はF 現在もなお残っている

と考えることも可能である，ただし自己影響力評価が高かったのは3 し1わゆる155年体

制Jで、は権力の中核にアクセスしにくかった労働団体や市民団体.NPO・NGOであり，

権力の中核にアクセスしやすかった経済・業界団体の自己影響力評価は棺対的に低

い.自民党から民主党への政権交代によって3 これまで、権力に接触しにくかった団体

が権力に接触できるようになり，それゆえ自己の影響力が大きし法認識するようになっ

た可能性もある.また農林水産業団体は自己影響力評価が高いが F 民主党連立政権

発足前の自公連立政権下の農政に不満を強め，自民党から距離を置く傾向があった.

このように考えれば，民主党連立政権下の圧力政治は，「55年体制j下のそれとはか

なり様相を異にしていたと考えたほうがよさそうで、ある.

σ)自公連立政権時の自己影響力評価と権力への接触度

そうだとすれば，民主党政権以前の自公連立政権のときの団体の自己影響力と権

力への接触度はどのような関係にあったのだ、ろうか.つまりメデ、イア多元主義の構図の

変化は，民主党政権への交代によって起こったものなのか，それとも政権交代以前に

生じていたものだったのかF それを明らかにしたい.

前述したように自公連立政権から民主党連立政権への交代前後の内閣および官僚

への接触度は，労働団体や市民団体・NPO・NGOなど，これまで、権力に接触しにくか

った団体の権力への接触が増大し，経済・業界団体や農林水産業団体はあまり増え

ていない.それは，これまで、権力に接触がで、きなかった団体が権力に接触できるよう

になり，それを自己の影響力が増大したと逆の因果関係で捉えている可能性もある.

そこでp 内閣および官僚への接触度の増減を主成分分析によって一つの因子にまと

めて独立変数とし，自己影響力評価を従属変数とする単回帰分析を行った.詳細な

結果は割愛するがF 自由度調整済決定係数は 0.002で，有意な回帰式は導出されな

かった.自己影響力評価の増減を従属変数にしているわけで、はないので断言はでき

ないが，接触度の増減が自己影響力評価に影響を与えているわけではなさそうであ

る.

第 4次圧力団体調査には，自公連立政権時代の接触度のリコーノレ調査があるが，

残念ながらマスメディアへの接触度の項目がない.そこで、対称な比較ではないが，

nGsn調査のデータを使って，自己影響力評価を独立変数，団体の権力への接触度

を従属変数とした回帰分析を行ってみよう.
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表6影響力評価と自己影響力評価の違い(JIGsn調査の場合)

団体分類
全国体Yーダーによる影響力評価 毘体分類ごとの影響力評価 自己影響力評価

平均 標準偏差 N 平均 標準偏差 N 平均 標準偏差

農林水産業団体 3.85 1.505 1，482 3.69 1.604 261 2.98 0.973 

経済・業界団体 4.10 1.297 1，508 4.14 1.211 333 2，74 0.913 

労働窪体 2.90 1.152 1，492 3.19 0.925 156 2.49 0.850 

教育自体 3.14 0.986 1，521 3.18 0.996 70 2.61 0，909 

行政関係団体 2.81 1.051 1，524 2.83 1.119 62 2.74 1.001 

福祉団体 2.59 1，229 1，462 2.68 1.184 143 2.86 1.026 

専門家団体 2.67 1，177 1，461 2.51 1.052 90 2.70 0.953 

政治団体 3.38 1，204 lA74 3.42 1.176 40 3.22 0.864 

市民団体 3.51 1.172 1，487 3.58 1.076 54 2.61 0.832 

学術・文化屈体 1.85 0.999 1，450 1.89 1.104 63 2.17 0.895 

趣味・スポ}ツ団体 3.14 1.380 1，459 2.76 1.520 53 2.40 1.072 

宗教回体 2.91 1.258 1，460 3.21 1.198 13 2，00 0，816 

2.69 0.968 

出所:nGSn譲査.

ただし J10SII調査の自己影響力評価の質問文は， 'Qllで、お答えになった地域

〔団体が活動対象とする地理的な範囲)でF あなたの活動分野において何か政策の問

題が生じたときあなたの自体はどの程度影響力をもっていますかj品、うもので，第 4

次圧力団体調査とまったく同ーとし 1うわけではない.第 4次圧力団体調査について示

したもの(表的と伺様に，影響力評価と自己影響力評価との違いを表 6に示した.全

団体リーダーによる影響力評価とその団体分類ごとの平均には大きな差はあまりない

が3 これらと自己影響力評価には開きがある.全団体リーダーによる影響力評価得点

と自己影響力評価とのスヒ。アマンの順位相関係数も 0.10(p=0.000)でp 両者はあまり

相関していなし'¥.また自己影響力評価はF 倍々の団体分類のちらばりは小さいが，全

体の自己影響力評価のちらばりも小さく，団体聞の自己影響力の違いはあまりない.

そのため自己影響力を独立変数としても，従属変数にあまり影響を及ぼさない可能性

が高し吃思われる.しかし第 4次圧力団体調査との比較としづ意味で，自己影響力評

価を用し 1ることにしよう.

また接触度については， '次にあげる中にあなたの団体が接触できる人がいますか.

あてはまるすべての番号にOをつけてくださしリとして， '国会議員J，中央省庁の課長

以上日新聞記者J，テレビ放送記者」などを挙げている.ここには政党は含まれておら

ず，政党については別に， 'あなたの団体が政党に働きかけをする場合 2 次にあげる

政党とどのくらし、接触しますかJ~v '¥う設問がある.政党接触度は「非常に頻繁J，かなり

頻繁J'ある程度Jrあまりない日まったくなしリの 5段階尺度であるが，前者の設問はF

接触があるか否かをたずねているだけなので，量的変数ではない.したがって前者の
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設聞についてはロジスティック回帰分析を，政党接触度の設問については単回帰分

析を行うことにした分析対象はp 団体本部のみを選んだ.

接触対象

政党

自民党

民主党

出所:nGSrr調査.

表7団体の自己影響力評価による政党への接触の単回帰分析

定数 自己影響力評価

B SE P B SE p 

0.99 .072 .000 0.38 .025 .000 

1.17 .067 .000 0.17 .023 .000 

表 7は，自公連立政権当時の団体の自己影響力評価と政党接触度との関係を分

析した結果である.いずれも自由度調整済み決定係数の値は高いとはいえないが，

自己影響力評価が高い団体ほど自民党に接触しているのに対し，民主党への接触の

度合いは自民党のようには増えない.つまり自回体に影響力があると感じている団体

ほどF 政権与党である自民党に接触しており，民主党へはあまり接触しないことを示し

ている.この点は，本章第 4節の分析と符合するといえよう.

表 8は，自公連立政権当時の団体の自己影響力評価と国会議員 3 官僚，メディア

への接触との関係を示したものである.擬似決定係数は小さく，有意な回帰式が得ら

れているとはいえない.ただ、y さほど大きな差があるとはいえないがp 国会議員への接

触は 3 自己影響力評価の高い団体ほど増える傾向があるのに対して，官僚，新聞記

者，テレビ記者の順に自己影響力評価との関係がなくなっている.

表8団体の自弓影響力評価による議員・官僚・メデ、イアへの接触のロジスティック回帰分析

接触対象
定数 自己影響力評価 Cox;.Snell 

R2 B SE p B SE p 

国会議員 -0.88 .133 .000 0.37 .047 .000 .03 
課長以上の官僚 .:1.49 .143 .000 0.26 .049 .000 .01 
メディア

新開記者 -0.80 .131 .000 0.23 .046 .000 .01 
テレビ記者 -1.78 .157 .000 0.20 .053 .000 .01 

出所:nGSII調査.
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どの回帰分析の結果も決定係数が大きくないので，務島 (1990) が~55年体制」下に

ついて論じたようなメディア多元主義の構図を明確に認めることはで、きないように思わ

れる.しかし自己影響力を高く評価している面体一一一表 6によれば?政治団体，農林

水産業団体，福祉団体，経済・業界団体，行政関係団体p 専門家団体などーーは，

政権与党や国会議員に接触する傾向があり，官僚やメディアへの接触は，自己影響

力評価の影響は相対的に低いことから，メディア多元主義の構図がF かなり弱し 1なが

らも，残存していたのではなし 1かと考えられる.

圧力政治の様相は，自民党から民主党への政権交代によって変化した.これまで

権力に接触しにくかった団体が権力に接触できるようになり 3 圧力団体は，マスメデ、イ

アの機能を待つまでもなく，これまで、取り上げてもらうことので、きなかった自分たちの声

を政治過程に反映させようとすることができるようになったので、ある.

結論と含意

本章で明らかになったのは以下のとおりで、ある.

①今日の圧力団体リーダーはF 政治アクターの影響力を全体としてあまり高く評価して

いない.影響力評価が相対的に高いのは官僚と与党でF 従来，政策決定の中核に

あると考えられてきたアクターである.経済・業界団体を含めて圧力団体の影響力

は総じて低いと評価されている.マスメディアの影響力は，圧力団体よりも高く，野党

とほぼ同じぐらし吃評価されているが，かつて蒲島(1990)が論じたときよりも低下し

ていると思われる.

②圧力団体の種類によってりーダーの政治アクターの影響力評価はかなりの違いが

あるが，どの種類の団体リーダーも，官僚と与党の影響力を上位の階層に置いてい

る.マスメデ、イアの影響力は，政策決定過程に直接関与していないにもかかわらず，

さまざまな圧力団体の影響力よりも総じて高く評価されている.

③圧力団体リーダーのイデ、オロギーは，経済・産業団体，農林水産業団体のやや保

守的なものからp 労働団体，市民・政治団体のリベラノレな団体までF やや開きがある.

しかし圧力団体リーダーの認識する政党のイデオロギーはより分極的で，各団体は3

政党の分極化に対応して存在しているわけではない.

④圧力団体は，複数の政党を支持しているが，自民党支持と団体リーダーのイデオロ

ギーとは連関している.圧力団体は，複数の政党に接触しているが，政権交代によ

ってR 回体リーダーのイデオロギーと自民党接触，民主党接触との連関が小さくなっ

ている.どの政党が政権の座にあるかによってF圧力団体はF政党との接触の仕方

を変える.

⑤労働団体や市民・政治団体など，多くの団体は，民主党への接触度が自民党への

接触度よりも高い.ただし経済・業界団体や農林水産業団体は F 民主党への接触

度と自民党への接触度がほぼ同じ，宗教団体はF 自民党への接触度が民主党へ
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の接触度よりも高い.労働団体は，政権交代にもかかわらずF 民主党と自民党への

接触の仕方が大きく変化していないが3 それ以外の団体は1 政権交代によって，多

かれ少なかれ3 民主党への接触を増やしy 自民党への接触を減らして'しも.とくに

教育団体，農林水産業団体，専門家団体が，民主党へ接近しF 自民党から離れた.

またどの圧力団体も民主党への接触度は高いが国民新党や社民党への接触度

は低く，団体はF 政権の中心となる政党に接触する.

⑥圧力団体の内閣のポスト全般に対する接触度は低いが，相対的に高いのは市民・

政治団体と労働団体である.逆に経済・業界団体は，首相や官房長官だけでなく，

大臣以下のポストに対する接触度が低い.政権交代前後の接触度の増減を見ると，

労働団体や市民団体.NPO・NGOの内閣や官僚への接触度が増えており?自民党

から民主党への政権交代によって，一般に権力に接触しにくし1と捉えられている団

体の権力への接触が増大している.これに対して経済・業界団体は 3 接触がほとん

ど増えておらず，むしろ首相，官房長官，大臣，事務次官への接触は減っている.

農林水産業団体色副大臣と政務官への接触は若干増えているが，それ以外の役

職との接触はほとんど変化がない.このように政権交代によって3 内閣ポストへ接触

しうる団体が変わっている.

⑦庄カ団体の官僚への接触度はばらつきが小さく，官僚は?どのような圧力団体に対

しでも3 アクセス・ポイントを提供している.

③どの圧力団体色課長と係長への接触度が高く，次いで、局長 3 さらに大臣と事務次

宮が続き3 首相への接触度は低い.経済・業界団体の接触度は， 1994年以降，ど

の役職についてもほぼ一定である.農林水産業団体は，首相や局長への接触度が

一貫して低下する反面F 係長や事務次官，大臣への接触度が 2012年に上昇して

いる.労働団体は，どのポストについても 1980年の接触度がもっとも高く， 2003年か

ら12年にかけては大臣や局長，課長への接触度が上昇している.市民・政治団体

は，事務次官と局長は 19801:J三，首相・大臣・課長は2003年に接触度がもっとも高く，

いずれの役職についても 03年から 13年にかけて接触度が低下している.したがっ

て経時的に見てみると，圧力団体の接触度はF 自民党中心の連立政権から民主党

連立政権への交代によって変化しているとはし 1えず3 これらの団体自身が，接触度

が変化したと認識していることを重視すべきであろう.

⑨新聞，テレビ・ラジオp 雑誌といったマスメディアへの接触度がもっとも高いのは市

民・政治団体であり F 労働団体，福祉団体がこれに続く.行政関係団体，農林水産

業団体，教育団体，経済・業界団体のマスメデ、イアへの接触度は低い.

⑬圧力団体の自己影響力評価を独立変数，圧力団体の権力への接触度を従属変数

とした単回帰分析を行った結果3 局長，大臣，民主党，課長，政務官p 課長補佐，

副大臣，係長はy 自己影響力評価の高い団体ほど接触している.他方，テレビ・ラ

ジオ，雑誌・週刊誌p 首相 y 官房長官，新聞は，自己影響力評価の違いによる接触
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度の差はやや小さい.自己影響力評価が低い団体は相対的に内閣や官僚にアク

セスしにくいが 2 マスメディアは自己影響力評価が低い団体にも門戸を開放してい

るとし、える.しかし自己影響力評価が高いのは労働団体や市民団体.NPO・NGOで

あり，経済・業界団体の自己影響力評価は相対的に低い.民主党連立政権下の圧

力政治はF 「55年体制」下のそれとはかなり様相を異にしていたと考えられる.

⑪民主党政権以前の自公連立政権のときの団体の自己影響力と権力への接触度を

JIGS II調査のデータを使って分析したところ 3 自己影響力を高く評価している団体

一一政治団体，農林水産業団体，福祉団体，経済・業界団体，行政関係団体F 専

門家団体など一ーは，政権与党や国会議員に接触する傾向があり〉官僚やメディ

アへの接触は3 自己影響力評価の影響は相対的に低いことから，メディア多元主義

の構図がかなり弱く残存していたと考えられる.

このような結論から得られる含意はいかなるものであろうか.

155年体制j当時の日本は，マスメディアが自民党と官僚からなる伝統的な権力集

団の核外に位置し，権力から排除される傾向がある集団の選好を政治システムに注

入しているというメディア多元主義で、捉えることが可能で、あった.本章の考察により 3

2000年代の自民党・公明党の連立政権では3 農林水産業団体，福祉団体y 経済・業

界団体など，自己影響力を高く評価している団体は政権与党や国会議員に接触する

傾向があり，官僚やメディアへの接触は自己影響力評価の大小とはあまり関係がない

ことから，メディア多元主義の構図がかなり弱し¥ながらも残存していたと考えられる.

民主党連立政権になっても F 自己影響力評価が低い団体は相対的に内閣や官僚

にアクセスしにくいが，マスメディアがそれらにも門戸を開放している.しかしマスメディ

アの影響力評価は低下しており 3 圧力団体のマスメディアへの接触も少ない.民主党

政権下で自己影響力評価が高いのは，権力への接触が増大した労働団体や市民団

体.NPO・NGOであり，権力への接触が増えていない経済・業界団体は自己影響力評

価が低い.政権交代によってF これまで権力に接触しにくかった団体が権力に接触で

きるようになり，圧力団体はマスメディアの機能を待つまで、もなく，これまで取り上げて

もらうことので、きなかった自分たちの声を政治過程に反映させようとすることができるよ

うになった.

政権交代があれば，マスメディアが権力から排除される傾向のある集団の選好を政

治システムに注入する必要性は減る.民主党連立政権下の圧力政治の様相は，「55

年体制J当時のメディア多元主義とは異なるものになっていたのであり F 圧力政治にと

って政権交代自体に大きな意義があることが再確認できよう.

だが民主党が分裂し3 民主党連立政権はあっとしづ聞に瓦解した.おそらく現在の

圧力政治は， 2000年代の自公連立政権当時のそれに戻りつつあり，本章での検討は

割愛するが，有権者のマスメテ、ィアに対する反感が強まっていることを考えるとF マスメ

ディアの影響力はさらに弱まっていると思われる.

qu 
ηο 1
i
 



自民党に対抗しうる勢力はいまだ現れず，政権交代が見込めない状況は長期にわ

たる可能性がある.そうだとすれば，少数派や新興勢力など，権力から排除される傾

向のある集団の選好はF どのような形で政治システムに注入されていくのだろうか.い

つになるかわからない政権交代を待つしかないのだろうか.それとも再びマスメディア

が少数派などの代弁者となるのだろうか.

政権交代が起こらず，政権政党と団体との関係が固定化し，マスメディアの影響力

が弱い政治システムが p かつての自民党一党優位体制よりよいシステムだとはいえな

いであろう.民主党連立政権の失敗がもたらした代償は大きい.
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J 第 8章

福祉団体の存立・行動様式

大倉沙江(筑波大学大学説)

1.はじめに

1980年代半ば以降、 1950年代から 60年代にかけて確立した社会福祉の制度的枠組みの

再編成をめざす改革が繰り返し実施されてきた(平岡 2011: 165)。改革の一つの方向性は、

自由主義化と市場化に特徴づけられる(新)112005、2009)。その流れの中で、高齢者福祉の

分野では、年金支給年齢の引き上げ、健康保険の自己負担率の引き上げ、介護保険制度の

導入などが行われ、(新)112009)、公的扶助や母子福祉施策の領域では利用者に対する就労

支援が強化された(島崎 2005: 106 ;呉 2010; 147)。また、福祉サービスの供給体制につ

いても、介護サービス等の分野に対して準市場が導入され、営利企業などの参入を認める

領域が拡大された(平間 2005)。

以上のような制度改革の社会に対する影響については、多くの研究が重ねられてきた。

まず、制度改革に対して福祉団体がサービス提供の機能を強化して対応してきたことを明

らかにする一連の研究がある口須田木綿子 (2004)は、 2003年に高齢者介護に従事する NPO

法人に対して行われたアンケート調査に基づき、介護保険制度導入後に活動を開始した

NPO法人は、それ以前から活動を行っていた NPO法人よりも採算性を重視する傾向が強い

ことを明らかにした。また、介護保険制度導入以前から特別養護老人ホームを経営してい

た社会福祉法人の施設長 4名に対するインタビュー調査の結果からも、彼らが介護保険制

度の導入によって経済効率性が強く要請されるようになったと感じていることが報告され

ている(須田・浅)112004)。久保慶明・山本英弘 (2012) は、 2006年から 2007年に行われ

た社会団体調査と NPO調査に基づいて、福祉団体・福祉NPO・福祉系市民団体の比較分析

を行ったD その結果、福祉団体、福祉系市民団体と比較して、福祉分野に対する新規参入

者である福祉NPOは、アドボカシー活動よりはサービス提供活動を志向し、事業化してい

る団体も多いことを明らかにした。また、河様のデータに基づいて、地方レベルで、活動す

る福祉団体が自治体と協調関係にあり、地方自治体の大きな活動量を支えていることも指

摘されている(久保 2010)。雀銀珠 (2010) は、 2009年に東京都の高齢者福祉施設や在宅

サービス団体 716ヶ所に行ったアンケート調査に基づいて、 NPO法人は社会福祉法人に比

べてサービス供給量は少ないものの、制度外の細かいサーピスに力を入れる傾向がある点

を明らかにしている。

一方、政治過程における福祉団体の活動に焦点を当てた研究は、制度改革に際して、意

外なほど実利的な行動様式を示す姿を明らかにしてきた。2005年に母子福祉施策に関わる

頂上三団体に対して行われたインタピュー調査に基づいて当事者団体の政治的影響力を分

析した大友優子 (2007、2009) は、制度改革に対抗するために当事者組織が組織化され、
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その一部が自民党と協読しながら請願や根回しといった政治活動を行うことを明らかにし

ている。また、 1980年に行われた第 l回圧力団体調査に基づいて福祉団体の行動様式を分

析した村松岐夫 (1983) によると、福祉団体は本系列の団体と大差ないほど自民党に対し

て接触を行う。また、彼らは、政策受益団体であり行政との繋がりも強し¥ (村松・伊藤・

辻中 1986)0 1994年に行われた第 2次圧力団体調査に基づき、団体の予算編成過程への働

きかけの有無を分析した伊藤光利 (1996) は、福祉団体の 85%以上が予算編成への働き掛

けを行っており、福祉団体が政策受益的性格を維持していることを指摘している。

ただし、細かな戦略などの側面を観察すると、福祉に関わる団体の凝集性の低さが同時

に指摘されてきた。村松蚊夫(1983) は、先の第 l次圧力団体調査の結果に基づいて、政

策形成者とのネットワークの強弱によって、自民党支持の強さや政治に対する働きかけの

パターンが異なる二種類の福祉団体が存在することを指摘した。また辻中豊 (1986) は、

同様のデータに基づいて団体の設立年を分析した結果、福祉団体は①戦前にルーツを持つ

団体と②1960年代後半以降の市民運動の中で形成された 2種類の団体に大別できることを

指掃している。福祉団体問の対立構造も観察されてきた。伊藤光利 (1996) は第 1次圧力

団体調査に基づいて福祉団体の内部の対立構造を指摘した上で、第 2次調査においても、

全体的には先鋭的な対立は退潮しつつも、一部では同様の対立構造が残存していると指摘

している。また、福祉政策の中の政策領域間での差異も指摘されている(宮本 2008: 43)。

例えば、医療政策の分野では官僚や政治家と調整し政策形成に影響を与える団体像が描か

れてきた一方で、生活保護に関わる団体は自治体や中央省庁と鋭く対立し、時に逮捕者を

出すほど強硬な姿勢を有する存在として描かれてきた(井上 1980) ]0 

もっとも、福祉に関わる団体の影響力の低下を指摘する研究もある。宮本太郎 (2012)

は、これまで利益をまとめ、政治過程に表出してきた労働組合や政党などの組織力が低下

し、それに代わってマスメディアが広げるアイディアや言説が人々の行動様式に与える影

響が拡大していると指摘している。具体的な個人の福祉政策に対する態度に関する研究で

は、ヘルスヘアなどの普遍主義的な政策への支持は明らかに高く、公的扶助などの選別主

義的な政策への支持は総じて低いことが明らかとされてきた (RothsteIn1998)口日本の福祉

世論についても、堀江孝司 (2009)の2000年代の世論調査に基づいた研究によって同様の

傾向が確認された。ただし、有権者が国家財政の深刻さを学習した場合には、普遍主義的

な政策でも支持が低下することがあるという。

以上のように、福祉団体の存立様式・行動様式に関しては多くの研究の積み重ねが存在

するが、以下のようなこつの点が検討されていない。一つ自は、福祉団体の団体分類内で

の凝集性の低さが指摘されながら、分類内の分析は行われてこなかった点である。二つ告

は、田中成明 (1974a、1974b)、村松岐夫(1994)、平井由貴子 (2010) らによって日本の政

治過程における裁判所の重要性が示唆されながら、ほぼ分析の対象となってこなかった点

1他の生活保護関連の研究として、小川編 (1980)副田 (1995)、武智 (1996)、岩永 (2011)
などが挙げられる。
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である20 実際に、政治に働き掛ける手段として裁判所を利用する福祉団体の存在が確認で

きることを勘案すると(小)111974 : 40-41 ;大山 1980: 24-33 ;中央社会保障推進協議会

編 2008: 345 -346 ;中国「残留孤児j 国家賠償訴訟弁護団全国連絡会編 2009;障害者自立

支援法違憲訴訟弁護団編 2011)、福祉団体の分析においては、裁判所のノレートを考慮するこ

とが望ましいように思われる。

以上のような点に対して、本稿では、団体分類関の違いに加え、福祉領域内の多様性に

注目しながら、福祉団体の存立様式・行動様式を分析するD 以下、第 2節では福祉団体の

操作上の定義を確認した後lこ、設立年、財政規模を確認する。第 3節では、福祉団体の政

策選好や考え方を、関連する政策領域、意見の賛否、政権評価、他国体との協調一対立と

いう 4つの指標から確認し、福祉政策に対する態度や自民党政権に対する評価が福祉団体

の内部でもこ極化する傾向がある点を指摘する。第 4節では、三権(行政、政党、裁判所)

との関係を分析する。行政との関係では、福祉団体が行政と双方向的な関係があり、団体

分類開の比較でみると従来の政策受益的性格も維持している点を確認する。政党との関係

では、接触政党数(及び接触政党)が異なる二種類の福祉団体が存在することを指摘する。

裁判所との関係では、裁判所を利用する福祉団体が存在すること、彼らがやや野党色が強

く、行政から疎遠であることを示唆する口第 5節では、福祉団体の影響力を分析する白福

祉団体は一般に自弓影響力を大きく見積もるが、特に政権党になる見込みのある政党に接

触する図体ではその傾向が強い点を確認する。

2. 福祉団体の存立様式

(1)福祉団体の定義

分析に入る前に、分析サンブ。ノレについて簡単に触れておきたい。本論において f福祉団

体j は2種類の団体から構成される。まず、活動内容から福祉匝体と分類される 93団体で

ある。二つ自に、専門家団体の中で、自らの関連政策のーっとして f厚生・福祉・医療J

を挙げた 12団体である(以下、福祉系専門家団体と呼ぶ)。

二つ自の定義には、日本塁部会、全日本民主医療機関連合会、日本薬剤師会、日本介護

福祉士会、日本言語聴覚士協会、作業療法士協会、日本理学療法士協会、日本栄養士連盟、

日本歯科技工士会など福祉政策に密接に関わる団体が該当する。これらの回体の福祉政策

に対する関与や影響力はしばしば指摘されてきたところであり 3、福祉団体として分析に加

えるのが望ましいと考えられる。以下で「福祉団体Jについて言及した場合には、福祉系

2 高金利引き下げ運動の政治過程について分析した上)11龍之進 (2012)は、サラ金被害者

救済団体が金利規制に関わる決定に影響を与えた理由のーっとして、サラ金問題に関わる

弁護士の数の増加を指摘している。

3例えば、日本医師会については田口 (1969)、高橋 (1986)、池上 'J.C.キャンベル (1996)

などが詳しいD また日本理学療法士協会についても、アンドリューポール・ピュアーアン

ドレア・イーチャン (2000)、半田 (2009)などを見ると、選挙などを通じて政治的影響力

を拡大しようとする様子が見受けられる。
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専門家団体を含んだ福祉団体である点に留意されたい。団体数とその割合は表 1に示した

通りである。

表1 分析サンプル数
N 与も

農林水産業団体 60 8.9 

経済・業界団体 220 32.6 

労働団体 55 8.1 

教育団体 32 4.7 

行政関係団体 32 4.7 

福祉団体
93 13.8 

福祉系専門家団体 12 1.8 

専門家団体 33 4.9 

市民・政治団体 90 13.3 

宗教団体 21 3.1 

その他 27 4.0 

全体 675 100.0 

(2)設立年

福祉団体の中には①戦前から存在した団体の組み替えによって形成された団体と②1960

年代から 1970年代の市民運動の中で形成された団体の存在が指摘されているが(辻中 1986)、

今回のデータからも基本的に同じ特徴が読み取られる(表 2)。概ね 1950年代までに戦前の

屈体の組み替えが完了し、その後は 1990年代のみ 1割を切るものの、なだらかに形成が続

くのが福祉団体の特徴である。また 2000年代に設立された団体も 23.4%あり、他の団体分

類と比較じて最も多い。

表2設立年

-1944 1945 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010年
(戦前) .......1949 ""' 1959 ""' 1969 '" 1979 '" 1989 ......1999 ，.._， 2009 以降 N 

農林水産業団体 5. 9 17.6 41. 2 11. 8 11. 8 0.0 11.8 0.0 0.0 17 
経済・業界団体 4.2 12.6 26.3 25.3 12.6 9. 5 6.3 3. 2 0.0 95 
労働団体 0.0 26. 7 13.3 10.0 6. 7 30.0 6. 7 6.7 0.0 30 
教育団体 13.3 20.0 26.7 6. 7 O. 0 6.7 6. 7 13.3 6. 7 15 
行政関係団体 28.6 0.0 0.0 21.4 21.4 21.4 0.0 7.1 0.0 14 
福祉団体 2.1 8.5 19; 1 14.9 10.6 12.8 8.5 23ρ4 0.0 47 
専門家団体 0.0 11. 1 44.4 11. 1 11. 1 0.0 0.0 22.2 0.0 9 
市民"政治団体 8.8 5. 9 17.6 11. 8 11. 8 14. 7 23.5 5. 9 0.0 34 
宗教団体 57.1 O. 0 42. 9 0.0 O. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 
その他 28.6 14.3 14.3 0.0 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0 7 

全体 7.6 12.4 22.9 16.4 11.6 12.0 8.4 8.4 0.4 275 

具体的に団体名を概観すると、総じて、その時代に社会問題化した事項を扱う団体が設

立されているように見受けられる。戦後直後には、行政や政治の主導によって設立された

回体や戦争寡婦の図体が組織化されている。また、 1960年代を中心として身体障害者や難

病の団体の組織化が進んでいる。この時期は社会運動が高まった時期と重なっており、そ
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の流れの中で設立された団体が現在まで活動を続けているのであろう口 1980年代には、高

齢者に関連する福祉団体が形成されはじめ、また障害者団体の中でも組織化が遅れた精神

障害者の団体の形成が始まる。類似の団体は 1990年代から 2000年代を通して組織化が続

いている。また 2000年代には、貧困問題や若年層の就労支援、子育て支援、臓器移植に関

わる団体などの設立が見られる口

(3)財政規模:規模のニ極化と補助金の多さ

次に団体の年間の支出から福祉団体の財政規模をみてみよう(表 3)0 1億円以下の費用

で、活動する小規模な団体が多いのが教育団体、市民・政治団体であり、 10億円以上の費用

で活動する大規模な団体が多いのが経済・業界団体、労働面体である。福祉団体は l億円

以下の団体が 3割弱と多いものの、 10億円以上の団体も 2割程度存在する。つまり、やや

財政規模が 2極化する傾向がある。農林水産業団体、専門家団体も同様の傾向がみられる。

表3 年間の支出(単位:%)
0- 5000万 1億 2億 4億 6億 101意 50憶 1001意

N 
単位(円) 5000万 -1億 -2憶 -4億 ......6億 -10億 ~50憶 -100億以上

i憶 10憶
以下以上

農林水産業団体 10.0 20. 0 10.0 30. 0 O. 0 0.0 10.0 10.0 10，0 10 30.0 30.0 

経済・業界団体 10.3 8. 8 13.2 ll.8 14.7 16.2 14.7 5. 9 4.4 68 19.1 25.0 

労働団体 6. 7 O. 0 20.0 13.3 13.3 6.7 26.7 13.3 0.0 15 6.7 40.0 

教育団体 16.7 25.0 8.3 0.0 25.0 16.7 0.0 8. 3 0.0 12 41.7 8.3 

行政関係団体 。。 25.0 0.0 16.7 8. 3 33.3 8.3 0.0 8. 3 12 25'.0 16.7 

福祉団体 18.4 10.5 18.4 15.8 10.5 5. 3 13.2 0.0 7..9 38 28.9 21.1 

専門家団体 20.0 O. 0 。。 20. 0 20.0 20.0 20. 0 0.0 O. 0 5 20.0 20.0 

市民・政治団体 47.4 5. 3 。。 15.8 5. 3 5. 3 10.5 0.0 10.5 19 52.6 21.1 

宗教匝体 。。 O. 0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 2 0.0 0.0 

その他 0.0 O. 0 0.0 50. 0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0.0 0.0 

全体 15.1 10.3 11.4 14.6 13.5 12.4 13.0 4. 3 5.4 185 25.4 22.7 

また、福祉団体については、行政から補助金・助成金を受ける団体の多さが指摘されて

きたが(森 2010: 144)、今回の調査においても福祉団体の 54.5%(N=44) が行政から補助

金を受けていると回答している。詳しくは後述するが、これは他の団体分類と比較して顕

著に多い。補助金と財政規模の関連をみると、行政から補助金を受ける団体は財政規模が

小さく、受けない団体は財政規模が大きくなる傾向がある。具体的には、補助金・助成金

を受ける福祉団体は 5000万円以下で活動する割合が 4害IJ弱を占め、 10億円以上の規模で活

動する団体は存在しない (N=16)。一方、補助金を受けない団体では、 5000万円以下が 5.3%

であり、 10億円以上も 35%以上存在する(N=19)。福祉団体は財政規模が 2極化する傾向が

あると述べたが、行政からの補助金を除けば、そのような傾向はより顕著で、あったと考え

られる。
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3. 福祉団体の政策選好

(1)関連政策領域:やや限定された問題関心

団体の活動内容を知る手がかりとして、表 4に示す 27の政策について、団体の関連する

領域や活動分野を複数回答で選択してもらった。福祉団体は平均 5.1の政策に関心がある口

これは、平均 8つ以上の政策に関心を持つ市民・政治団体、労働団体、宗教団体、行政関

係団体と、平均 5つ以下の関心を持つ農林水産業団体、教育団体、専門家団体との関に位

置するが、やや後者のグループ。に近い。やや関連政策数が少なく、問題関心が限定される

傾;向にあるといえるだろう。

具体的に福祉団体の関連政策をみると(表的、厚生・福祉・医療が顕著に多く、 9割に

近い口次に、教育、女性・高齢者・若年者、地方行政、団体支援、司法・人権、国際交流・

協力・援助を挙げる団体が 35%から 25%程度存在する。以下、 2割程度からそれ以下ではあ

るものの、労働、文化・学術・スポーツ、紡災、消費者、財政、地域開発が関連する政策

領域として挙がっている。総じて、厚生・福祉・医療に集中するが、以下に続く関連政策

の多様さが印象的である。

表 4 福祉団体の関連政策
% 度数

厚生・福祉・医療 87.3 48 
教育 38. 2 21 
女性・高齢者・若年者 36.4 20 

地方行政 30. 9 17 

回体支援 29.1 16 
司法・人権 25.5 . 14 
国際交流・協力・援勧 25.5 14 
労働 23. 6 13 
文化・学術・スポーツ 23. 6 13 
科学技術 21.8 12 
防災 20.0 11 
消費者 18.2 10 
財政 16.4 9 

地域開発 16.4 9 

通信・情報 12.7 7 

金融 10包 9 6 
平和・安全保障 10‘9 6 
環境 10.9 6 
業界の産業振興 9. 1 5 

運輸・交通 7.3 4 
その他 7.3 4 
治安 5.5 3 
農業・林業・水産 5.5 3 
通商・貿易 3. 6 2 
土木・建設 3. 6 2 
外交 3. 6 2 
資源エネルギー 3モ 6 2 
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(2)意見賛否:①福祉の拡充志向と②具体的な手法に対する賛否

団体の考え方を知るために表 5に示したような意見に対する賛否を、 11.反対J、12.どち

らかといえば反対j、13.どちらともいなしリ、 14.どちらかといえば賛成」、 15.賛成j の 5段

階で尋ねた。表 5では、平均点を団体分類ごとに示している。福祉団体は「福祉の充実J、

「格差の是正」、「産業空洞化の回避」など福祉の拡大を支持し (3.8点以上)、「非正規労働

者の増加Jに対しては反対の立場に傾く (2.2点以下)。なお、先の三つの意見については

いずれの団体分類でも賛成に傾くのに対して、「外国人労働者の受け入れ増加j と「経済に

対する政府の介入縮小Jは団体分類間で賛否が分かれている。福祉団体は、安全保障や市

民の政治参加に対する考え方も含めて、労働団体や市民・政治団体とよく似た賛否の態度

を示すことが多い。ただし、安全保障については、労働団体、市民・政治団体と比パて福

社団体の方が 3点(どちらともいえなし、)の値に近い。

表 5意見に対する賛否の平均点(単位:点)

福祉 労働 市民・ 農林経済・ 行政
政治水産業業界 関係

宗教専門家教育その他|全体

く福祉、労働、経済政策〉
財政が苦しくても徳祉は充実すべきだ 3.7 3. 6 3.5 
政府の主要な課題は格差是正である 3. 7 3.4 3.7 3.4 
政府は産業の空洞化を回避するべきだ 3.5 3.7 3. 6 
非正規労働者の増加はやむを得ない 2. 1 1. 5 2.8 2.6 3. 4 
外国人労働者を受けいれるべきだ 3. 2 2. 8 3. 3 3. 0 3. 3 3.2 3.0 3.0 3. 7 3. 2 
経済に対する国の介入は少ない方がいい '2. 8 2.3 2. 9 2. 7 3. 2 3. 2 3. 3 3.1 3.3 3よ 3 3. 0 
く安全保障〉
中国ともっと親しくすべきだ 3. 4 3. 6 2. 8 3. 3 3.2 3.3 3.3 3.7 3.4 
日本!ま防衛力を強化すべきだ 2. 9 2. 1 2. 2 2. 9 3.3 2.9 3.0 3. 3 2. 9 
日米安保を維持すべきだ 3.1 2.4 2. 4 3. 5 3. 5 3.3 3.1 3. 6 3.2 
憲法改正すべきだ 2. 8 2. 1 2.2 3.0 3. 3 2.6 3.1 3.4 2..8 
く市民の政治参加〉
公務員の争議権を認めるべきだ 3.1 3; 1 3.2 3. 3 3.2 
市民の政治参加を拡大すべきだ 3. 7 3.5 3.6 3. 7 2. 8 
政経交代があることが望ましい 3. 4 3. 3 3. 2 3. 3 3. 4 3.4 3. 6 3.2 
くその他〉
原子力を推進すべきだ 2. 2 1.9 1.5 2.8 3.1 2.8 2. 5 2.5 2. 9 2.5 
政府は教育問題に関与すべきだ 3. 3 3.1 2.7 3.1 3. 3 3.2 3.0 3.4 3;3 3.2 

N 49 31 31 14 87 11 8 8 12 7 258 
註:Nは「格差是正」のものを示している。
註網掛けは3.8点以上、太字!ま2.2点以下の部分を示している。

福祉団体内の意見の分布からも、概ね同じ傾向が読み取られる(表 6)ロ「福祉の拡充」や

「格差の是正J、f産業空洞化の回避j に対しては賛成に偏り、「非正規労働者の増加Jは反

対と答える団体が多い。ただし、具体的な労働政策や経済政策の方向性についてはやや賛

否がわかれ、立場を保留する団体も多い。例えば、「外国人労働者の受け入れ増加Jでは約

3害IJの団体が賛成する一方で、 1割強の団体は賛成する。残りの 6割は「どちらとも言えな

い」と答える。「どちらとも言えなしリの割合は、他の質問と比較して1.5倍から 2倍多い。

また、「経済に対する国の介入の縮小j では 3割が反対する一方で、 1害IJが賛成し、 6割程
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度が「どちらとも言えないj と回答する。つまり、福祉団体は福祉の拡大を志向する点で

は一致しているものの、経済の自由化や外国人労働者の受け入れによってそれを達成する

か否かという点については、賛否が分かれているのであるo rどちらとも言えなしリという

回答が増えるのは、自己の利益と密接に関わるイ、ンューであり、上で見たように団体分類

開で意見が一致していないため、立場の明示を控え、社会との対立を回避しようとする団

体が多いのかもしれない。

また、安全保障については、意見の離離が特に大きい。例えば、「日本の防衛力強化」や

「日米安保の維持Jについては、賛成、反対がそれぞれ約 2割から 4割弱存在している。

外交安全保棒についてはリベラノレなイメージのある福祉団体であるが、実際には領域内で、

も多様な考え方が存在することがわかる口

く福祉、労働、経済政策〉

表 6 福祉団体の意見賛査の分布(単位:弘)

格差是正
産業空洞化の|非正規労働者|外国人労働者の受|経済に対する国の福祉充実 I/;z:..~ ~ ~~~ I~ v' I?i.u... ~~~~~~rl=2 I / ，. ~_:~;'~~~et~: .， ~ I 

回避 ! の増加 | け入れ増加 | 介入の縮小

反対

どちらとも言えない

賛成

く安全保障〉

反対

どちらとも言えない

賛成

く政治参加〉

反対

どちらとも言えない

賛成

全体

全体

全体 I 49 I 50 49 

註:網掛けは10%以上の部分を示している a

註.反対は「反対j と「どちらかと言え!ま反対Jの割合の和、賛成は「賛成」と「どちらかと言えば賛成」の割合の和を示し
ている。

(3)政権評儲4 低調な民主党の評価とこ極化する自民党政権への評価

福祉団体はこの 30年の政治をどのように評価していたのであろうかD この時期は、福祉

の見直しゃ制度改革が行われてきた時期と了度一致している。本調査では、「非常に評価し

ているj を10点、「どちらともいえなしリを 5点、「全く評価していなしリを 0点とする尺

度に当てはめて、歴代政権を評価してもらっている。図 lは各政権に対する評価の平均値

4同じデータを利用して政権評価の分析を行った研究として久保・辻中 (2013)が挙げら

れる。この研究は、 (1) 団体は政権党になると見込まれる政党との関係を重視して行動す

ること、ただし (2)民主党政権は各業界との関係を深める政策を採用しなかったため団体

による支持という面では低調なものにとどまったことを指摘している。
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と標準偏差を団体分類ごとに示した結果である。福祉団体をみると、最も評価の低い菅政

権で 3.54点、最も評価の高い中曽根政権でも 4.78点と 10点満点の半分にも至っていない。

他の団体分類と比べて、総じて政権に対する評価が低いことがわかる。また、他の団体分

類と同様に福祉団体でも民主党政権に対する評価は低調であり、菅政権 3.54点、鳩山政権

3.65点、里子回政権 4.19点に過ぎない。ただし、総じて標準偏差が大きい点に注意しなくて

はならない。福祉団体の場合では、細川政権、村山政権を除いては標準偏差が 2.0以上であ

り、領域の中でも政権に対する評価が分かれていたことが推察される。

6 中曽根 6.31
中小曽根泉 6. 29 

中曽槙 6.076.29 

橋本根 5 5.67 
中曽 .56 

橋小泉 5.95 
橋本 5;57

村綿j山i1 55 . 55 0 6 
5. 5 本 5.69 

鳩山 5.41

中穏小村曽根泉2山K 5 17 55 .17 
，橋本 5.36 野小泉田 5. 30 .00 

5 野田 5.03 IJ、泉 4'.79 5:00 5.00 
村山 4.86

菅 4.71
村細野山川田 4.64 

中橋キ曽寸根本山 444 7750 8 4 細村j山li 4 . 9 7 細)114.57 
44..56ヰ7 

4. 5 4.87 野田 4.57 野田 4.62

細野川 444 .45 
輯曹1山11444 30 野田 4..47 細1菅114.33 田 ~ 19 25 

4 菅 4.14 4.00 小泉 4.02 村 07

橋鳩小野曽本泉根山田 3 1 3 33 93 
90 
67 

菅 3.65
菅山 3.~6 菅山 3.90 細j||3.9803 

鳩山 3.85
鳩菅山 3.65 中 5602 

3. 5 鳩山 3.86 鳩 3.36 鳩 3.60 村山 3: 3.54 

3 鳩山 3.30

2. 5 
中橋曽根本 22‘.759 7 

2 

1.5 ij¥泉1.97 
経済・業界 専門家 農林水産業 行政関係 労働 教育 福祉 市民・政治

SD I N SD I N SD I N SD I N 
野殴 1.7 80 1.1 ? 1.3 14 1. 1 10 2. 9 30 1.7 13 2. 1 48 2.7 30 

1.8 80 1.4 7 1.7 14 2.0 10 2. 2 29 2. 2 13 2. 1 48 1.9 30 
2.0 79 O. 9 7 1.8 14 2.0 10 2. 3 29 2.4 13 2.4 48 2.2 30 

小泉 2. 1 77 1.1 7 2.6 14 2.3 10 2. 0 29 2. 9 12 2.6 48 2. 9 30 
橋本 1.4 77 1.5 7 1.9 14 2.4 9 1.9 28 2.5 12 2.1 47 2.3 29 
村山 1.3 77 1.3 7 1，6 14 1.4 8 2. 3 29 2. 0 12 1.6 46 1.9 29 
細川 1.3 77 1.0 7 1. ，9 14 O. 7 9 2.1 29 2.8 1 12 1，6 46 2.1 28 

中曽根 1.8 77 2. 0 7 1.6 14 2.4 9 2. 3 28 2. 12 2.4 46 2. 8 29 
註:太字lまSDが2以上の部分を示している。その他と宗教団体は示していない。

註 7網掛けは評価の上限と下限を示している。

密 1:政権評儲(単位:点)

福祉団体内での分布 :2極化する自民党政権に対する評価

政権評価については福祉団体内でも標準偏差が大きいことを確認したが、具体的に福祉

団体の中における分布を確認する必要がある(表 7L0点'""'4点(低評価)、 5点(どちら

ともいえない)、 6'"'"10点(高評価)にまとめた結果をみると、総じて福祉団体は高評価よ

つ
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りも低評価の方が多いが、特に、菅、鳩山、小泉、野田に対しては半数前後の団体が低い

評価を与えているD 一方、領域内で評価が分かれるのが橋本、中曽根である。両者の分布

はよく似ている。 4割程度が「どちらとも言えないj と回答し、約 3割の団体が低い評価を

与え、同じく約 3割の団体が高評価を与える。詳しく見ると、小泉にも類似の分布が観察

できる凸先に述べたように、半数以上の団体が低い評価を与えるものの、 8点以上 (8点~

10点の合計)と評価する団体も 2割弱存在する。小泉政権に対しては、一部の強い支持者

がいたことがうかがえる。その間に位置するのが村山、細川であり、やや低評価に傾斜す

るものの、どちらともいえないも多い。総じて、民主党政権の評価が低調であるのに対し

て、自民党政権に対する評価は 2分化していることが確認できるだろう。

。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N 0~4 5 6~10 

野田佳彦(民・国新) 10. 4 2. 1 4. 2 18. 8 10. 4 35. 4 4. 2 8.3 6.3 0.0 0.0 48 45.8 35.4 18.8 

菅直人(民，国新) 12.54.2 14.6 12.5 16.7 31.3 2.1 4.2 O. 0 2. 1 0.0 48 60.4 31.3 8.3 

鳩山由紀夫(民'社 ー国務) 14.6 4.2 18.8 8.3 8..3 27. 1 8.3 6.3 2.1 2.1 0.0 48 54.2. 27.1 18.8 

小泉純一郎 (13・公) 14.6 6.3 8.3 12.5 10.4 25.0 4.2 2.1 14.6 2.1 0.0 48 52.1 25.0 22.9 

橋本龍太郎(自・社 ・さ ) 6.4 4.3 6.4 4. 3 8. 5 40. 4 12. 8 10. 6 4. 3 2. 1 O. 0 47 29β40.4 29.8 

村山富市(自・社・さ) 2.22.24.317.48.750.06.5 4.3 2.2 2.2 0.0 46 34.8 50.0 15.2 

級JlIJ菱熊(非自民8党) 2.2 2.2 6.5 15.2 13.0 45.7 8.7 0.0 6.5 0.0 0.0 46 39.1 45.7 1 5.2 

中曽根康弘(自民単独) 10. 9 2.2 4.3 2.2 8. 7 43.5 6.5 8. 7 8.7 4.3 0.0 46 2.8.3 43.5 28.3 

表7福祉団体の歴代政権に対する評価の分布(単位:弘)

註 ;自=自民党、民=民主党、公=公明党、国新=国民新党、ヰ土=社会党・社民党、さ=新党さきがけを示している。

低調な民主党に対する評価とその要因

ところで、民主党は特定の業界との関係を深める政策は採用しなかったため、団体世界

では支持が広がらなかったが(久保・辻中 2013)、福祉分野に限定すると子ども手当の創設

など普遍主義的な政策を採用するとともに、障害者総合支援法の制定、児童扶養手当の父

子家庭への拡大、生活保護制度の母子加算の復活など特定の困難を抱える層にも配慮する

政策もとったD であるにも関わらず、福祉分野において民主党政権に対する評価が低調す

ぎるようにも恩われる。

この点を (1)普遍主義的な政策に対する評価と、 (2)特定の困難を抱える層に対する福

祉政策を求める団体からの評価という 2つの側面から探ってみたい。まず、民主党政権の

普通主義的な福祉政策の例として「子ども手当」に対する評価を 11.反対」、 12.どちらかと

いえば反対ム 13.どちらともいえなしリ、 14.どちらかといえば賛成」、 i5.賛成Jの 5段階で

尋ねた結果をみてみよう。福祉団体の子ども手当に対する評価は平均 3.1点 (N=48) であ

るD 団体分類ごとにみると、高く評価した労働団体 (4.1点、 N=31)、市民・政治団体 (3.4

点、 N=27)、専門家団体 (3.4点、 N=8) と、低く評価した宗教団体 (2.9点、 N=8)、経済・

業界団体 (2.9点、 N=80)、農林水産業団体 (2.8点、 N=14) の中間に位置し、ごく中程度

の評価を与えている。また、福祉団体内における賛否の分布をみると、「どちらかといえば

賛成J、「賛成Jを含む賛成派が 39.6%存在した一方で、「どちらかといえば反対J、「反対」

という慎重な考えをもっ団体も 25.0%存在した。「どちらとも言えなしリの 35.4%と合わせ
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ると、 6割以上の団体は、積極的に子ども手当の創設を求めてはいなかったことがわかる。

つまり、福祉団体の中で、も普遍主義的な再分配政策に対する積極的な支持は限定的で、あっ

たことが推測される。

次に、より特定の層に対する福祉の充実を求める団体からの評価をみてみよう。表 8は

「政府の主要な課題は、国民間の所得格差の是正だJとしヴ意見に対して、 11.反対J、12.

どちらかと言えば反対J、13.どちらとも言えなしリ、 14.どちらかと言えば賛成j、15.賛成」

の 5段階で回答してもらった結果と、各政権に対する評価 (0点'"'"'10点)の相関係数を示

した結果である。

表8福祉団体における「格差是正すべきJIこ対する賛否と政権評価の相関関係

野田 菅 鳩山 小泉 橋本 村山 細川 中曽根

相関係数|ー.345* ー.604糾ー 321本 ー315*

NI 45 45 44 44 

料，相関係数は 1私水準で有意(両側)0 *.相関係数は 5加水準で有意(両側〕。

註:有意な関係が見られなかった部分は示していない。

格差の是正を志向する福祉回体は、小泉、橋本、中曽根といった新自由主義的な政策を

推進し、福祉の水準を見直した政権を低く評価する傾向がある。民主党政権で唯一有意な

関係がみられる野田政権に対する評価も同様である。これは、野田が財務副大臣時代の福

祉に対する慎重な態度や消費税増税を推進したことの影響かもしれないD 一方、民主党で

も菅政権、鳩山政権との間では有意な関係がみられなかった。つまり、選別主義的な福祉

を求める団体は、雇用を流動化させたり福祉の水準を見直した政権に対しては厳しい評価

を与えるが、その修正を試みたからといって評価を上げるわけで、はないようだ口実際、民

主党政権時代には、「小泉政権のもとでぼろぼろになった児童扶養手当や生活保護をもう一

度元に戻すのは当たり前のことJ(赤石2009)であり、より一層福祉の充実を求める団体と

「きわめて激しい攻防が続くことは必至であるJ(村田 2010: 2) という意見も一部の福祉

団体から留かれていた。総じて、福祉団体の民主党政権に対する評価の低さは、普遍主義

的な政策に対する福祉団体内の慎重派の存在と、選別主義的な福祉を求める層からの評価

の不在に起因するように思われる。

(4)他団体との協競一対立

福祉団体と他国体との関係を知るために、具体的に 27の団体の名前を示して協調関係の

有無を確認した。まず、福祉団体で他団体と f協調がなしリと回答したのは 13.7%(N=51) 

のみであり、労働団体の 6.5%(N=31)、市民・政治団体の 11.1%(N=36)に次いで少なか

った。つまり、福祉団体は他国体と積極的に協調しながら活動を展開しているということ

ができるD 具体的な協調関係のある団体数の平均値からも、同様の傾向が見て取られるD

福祉団体は平均2.9団体制=51)と協調関係があるが、これは労働団体の平均4.8団体(N=3l)、
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市民・政治団体の平均 4，3団体 (N=36) に次いで、多い。

では、福祉団体が協調関係にある匝体の名前を具体的にみていこう。全社協 43.1%、日本

医師会 39.2%で最も多く、域内協力を行う様子がうかがえる。また日本財団も 39.2%の福祉

団体から協力団体として挙げられている。財政的な支援を受けているのかもしれない。次

いで多いのが日本生活協同組合連合会の 21.6%、全国消費者団体連絡会と日弁連の 15.7%で

あるロ特に、日弁連と協調関係にある割合は、市民・政治団体、専門家団体に次いで多い。

一方、連合 (9.8%)、自治労 (7.8%)、全労連 (5.9%)といった労働組合、全国知事会 (7.8%)、

全国市長会 (7.8%)、全国町村会 (7.8%)といった行政関係団体、経団連 (7.8%)、日商 (5.9%)、

同友会 (0%) といった経済団体と協調関係にある団体は 1割を切っており、疎遠さが印象

的である(すべて N=51)。

一方、福祉団体が他の団体と対立していることも考えられるロ表 9は他団体との協調の

程度を 11.対立的J、14. 中立J、17. 協調的」の 7段階で回答してもらった結果である口

上の具体的な団体との協調関係でも示されたように、福祉団体は総じて他国体と協調的な

関係にあると考えていることがわかる。特に、 5点r....-7点(協調的)をみると、福祉団体と

の間では、実に 75%の団体が協調的であると回答している。以下、協調関係が高い順番に

並べると、専門家団体、行政関係団体、市民 .NPO・NGOと続く。教育団体、マスメディ

ア、消費者団体、労働団体、政治団体、大企業の経済・業界団体、中小企業系の経済・業

界団体、農林水産業団体では「協調的j と回答した団体よりも「どちらともいえなしリと

回答した割合が多くなる。例外的に、大企業の経済・業界団体との関係では l割以上の団

体が、対立的 (1'""3点の合計)と回答している。総じて、福祉領域内の協調関係が員立つ

結果となった。

表9福祉団体の他国体との協調一対立関係の分布(単位・弘)
2 3 4 5 7 

N 
1 ......3 5......7 

対立的 中立 協調的 (対立的)(協調的)

福祉団体 。。 2.1 4. 2 48 6.3 75，0 

専門家団体 O. 0 4. 0 2. 0 50 6.0 64.0 

行政関係団体 0.0 O. 0 。。 16.7 48 0.0 56.3 

市民団体.NPO・NGO O. 0 。。 0.0 13. 3 13.3 45 0.0 53.3 

教育包体 O. 0 O. 0 0.0 10.0 17.5 40 。。 42.5 

マスメディア O. 0 O. 0 4.1 10.2 16.3 49 4.1 40.8 

消費者団体 O. 0 。。5.1 10.3 10.3 39 5.1 38.5 

労働団体 0.0 2. 8 2.8 2. 8 11. 1 36 5.6 33.3 

政治団体 O. 0 2. 4 。。 2. 4 4. 8 42 2.4 33.3 

大企業の経済・業界団体 10.3 O. 0 2. 6 5.1 7.7 39 12.8 25.6 

中小企業系の経済・業界団体 O. 0 5. 1 2. 6 5.1 7.7 39 7.7 25.6 

農林水産業団体 0.0 。。2. 6 10.5 2.6 10.5 38 2.6 23.7 

註:行政関係団体には地方自治体を含む

註:太字は20%以上の部分を示している。
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4. 福祉団体の行動様式

(1)行政との関係

以下では、福祉団体と三権(行政、政党、裁判所)との関係を検討する。まず、政党と

の関係における行政に対する接触パターンを確認したい。両者に対するアプローチの組み

合わせは、①接触しない、②行政のみに接触する、③政党のみに接触する、④両方に接触

するの 4つの組み合わせが考えられる。社会団体を対象として行った刀GS2調査の結果に

よると、両方接触と行政のみに接触に大別され、政党のみは少ないことが明らかとなって

いるが(森2010)、頭上回体を対象とした今回の調査では総じて両方に接触する団体が多い

ことがわかる(表 10)。福祉団体も同様であり、 74.0%が両方に接触し、残りの回体は行政

のみに接触を行う 560 政党のみに接触を行う団体が存在しないことを考えると、福祉団体の

接触先としての行政の優位が観察される。

表10政党に接触するか、行政に接触するか(単位:%) 

行政のみ政党のみ罰方接触非接触 N 

専門家団体 50.0 0.0 37.5 12.5 8 
行政関係毘体 36.4 0.0 36.4 27.3 11 
経済・業界団体 32. 1 0.0 59.3 8.6 81 
その他 28.6 0.0 28. 6 42. 9 7 
農林水産業団体 23. 1 0.0 69.2 7. 7 13 
福祉団体 18.0 0.0 74.0 8.0 50 
教膏団体 12.5 0.0 62.5 25.0 16 
市民・政治団体 8. 6 5. 7 82.9 2.9 35 
労働団体 3. 3 3.3 93. 3 0.0 30 
宗教団体 O. 0 22.2 44.4 33. 3 9 

全体 20. 8 1.9 66. 9 10.4 260 

団体が行政に対して働きかけるように、行政が団体iこ対して働きかけを行うこともある

だろう。この点を確認するために省庁から相談を受ける頻度を 5段階(全くない、あまり

ない、ある程度、かなり頻繁、非常に頻繁)で質問した。「ある程度」以上相談がある割合

5行政接触は、「あなたの団体が行政に働きかけをする場合、次の役職の方とどの程度接触

されるでしょうかj という設問に対して、全くない、あまりない、ある程度、かなり頻繁、

非常に頻繁という 5段階で毘答してもらった。役職として設定されたのは、首相、官房長

官、大臣、副大臣、政務官、事務次官、局長、課長、課長補佐、係長の 10の役職である。

いずれかの役職に対して一つでも fある程度J以上接触があると回答した団体を f行政接

触あり Jの団体とした。政党接触は、 fあなたの団体が政党に働きかけをする場合、どの政

党と接触することが多いでしょうか。Jという設問に対して、上述した 5段階で回答しても

らった。政党は、民主党、自民党、公明党、共産党、社民党、みんなの党、国民新党、そ

の他の 8つである。行政、政党ともに、民主党政権下と 2009年の政権交代前の自民党政権

下について質問をしたが、ここでは民主党政権下の結果を用いているD

6 ただし、市民社会レベルでは、福祉団体は「行政のみ」が 5割弱、「両方接触」が 2割強

であったのに対して、頂上団体レベルでは「行政のみJ2割弱、「両方接触Jが 75%程度と、

両方接触の割合が高くなっている。 頂上回体レベルでは、政党との関係も確立しているた

めであろう。
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をみると、福祉団体の87.3%(N=55)が該当しているD これは農林水産業団体の93.8%(N=16) 

に次いで高く、全体平均の 67.2%(N=294) よりも 20%以上高い割合である。福祉団体と省

庁の間には比較的頻繁な相互の交流があることが推測される。

具体的に福祉団体に相談を行う省庁を見ていくと、厚生労働省の 85.4%を始めとして、内

閣府 (47.9%)、文科省 (33.3%) と続く。以下、 l割以上の団体が相談を受けるのが国交省

(18.8%)、経産省、 (16.7%)、総務省 (12.5%)、消費者庁 (12.5%) である(すべて N=48)。

関わる省庁の多さが印象的であるが、特定の省庁が国定的に政策に関わる政策領域に対し

て、福祉政策では厚労省を始めとして、子育て支援や教育であれば文科省、障害者であれ

ば内閣府、バリアフリーや都市づくりが関連すると国土交通省など、恒常的に多様な省庁

との関わりが必要とされるため、このような分散傾向がみられるのかもしれない。

それでは、具体的に福祉団体は行政とどのような関係を築いているのであろうか(表 11)。

ほとんどの指標では全体と大きく相違しないごく平均的な値であるが、例外的に、補助金・

助成金 (54.5%) と許認可 (63.0%) の割合が高い。特に、補助金・助成金を受ける福祉団

体の割合は、全体の平均よりも 30%程度多く、福祉団体が行政からの資金に依拠して活動

を行っていることが推測される。また、法的規制、行政指導など(許認可を除いて)行政

の活動を示す指標は約 25%から 45%、政策提言、審議会への委員派遣、政策決定への協力 ・

援助、政策執行の協力援助など団体の活動を表す指標は約 45%から 60%である。

法的規制 行政指導 業務受託
…，一一

意見交換
助成金

% N % N 事も N 今b N 9も N 

40 43. 6 39 24.4 41 54. 5 44 78. 2 55 

全体 49.6 250 I 35..6 239 38. 5 239 23.0 235 26.3 243 71.6 289 

i 審議会への 政策決定への 実施執行の
ポスト提供

モニタ
政策提言 委員派遣 協力・支持 協力援助

出向職員
リンゲ

号も N % N % 制 号も N % N 9も N 号も N 

福祉団体I61哩 8 55 58. 2 55 44.4 54 54.5 55 11.1 54 2. 6 39 40. 7 54 

全体 I 59.9 289 53. 3 291 44. 3 289 48.8 287 20.5 288 7.0 230 39.8 289 

また、予算編成への働きかけという指標でみると、福祉団体の 57.7% (N=52) が予算編

成時に働き掛けを「行う」と回答している。これは労働団体(66.7%、N=33)、教育団体(60.0%、

N~15) に次いで高い値であり、全体平均の 45 .l% (N=284)よりも 10%以上高い割合である。

予算編成に積極的に働きかける教育回体、福祉団体という政策受益団体としての基本的な

特徴が確認できる。

(2)政党との関係:①複数政党への接触拡大と②接触政党の 2極化の維持

次に、福祉団体と政党との関係を確認したい。本調査では、民主党、自民党、公明党、

共産党、社民党、みんなの覚、国民新党、その他の政党について、どの程度の接触を行う
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か 5段階(全くない、あまりない、ある程度、かなり頻繁、非常に頻繁)で尋ねている。

この尺度で、いずれかの政党に「ある程度」以上接触がある団体を政党接触「あり J、それ

以外の団体を「なしjと分類した。この結果、民主党政権下において、福祉団体の74.5%(N=51) 

はいずれかの政党と接触があると回答した。これは、労働団体の 96.7%(N=30)、市民・政

治団体の 86.1% (N=36) に次いで多く、全体平均の 68.4%(N=266) と比べてもやや高い。

福祉団体が政党と積極的に接触を持つ種類の団体であることがわかる。

それでは、福祉団体は具体的にどのような政党と接触するのであろうか。表 12は、 2009

年の政権交代前後の団体の接触政党の割合を示した結果である。まず全体と比べると、政

権交代の前後を問わず、福祉団体は 10'"'-'15%程度二大政党への接触率が高い。公明党、共

産党への接触率も 10""20%程度高く、公明党で約 55%、共産党で約 25%の福祉団体が接触

を行う口また、政権交代の前後でみると、二大政党への接触率は変化が大きいD 政権交代

前の民主党 54.2%、自民党 76.0%から、政権交代後は民主党 70.0%、自民党 60.8%と割合が

逆転している。この逆転は、民主党に接触する福祉団体が 15%以上増えたことと共に、自

民党に接触する団体が 15%以上減少したことに起因する。

表12 福祉団体の政党接触(単位:拡)
福祉団体 全体

自民党政権下旬) 民主党政権下 (b) 変化率 自民党政権下 (a) 民主党政権下 (b) 変化率

度数 号も 度数 9も (b)ー(a) 度数 % 度数 % (b) ー(a) 

民主党 26 54.2 35 70.0 15.8 116 45. 3 164 62. 4 17 

自民党 38 76，0 31 60.8 -15.2 155 59.8 131 49. 8 -10 

公明党 26 53.1 27 54.0 O. 9 89 35.0 88 34.0 ー1.1 

共産党 13 27.1 13 26. 5 -0.6 45 17.9 44 17.2 同 O.7 

社民党 14 29. 2 13 26. 5 -2.6 63 24.9 61 23..7 -1.2 

みんなの党 12 25. 0 13 26. 5 1. 5 35 14.1 39 15.3 1.2 

国民新党 13 27.1 15 30.6 3.5 37 14.9 42 16.4 1.5 

その他 2 15.4 8. 3 -7.1 11 12.2 10 11.1 ー1.1

接触政党数とその変化

それでは、福祉団体はいくつの政党と接触するのであろうか。表 13は、民主党を中心と

した連立政権下における団体の接触政党数を団体分類ごとに示した結果である。 1つの政党

のみに接触する福祉団体の割合を見ると 7.9%と、教育団体、行政関係団体、その他に次い

で低い割合である。つまり、特定の政党と強し1関係を結ぶよりも、複数の政党と関係を維

持したいと考えるようだ。複数の政党に接触する場合、約半数に当たる 47.4%の団体が 2つ

~3 つの団体に接触している一方で、 4 つ以上の政党に接触する政党も 44.7% と約半数を占

めている。 4つ以上に接触する割合は、行政関係団体に次いで 2番目に多い。また、 7つと

いうほぼ全ての政党に接触する団体も 23.6%存在するD つまり福祉団体の政党接触の傾向と

して、①1つの政党のみよりも 2つ以上の政党に接触する団体が多く、その中でも、②2つ

'""3つの政党に接触する団体と③ほぼ全ての政党に接触する団体が多いことがわかる。

このような福祉団体の複数の政党への接触傾向は、与野党を問わず特定の政党を支持・
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支援するか、複数の政党との関係を維持するかを問うた設問からも見て取られる。例外的

に労働団体では特定の政党への支持が強し 1ものの、それ以外の団体分類では 7害IJ以上が「複

数の政党への支持・支援Jを志向する。その中でも、福祉団体、市民・政治団体、教育団

体、行政関係団体では実に 85%以上の団体が複数政党との関係維持を望んでいると回答し

ているのであるL

表13 接触政党数の分布(単位丹色)

3 4 5 6 7 8 N 1つ 2-3 4つ以上

農林水産業団体
。。 11. 1 。。 0.0 。。 11.1 77.8 11.1 

経済・言葉界団体 8.0 6.0 0.0 6.0 4.0 50 26.0 50β 24.0 

労働団体
。。 10.3 0.0 6.9 3.4 29 31.0 48.2 20.6 

教育団体 10.0 10 0.0 90.0 10.0 

行政関係団体 0.0 4 0.0 。。 100.0 

福干止罰体 7.9 38 7.9 47.4 44.7 

専門家団体
。。 0.0 0.0 0.0 3 66.7 33.3 0.0 

市民・政治自体 12.9 6.5 12.9 6.5 3.2 31 12.9 45.2 42.0 

宗教図体
。。 0.0 0.0 0.0 。。 6 16.7 83.4 0.0 

その他 0.0 0.0 0.0 0.0 。。 0.0 2 0.0 100.0 0.0 

18.1 7.1 7.1 3.3 9.3 2.7 182 18.1 52.2 29.5 

註:綱掛けは20百以上の部分を示している。

以上のような、福祉団体の複数政党への接触傾向は、 2009年の政権交代によって生じた

のだろうか。それ以前から見られる傾向だったのだろうか。表 14は、 2009年の政権交代前

後の福祉団体の接触政党数の割合とその変化率を示した結果である。政権交代前は 1つの

政党のみに接触する団体が 20%存在したのに対して政権交代後は 7.9%まで減少している。

また政権交代後は、 2つ""3つの政党に接触する団体が合計で 10%程度増加しているD つま

り、政権交代以降、 1党のみに接触していた団体の中で複数政党接触に切り替えた団体が存

在することが推察されるD その一方で、 7つというほぼ全ての政党に接触する団体は政権交

代に関係なく 2割程度存在している。このことから、野党を含めた全ての政党に接触する

団体は、自民党政権時から一貫して存在していたことがわかる。

表14 2009年の政権交代前後の福祉団体の接触政党数の変化(単位:弘)
4 5 6 7 8 N 

政権交代前(自民党政権下) (a) 10.0 10.0 2.5 2. 5 40 

政権交代後(民主党政権下) (わ) 10.5 7.9 2.6 0.0 38 

変化率 (a)ー(b) -12.1 3.7 6.2 0.5 一2.1 0.1 

註 網掛けは1日以上の部分を示している。

7 政党との関係について iA与野党を問わず、特定の政党を常に支持・支援する、 B複数の

政党との関係を維持するj としづ二つの考え方を提示し、 iAに近いj、「どちらかといえば

AJ、「どちらかといえば BJ、iBに近い」の四段階で回答を得た。ここで示したのは、「ど

ちらかといえば町、 iBに近いJの合計の割合である。
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接触政党の組み合わせ

複数の政党に接触する場合、その組合せが問題と なる。表 15は、福祉団体の接触政党の

組み合わせを (1)接触政党数と (2)政権交代前後で示した結果である。1つの政党のみに

接触する団体をみると、政権交代前の 20.0%(8団体) Iすべて自民党接触」から、政権交

代後は 7.9%(3団体)が「すべて民主党接触j に変化している。自民党に単独接触をして

いた団体のほとんどは、政権交代後は民主党も含めた複数政党への接触へと切り替えたが、

民主党単独接触へ切り替えた団体も 1つ存在するo また接触政党数 3つ以下の団体をみる

と、政権交代に関わらず民主、自民の二大政党を中心とした組合せであり、それらを含ま

ない組合せの少なさが印象的である。これらの福祉団体は、政権党になる見込みのある政

党との接触を特に重視しているのだろう。 4つ以上の政党に接触する団体では、社民党、共

産党といった野党色の強い政党との組合せも多くなる。特に、 7つ以上のほぼすべての政党

に接触する団体では、当然ながら、共産党も接触対象となる。

8 20玖oI 3 7.9 Iすべて自民単独(8)

I ̂ ^^  _ I自民+公明(3)、
8 20.0 I 9 23.7 I 

皇民+民主(5)

すべて民主単独(3)

13s:;+公明(1)、

自民十民主(6)

民主+公明(1)、

社民+共産(1)

(合計:自B、公3、民5)I (合計:白人民7、公2、社1、共1)

7 17.5 I 9 23.7 I自民+公明+民主(4)、 |自民+公明+民主(6)、

自民+公明+みんな(1)、 |自民+公明+みんな(1)、

自民+公明+国民新党(1)、 |自民+民主+国民新党(1)、

震主+社民+共産(1) I 民主十公明十社長(1)

(合計:自6、民5、公8、み1、酒新1、社1、共1)I (!封、民8、公8、みれ図新入社1)

4 10. 0 I 4 10曾 5I自民+公明+畏主+社民(1)、 i自民十公明十民主+国民新党(2)、

自民+公明+民主+国民新党(1)、

自民+公明+社民+共産(1)、

公明+民主+社長十共産(1)

自民+公明+民主+共産(1)、

畏主十公明+社民+共産(1)

(合計t自3、民3、公4、回新1、社3、共2)I (合針:自3、民4、公4、国新ム社1、共2)

自民+公明+民主+自民新党+みんな(2)、 |自民+公明+民主+国民新党+みんな(2.)、

4 10. 0 I 3 7. 9 I自民+公明+民主唯民+共産(2) 113民+公明十民主+社民+共産(1)

1 2..5 

(合計:134、農4、公4、麹新2、み2、社2、共2)

島民+公明+畏主+国民新党+みんな+その他(1)
1 2.6 I 

〔合計:白人民1、公人留新1、みしその他1)

自民+公明+民主+国民新党十みんな+社民+共産(7)
9 23.7 I 

(合計:自1、震1、公1、国新しみ1、社1、‘共1)

(合計:自3、民3、公3、属新2、み2、社民1、共1)

自民+公明十宗主+窓民新党+みIvな+その他(1)

(合計:131、公1、黒人国新人み1、その他1)

自民+公明+民主十国民新党十みんな+社民十共産(9)

(合計:自9、民自、公9、間新9、み9、社9、共9) 

自民+公明+民主+国民新党十みんな十社民十共産+他(1)

(合計:自9、民9、公仏国新9、み9、社9、共9、他1)

7 17.5 

B 1 2邑 5 o 0.0 

全体 I 50 100 I 51 100 

註:怠=自民党、民=民主党、公=公明党、罰新=国民新党、み1 みんなの党、社=社民党、共=共産党、他=その他を示している。

政党接触数と①政策一致度、②支持政党、③政党の影響力

上では、二大政党を中心に接触する団体と野党も含めてほぼ全ての政党に接触する福祉

団体の存在が確認されたが、福祉団体はどのよ うな基準で接触する政党を決めているので

あろうか。この点を確認するために、表 16には、民主党政権下での接触政党数と①各政党

に
.
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と政策が一致する回体の割合 (1ある程度」、「かなりの程度一致しているJ、「ほぼすべて一

致しているJの割合の合計)、②各政党を支持する団体の割合(lふつ うJ、「かなり強く支

持している」、「非常に強く支持しているJの割合の合計)、③各政党の影響力があると回答

した団体の割合(Tある程度」、「かなり強しリ、「非常に強し'Jの割合の合計)のクロス表を

示した。網掛けは 20%以上、太字は 35%以上を示している。

3つの政党に接触を行う団体 (2大政党を中心に接触する団体)は、民主党、自民党、公

明党と政策が一致し、影響力を大きく見積もる団体が多い。また共産党、社民党を含めて

全ての政党を支持する割合も高い。つまり、このグノレーフ。は、社民党、共産党も二大政党

と間程度に支持はしているものの、影響力を小さく見積もっているため、接触は行わない

のかもしれない。一方、 7つの政党に接触する団体(野党も含めてほぼ全ての政党に接触す

る団体)は、全ての政党に関して、政策が一致し、支持もしており、影響力も大きいと感

じている。特に、共産党、社民党に関してはその傾向が強い。このグ、ノレーフ。が、政権党に

なる見込みが低いにも関わらず、共産党に対して接触を行うのは、以上のような支持、政

策一致度に加え、同党の持つ影響力を大きく勘案した結果かもしれない。

つまり、福祉団体は政党との政策の一致度や支持はもとより、政治的影響力を重視して

接触政党を選んでいるといえるだろう。支持していたとしても影響力が小さいと感じてい

る場合には接触の対象とならならない一方で、政権党になる見込みが小さくても影響力が

大きいと感じている場合には接触を行う。福祉団体全体が実質的な利益を求めて行動して

いる様子がうかがえるロ

表16 福祉団体の政党接触数と政策一致度・政党支持・政党影響力(単位:%)
I1 2 3 4 5 6 71N  

割問 |100 133 三川 100 67 33 :M l30 
自民党 I1叩0.7 1η7.9 芝2'，，1:正;ρd沈勺ぐ 7.1 10.7 3.6 'γ子忽

公明党 I 6.9 10.3 干;三乙μ幻二6ぷ正 10.3 10.3 3.4 へ李幻釘計1ヂr臥cι、争 299 

致l共産党 I1，，1.~1 ~~.~ ~~.~ 1，，6.} ~.~ ~ . ~ てイi紙
社民党 I 9.5 14.3 19.0 9.5 4.8 0.0 しj〆ι4位2をれ》二にふ:9'，] 2引1 

公明党 4.5 9. 1 仁 三9.1 13.6 4，5 仏 22

日 115154 ; 777738 1F 26
自民党 3.8 19.2 ・ 2己 7.7 11.5 3，8 ぶ 26 

共産党 5.6 16.7 乃 彰 5.6 5.6 0.0 二絡に 18
社民党 13哩 6 13， 6 弘主 4.5 13.6 0.0 約 ぶ 22

政|民主党 I 9 ， 4 老長官1 ♂fを釘~f)殺象駁ν二:二r一二‘ 6.3 9.4 3.1 干デ;玄芝箆是霊巳 ムパ1て':13ロ2 

党|自民党 I10.0 
影 | 公明党 I 8.0 i向6.0 、三!入λ:芝2雪訴'4主主ヰヰ注ι三嘗彦佐 4.0 1ロ2.0 4.0 ぐアiじa乞乞守乃弓寸;;'12お5 
響 i共産党 114.3 14.3 14.3 7.1 7.1 0.0 じ包三 玄玄位妥 114 

(3)司法との関係:第三の働きかけ先としての裁判所の重要性

裁判は行政や政党に対して直接接触できなかったり、その決定に不満を持つ者が行使し

得る手段であり、民主主義を成り立たせる一つの機能としても注目されてきた(問中 1974a、

1974b;高野 1988;村松 1994:伊藤 1995;平井 2010)。また、福祉政策に限定すると、裁
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半りを利用する福祉団体や労働組合の存在も確認できる (;J¥) 11 1974 : 40 -41 ;大山 1980: 24 

-33;中央社会保障推進協議会編 2008: 345 ~ 346 ;中国「残留孤児J国家賠償訴訟弁護団

全国連絡会編 2009;障害者自立支援法違憲訴訟弁護団編2011)。

しかし、総体としてみると行政もしくは政党が働きかけ先として信頼されており、裁判

所を有効なルートであると見なす団体はほとんど存在しないことが既に確認されている

(平井 2010: 132)。同様の傾向は、頂上団体を対象とした今回の調査でも確認できた。民

主党を中心とした連立政権下において権利や利益を守るために三権のどれに働きかけるこ

とが最も有効(最重要)であると考えているか尋ねた結果、裁判所が最も有効で、あると考

える団体はほとんど存在せず、政党または行政が有効であると回答する団体がそれぞれ約

50%ずつ存在するo 福祉団体についても、行政が 53.2%、政党が 44.7%であり、農林水産業

団体、経済・業界団体、教育団体とともにやや行政に傾くものの、裁判所が最も有効であ

ると考える団体は 2.1%に過ぎない (N=47)。司法制度改革を経てなお、裁判所は最も有効

な対象であるとは認識されていないのである。

ただし、会員である個人や団体が当事者である訴訟を支援するかどうかを「全くなしリ、

「あまりなしリ、「ある程度あるJ、「頻繁にあるJの 4段階で尋ねた結果をみると、少し印

象が異なる。「ある程度あるj 以上と回答した団体の割合をみると、福祉団体の実に 2.9，6%

(N=54)が訴訟支援を行っていると回答している。これは、労働団体の 67.7%(N=31)、市

民・政治団体の 47.1%(N=34)に次いで多く、全体平均の 22.3%(N=282) と比べてもやや

多い。つまり、働きかけ先として最も有効であると考えているわけで、はないが、事後的な

救済を求めて裁判所を利用する団体が存在していることが確認できる。

実際、厚生福祉関係の行政訴訟の件数は増加傾向にある。表 17は、 (J)係属中の行政訴

訟の件数、 (2) その中で福祉関連の案件の占める割合を示した結果である。データは、全

国市長会の「都市における訴訟の係属状況に関する調べJに基づいて作成した。調査対象

は、市または市の機関、及び個人たる市長または市の職員が当事者となっている職務に関

する訴訟事件で、 (1) 当該年度に新たに提起された訴訟事件、 (2) 当該年度に判決等があ

った訴訟事件、 (3) 当該年度 3月 31自現在裁判所に係属している事件について調査した結

果である。行政裁判でも市以外の機関が対象となった事件は含まれていない。

1992年度に 269件で、あった合計の訴訟数は 1999年には約 2倍の 578件となったD 調査対

象に東京 23区が加えられた 2000年度以降も緩やかな増加傾向であり、 2007年度には 1290

件に至っている。厚生福祉行政関係の訴訟も同様の傾向である口 2000年度以降に限定しで

も、 2001年度の 60件から、 2007年度には約 2.5倍の 153件まで増加している。福祉関係の

訴訟件数の増加に伴い、全体に占める福祉関連の訴訟割合も大きくなり、2006年度には 1992

年以降初めて 10%を超えている D
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表17 市に対する行政訴訟数の推移(単位:実数)
建築 租税 職員 環境衛生厚生福祉教育行政商工・農林 その他の

合計
福祉の占める 調査対象

行政 関係 繍係 行政 行政関係 関係 行政務係 行政事件 割合(%) 都市数

1992年度 114 46 27 11 9 8 53 269 0.4 663 

1993年度 117 50 26 16 7 6 78 309 2.9 663 

1994年度 92 93 21 14 9 9 4 108 350 2.6 663 

1995年度 98 109 17 7 8 10 4 105 358 2.2 666 

1996年度 123 84 25 7 15 14 4 116 388 3.9 669 

1997年度 131 132 30 30 24 60 12 98 517 4.6 670 

1998年度 166 128 61 40 35 39 14 155 638 5.5 671 

1999年度 113 146 49 34 27 33 17 159 578 4.7 671 

2000年度 182 198 74 67 58 103 34 260 976 5.9 693 

2001年度 189 156 69 59 60 74 35 299 941 6.4 695 

2002年度 184 152 71 67 66 58 33 332 963 6.9 698 

2003年度 213 158 77 81 71 63 17 335 1015 7.0 712 

2004年度 212 172 78 71 73 58 34 296 994 7.3 755 

2005年度 205 154 105 75 106 72 39 329 1085 9.8 800 

2006年度 254 158 108 66 128 66 34 383 1197 10.7 805 

2007年度 250 178 125 90 153 69 23 402 1290 11. 9 806 
註:2000年度から東京23区が調査対象に加えられた。

註:1993年度にはその他に「公営企業関係J (1件)を含む

出典全国市長会『都市における訴訟の係康状況に関する誠ベ(各年絞) ~より作成。

福祉に関わる訴訟件数が増加している理由に関しては、福祉問題に取り組む弁護士の増

加や訴訟を支援する当事者団体の増加などの要因を指摘する声もあるとそのため、その理

由については慎重に判断しなくてはならないが、考えられる一つの要因として司法制度改

革に対する団体の評価を確認してみよう D

表 18t士、団体の感じるこの 10年間の司法制度の変化を示した結果である。団体分類に

よって大きな違いは見られなかったため、ここでは福祉団体と全体のみを示している。全

体をみると、司法制度改革の結果として、政治による解決 (90.8%)や行政による解決が減

少し (92.2%)、政治・行政の監視が重要化した (71.8%)0 同時に整備された司法の利用促

進策も非常に高く評価されているD 平均して 8割"""'9割以上の団体が裁判に掛かる費用や時

間が減少し、弁護士との接触も容易化したと回答している。その結果、 ADR(裁判外解決

手続)の利用 (92.0%)や法的紛争自体も増加した (70.5%)。そして、ほぼ全ての団体が自

由体の考えに近い判決が得られていると感じている。福祉団体も、概ね全体の傾向と同様

8生活保護に関連する行政訴訟を併にとると、 (1)市民意識の向上、 (2)裁判を担う弁護士

の増加、 (3)訴訟を支援する当事者団体や市民団体の増加が訴訟件数の増加につながって

いると指摘されているほ本弁護士連合会編 2007: 149) 0 具体的な弁護士の数について

実際に生活保護関連の行政訴訟を長年支援してきた弁護士である竹下義樹 (2009:16)は

2000 年頃には多めに見ても全国に 20~30 人で、あったが、 2008 年頃には間違いなく何百人
という単位でいると述べている。その他に、日弁連の団体としての取り組みも特筆に値す

る。 2006年に員弁連は「貧困の連鎖を打ち切り、すべての人の尊厳に値する生存を実現す

ることを求める決議j を、 2008年度には「働いても貧困の連鎖を断ち切り、すべての人が

人間らしく働き生活する権利の確立を求める決議」を採択し、団体として低所得者の問題
に関わる姿勢を明確にしている。
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である。この結果をみると、少なくとも裁判所を利用する環境が整備されたと団体が感じ

ていること、また裁判所を利用する福祉団体が一定数存在することは間違いないようであ

る。

表18 10年間の司法制度の変化

政治による 行政による 政治・行政の 裁判費用・ 弁護士への

解決減少 解決減少 監視が重要化 時間の減少 接触容易化

% 制 9も N % N % N % N 

福祉団体I87.0 46 95.7 46 65.2 46 95. 3 43 76. 6 47 

全体 L 99~ 218 92. 2 218 71.8 220 93.4 211 83.9 218 

ADR利用 法的紛争 透明性の 世の中への 社会問題 告団体考えに

増加 増加 高まり 議論喚起増加 解決場加 近い判決増加

号も N % N % N 呼も N % N 号も N 

95.2 42 61.7 47 68.1 47 60. 9 46 80. 9 47 97.7 44 

全体 i 92 212 70. 5 217 79.6 225 67 221 87.9 224 96.7 209 

裁判所の利用者:①共産党、社民党との接触、②自民党政権の低評価、③やや疎遠な行政

それでは、どのような団体が裁判所にアクセスするのであろうか。裁判所は政策決定に

不満を持っていたり(問中 1974a: 564-565)、立法府や行政への働きかけができず要求を

くみ取ってもらえない人々が利用するといわれている(伊藤 1995: 378-379)。この点を、

訴訟を行う団体の (1)接触政党、 (2)政権評価、 (3)行政からの相談の程度としづ指標か

ら確認したいD

表 19は、①訴訟を行う福祉団体と②福祉団体全体の接触政党を示した結果である口民主

党、自民党、公明党としづ政権党になる見込みの高い政党に接触する割合が高い点では両

者は共通しているが、両者の差 (c) をみると、訴訟支援を行う福祉団体は福祉団体全体よ

りも 10%程度民主党に対して接触する割合が低く、 13%程度共産党と社民党に対して接触す

る割合が高いD つまり、訴訟を行う団体は、やや野党色が強し1団体であると言えるかもし

れない。次に、訴訟を行う福祉団体の政権評価をみると、訴訟を行う団体の約 15%'"'-'30%

は小泉政権 (33.3%、N=15)、中曽根政権 (30.8%、N=13)、野間政権 (20.0%、N=15)、橋

本政権 (14.3% 、 N=14) に 1 点以下の評価 (0~1 点の合計)しか与えない。一方、 20% ，...__，30%

は、菅政権 (20.0%、N=15)、鳩山政権 (33.3%、N=15)、村山政権 (23.1%、N=13) に6点

以上 (6"'"'10点の合計)を与えている。つまり、訴訟支援を行う団体は、小泉、中曽根など

新自由主義的な福祉改革を主導した政権を極端に低く評価する一方で、菅、鳩山、村山な

どリベラノレな政権に対しては一定程度の評価を与える傾向があることがわかる口

に
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表19 民主党政権下の①訴訟を行う福祉団体と②福祉団体の接触政党

①訴訟を行う福祉団体(a) ②福祉団体(b) 差 (c)

度数 % 度数 % (a)一(b)

民主党 9 60.0 35 70.0 -10.0 

自民党 10 62.5 31 60.8 1.7 

公明党 10 62.5 27 54.0 8.5 

共産党 6 40.0 13 26.5 13.5 

社民党 6 40.0 13 26.5 13.5 

みんなの党 5 33.3 13 26.5 6.8 

愚民新党 4 26“7 15 30.6 -3.9 

その他 。 O. 0 8. 3 -8.3 
一

また、行政からの相談の頻度から、行政との関係を確認したい(表 20)。相談が「あまり

ないJ、「全くなしリと回答した団体は訴訟支援を受けている団体でやや多く、「ある程度」

以上相談を受けている毘体をみると、訴訟支援を行う団体でやや少ない。顕著に自立つの

は、相談が「かなり頻繁Jにある、「非常に頻繁Jにあると回答した回体の割合であり、訴

訟支援を行う団体は行わない団体よりも 20%程度少ない。

つまり、訴訟支援を行う団体は福祉制度の改革を行ったり、雇用を流動化させた政権を

低く評価する口そして、政権党だけでなく共産党や社民党といった福祉の拡充に理解を示

す党にも接触を行い、行政からの相談はやや少ない傾向にある。総じて、福祉改革に対し

て不満を持ちつつも、中央省庁からやや疎遠な様子がうかがえる。

表20 訴訟支援の有無と行政からの相談の頻度(単位:弘)

全くあまり あるかなり非常に
N 

ない ない 程度 頻繁 頻繁

訴訟支援なし 5. 3 5. 3 52. 6 28.9 7.9 38 

訴訟支援あり O. 0 18.8 62.5 12.5 6. 3 16 

全体 3. 7 9‘3 55. 6 24. 1 7.4 54 

全くない十「ある程度Jrかなり頻繁J

あまりない 以上 以上

なし(a) 10.5 89.5 36.8 

あり(b) 18.8 81.3 18.8 

差 (a)ー(b) 8.2 -8.2 -18.1 

註:ありはfある程度J以上ありの値を示している。

5. 福祉団体の政治的影響力:高い自己評価とその背景

それでは、以上のような活動の成果として、福祉団体はどの程度の政治的影響力を有し

ているのであろうか。関連する政策領域に対して自分の団体が持つ影響力の程度を「全く

ない」、「あまりないj、「ある程度j、「かなり強しリ、「非常に強しリの 5段階で尋ねた結果

から確認したい。「ある程度J以上影響力があると回答する福祉団体は実に 79.2%(N=53) 

であり、行政関係団体の 81.1% (N=ll)に次いで 2番目に多い日ただし、全体の平均も 72.2%

(N口 277)であることから総じて団体は昌己影響力を高く見積もっていることがわかる。

そのような自己評価の裏打ちとして、政策を実施させた経験や政策を修正・阻止させた

経験を持つと考える団体も多い(表 21)。福祉団体は、自民党政権下においても、民主党政

権下においても、政策の実施・阻止経験が「あるJと回答した多さでは、常に上位三位に
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入っている。特に、政策実施経験が高く、民主党政権下における政策の実施経験は 51.0%、

自民党政権下でさえ 40.8%の福祉団体が「経験があるjと回答している。やや民主党政権の

方が高いのは、時期にもよるものの、概ね同政権が福祉に好意的で、あったことの反映かも

しれないD福祉団体が政策実施に係る傾向は第 l回調査から確認されていたが(村松 1983)、

社会的な機運が常に福祉に対して積極的で、あったわけではなく、また、一旦整備された福

祉制度の見直しが行われていた時期であるにも関わらず、修正・阻止経験よりも実施経験

があると回答した福祉団体の方が多い点は特徴的である口

表21 政策の実施/阻止経験のある団体の割合(単位:%)

政策方針修正姐止経験 政策方針実施経験

民主党政権下 自民党政権下 畏主党政権下 自民党政権下

% N % N % N % N 

農林水産業団体 14.3 14 7.1 14 14.3 14 14.3 14 

経済・業界団体 8.2 85 21.4 84 14.1 85 20.2 84 

労働団体 45.2 31 29.0 31 45.2 31 19.4 31 

教育団体 6. 7 15 20.0 15 20.0 15 26. 7 15 

行政関係団体 7.7 13 16.7 12 30.8 13 25.0 12 

福祉団体 28.0 50 27.1 48 51. 0 49 40.8 49 

専門家団体 0.0 7 0.0 7 0.0 7 28.6 

市民・政治団体 37. 1 35 41. 2 34 35.3 34 32.4 34 

宗教団体 0.0 9 22.2 9 0.0 9 11. 1 9 

その他 14.3 7 0.0 7 0.0 7 0.0 7 

全体 19.9 266 23.8 261 27.3 264 25.2 262 

註.太字は占める割合の大きい上位三分類を示している

このような福祉団体の自己評価の高さは、国会議員や中央省庁の官僚が、関連政策につ

いて、関係団体の意向と一般世論の動向のどちらをより重視しているか尋ねた結果からも

見て取られる。表 22は、「関係団体の意向を重視する」、「やや関係団体の意向を重視するJ、

「どちらとも言えないj、「やや世論の動向を重視するJ、「世論の動向を重視するj の 5段

階でそれぞれ評価してもらった結果を示している。

その結果、福祉団体の 36.5%が国会議員は「団体重視であるJ((a)十(b)) と考えているこ

とがわかる。これは市民・政治団体、専門家団体に次いで多い割合である。ただし、「世論

を重視するJ((c)+(d)) と考えている団体も 28.8%存在することから、福祉団体の中でも意

見が割れていることが推察される。中央省庁の意向についてはより明確である。福祉団体

の48.1%は中央省庁が「団体重視J((a)十(b))であると感じているのに対して、 f世論重視J

(( c) + (d))であると見なしているのは 1割程度である。総じて、福祉団体が、世論が福祉

拡大に慎重な中でも、国会議員や省庁から意向が重視されていると感じていることがわか

る。このような自信が高い自己評価につながったのかもしれない。
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表22国会議員と中央省庁が団体の意向と世論のどちらを重視するか(単位:%) 

国会議員

関係団体の やや関係団体 どちらとも やや世論 世論の
N 

意向 (a) の意向 (b) いえない の動向 (c) 動向付)

市民・政治団体 5. 7 37.1 37.1 17.1 2. 9 35 

専門家団体 12.5 25.0 50.0 12.5 。。 8 

千高後四(本 11.5 25.0 34.6 17.3 11. 5 52 

教育団体 0.0 35.7 50.0 7.1 7.1 14 

労働団体 3.3 30.0 40.0 20.0 6.7 30 

農林水産業団体 7. 1 21.4 42.9 28. 6 。。 14 

その他 0.0 28.6 71.4 0.0 0.0 7 

経済・業界団体 4.3 17.4 51.1 21.7 5. 4 92 

行政関係団体 0.0 20.0 30.0 40.0 10.0 10 

宗教団体 。。 10.0 40.0 40.0 10.0 10 

全体 5.5 24.3 43.8 20.2 6.3 272 

中央省庁の官僚

関係団体の やや関係団体 どちらとも やや世論の 世論の
N 

意向 (a) の意向 (b) いえない 動向 (c) 動向 (d)

市E号・政治団体 14.3 37.1 40.0 5. 7 2.9 35 

福祉団体 13.5 34.6 40.4 9.6 1.9 52 

労働団体 0.0 43.3 40.0 16.7 0.0 30 

農林水産業団体 0.0 42.9 50.0 7.1 0.0 14 

経済・業界団体 10.9 26.1 47.8 14.1 1.1 92 

教育団体 0.0 35.7 57.1 7.1 0.0 14 

その他 0.0 28.6 71.4 。。 0.0 7 

専門家団体 0.0 25.0 62.5 12.5 0.0 8 

行政関係団体 0.0 20.0 60.0 20.0 0.0 10 

宗教団体 10.0 10.0 60.0 10.0 10.0 10 

全体 8.5 31吹 6 47.1 11. 4 1.5 272 

団体 世論

重視 重視

(a) + (b) (c) + (d) 
42.9 20.0 

37..5 12.5 

36. 5 28.8 

35.7 14.3 

33.3 26.7 

28.6 28.6 

28.6 。。
21.7 27.2 

20.0 50眠 O
10.0 50.0 

29.8 26.5 

団体 世論

重視 重視

(a) + (b) (c) + (d) 

51. 4 8.6 

48.1 11.5 

43.3 16.7 

42.9 7.1 

37.0 15.2 

35.7 7.1 

28.6 。。
25.0 12.5 

20.0 20.0 

20.0 20..0 

40.1 l2.9 

ただし、そのような福祉団体の自己影響力の大きさは、接触政党との関係、でみると、や

や修正をしなくてはならない。「ある程度」以上影響力があると回答する割合が高いのは、

民主党 (86.4%、 N=22)、自民党 (85.7%、N=21)、公明党 (87.0%、N=23) に対して接触を

行う団体であり、共産党 (72.7%、N=11)、社民党 (72.7%、N=l1)に接触する団体ではや

や低い。つまり、影響力が大きいという福祉団体の特徴は、特に自民党や民主党に対して

接触する福祉団体に当てはまる。共産党、社民党に接触する団体に限定すると、全体の平

均程度の影響力であると認識していることがわかる。

6. まとめ

本稿では福祉団体の存立様式、行動様式を他の団体分類との比較とともに、団体内部の

多様性に注留しながら検討を行ったロ本稿で得られた知見は以下の通りである。

(1)福祉団体は、 1990年代は 1割を切るものの、戦後直後から緩やかに設立が続く。また、

2000年代に設立された団体が 2割以上であり、他の団体分類と比較して多い。概ね、その

時代に問題化した団体が設立される傾向にあり、例えば、 2000年代以降は、貧困問題や子

育て支援の団体が設立されている。
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(2) 1億円以下で活動する福祉団体が 3割弱、 10億円以上で活動する団体が 2割程度と、

やや財政規模(年間支出)が 2極化する傾向がある。約 55%の福祉団体が行政からの補助

金を受けているが、財政規模が小さい団体ほど補助金を受ける傾向がある。

(3)福祉団体は、平均 5.1の関連政策を持ち、他の団体分類と比べてやや数が少ない。具

体的には、「厚生・福祉・医療Jを中心として、「教育」、「女性・高齢者・若年者」、「地方

行政」などが関連政策として挙げられる。

(4)福祉団体は f格差の是正」や「福祉の充実Jを求め、「非正規労働者の増加」など雇

用の流動化に反対する傾向にある。「外国人労働者の受け入れ増加j や「経済に対する国の

介入の縮小」についてはやや賛否が分かれる O また、安全保障についても同様に賛否がわ

かれており、例えば、「日米安保の維持j については、約 35%の団体が賛成し、約 30%の団

体が反対する。

(5)福祉団体の歴代政権に対する評価は総じて低い。その中でも一般に、民主党政権で低

く、それ以外ではやや高い。具体的には、菅政権、鳩山政権、野田政権、小泉政権を 5割

弱から 6割強の福祉団体が評価しない。橋本政権、中曽根政権に対する評価は 2分してお

り、評価する団体と評価しない回体がそれぞれ 3割程度ずつ存在する。小泉政権に関して

も、全体としては評価しないに傾くものの、極端に高《評価 (8点以上)する福祉団体も 2

割弱存在する。

(6)民主党の導入した子ども手当に対して、約 4割の福祉団体は賛成する一方で約 250/0は

反対し、残りの約 35%はどちらとも言えないと評価する。また「格差の是正」など特定の

層に対する福祉を求める福祉団体は、野田政権、小泉政権、橋本政権、中曽根政権を低く

評価する傾向がある一方で、菅政権、鳩山政権、村山政権、細川政権では有意な関係は見

られない。

(7)福祉団体は平均 2.9団体と協調関係、があり、労働団体、市民・政治団体に次いで多い。

具体的には、 40%前後の福祉団体が、全社協、日本医師会、日本財団と協調関係にある。そ

の一方で、、労組、行政関係団体、経済団体と協調関係にある団体は 1害IJに満たず、やや疎

遠である。

(8)福祉団体は総じて他団体と友好な関係であると考えているが、特に福祉団体との間で

は約 75%の団体が協調的であると回答する。ただし、例外的に 1割強の福祉団体が大企業

の経済・業界団体と対立的である。

(9)福祉団体の約 75%は政党と行政の両方に接触し、約 2害IJ弱は行政のみと接触する。政

党のみに接触する福祉団体は存在しない。また約 9部弱の福祉団体は行政からの相談が「あ

る程度j 以上あると回答することから、関係の双方向性が観察される。具体的な関係をみ

ると、福祉団体の 54.5%が行政から補助金・助成金を受けている。これは、全体の平均より

も30%程度高い。また、 6割弱の福祉団体が予算編成へ働きかける。

( 10)政権交代の前後を関わず、福祉団体は全体と比べて 2大政党に対する接触率が 10'"'-'

15%程度高い。政権交代後は、民主党に接触する団体が約 70%、自民党が約 60%で割合が
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逆転する。これは政権交代後に民主党が 15%以上接触を増やしたことと共に、自民党が 15%

以上接触を減らしたことに起因する。

(11)政党に対する接触を最も頻繁に行う団体分類の一つであり、福祉団体の約 750/0がい

ずれかの政党に対して「ある程度J以上の接触を行う。福祉団体内の接触政党数の分布を

みると、 3つ以下の政党に接触する団体が約半数を占める一方で、残りの半数は 4つ以上の

政党に接触する。特に、約 2割の団体は政権交代の前後に関わらず、ほぼ全て (7つ以上)

の政党に接触する。接触政党の組み合わせをみると、前者の福祉団体が二大政党を中心に

接触するのに対して、後者の団体は野党も含めて全ての政党に接触する。

(12) 2009年の政権交代後は、 lつの政党のみに接触する団体が 10%以上減少し、 2つ以上

の政党に接触する図体が増加した。政権交代前に自民党一党接触を行っていた団体の多く

は、政権交代後は民主党を含めた 2'"""'ヨつの接触へ切り替えた。

(13) 団体分類に関係なく、裁判所を働きかけ先どして最も有効であると考える団体はほ

とんど存在しない。ただし、福祉団体の約 3割が会員に対する訴訟の支援を「ある程度J

以上行っている D また、司法制度改革によって裁判所が費用などの面で利用しやすくなっ

たと感じる団体も多いD 実際、厚生福祉関係の市に対する行政訴訟は増加している。

(14)裁判所を「ある程度」以上利用する福祉団体は、福祉団体全体と比べて、共産党や

社民党と接触する割合が 10%以上高く、野田政権、小泉政権、橋本政権、中曽根政権を低

く評価する傾向にある口また、訴訟支援を行わない福祉団体と比較して、「かなり頻繁」以

上と回答した団体は、行政からの相談を受ける割合が 20%程度少ない。

(15)福祉団体の 8割弱が自分の関連分野に対する影響力は「ある程度」以上強いと考え

ている。また政権交代の前後に関係なく、約 4叡""'-'5割の団体が政策を実施させた経験があ

り、約 3害IJの団体が政策の修正や阻止をさせた経験がある。また、他の団体分類と比較し

て、国会議員や中央省庁は世論よりも関連団体の意向を重視じていると考える団体の割合

も高い。ただし、自民党、民主党、公明党と接触する福祉団体が影響力を特に大きく評価

する一方で、、共産党や社民党と接触する福祉団体は全体の平均と同じ程度の影響力である

と見積もっている。

以上の結果から得られる合意を 3点指摘したい。 1点目に、以前の福祉団体に観察されて

きた接触政党としての自民党の優位は、今回は観察されなかった。特に 2009年の政権交代

後(民主党政権下)では、自民党よりも民主党に対する接触の方が高くなることから、政

権交代の影響が推察される。ただし、この逆転は民主党に対する接触の増加だけでなく、

自民党に対する接触の低下に起因している。また、政権交代前(自民党政権下)の時点で、

民主党に対する接蝕は既に 55%を超えていた。このことから、福祉団体の接触対象として

の自民党の優位は、政権交代前から徐々に変化していたように思われる。そのため、いつ

頃からそれが揺らいでいたのかという点については別に検討が必要である。 2点目に、これ

までも指摘されてきた福祉団体の凝縮性の低さは、今回のデータでも観察された。特に、
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接触政党からは、二大政党を中心に接触する団体と野党も含めて全ての政党に接触する団

体に大別されることがわかる。両者は、政党支持や自己影響カの程度など異なっている点

も多い。後者のグルーフ。は、全ての政党を一定程度支持し、接触するものの、やや社民党

や共産党に対する親和性が高く、野党色が強し 1ように思われる。3点目に、福祉団体による

裁判所の利用の増加の意味を考えてみたい。訴訟の増加は、福祉に関わる決定が裁判所に

よって下されることの増加を示唆している。ただし、だからといって、福祉団体と行政と

の関係の希薄化を示す指標は意外なほど少なかった。どちらかと言えば、省庁から頻繁に

相談を受けたり、積極的に予算編成に働き掛ける福祉匝体の姿が浮かび上がったように思

われる。裁判所を利用する団体が野田、小泉、橋本、中曽根といった福祉の見直しに積極

的な政権を低く評価する傾向にあることを勘案すると、行政との関係の希薄化というより

は、福祉政策の転換に対抗する手段として裁判所が利用されているように思われる。もっ

とも、福祉団体の歴代政権に対する評価は総じて低く、特に近年裁判所の利用が増加した

理由を考えなくてはならない。これは単純に司法制度改革の成果なのか、それとも福祉回

体に対する弁護士等の専門家の合流など別の要因が影響しているのか、慎重に判断する必

要がある。
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ーはじめに

第 9章

社会団体調査からみる東日本大震災

一被災地支援と震災対応に対する評価ー

河村和徳(東北大学)

二0一三年五月、筆者は、被災地に入っている企業人の勉強会「復興つながりの会」に

参加した。五O~六O人の勉強会で、あるが、その会に参加して感じたのは、①多くの企業

が復興支援室を立ち上げて被災地に入っていること、②復興支援に携わるメンバーを社内

公募で、募った企業も少なくないこと、そして、③震災から二年以上が経過して、企業の被

災地支援は支援を継続しながらも新しい商機の模索にシフトしつつある点である。被災地

支援のイメージは、しばしば「自治体が自治体に支援するJrNPOやボランティアが被災

者を支援するjの二つの見方に収数しがちであるが、被災地では、企業も震災からの復旧・

復興に関与する存在であり、またそれらの企業によって構成される業界団体なども復旧・

復興支援を担っているのである。

被災地の復旧・復興に関わる団体は、何も被災地外へ支援に入ったNPO法人やボラン

ティアばかりではない。自らの組織も被災した被災地の社会団体(業界団体も含む)や企

業の中にも被災地の復113.復旧の一翼を担っているところもあるし、前述のようなビジネ

スチャンスを含めて被災地支援に入る企業・業界団体もあるl。中には、支援の一方で、自

らの組織の結束を高めようとする団体もあるに

自治体やNPO法人、ボランティアだけをみて東日本大震災の被災地支援を論じるのは

正確で、はない。また、被災地での直接的な支援活動(たとえば、義掲金の拠出や物資の提

供、がれきの除去など)ばかりをみるべきではないだろう。被災地に対する提言活動や政

治・行政への陳情なども間接的な被災地支援である。本章では、筑波大学国際比較日本研

究センターによる「東日本大震災後の社会団体に関する調査3 (以下、社会団体調査)Jで

1たとえば、三陸河北新報社は、石巻ではじめた復興写真展「復興の歩みを見つめてJの

企画に、東北電力・日本製紙 'NTT東日本宮城支庖・キャノンマーケテイングジャパンが

特別協賛し、自謙蒲鉾j苫・黒廼江酒造・高砂長寿味噌本舗・高政・平孝酒造・マノレキンと

いった地元企業が参加したことを伝えている。三陸河北新報社『ともに生きた伝えた一地

域紙「石巻かほく Jの一年』早稲田大学出版部、二O一二年。

2たとえば、新人研修として被災地支援を行う企業や、信者の連携を培うために被災地で

活動をしている宗教団体などは、支援と同時に組織の強化をはかっているとみなすことが
できるだろう。

3二O一二年一二月~二O一三年二月に郵送法で実施した。対象地域は、岩手県、宮城県、

山形県、福島県、茨城県、東京都、愛知県、京都府、大阪府、福岡県、沖縄県の十一都府

県。二00六一七年に実施した JIGS2社会団体全国調査の母集団リストから対象地域を取
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得られたデータを基に、回答した団体からみた政治的アクター(政党や省庁など)に対す

る評価を交えながら、他の文献ではあまり議論されない社会団体の被災地支援について検

討を行うことにしたい。

二社会団体調査の概観

本章で用いる社会団体調査では全国調査であり、被災地の社会団体だけではなく、被災

地外の社会団体もサンフ。ルに加えられており、社会団体の被災地支援及び政治的アクター

の被災地支援に対する評価を概観することができる。どのような団体が調査に回答してい

るのか、データによる検討を行う前に少し説明しよう。

一般的に社会団体を検討するにあたっては、幾つかの指標で分類することが有用である

と考えられている。たとえば、

①設立や運営の資金源

②設立時の事情・イニシアティブ

③当該団体の基礎となる集団の性格

④団体のもつ法人格

⑤集団の規模

⑥団体内の個人と団体との交換過程に注目した交換便益による分類

⑦団体の政策関心

などが、指標となりうる40

なお、実際の研究でよく用いられるのは、団体の政策関心に注目した分類である。たと

えば、農業協同組合は農林水産業団体に分F類され、日本経済団体連合会や経済同友会など

は経済・業界団体に分類される。また、各種団体を f営利セクターJI非営利セクターJI市

民セクターJr混合セクター」に分類して検討することもしばしば行われ、日本では営利セ

クターの割合が多い特徴があることが知られている丸本章で用いる社会回体調査での、団

体内訳は表ーの通りである。なお、回答があった団体の主な活動地域をグラフ化したもの

り出し、団体カテゴリごとに 50%無作為抽出を行った(層化 2段無作為抽出法)口このリ

ストは NTTタウンページ株式会社の iタワンページ「組合・団体」による。送付先は最新

の住所に更新した。転居先不明等の団体を除いた配布数は一万四四七七、回答数は三二九

六(回収率二二・八%)口調査は、東日本大震災学術調査「政治・政策j班、および、科学

研究費補助金基盤SI政治構造変動と圧力団体、政策ネットワーク、市民社会の変容に関

する比較実証研究Jにより実施した。いずれも代表者は辻中豊筑波大学教授。

4辻中豊『利益集団』東京大学出版会、一九八八年。

5辻中豊・森裕城[編]~現代社会集団の政治機能一利益団体と市民社会』木鐸社。
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が、図ーである。回答があった三二九六団体のうち、被災地(本章では、被災三県十茨城

県を指す)を活動の拠点とする団体が二六・九%、全国規模の各種団体が拠点を構える東

京を主たる活動の拠点とする団体が三一・一%、それ以外の道府県を活動の拠点とする団

体が四一・四%となっている。

表一社会団体調査での団体内訳

度数 比率

農林水産業毘体 367 11.1 % 

経済団体 299 9.1 % 
業界団体 666 20.2% 
労働部体 26，3 8.0% 
教育自体 122 3.7% 

行政関係団体 191 5.8% 
福祉団体 208 6.3% 

専門家毘体 135 4.1弘

政治団体 54 1.6% 
市良部体 137 4.2% 

学術・文化団体 202 6.1 % 
趣味・スポーツ団体 110 3.3% 

宗教団体 31 0.9弘
その他 355 10.8% 

非該当等 156 4.7弘
合計 3296 100.0弘

それ以外

41.4% 

図一 回答があった団体の活動拠点

本書でこれまで述べてきたように、東北地方太平洋沖地震は東日本一円に津波をもたら

し、被災三県の沿岸部を中心に甚大な物的・人的被害をもたらした。社会団体の中にも、
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施設に被害が出た団体もあれば、構成員が亡くなった団体もある。社会図体が受けた被害

は、①活動施設への物的被害、②団体役員や構成員への人的被害、③被災を契機とする人

材流出、④人的被害等に伴い派生する資金繰り等への影響、そして⑤当該団体とつながる

団体(下部団体等)の被害、に大別できょう。①および②は震災の直接的な被害であり、

③および④は間接的に発生する被害といえるだろう。社会団体調査では、被災地及び東京

の団体に対して「東日本大震災によって被害を受けているか」質問しており、その回答結

果をまとめたものが表二である。表こから、被災地を活動拠点とする団体の今回の震災で

被災したことがうかがえる。また東京を活動拠点とする団体の中にも、構成員に被害者が

発生した団体もある。東京を拠点とする団体には頂上団体が多いため、会員の退会や関係

団体の被災といった形で被害を受けた団体もあったことがこの表からわかるq なお、被害

に関する選択肢のうち一つでもOをつけたという団体は、被災地の団体では七五・二%、

東京の団体では四四・四%にものぼる。

表二の結果は、東日本大震災は東日本の団体の多くに何らかの爪痕を残したことを示し

ており、被害を受けた団体で、あっても、被災地した地域の支援活動を行っていたことをう

かがわせる結果とみることができるだろう。

回答があった団体の被災状況表二

東京被災地

3.8% 

1.8覧

26.2% 

20.9% 

不動産被害

動産被害

役員に被害

構成員に被害

直
接
的
被
害

2.0% 12.0% 

19.0% 

5.6% 

18.5% 

閉 会員の退会の増加

首 職員スタンフの辞職

被 資金繰りの悪化

害 関係団体に被害 I 26.0弘 15.8% 

その他 I 6.1% 5.1% 

11.7% 

1.1 % 

6.3弘

37.7% 

24.9% 

団体の被災地への支援

それでは、社会団体調査で回答した団体はどのような支援活動を行ったのであろうか。

義指金の拠出や物資の提供などといった直接的な支援と、被災地に向けての提言・陳情と

いった間接的な支援にわけでみることにしたい

円

IP
O
 

--ム



1 被災地へどのような度接的な支援が行われたか

被災地への産接的支援なとして考えられるのが、「義掲金を募集し、それを被災地に拠出

するJr援助物資を集め、被災地に送るJr職員を被災地に派遣するJr専門家を被災地に派

遣するJr関係団体(多くの場合は下部団体)に支援を要請する6Jそして「被災地を勇気

づけるイベント等の開催j である。図二は、そうした被災地向け支援を二O一一年中に行

ったか否か、団体の回答をまとめたものである。なお、図中の数値は、支援内容ごとの回

答比率(%)を示している。
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援j被災地譲東京総それ以外務j全体

図二 直接支援(二0一一年)の実施状況

もっとも多くの団体が行った支援は、義掲金を募り被災地に送付するものである。被災

地の回体は自らも被災していたこともあり、義指金を募ったという団体は四一%程度にす

ぎないが、東京の匝体は約六割、被災地・東京以外の団体では七割近くの団体が義揖金を

募ったとしづ。物資の提供を行った団体も多く、概ね三害IJの団体が行ったと答えている。

職員派遣や専門家の派遣といった人的支援は限定的であり、職員派遣を行った団体の比率

は概ね一割強である。また、被災地に活動拠点が近い回体ほど支援を行っている傾向にあ

り、遠方の団体の被災地支援は義損金の募集が中心で、あったことが、この図からわかる。

6 下部団体への指示と考える方が現実的であるロ
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なお、

義指金の募集 > 物資提供 > 人的支援

という関係が成り立つのは、義損金拠出がもっとも融通が利くからであり、人的支援を行

う団体が少ないのは、自治体の応援職員派遣と伺様、運営に支障がでないことが人的支援

の前提条件になるからであろう。
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鐙!被災地 綴東京総それ以外劉全体

図三 直接支援(二O一二年一月以降)の実施状況

図二は、二O一一年における社会団体の被災地支援を示したもので、あったが、二0一二

年一月以降の団体の被災地への直接支援はどうで、あったのであろう。二O一二年一月以降

の支援についての回答結果を図示したものが、図三であるD 図三は、被災地向けのイベン

ト開催を除けば、団体の被災地支援がニ0一二年に入ると著しく低下したことを示してい

る。義摘金を募集した団体は二割に満たず、物資を提供した団体も一割前後である。

二O一二年に入って被災地支援が低下した背景には、被災三県で延期された統一地方選

挙が実施され、また復興財源の確保に一定の目処がたつたことがあると思われる。また、

応急仮設住宅へほとんどの被災者が入居でき、「一段落したJという判断をしたことも影響

しただろうし、支援を続ける財源の雄保が困難になったことも大きいだろうロ民主党内で
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は野田佳彦執行部と小沢一郎元代表の間で、主導権争いが激しくなり 7、また自民党が解散を

要求するようになるなど、政治の動向が二O一二年に入ってから政局へシフトした点も押

さえておく必要があるように忠弘政局が進み、解散が取りざたされれば、政党との距離

感を模索しなければならない団体を中心に永田町に、その視線は永田町に集まらざるをえ

ない。図こから図三への変化は、そうした政治動向を反映していると見なせるのではない

かD

2 政治・行政からの活動要請と政治・行政への働きかけ

社会団体には、社会にある様々な要求を集約し、政治の場に伝達し表出する役割があり、

政策形成や執行の担い手としての役割もある8。それに加え、社会団体には、人々が民主制

を学ぶ場になることも期待されている。

壊滅的な被害を受けた被災地をより早く復旧・復興させることは、政治・行政のカだけ

でできるものではない。財源、は限られ、マンパワーもノウハウも欠けた中で復旧・復興を

進めるにあたって、政治・行政の方から幾つかの社会団体へ活動要請があったことは想像

に難くない。

表三 政治・行政からの活動要請および政治・行政への働きかけ

要請
被災地 東京 それ以外

与党国会議員からの活動要請 5.0% 2.1 % 1.4出

野党国会議員からの活動要請 3.8% 1.8弘 1.7% 

中央省庁等からの活動要請 4.3弘 12.2% 2.3% 

出先機関からの活動要請 6.9% 4.4% 4.1目

都道府県からの活動要請 21.9% 6.7弘 8.9弘

市町村からの活動要請 22.1弘 7.6% 10.0% 

陳情

被災地 東京 それ以外

与党国会議員への陳情等 14.7% 5.7唱 4.6弘

野党国会議員への陳情等 11.7% 4.5% 3.7% 

中央省庁への陳情等 10.7% 9.8弘 3.2弘

出先機関への陳情等 9.5% 2.8弘 2.8% 

都道府県への陳情等 25.3弘 5.8% 5.6% 

市町村への陳情等 22.9% 5.2% 7.0% 

それでは、実際はどうであったのか。表三は、各アクターから活動要誇があった団体の

比率を示したものである。表三をみると、アクターから要請があった団体は限定的である

7たとえば、『河北新報』二O一一年一一月一三日、同二O一一年一一月二七 Eの記事等を

参照。

8平野;告・河野勝[編著]Wアクセス日本政治論(新版)j]日本経済評論社、二O一一年。
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ことがうかがえる。注目すべきは、①被災地の二割強の団体が、被災自治体から支援の要

請があったと答えている点、②東京を活動拠点とする団体の一割強が中央省庁等からの活

動要請があったと答えている点、の二点である。団体の多くは、災害の有無にかかわらず、

陳情や許認可等を通じて政治・行政との間にネットワークを形成している。そうしたネ ッ

トワークを前提とすれば、被災地の団体が被災地の自治体より要請を受けるのは当然の成

り行きである。また中央省庁等から要請を受けた団体が多いのは、東京を拠点とする団体

の中には中央省庁と普段から折衝を持つ頂上団体が多し 1からであろう。もう一点、注目す

べき点がある。③与野党問わず国会議員から要誇を受けたという団体が少なかった点であ

る。筆者としては、国会議員、とりわけ被災地選出の国会議員が被災地や東京の団体に活

動要請を積極的にしたものだと思っていたが、実際のデータはそうした筆者の予想を裏切

る結果となっている。

団体倶.IJが、政治・行政から活動を要請される一方、団体から政治・行政に陳情し、また

提言する可能性もある。こちらはどうで、あったのか。表三をみると、被災地では、!凍情や

提言を行ったという団体の比率は、活動要請を受けた団体の比率に比べ高い傾向にある。

とりわけ与党国会議員へ陳情等を行ったという団体の比率は、活動要請を受けたという団

体の比率に比べ約一0ポイント高く、また中東省庁等へ陳情等を行ったという団体の比率

は、活動要請を受けたという団体の比率に比べ約五ポイント高い。活動要請は受けなかっ

たが、要望は出したという団体が多かったことがうかがえる。東京を活動拠点とする団体

の約一害IJが中央省庁へ陳情等を行ったと答えているが、これは、活動要請の回答と同様、

普段から中央省庁と折衝を持っており、そのコネクションを利用した結果と思われる。

マスコミの報道だけをみると、多くの団体に国会議員が被災地支援を要請し、また多く

の団体が国会議員に対して陳情等を行っていたかのように感じてしまう。しかし、与野党

問わず、国会議員の回体への支援要請は限定的であり、また団体も国会議員へ陳d情等をし

ていなかったことがみてとれる。

なぜ、国会議員からの活動要請、国会議員への陳情等が低調だ、ったのか、検証する必要

がある。政権交代で団体とのネットワークが濃い自民党が下野していたことが理由のーっ

かもしれないD また、民主党が陳情窓口を一元化した結果9、団体からの陳情がさばきづら

かった環境もあったように思う。これについては、団体に対し個別にインタビュー等を行

わないとわからない部分もある Q そのため、別途機会を設けて検討することにしたい。

9陳情の一元化は、政官業の癒着を防ぐという大義名分で導入されたが、窓口を集中しす

ぎた結果、県境を越えるような今回の災害で、はかえって足榔になった口陳情一元化による

混乱についての震災前の記事としては、たとえば『河北新報J二00九年一一月二九日、

などがある。また、村井嘉浩宮城県知事の講演にも、陳情一元化の弊害を指摘する部分が

ある。村井嘉浩『講演シリーズ復興元年民の力で早期の復興を! ! j]内外情勢調査会、

二O一二年。
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四 団体からみた復旧・復興に対する各アクターの対応の評価

本書の第二章において、復旧・復興に対して被災地の一つである仙台市民がどう評価し

ているのか、検討した口そこでは、より現場の評価が高く、中央の評価は芳しくないこと

がうかがえた。復旧・復興に対する評価は、社会団体からみても同様なのであろうか。そ

こで、ここでは団体からみた復旧・復興に対する政治・行政の対応についての評価を確認

することにしたい。

表四 団体からみた復旧・復興に対する政治・行政の対応についての評価

民主党への評価 評価しない どちらかといえば どちらともいえない どちらかといえば 評価する
評価しない 評価する

被災地 26.3% 15.8% 25.6% 27.3% 5.0% 

東京 31.7% 19.7% 25.5% 20.5% 2.6% 

自民党への評価 評価しない どちらかといえば どちらともいえない どちらかといえば 評価する
評価しない 評価する

被災地 22.8% 16.7% 40.5% 17.6% 2.4お

東京 27.2% 20.9% 34.9% 14.8% 2.1% 

中央省庁への評価 評{面しない どちらかといえば どちらともいえない どちらかといえば 評価する
評価しない 評価する

被災地 26.4% 17.6% 35.6% 17.9% 2.5% 

東京 22.5% 17.0% 32.8% 23.2% 4.4% 

省庁出先機関への評価 評価しない どちらかといえば どちらともいえない どちらかといえば 評価する
評価しない 評価する

被災地 20.8% 17.3% 34.6% 23.5% 3.8% 

東京 16.4% 17.1% 33.1% 25.4% 7.9% 

都道府県への評価 評{面しない どちらかといえば どちらともいえない どちらかといえば 評価する
評価しない 評価する

被災地 6.1% 7.9% 18.6% 44.6% 22.9% 

東京 5.5% 6.2% 22.1 % 42.0% 24.2% 

市区町村への評価 評価しない どちらかといえば どちらともいえない どちらかといえば 評価する
評錨しない 評価する

被災地 5.3% 5.9九 16.9% 42.9% 28.8% 

東京 5.7% 4.6% 22.8% 36.4% 30.5% 

被災地(被災三県十茨城県)団体及び東京を活動拠点に置く団体が、復旧・復興に対す

る政治・行政の対応をどう評価しているのか、まとめた結果が表四である。この表から、

興味深い次の二点を指摘することができる。

まず、①団体はどちらかといえば現場を評価し、永田町や霞ヶ関に対して厳しい評価を

している、という点を指摘することができる。現場(ー列目)を評価する一方、机上で復

旧・復興に関わるこ列目への評価が厳しいのである。こうした評価の背景には、マスコミ

による情報などによって復旧・復興の現場が想定通りに進んでいないことが幅広く伝えら

れていることなどがあろう。
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②復旧・復興過程に対する政党への評価は、相対的に、被災地の団体の評価の方が東京

を拠点とする団体の評価よりも良い傾向にあり、その一方で、官僚機構への評価は被災地

の団体の評価の方が相対的に厳しい傾向にある、という点である100第八章でみたように、

公務員制度には様々な逆機能がある。こうした評価の違いは、現場の団体の方が融通がき

かない公務員と接する確率の違いに依存すると思われ、そこでの「負の記憶Jが評価の厳

しさに結びついていると思われる。なお、表四をみると、団体の多くは民主党の対応も自

民党の対応も評価しない傾向にあるが、被災地の団体の回答は、政権与党で、あった民主党

の方を比較的評価しており、自民党に対する評価は手厳しい。民主党に対する評価も厳し

いが、自民党への評価が厳しいというのは、当時の自民党(谷垣体制)が政局を優先した

こととおそらく無縁ではないだろう D

表五 住民(仙北調査)からみた民主党政権及び自民党に対する評価

評価しない
どちらかといえば どちらかといえば

評価しない 評価する
評価する

民主党への評価

自民党への評価

32.1弘

41.5出

50.2% 

45.5目

16.0弘

11.8覧

1.7弘

1.2弘

ところで、政党に対する団体の評価は、被災地の住民の評価と相通ずるものがある口た

とえば、表五は、仙台北部調査(二O一一年実施、第二章参照)で、当時の民主党政権と

野党自民党の震災対応に対する評価結果を図示したものである110民主党政権に対する(仙

台市北隣の自治体に住む)住民の評価はそれほど高くはない。「評価するJfどちらかとい

えば評価するJを合わせてもこ割にも満たない。しかし、自民党に対する評価は民主党よ

りも厳しく、「評価するJfどちらかといえば評価するJを合わせた値は一三 .00/0となっ

ている120

表四及び表五の結果は、「民主党の震災対応がまずかったので、二O一二年一二月の自民

党に投票したj という通説は成り立たないことを示唆しているように思われる。

五 団体の考える復旧・復興における「選択と集中j

10 ケンドーノレのタウ b係数を算出したところ、「民主党Jr自民党Jf中央省庁Ji省庁出先

機関」で統計学的に有意差があるとしづ結果が出た(五%水準)0

11第二章で用いた仙台調査二0-ーは、自民党に対する評価を質問していない。二0一二

年度実施の仙北調査に自民党の評価を加えたのは、研究会において、その点を村松岐夫京

都大学名誉教授より指摘されたからである D

12 これらの結果は、二0一二年衆院選の結果が「民主党の震災対応が評価できないので自

民党に票が入ったJというロジックが成り立たないことを示している。
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二0一二年一O月、国会は復興予算の流用問題によって大きく揺れた13。霞ヶ関の合同

庁舎の耐震改修や沖縄の国道整備事業など、蹄に落ちない復旧・復興予算の使われ方が発

覚したのである。「復興予算」と言えば、産感約に被災地向けの予算であるはずである。し

かし、防災自的であれば被災地以外の事業でも復興予算を使えることになっており、民主

党政権はその釈明に追わたのであった。

筆者の皮膚感覚では、復興予算を被災地外で執行することに抵抗がある被災者はかなり

多いD ただ予算には限りがあり、仮に復興予算が全て被災地で執行されたとしても、予算

の f選択と集中Jは行われる必要があるように思われる。なぜなら、万遍なく予算がばら

まかれれば、効果的な復旧・復興は難しいからである。正解はなかなか見つけにくい復興

予算の「選択と集中Jであるが、この難しい潤いに対して団体はどう考えているのか、本

章の終わりに考察したいと思う口

社会団体調査では、復興予算の「選択と集中」に関する質問として、「特定の地域に資源、

を集中して進めるべきか、それとも地域間の復旧・復興格差が生じないように進めるべき

か」としづ質問と、 f特定の分野に資源を集中して進めるべきか、それとも分野間の復旧・

復興格差が生じないように進めるべきかjという質問である140その質問に対する回答を、

被災地を活動の拠点とする団体、東京を拠点とする団体、そしてそれ以外の地域で活動す

る団体に分けて集計した。集計結果である図屈をみると、被災地で活動する団体は、地域・

分野を集中するよりも分散させることを志向していることがわかる。また被災地・東京外

で活動している団体も同様な傾向にある。一方、永田町や霞ヶ関と関係をもっ頂上自体が

集中する東京の団体の回答結果は、集中すべきとしづ意見と分散すべきとし寸意見が括抗

する傾向にある。明治以降の自本の発展は、資源を東京から大阪そして福岡までの「太平

洋ベノレト」に資源を集中投下することで達成されてきた。資源を集中して投下すれば効果

が高いことは歴史が証明している。しかし、そうした資源の集中は一方で資源が与えられ

ない地域・分野を生むことにもなる。「もし自分たちが活動する地域が選ばれなかったら」

「自分たちが活動している分野が外されたらJといった懸念を団体が持つことは容易に想

像がつくことであり、そうした懸念が回答結果に反映されているのかもしれない。

また、東京以外を拠点とする団体の回答傾向がどちらかであれば「格差回避志向Jであ

る背景には、資源、の集中投下が地域の衰退を加速させるという懸念、もあるのではないか口

資源の集中投下先には、一般的にある程度の資源(人口や産業基盤等)が集積している地

域が選ばれやすく、資源が集中して投下された地域(分野)に人が流れることを警戒して

いるのかもしれない150

13 [河北新報』二O一二年一O月一三目。

14二つの質問に対する回答は似通う傾向があることは十分予想されるが、念のため、回答

簡の棺関係数(ケンドーノレのタウ b) を算出した。その結果、値は0・六七七 (0・一%

水準で、有意)と両者の密答傾向が似通うことが数値でも明らかとなった。

15第二章でみたように、被災地復興の拠点都市である仙台への人口流入は進んでおり、被
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A:特定の地域に資源を集中して進めるべき

B:地域間の復!自民復興格差が生じないよう進めるべき

東京

それ以外

被災地

。% 20% 40% 60% 80% 100% 

後 Aの意見に近い どちらかといえばAの意見に近い

綴どちらかといえばBの意見に近い綴 Bの意見に近い

A:特定の分野に資源を集中して進めるべき

B:分野間の復18.復興格差が生じないよう進めるべき

東京

それ以外

被災地

。% 20% 40% 60% 80% 100% 

務Aの意見に近い 必どちらかといえばAの意見に近い

務どちらかといえばBの意見に近い滋 Bの意見に近い

図五復興予算の「選択と集中j に関する回答結果

被災地でのNPO法人やボランティア団体の活躍ぶりは、学術研究だけではなく、報道

等でも我々は知ることができる。被災地以外の自治体の支援についても同様である。しか

し、東日本大震災で被災地支援をするそれ以外の団体、たとえば企業や宗教団体等の構報

は意外に耳に入ってこない。今回の東日本大震災において、各企業や社会団体がどのよう

に支援活動を行い、どういった評価をしていたのか記録を残すことは、将来起こるとされ

災自治体に仙台への集中を警戒する声もある。
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ている南海トラフ沖の地震を考える上で大事なことであり、もう少し調査・研究を進める

必要があるのではないだろうか。
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-附録 1調査票(面接)



[ ]は調査員への指示

。団体 に 関 す る 調 査 。

1n~1 II 
点検

(975工号)

2012年5月

調査実施主体団体基礎構造研究会

調査委託機関 一般社団法人中央調査社

間1.東日本大震災についておうかがいします。震災発生直後、あなたの団体では次にあげる活動を行い

ましたか。あてはまるものすべての番号をお答えください。

1 義援金を募った

2 物資を提供した

3 自団体の職員を派遣した

4 自団体に所属する専門家を派遣した

5 関係団体に支援を要望した

6 その他(

間 2.震災発生から現在までの間に、あなたの団体では政府の関係機関から、被災状況の報告や支援活動の

要請など、何らかの働きかけを受けましたか。

1 受けた

+ 
2 受けていないー+閉 3へ

SQ.差支えのない範囲で構いませんので、具体的な内容をお聞かせください。

間 3.震災発生から現在までの聞に、あなたの団体は政府に対して、公式あるいは非公式に要望や提言を出し

ましたか。あるいは今後、出す予定がありますか。

1 出した 2 今後、出す予定である 3 出していないー+問4ヘ

SQ.差支えのない範囲で構いませんので、具体的な内容をお聞かせください。

間 4.震災の発生や、その影響を契機として、あなたの団体では中長期的な活動方針や事業計画を見直し

ましたカ)0 cr影響Jには震災そのものだけでなく、原発事故、電力不足、計画停電など、震災から派生したものも含む〕

1 見直した

+ 
SQ.差支えのない範囲で構いませんので、具体的な内容をお聞かせください。

2 特に見直していないー+問5へ

間 5.日本政治についての質問です。 2009年に政権交代が実現した当時、民主党にどの程度期待していま

したか。次の尺度でお示しください。

非常に期待

していた

2 

かなり期待

していた

3 

ある程度

4 

あまり期待
していなかった

て
た

i

し
り

E

、
お
寸
カ

J
q
4

，、、

期
J
1
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( Jは調査員への指示

間6.現在、民主党による政治に満足していますか。次の尺度でお示しください。

また、そのようにお考えの理由を具体的にお織かせください。

1 満足 2 やや満足 3 どちらともいえない 4 やや不満

理由:

5 不満

間7.次にあげる歴代政権をどのように評価していますか。「非常に評価しているj を10、「どちらとも

いえないj を5、「全く評価していなしリを0とする尺度にあてはめて、 10点満点でお示しくださいc

全く評価していない どちらともいえない 非常に評価している

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 野田佳彦政権 (民主党・国民新党連立) o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B 菅産人政権 (民主党・国民新党連立) o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C 鳩山由紀夫政権(民主党・社民党・愚氏新党連立) o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D 小泉純一郎政権(自民党・公明党連立) o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E 橋本龍太郎政権(自民党・社会党・さきがけ連立) o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

F 村山富市政権 (自民党・社会党・さきがけ連立) o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

G 細川護照政権 (非自民8党連立) o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

日 中曽根康弘政権(自民党単独) o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

問8.次にあげるのは2000年以降現在にいたるまでの間に、大きな問題になったと考えられるテーマですc

これらのテーマに対するあなたの団体の態度を、次の尺度でお示しください。

!

成
.

賛

2 

どちらかと
いえば賛成

3 

どちらとも
いえない

4 

どちらかと
いえば反対

5
一
川

1 2 345  A 社会保障財源としての消費税率引き上げ (2012年、一体改革大綱閣議決定〉

B 環太平洋パートナーシップ協定(通称 TPP)締結交渉への参加 (2011年) 1 2 345  

C 農業者個別所得補償制度の本格的な実施 (2011年) 1 2 345  

D 平成23年度税制改正大綱における法人税率の引き下げ (2010年)
1 2 345  

(Dは復興財j原確保のため3年間見送りとなったが、減税決定への賛否を答えてもらう〕

E 子ども手当の創設 (2010年) 12345  

F 自本国憲法の改正手続きに関する法律(通称国民投票法)制定 (2007年) 1 2 3 4 5 

G 公益法人制度改革 (2006年、制度移行は2008年) 1 2 3 4 5 

日 郵政民営化法の可決 (2005年、日本郵政公社の解散は2007年) 12345  

国庫補助負担金改革、税源移譲、地方交付税の見直し (2004年、いわゆる
1 234  5 三位一体の改革)

J 年金制度改革 (2004年、マクロ経済スライドの導入など) 1 234  5 

K 労働者派遣法の「物の製造業務Jへの適用 (2003年) 1 234  5 

L 介護保険制度の創設 (2000年) 1 2 3 4 5 

-180 -



[ Jは調査員への指示

間9.次にあげる政策のうち、あなたの団体が関連する政策や活動分野はどれにあたりますか。あてはまる

ものすべての番号をお答えください。また、その中から、最も重要なものを 1つだ、けお答えください。

財政政策 15 女性・高齢者・若年者政策

2 金融政策 16 地方行政政策 最も重要
3 通商・貿易政策 17 労働政策

D 4 業界の産業振興政策 18 農業・林業・水産政策

5 土木・建設政策 19 消費者政策

6 運輸・交通政策 20 環境政策

7 通信・情報政策 21 厚生・福祉・医療政策

8 科学技術政策 22 国際交流・協力・援助政策

9 地域開発政策 23 文化・学術・スポーツ政策

10 外交政策 24 団体支援政策

11 平和・安全保障政策 25 資源エネルギ一政策

12 治安政策 26 防災政策

13 司法・人権政策 27 その他(具体的に:

14 教育政策

}ロJ1.V.あなたの団体が関連する政策について、活動する諸国体の簡で不調和や意見の違いが生じることは

どの程度ありますか。次の尺度でお示しください。

〔分野ごとに違う場合という場合は、総じてということで答えてもらう〕

1 非常に頻繁 2 かなり頻繁 3 ある程度 4 あまりない 5 全くない

間 11.あなたの団体が関連する政策について、あなたの団体は、どの程度の影響力をおもちでしょうか。

次の尺度でお示しください。

1 非常に強い 2 かなり強い 3 ある程度 4 あまりない 5 全くない

間12.あなたの団体が関連する政策について、次にあげるグループは、どの程度の影響力を持っていると

思いますか。それぞれ次の尺度でお示しください。

1 非常に強い 2 かなり強い 3 ある程度 4 あまりない 5 全くない

A 与党 1 234  5 日 経済・業界団体 12345  

B 野党 1 234  5 I 農林水産業団体 12345  

C 中央省庁の政務三役 J 労働団体 1 234  5 
12345  

K 専門家団体(国務大臣、副大臣、政務官) 1 234  5 

D 中央省庁の官僚 L 市民団体 .NPO・NGO 1 234  5 

[D 中央省庁の官僚は、事務次官、局長、 1 2 3 4 5 

課長クラスを念頭に答えてもらう M 学者・評論家・文化人 1 2 3 4 5 

E 地方自治体 12345  N マス・メディア 12345  

F 裁判所 1 234  5 。その他

(具体的に:
1234 5  

G 大企業 12345  

ーよ。。
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( Jは調査員への指示

問 13.あなたの団体が関連する政策について、密会議員や中央省庁の官僚は、関係団体の意向と一般世論

の動向のどちらを、より重視していると思いますか。それぞれ次の尺度でお示しください。

〔与野党(あるいは政党別)で違うという場合は、総じてということで答えてもらう〕

関係団体の やや関係団体 どちらとも やや世論の 世論の動向 | 
意向を重視 の意向を重視 いえない 動向を重視 を重視

A 国会議員 2 3 4 5 

B 中央省庁
1 

の官僚
2 3 4 5 

問14.あなたの団体が関連する政策について、国会議員や中央省庁の官僚は、法律や政策を作る際、

関係団体が提供する惜報と学識者が提供する'情報の、どちらをより重視していると思いますか。

それぞれ次の尺度でお示しください。

〔与野党(あるいは政党別〉で違うという場合は、総じてということで答えてもらう〕

(r学識者」とは大学教授やシンクタンクメンバーなどの専門知識を有する人々を指す〕

関係団体の やや関係団体 どちらとも やや学識者の 学識者の情報

情報を重視 の'情報を重視 いえない 情報を重視 を重視

A 国会議員 1 2 3 4 5 

B 中央省庁

の官僚
2 3 4 5 

問15.あなたの団体は、国の行政機関が政策を作ったり、執行する特に、相談を受けたり、意見を求めら

れたりす石ことがありますか。次の尺度でお示しください。

rr国の行政機関Jとは、下に挙げるリストに含まれる機関やその関係組織を指す〕

1 非常に頻繁 2 かなり頻繁 3 ある程度 4 あまりない 5 全くない

じ二 5ページ間16へ

SQ.それはどのような機関からでしょうか。次の中から、すべてあげてください。〔全てあげてもらう〕

総務省 8 経済産業省 15 金融庁

2 法務省 9 国土交通省 16 消費者庁

3 外務省 10 環境省 17 首相官邸・内閣官房

4 財務省 11 防衛省 18 内閣法制局

5 文部科学省 12 内閣府 19 会計検査院

6 厚生労働省 13 公正取引委員会 20 日本銀行

7 農林水産省 14 国家公安委員会・警察庁 21 その他、(具体的に:

ηノ
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L )は調査員への指示

間16.あなたの団体と国の行政機関との一般的な関係についておたずねします。あなたの国体は、次に

あげる (1) '"'-' (7) の事項にあてはま りますか。それぞれお答えく ださい。

SQ.また、該当する事項がある場合には、次にあげるリストの中で、各事項に該当する機関の番号を

すべてお答えください。 ((6)のモニタリシグとは、政策監視・観察の意昧で使われ、日常的 ・継続的な点検のことを指す〕

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

対す し
体や業界回っ し

政策提言を

対す し
策政実施や 動向を ていし 行機政関後たし 提供しいて

てい
意る モる のて

事fの青 換見交を

のポい

予算活動 を

し
執f法Tタンり

方 スる
て がをトし、

職退
る のグ

j 1 j あてはまるn .. !..Jあてはまる ヴ1:あてはまる ロ.. ~)あてはまる マ1jあてはまる マ11あてはまる マ1jあてはまる

2 あてはまら 2 あてはまら 2 あてはまら 2 あてはまら 2 あてはまら 2 あてはまら 2 あてはまら
ない ない ない ない ない ない ない

、s 、v 、J 、日 V 、J 、J

1 総務省 1 1 1 ， i 1 1 1 

2 法務省 2 2 2 2 2 2 2 

3 外務省 3 3 3 3 3 3 3 

4 財務省 4 4 4 4 4 4 4 

5 文部科学省 5 5 5 5 5 5 5 

6 厚生労働省 6 6 6 6 6 6 6 

7 農林水産省 7 7 7 7 7 7 7 

8 経済産業省 8 8 8 8 8 8 
z 

8 

9 国土交通省 9 9 9 9 9 9 9 

10 環境省 10 10 10 10 10 10 10 

11 防衛省 11 11 11 11 11 11 11 

12 内閣府 12 l2 12 12 12 12 12 

13 公正取引

委員会
13 13 13 13 13 13 13 

14 国家公安

委員会 ・ 14 14 14 14 14 14 14 
警察庁

15 金融庁 15 15 15 15 含. 15 15 15 

16 消費者庁 16 16 16 16 16 16 16 

17 首相官邸・
17 17 17 17 17 17 17 

内閣官房

18 内閣法制局 18 18 18 
z 

18 18 18 18 

19 会計検査院 19 19 19 19 19 19 19 

20 日本銀行 20 20 20 20 20 20 20 

21 その他

「体的に : 21 21 21 21 21 21 21 
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べ
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[ Jは調査員への指示

問 17.あなたの団体が関連する政策について、次にあげる機関は、どの程度の影響力を持っていると

思いますか。それぞれ次の尺度でお示しください。〔それぞれの機関について答えてもらう〕

1 非常に強い 2 かなり強い 3 ある程度 4 あまりない 5 全くない

A 総務省 12345  K 防衛省 1 2 3 4 5 

B 法務省 12345  L 内閣府 12345  

C 外務省 1 2 3 4 5  M 公正取引委員会 1 2 3 4 5 

D 財務省 1 2 3 4 5  N 国家公安委員会・警察庁 1 2 3 4 5 

E 文部科学省 1 2 3 4 5  。金融庁 1 2 3 4 5 

F 厚生労働省 1 2 3 4  5 P 消費者庁 1 2 345  

G 農林水産省 1 2 3 4  5 Q 首相官邸・内閣官房 1 2 345  

日経済産業省 1 2 3 4 5 R 内閣法制局 1 2 345  

国土交通省 12345  S 会計検査院 1 234  5 

J 環境省 12345  T 日本銀行 1 234  5 

間18.あなたの団体は、次にあげる機関と協調的ですか、それとも対立的ですか。

「対立的Jを1、「中立」を 4、f協調的」を 7とする尺度にあてはめてお示しください。

〔それぞれの機関について答えてもらう。関係がない場合は91こOをつける〕

ー ー ー ー ---ーー・・ーー司--司時四割---同ー ーーーーーーーー縄問問・ーー胃同.ーー情嗣ーー.・ ------_-- 司白司--・・・時助副ーー----骨偏戸ーー司網-----司伺 ， ーーーー - --
s 

' s 

1 2 3 4 5 6 7 

対立的 中立 協調的
I 蝿 同ー『司馳 R 開欄個帽司・---・・ e 圃齢ー，嗣 E 同・ー四回輔司開同『ー司四---・・"ー伺輔ーー---司制--- --・ー---ー・ー瞬時開幽---.--幽ーー・

A 総務省 1 2 3 4 5  6 7 9 K 防衛省 1234567  

B 法務省 1234567  9 L 内閣府 1 234  5 6 7 

C 外務省 1 2 3 4 5 6 7  9 M 公正取引委員会 1 2 3 4 5 6 7 

D 財務省 1234567  9 N 国家公安委員会・警察庁 1 2 345  6 7 

E 文部科学省 1 2 3 4 5 6 7  9 。金融庁 1 234  5 6 7 

F 厚生労働省 1 2 3 4 5 6 7  9 P 消費者庁 1 234  5 6 7 

G 農林水産省 1 2 3 4 5 6 7 9 Q 首相官邸・内閣官房 1234567  

日経済産業省 1 2 3 4 5 6 7 9 R 内閣法制局 1234567  

I 国土交通省 1 2 3 4 5  6 7 9 S 会計検査院 1234567  

J 環境省 1 2 3 4  5 6 7 9 T 日本銀行 1234567  
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間 19.あなたの団体が行政に働きかけをする場合、次のそれぞれの役職の方とどの程度接触されるで

しょうか口現在と2009年の政権交代前について、次の尺度でお示しください。

1 非常に頻繁 2 かなり頻繁 3 ある程度 4 あまりない 5 全くない

く現在〉 く政権交代前>

A 首相 1 234  5 1 2 345  

B 官房長官 1 234  5 1 234  5 

C 大豆 1 234  5 1 2 345  

D 副大臣 1 2 3 4 5 1 234  5 

E 政務官 12345  1 2 345  

F 事務次官 1 2 3 4 5 1 234  5 

G 局長 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

日 課長 1 2 3 4 5 1 234  5 

I 課長補佐 1 2 3 4 5 1 2 345  

J 係長 12345  1 234  5 

〔他の役職は該当する役職クラスに含めて答えてもらう〕

問20.次に、国会議員との関係についての質問です。あなたの団体では、次にあげる場での議論の内容を

日常的に確認していますか。あてはまるものすべての番号をお答えください。

1 衆議続本会議

2 衆議院予算委員会

3 衆議院における他の委員会

4 参議院本会議

5 参議院予算委員会

6 参議院における他の委員会

7 国会議員による議員連盟

8 与党の政策審議機関(民主党の政策調査会など)

9 野党の政策審議機関(自民党や公明党の政務調査会など)

10 民主党のグルーフ。

[10民主党のグループとは、野田グループ、小沢グループなど、自民党の派閥に似た党内集団をさす〕

11 自民党の派閥

12 首相や官房長官、政党幹部などの記者会見

「
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1

B 自民党 )人

C 公明党 )人

D 共産党 )人

E 社民党 )人

F みんなの党 )人

G 国民新党 )人

日その他 )人

間22.あなたの団体と各政党との関係についておたずねします。各政党に対するあなたの団体の支持の

程度は、どれ位でしょうか。次の尺度でお示しください。〔それぞれ答えてもらう〕

非常に強く
支持している

2 

かなり強く

支持している

3 

ふつう

4 

あまり支持

していない
持
計

5

支

，V

E

、れぺ竹

、hv
ヨて

さ
し

A 民主党 12345  E 社民党 1 2 345  

B 自民党 12345  F みんなの党 1 2 3 4 5 

C 公明党 1 2 3 4 5 G 国民新党 1 2 3 4 5 

D 共産党 1 2 3 4 5 H その他(政党名: 1 2 345  

間 23.あなたの団体が関連する政策について、次にあげる政党の政策は、あなたの団体の考えとどの程度

一致していますか。次の尺度でお示しください。〔それぞれ答えてもらう〕

ほぼすべて

一致している

2 

かなりの程度

一致している

3 

ある程度

4 

あまり一致

していない

5 

ほとんど一致

していない

A 民主党 1 234  5 E 社民党 12345  

B 自民党 1 234  5 F みんなの党 1 2 3 4 5 

C 公明党 1 2 3 4 5 G 国民新党 1 2 3 4 5 

D 共産党 12345  H その他(政党名: 1 2 345  
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( Jは調査員への指示

問 24.あなたの団体が関連する政策について、次にあげる政党は、どの程;度の影響力を持っていると

思いますか。次の尺度でお示しください。〔それぞれ答えてもらう〕

1 非常に強い 2 かなり強い 3 ある程度 4 あまりない 5 全くない

A 民主党 1 2 345  E 社民党 1 2 3 4 5 

B 自民党 1 2 3 4 5 F みんなの党 1 2 3 4 5 

C 公明党 1 2 3 4 5  G 国民新党 1 2 3 4 5 

D 共産党 1 2 3 4 5  H その他(政党名: 1 2 3 4 5 

問 25.あなたの団体が政党に働きかけをする場合、どの政党と接触することが多いでしょうかD

現在と 2009年の政権交代前について、次の尺度でどの程度の頻度かお示しください。

〔それぞれ答えてもらう〕

1 非常に頻繁 2 かなり頻繁 3 ある程度 4 あまりない 5 全くない

く現在> く政権交代前>

A 民主党 1 2 345  12345  

B 自民党 1 2 345  12345  

C 公明党 1 2 345  12345  

D 共産党 1 2 345  12345  

E 社民党 1 2 345  1 2 3 4 5 

F みんなの党 1 2 345  12345  

G 国民新党 1 2 345  12345  

H その他(政党名: 1 2 345  12345  

問26.次の2つの意見のうち、あなたの団体の考えはどちらに近いですか。次の尺度でお示しください。

A 与野党を間わず、特定の政党を常に支持・支援する

B 複数の政党との関係を維持する ; 

1 Aに近い 2 どちらかといえばA 3 どちらかといえばB 4 Bに近い

η
t
 

oo 
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[ Jは調査員への指示

閉27.あなたの団体は、税制改正に対して何らかの働きかけをなさいますか。

現在、 2009年の政権交代直後、政権交代前のそれぞれについてお答えください。

また、働きかけがある場合にはその対象もすべてお答えください。

cr税制改正j の対象には、国税、地方税のいずれも含む〕

くA 現在〉

七1i 働きかける

I 2 働きかけない

↓(  1の場合、働きかけ先)

く B 政権交代亘後>

じ1:イ動きかけた

I 2 -fi動きかけなかった

↓(  1の場合、働きかけ先)

た

知
つ

け

>

か

か

訪

ヒ

旨

き

七

ナ

ナ

働

f

l

v

l

 

交
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き
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鮮

政

働

働

N
M

噌
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C
工
l
H
2
(

く

F
r
i
l
l
↓

中央省庁の政務=役 中央省庁の政務=役 中央省庁の政務三役

2 中央省庁の宮僚 2 中央省庁の官僚 2 中央省庁の官僚

3 与党 3 与党 3 当時の与党

4 野党 4 野党 4 当時の野党

5 その他 5 その他 5 その他

(具体的に: (具体的に: (具体的に:

(A現在とは野田佳彦政権、 B 政権交代直後とは鳩山由紀夫政権、 C 政権交代前とは自民公明連立政権を念頭に〕

〔対象はすべて答えてもらう。「他には」と念を押すJ cr政務三役」とは国務大臣、副大臣、政務官を指す〕

間28.あなたの団体は、国の予算編成に対して何らかの働きかけをなさいますか。

現在、 2009年の政権交代直後、政権交代前のそれぞれについてお答えください。

また、働きかけがある場合にはその対象もすべてお答えください。

くA 現在〉

ポ1:働きかける

I 2 働きかけない

↓(  1の場合、働きかけ先)

た

先
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つ
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か
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くC 政権交代前>

七1l働きかけた

I 2 働きかけなかった

↓(  1の場合、働きかけ先)

1 中央省庁の政務三役 中央省庁の政務二役 1 中央省庁の政務=役

2 中央省庁の官僚 2 中央省庁の官僚 2 中央省庁の官僚

3 与党 3 与党 3 与党

4 野党 4 野党 4 野党

5 その他 5 その他 5 その他
(具体的に: (具体的に: (具体的に:

(A現在とは野田佳彦政権、 B 政権交代直後とは鳩山由紀夫政権、 C 政権交代前とは自民公明連立政権を念頭に〕

〔対象はすべて答えてもらう。「他には」と念を押すJ cr政務三役』とは国務大臣、副大臣、政務官を指す〕

(問28のくA 現在>[1 働きかけるj と回答した方に)

SQ.次にあげるうち、どの段階で働きかけをなさるでしょうか。該当するものすべてをお選びください。

1 庖政のあり方について首相やその側近が基本的な政策を決める段階

2 各省や局・課の次年度の事業を決定する段階

3 各省や局・課の概算要求の段階

4 財務省が素案を局議・省議で編成する段階

5 大臣折衝など政府案ができる段階
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問 29.一般的に言って、あなたの団体が中央省庁の政務三役、官僚、与党に働きかけをする場合、

次にあげる人を介して間接的に働きかけることはどの程度ありますか。

それぞれ次の尺度でお示しください。〔それぞれ答えてもらう〕

1 非常に頻繁 2 かなり頻繁 3 ある程度 4 あまりない 5 全くない

く a.対政務三役> く b.対官僚> く C.対与党>

A 関連する議員連盟の国会議員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

B 政党の政策審議機関の国会議員
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 234  5 

(政策調査会や政務調査会など)

C AやB以外の国会議員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 234  5 

D 中央省庁の官僚

(D 中央省庁の宮僚 の対官需は、例として経済 1 2 345  1 2 3 4 5 1 2 3 4. 5 
産業宮僚を介した財務官僚への働きかけなど〕

E 地方政治家(首長、地方議員) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 345  

F 他団体の幹部や会員 1 234  5 1 2 3 4 5 1 2 345  

G その他
1 2 345  1 2 3 4 5 1 234  5 

(具体的に:
」一一

間 30.あなたの団体は、中央省庁の政務三役、官僚、与党に働きかけをする場合、次にあげるような手段

や行動をどの程度なさいますか。それぞれ次の尺度でお示しくださいQ (それぞれ答えてもらう〕

1 非常に頻繁 2 かなり頻繁 3 ある程度 4 あまりない 5 全くない

< a.対政務三役> く b.対官僚〉 く C.対与党〉

A 回体の代表が会見を申し込む 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 12345  

B 一般メンバーが手紙・電話・電報・

FAX・電子メールなどを用いて 12345  12345  12345  

働きかけをする

C メンバーを動員して政党や行政の
12345  1 2 3 4 5 12345  

ところへ行く

D すわりこみなどの直接行動をとる 1 2 345  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

E 大衆集会を開く 1 2 3 4 5 12345  1 2 345  

F 自らの意見を出版物やレポート
1 2 345  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

などの形で提出する

G 請願のための署名を集める 1 234  5 1 2 345  12345  

日 パブリック・コメントを提出する 1 2 345  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

マス・メディアに情報を提供する 1 2 345  1 234  5 1 2 345  

J 裁判所へ訴訟を提起する 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 234  5 
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開31.あなたの団体の活動によって、政府の特定の政策や方針を箆草色ゑじ民国J主することに成功した

ことがありますか。現在の民主党連立政権下と、かつての自民党連立政権下のそれぞれについて

お答えください。

くA.民主党連立政権下(政権交代後)> く B.自民党連立政権下(政権交代前)>

1 iま し¥ 2 いいえ 1 lま し1 2 いいえ

→(1の場合)8Q.実例を1つあげてください。 →(1の場合)8Q.実例を1つあげてください。

間32.あなたの団体の活動によって、特定の政策や方針を政府に寒撞させることに成功したことがありま

すか。現在の民主党連立政権下と、かつての自民党連立政権下のそれぞれについてお答えください。

くA.民主党連立政権下(政権交代後) > く B.自民党連立政権下(政権交代前) > 

1 lま し1 2 いいえ 1 lま し1 2 いいえ

→(1の場合)8Q.実例を1つあげてください。 →(1の場合)SQ.実例を1つあげてください。

間33.あなたの団体の主張をとおしたり、権利、意見、利益を守るために、最終的には政党(ないし議会)、

行政、裁判所のどれに働きかけることがより有効だと思われますか。

現在、 2009年の政権交代直後、政権交代前について、重要な)1演にあげてください。

1 政党(ないし議会) 2 行政 3 裁判所

A 最重要 一f? 1 2 3 

現
"".."..，・"..・，，"・"・0・..，句。...・・0“ ηvρ，..¥.・白 咽・・岨...‘宵，唱...........ー'‘.....，...‘・・地咽e・ー・‘"，.，・・ー・守4・・・司・・>，...岨・ 坦司・‘"..岨・・H噌事，...，開'‘・・・‘噛町咽哩e・・哩ー・・・.，."・...‘・""旬

在 2番目 ゆ一 1 2 3 

B 

交代権後政直

最重要 一i今 1 2 3 

....，....，..‘'‘噌‘'守‘'・晶司‘'‘'咽・‘'・ー句 咽・・・・・・ ψ骨句"ー・・・............咽・‘・・4・司"..咽唱......町，........・

2番目 一トタ 1 2 3 

C 
最重要 一ゆ 1 2 3 

権政
・・咽ーー・・司"'"・.司・・・色調・ー ……………………日.......山司……町…h…._.. ・H・-…・聞晶山 咽・守町 噂冒喝事・・・且・・・ー・・刷・e・".. 句"幸.""且a・...，....."."・幽・哩

代前交 2番目 一ゆ 1 2 3 

CA現在とは野田佳彦政権、 8政権交代直後とは鳩山由紀夫政権、 C 政権交代前とは自民公明連立政権を念頭に〕
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間34.2000年代に入って、政府は、明確なルーノレと自己責任原則に寅かれた事後監視・救済型社会への

転換を図るため、司法制度改革を進めてきました。

現在、あなたの団体の権利、意見、利益を主張するうえで、司法制度にどの程度期待していますか。

また、 10年前にはどの程度期待していましたか。次の尺度でお示しください。

く 現在> 非常に期待
している

2 

やや期待
している

3 

あまり期待
していない

4 

全く期待
していない

く10年前> 非常に期待
していた

2 

やや期待
していた

3 

あまり期待
していなかった

4 

全く期待
していなかった

間35.司法に関する次の事項について、最近10年の関にどのように変わったと思われますか。

それぞれ次の尺度でお答えください。

こ

P
3

1

れ
思

炉
い
い
い
フ

，
多
そ

2 

かなり
そう思う

3 

ある程度

4 

あまり
そう思わない

5 

全く
そう忠わない

A 司法制度の透明性が高まった 1 2 3 4 5 

B 司法が社会の問題を解決することが増えた 1 234  5 

C 司法に比べて、政治が社会の問題を紡ぎ解決することが少なくなった 1 2 3 4 5 

D 可法に比べて、行政が社会の問題を防ぎ解決することが少なくなった 12345  

E 司法が政治や行政を監視することがより重要になった 12345  

F コンブライアンス(法令および社会規範の遵守)の重要性が高まった 1 2 345  

G 当事者間では解決できない法的紛争が増加した 1 2 345  

日 法律以外の専門知識が必要な法的紛争でも、裁判を通じて争点が整理
1 2 345  

されるようになった

裁判が世の中に議論を喚起することが増えた 1 234  5 

J 裁判所が自国体の考えに近い判決を出すことが増えた 1 234  5 

K 裁判にかかる費用や時間が少なくなった 1 234  5 

L 裁判以外の紛争解決手続きを利用することが増えた
1 234  5 

[L裁判以外の紛争解決手続きとは、あっせん、仲裁、調停などを指す〕

M 弁護士に接触することが容易になった 1 234  5 

N その他(具体的に: 12345  

1
1
4
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照36.あなたの団体は、会員である団体や個人、あるいは、ほかの団体や個人が当事者である訴訟を支援

することがありますか。次の尺度でお示しください。

4 全くない

し炉問37へ

SQ.訴訟を支援する理由として次にあげる事項はどのくらい重要ですか。次の尺度でお答え

1 頻繁にある 2 ある程度ある 3 あまりない

ください。〔それぞれ答えてもらう〕

非常に重要

2 

かなり重要

3 

ある程度

4 

あまり

重要でない

5 

全く

重要でない

A 自分の団体の主張・利益と密接に関係があるから 1 234  5 

B 自分の回体の主張・利益と密接な関係はないが、
12345  

自体として関心のある問題だから

C 関連団体あるいは友好な関係にある団体や個人が
1 2 3 4 5 

当事者だから

D 関連団体あるいは友好な関係にある団体や個人から
1 2 345  

支援を依頼されるから

E その他(具体的に: 1 2 345  

間37.あなたの回体は、マス・メディアに対して、どのような姿勢で接していらっしゃいますか。

項目ごとに次の尺度でお答えください。〔それぞれ答えてもらう〕

非常に

該当する

2 

かなり

該当する

3 

ある程度

4 

あまり

該当しない

5 

全く

該当しない

A 活動目的を達成するため、マス・メディアを積極的に活用している 1 234  5 

B マス・メディアに否定的な取り上げられ方をされないよう対策をとっている 12345  

間38.あなたの毘体は、マス・メディアを活用する場合、次にあげる手段や行動をどの程度おこないますか。

次の尺度でお答えください。〔それぞれ答えてもらう〕

1 非常に頻繁 2 かなり頻繁 3 ある程度 4 あまりない 5 全くない

A 記者会見をおこなう 1 2 3 4 5 

B 情報を提供する 1 2 3 4 5 

C 意見広告を掲載する 1 2 3 4 5 

D 公式に抗議する 1 234  5 

E 広告掲載を敢引の材料として働きかける 1 2 3 4 5 

F 非公式な接触を通して幹部に働きかける 1 2 3 4 5 

G 電話 'FAX.電子メーノレ等で、意見を表明する 1 2 3 4 5 

日 その他(具体的に: 1 2 3 4 5 
」一…ー

つ山Qd
 



[ Jは調査員への指示

問39.あなたの団体は、次にあげるメディア関係者とどの程度接触していますか。次の尺度でお答え

ください。〔それぞれ答えてもらう〕

1 非常に頻繁 2 かなり頻繁 3 ある程度 4 あまりない 5 全くない

A 専門紙・業界紙(雑誌も含む)関係者 12345  

B 新聞(全国紙・ブロック紙)関係者 12345  

C 雑誌・週刊誌関係者 12345  

D テレビ・ラジオ関係者 12345  

E その他のメディア関係者 1 2 3 4 5 

関40.あなたの団体の権利や利益、意見を主張するうえで、次にあげるメディア関係者への働きかけは

どのくらい有効ですか。次の尺度でお答えください。〔それぞれ答えてもらう〕

非常に有効

2 

かなり有効

3 

ある程度

4 

あまり
有効でない

5 

全く
有効でない

A 専門紙・業界紙(雑誌も含む)関係者 1 2 3 4 5 

B 新聞(全国紙・ブロック紙)関係者 1 2 3 4 5 

C 雑誌・週刊誌関係者 1 2 345  

D テレビ・ラジオ関係者 1 2 345  

E その他のメディア関係者 1 2 345  

間41.あなたの団体は、団体の主張をとおしたり、権利や利益を守るために、最近10年間で外国の政治

(国際機関を含む)に働きかけをしたことがありますか。

1 あ る

+ 
SQ.どのような方法で働きかけをなさいましたか。次にあげる中で、あてはまるもの全ての番号を

2 ないー... 16ページ間42へ

お答えください。〔該当する番号にOをつける〕

1 相手国(国外)でロピイストを雇った

2 テレビ・新聞などで相手国の世論に訴えた

3 相手国における友好団体や友好組織と連帯して働きかけた

4 利害を問じくする他の外国の組織と連帯して働きかけた

5 団体の代表が相手国の関係者と会見(交渉)をした

6 一般メンバーが手紙・電話・電報・ F必心電子メールなどを用いて働きかけた

7 日本の政党や政府に発言力をもっ人を介して働きかけをした

8 メンバーを動員して大使館など相手国の機関へ抗議に行った

9 国内で大衆集会を開いた

10 国内外を問わず裁判所などの司法機関に訴訟や仲裁を提起した

け その他(具体的に:

qυ ny 
--ム



[ Jは調査員への指示

間42.あなたの団体が活動する土で必要な情報源として、次にあげる組織や人はどの程度重要ですか。

次の尺度でお答えください。〔それぞれ答えてもらう。情報を得ていない場合は91二Oをつける〕

非常に重要

2 

かなり重要

3 

ある程度

4 

あまり
重要で、ない

5 

全く

重要でない

A 中央省庁 12345  9 H 貴団体の会員 1 2 3 4 5 9 

B 地方自治体 12345  9 1 系列団体 1 2 3 4 5 9 

C 与党 12345  9 J 協力団体 1 2 345  9 

D 野党 12345  9 K NPO・NGO・市民団体 1 2 345  9 

E 企業 1 2 3 4 5 9 L 専門紙・業界紙関係者 1 234  5 9 

F 大学 1 2 3 4 5 9 M 新聞・一般雑誌関係者 1 2 345  9 

G シンクタンク・研究所 12345  9 N テレビ・ラジオ関係者 12 3 4 5  9 

問43.あなたの団体における活動方針の決定は、 トップダウンで行われていますか。ボトムアップで

行われていますか。その程度を次の尺度でお示しください

2 

トップ。ダワン どちらかといえば

トップダウン

3 

どちらとも
いえない

4 

どちらかといえば
ボトムアップ

ブッア
戸。

ム
v
h
t
 

ボ

間44.どのような団体も組織を運営する上では、内部に不調和や意見のちがいの生じることがあるものだ

と思いますが、あなたの団体ではいかがでしょうか。次の尺度でお示しください。

1 非常に頻繁 2 かなり頻繁 3 ある程度 4 あまりない 5 全くない

問45.10年前と比べて、団体運営上の不調和や意見のちがし1が多くなったとお感じでしょうか。

次の尺度でお示しください。〔ちがいが生じる頻度を答えてもらう〕

非常に
多くなった

2 

多くなった

3 

あまり

変わらない

4 

少なくなった

5 

非常に

少なくなった

間46.10年前と比べて、 団体内部の不調和や意見のちがいを調整することが難しくなったとお考えで

しょうかD 次の尺度でお示しください。

非常に

難しくなった

2 

難しくなった

3 

あまり
変わらない

4 

容易になった

5 

非常に

容易になった

← 194 -



[ Jは調査員への指示

間47.あなたの団体は、次にあげる領域の団体と協調的ですか、それとも対立的ですか。

「対立的」を 1、f中立jを4、f協調的Jを7とする尺度にあてはめてお示しください。

〔それぞれ答えてもらう。関係がない場合は 91こOをつける〕

ーー--司ー ωm・_._.---ー幽担---ョー・‘-.‘ー"ー周司ーーー・・・・・・『四回ー司 R ・・"・ a幽同ー司用調再同情--・---司助鍋嶋柑輔四・・"・・--四働側ーーー・ー・・曲師ー--

1 2 3 4 5 6 7 

対立的 ム
V

一
出』 協調的

A 農林水産業団体 123  4 567  9 

B 大企業系の経済・業界団体 123  4 5 6 7 9 

C 中小企業系の経済・業界団体 123  456  7 9 

D 労働団体 1234567  9 

E 教育団体 1 2 3 4 5 6 7 9 

F 行政関係団体(地方自治団体を含む) 1 2 3 4 5 6 7 9 

G 福祉団体 1 234  5 6 7 9 

H 専門家団体 1 2 3 4 5 6 7 9 

I 政治団体 1 2 3 4 5 6 7 9 

J 消費者団体 1234567  9 

K 市民団体.NPO・NGO 1 2 3 4 5 6 7 9 

L マス・メディア 1 234  5 6 7 9 

戸
川
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同
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[ ]は調査員への指示

間48.(a) 次にあげるリストの中で、あなたの団体と協力関係をもっ団体・組織をあげてください。

いくつでも結構で、す。ない場合は (28)をお選びください。

(b) あなたの個人的な判断で、結構で、すが、次の中から日本の政策形成全般に影響力が強いと考えら

れる団体・組織を選んでください。いくつでも結構です。ない場合は (28)をお選びください。

(c) それでは、あなたの団体がもっとも関連のある政策分野で政策形成に影響力が強いと考えられ

る団体・組織を選んでください。いくつでも結構です。ない場合は (28)をお選びください。
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協力ある 般全 連関影響

係関
分力

影響力
里子

1・・ ・・ 1・・・・・ 1 

2・・・・・ 2・・・・ 2 

3・・・・ 3..... 3 

4・・・・・ 4・・・・・ 4 

5・・・・・ 5・・・・・ 5 

6..... 6・・・・・ 6 

7・・・・・ 7・・・・・ 7 

8・・・・・ 8・・・・・ 8 
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[ Jは調査員への指示

間49.次にいろいろな意見があげであります。それぞれについて賛成と思われますか、反対と思われますか。

次の尺度でお示しください。〔それぞれ答えてもらう〕

ー

成
.

賛

2 

どちらかと
いえば賛成

3 

どちらとも
いえない

4 

どちらかと
いえば反対

5

附

A 政府の主要な課題は、国民間の所得格差是正だ 1 2 3 4 5 

B 年金や老人医療などの社会福祉は財政が苦しくても極力充実するべきだ 1 2 3 4 5 

C 政府は庖内産業の空洞化を回避する措置をもっととるべきだ 1 2 3 4 5 

D 日本は外国人r労働者をもっと受け入れるべきだ 1 2 3 4 5 

E 労働力の需給調整のために非正規労働者が増大するのはやむを得ない 1 234  5 

F 経済活動に対する国家の関与は、少なければ少ないほどよい 1 234  5 

G 原子力産業は今後も推進していくべきだ 123.4 5 

日 政府は学校教育の問題にもっと関与すべきだ 1 2 3 4 5 

日本は懸案の諸問題にかかわらず中冒ともっと親しくするべきだ 1 2 345  

J 日本は防衛力をもっと強化するべきだ 1 2 3 4 5 

K 日米安保体制は今まで通り維持していくべきだ 1 234  5 

今の憲法は時代に合わなくなっているので改正するべきだL 1 234  5 

M 公務員や公営企業労働者の争議権は法律によって認められるべきだ 1 234  5 

N 市民の政治参加はますます拡大していくべきだ 1 2 345  

。二大政党による政権交代があることは望ましい 1 2 3 4 5 

問50.政治に関してときどき、保守的とかリベラノレ(進歩的)とかいう言葉が使われることがありますが、

あなたの団体や各政党の政治的な立場は、下の番号で示すとしたら、どれにあたりますか。

0がりベラノレで、 10が保守的です。 1'""9の数字は、 5を中聞に、左によるほどリベラノレ、右による

ほど保守的、という意味です()0'""10の番号の1つでお答えください。

リベラル

(左寄り)

中間 保守的

(右寄り)

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A あなたの団体 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(あなた個人のお考えでも結構です。)

B 民主党 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C 自民党 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D 公明党 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E 共産党 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

F 社民党 o 1 2 3. 4 5 6 7 8 9 10 

門
，

s
Q
d
 

1
4
 



( Jは調査員への指示

理51.あなたの団体は、最近の国政選挙において、各政党の候補者を支持あるいは推薦しましたか。

それぞれ次にあげる選択肢の中から該当する番号をお答えください。〔それぞれ答えてもらう〕

1 組織として支持、推薦を決定した

2 組織としては支持、推薦しなかったが、選挙活動を支援した

3 支持、推薦、支援のいずれも行わなかった

2009年 2010年参議院選挙

衆議院選挙 選挙区 比例区

A 民主党 1 2 3 2 3 1 2 

B 自民党 1 2 3 1 2 3 1 2 

C 公明党 2 3 1 2 3 2 

D 共産党 2 3 1 2 3 2 

E 社民党 2 3 1 2 3 2 

F みんなの党 1 2 3 1 2 3 1 2 

G 国民新党 1 2 3 1 2 3 1 2 
t 

日 その他(政党名: 1 2 3 2 3 1 2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

間52.あなたの団体は、最近の国政選挙に際して、次にあげる活動をどのくらい行いましたか。

それぞれ次の尺度でお答えください。〔それぞれ答えてもらう。なお、「投票の呼びかけj とは政党や

候補者への投票の呼びかけを指す。 f投票率上昇」を居的とした呼びかけは入らない〕

1 非常に頻繁 2 かなり頻繁 3 ある程度 4 あまりない 5 全くない

2009年衆議院選挙 2010年参議院選挙

A 会員への投票の呼びかけ 12345  12345  

B 一般の人への投票の呼びかけ 1 2 3 4 5 12345  

C 資金の援助 12345  1 2 345  

D 選挙運動への人員の援助 12345  1 2 3 4 5 

E 会員を候補者として推薦 12345  1 2 345  

開53.最後に、あなたの団体や、関連する活動分野において、現在、どのような点が問題となっていますか。

また、今後10年の照にどのような点が課題になるとお考えですか。ご自由におきかせください。

〔次のように依頼して資料をもらう〕

最後に、本調査は震災後日本の政治経済構造について総合的に研究するプロジェクトの一部です。

こうしたアンケートだけではなく、団体に関する文献的研究が不可欠です。どうか趣旨をご理解のうえ、

貴団体の規約、組織圏、予算書、年次報告書、最近の会報などの諸資料がございましたらご提供いただけ

ないでしょうか。まことに恐縮に存じますが、よろしくお願い申し上げます。

。長い間、まことにありがとうございました。
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[ Jは調査員への指示

〔調査員記録〕 調査全体の回答者は…..•. 

1 最高責任者

2 最高責任者以外の方(具体的に記入:
. . . ‘・...................................................‘....................................................................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4・・・...，.，.........，...........、....・・・・・・・・・・・・・・巳・・..........._..~・.. ぃ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.・・a・・.・・・・・・・・ ・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・u・v

Q
d
 

od 
--ム



@附録 2 調査票(留置)



。団体 に 関 す る 調 査 。

|1 111 1 1 I 

点検

(9751号)

2012年5月

調査実施主体団体基礎構造研究会

調査委託機関 一般社団法人中央調査社

これからお聞きすることは2000年代における回体の形成と変化を調査することを主な自的として

おります。すぐに面接でご回答いただけない質問につきましては、後日( 月 日ごろ)調査員

がうけとりに参上いたしますので、それまでにご記入をお願いいたします。

間1.あなたの包休の設立年を麗贋でお答えください。

西暦 ( )年

問 2. あなたの団イ本の法人格について、あてはまるものの番号にOを付けてください。

特例民法法人(社団) 7 社会福祉法人 13 労働者協同組合

2 特例民法法人(財団) 8 学校法人 14 消費生活協同組合

3 一般社団法人 9 特定非営利活動法人 15 中小企業事業協同組合

4 一般財団法人 10 職業訓練法人 16 農業協同組合

5 公益社団法人 11 更生保護法人 17 その他(

6 公益財団法人 12 労働組合 18 ~去人格はない

間3. あなたの回{本は、会員資格のある毘体や人に対して加入は任意ですか、それとも法律などで加入が

義務づけられていますか E

1 任意である 2 義務づけられている

問4. 団体の設立時、 10年前 (2002年)、現在の会員数をご記入ください。なお、団体で加入の場合は、

団体会員数とその団体に属する構成員の総合計数をご記入ください。

(正確にわからない場合は概数をご記入ください。)

(1) 匝体の設立時

(2) 10年前 (2002年)

(3) 現在 (2012年)

A 個人会員の会員数 3 団体会員の会員数 (C 所属人数の合計)

人 回体 人)

人 団体 人〉

人 団体 人)

っ、υ
ハ
U

つ/ω



問 5. 現在、あなたの団体の役員や会員の中に現職の国会議員、もしくは元国会議員の方がいますか。

ロ
貝
一
口
貝

議
一
議

ム一円一ム一
A

国
一
国

現
一
元

A

B

 

1 

1 

。
。

し¥る いない

( r A 現国会議員JrS 元国会議員j のいずれかで r1 いるJIこOをつけた方に)

SQ.つぎにあげる政党別に、 A、Bあわせた人数をご記入ください。いない場合は r0 J IこOを

付けてください。

人数 いない 人数 . いない

A 民主党 人 。 F みんなの党 人 。
B 自民党 人 i 。 G 国民新党 人 i 。
C 公明党 人 ; 日その他。
D 共産党 人 。 人 。
E 社民党 人 。

間6. あなたの団体の事務局職員や役員の中に国の行政機関出身の方がいますか。

1 し1 る

+ 
r 1 いる」と答えた方に)

SQ.次にあげる省庁別に、人数をご記入ください。いない場合は r0 JにOを付けてください。

0 いなし、 主 間7へ

人数 t いない 人数 いない

A 総務省 人 。 国土交通省 人 。
B 法務省 人 j 。 J 環境省 人: 。
C 外務省 人 。 K 防衛省 人; 。
D 財務省 人 。 L 内閣府 人 。
E 文部科学省 人 。

M 国家公安委員会・
人 。

F 厚生労働省 人 。 警察庁

G 農林水産省 人 。
N その他

日経済産業省
人 。

人 。 (省庁名

問7. あなたの団体には、有給の職員が何人いますか。正規職員と非正規職員のそれぞれについてご記入

ください。いない場合は、 fOJにOを付けてください。

1 正規職員

2 非正規職員

)人

)人

0 いない

0 いない

間8. あなたの団体には、法務を担当する職員がいますか。該当する番号!こOを付けてください。

また、いらっしゃる場合には雇用し始めた年を西暦でご記入ください。

1 いる 2 今後雇用する予定 3 いない

+ 
( f 1 いるj と答えた方に)

雇用し始めた年・・・・・西暦( )年
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照9. あなたの自体には、顧問弁護士がいますか。該当する番号にOを付けてください。

また、いらっしゃる場合には雇用し始めた年を茜麿でご記入ください。

1 し1 る

↓ 
〈円 いる」と答えた方に)

雇用し始めた年・・・・・西暦(

2 今後雇用する予定 3 いない

)年

間10. あなたの団体で、は、会員に対して法務の支援をしていますか。該当する番号にOを付けてください。

1 支援している 2 支援していない

間11. あなたの団体では、過去10年間に、団体として訴訟を提起したことがありますか。

1戸際にー起…ミある

2 訴訟の提起にはいたらなかったが、提起を検討したことがある
....... ... 

( f 1 Jもしくは、 f2Jのいずれか!こOをつけた方に)

SQ1.それは、どのような事項でしたか。 (2つまであればご記入ください)

SQ2.その場合の相手はどのような億人あるいは団体でしたか。〔それぞれについてご記入ください〕

SQl.事項 SQ2.相手

f
l
i
-
-
¥
f
i
l
i
-
-
¥
 

1

2

 

]→( 
]→( 

間12. あなたの団体では、過去10年間に、団体として訴訟の提起を受けたことがありますか。

~ 1 ~ ~実際に訴訟の提起を受けたことがある

I [ 2 [訴訟の提起にはいたらなかったが、通告を受けたことがある. :........... .. 

I 3 ない .... 4ページ間 13へ

( f 1 Jもしくは、 f2JのいずれかにOをつけた方に)

SQ1.それは、どのような事項でしたか。 [2つまであればご記入ください]

SQ2.その場合の相手はどのような個人あるいは呂体でしたか。〔それぞれについてご記入ください〕

SQ1.事項 SQ2.相手

f
i
l
i
-
-
L
f
i
l
i
-
-
2・¥

ー

ム

ワ

ト

】

)→( 
)→[ 

「
円
U

ハUつ山



間13. あなたの白体には支部がありますか。支部でないにしても、府県レベルや企業レベルで開 C自的を

もって活動している侶体でも結構です。関じ自的を持って活動している回体とは、たとえば「全国

農協に対する00県農協ふ f日本底部会に対する00県医師会J、「全国労働組合に対する00社労

働組合j といったものです。

1 ある

+ 
r 1 あるj と答えた方に)

2 ない 手間14へ

SQ1.支部やそれに準じる団体からの求めに応じて、あなたの団体が政党や行政に働きかけること

はどの程度ありますか。現在と 10年前について、該当する番号!こOを付けてください。

非常に頻繁 かなり頻繁 ある程度 あまりない 全くない

A 現在 1 2 3 4 5 

B 10年前 1 2 3 4 5 

SQ2.支部やそれに準じる団体で生じた問題について、当該支部(あるいは団体)から、あなたの

団体にどのくらい相談がありますか。次の尺度でお示しください白

1 非常に頻繁 2 かなり頻繁 3 ある程度 4 あまりない 5 全くない

間 14. 外国での活動についておうかがいします。あなたの団体の活動において、日本以外で重要性の高い

国や地域はどこですか。現在と 10年前について重要なJI頃に3つまで具体的にご記入ください。

く最重要〉 <2番目> く 3番目>

A 現在

B 10年前

間15. あなたの団体は、次にあげる組織を外留に持っていますか。あてはまるもの全ての番号!こOを

付けてください。また、組織を持っている場合は、題名や地域名を具体的にご記入ください。

国名や

地域名

1 本部 ~ 支部・駐在事務所 1 3 協力団体 4 ない

( r 2 支部・駐在事務所」にOをつけた方に)

SQ.支部闘駐在事務所では合計で何人の職員を雇用していますか。

( )人 0 いない
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問16. あなたの団体では、次にあげる (1) ，....， (6)の事項について、国の行政機関と関係がありますかD

それぞれについてお答えください。

また、 i1 あてはまるJIこOをつけた場合には、次にあげるリストの中で、それぞれ該当する機関

の番号すべてにOをつけてください。

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

言きR刃t午w、 イら可 受け 何ら 受け
職員を出向 いる

業務を
補助金や 付交受を

可を
かて かて
のい のい 戸ム正ヱ、サ

J戸けι Z 

法規制的を る 行政指導を る

託
助成金 ていけ戸コlナc ヂ

し
て て
し1

入れ
し1 など る

る る
て の

n 1 :あてはまる 口..1...:あてはまる : 1 :あてはまる 円..1..':あてはまる n .. !...:あてはまる : 1 :あてはまる

2 あてはまら 2 あてはま ら 2 あてはまら 2 あてはまら 2 あてはまら 2 あてはまら

ない ない ない ない ない ない

、J V 、， 、旧 、v 、，

1 総務省 1 ! 1 1 1 1 

2 法務省 2 2 2 2 2 2 

3 外務省 3 3 3 3 3 3 

4 財務省 4 4 4 4 4 4 

5 文部科学省 5 5 5 5 5 5 

6 厚生労働省 6 6 6 6 6 6 

7 農林水産省 7 7 7 7 7 7 

8 経済産業省 8 8 8 8 8 8 

9 国土交通省 9 9 9 9 9 9 

10 環境省 10 10 10 10 10 10 

11 防衛省 11 11 11 11 11 11 

12 内閣府 12 12 12 12 12 12 

13 公正取引
13 13 13 13 13 13 

委員会

14 国家公安

委員会・ 14 14 14 14 14 14 
警察庁

15 金融庁 15 15 15 15 15 15 

16 消費者庁 16 16 16 16 16 16 

17 首相官邸 ・
17 17 17 17 17 17 

内閣官房

18 内閣法制局 18 18 18 18 18 18 

19 会計検査院 19 19 19 19 19 19 

20 日本銀行 20 20 20 20 20 20 

21 その他

21 21 21 21 21 21 

門

iハU
つ
ん



関 17 過去3年間に、あなたの団体は次にあげるメデ、イアに、何回ぐらいとりあげられましたか。

取り上げられたことがない場合は、 rOJとご記入ください。

A 専門紙・業界紙(雑誌も含む)

B 新開(全国紙・ブロック紙)

C 雑誌・避刊誌

D テレビ・ラジオ

)回

)自

)回

)回

間18. 最新年度の寅団体の収支決算の金額を、百万円単位でご記入ください。

単位未;溝は四捨五入し、 OP1の場合は rOJと明記してください。なお、収支決算書をいただいて

いる場合、もしくはお渡しいただける場合は、ご記入いただかなくても結構です。

収入
人斗ム 額

支出
ぷAムt 額

(単位百万円) (単位:百万円)

1.会費収入 1.事 Zマb告E 費

2.事業収入 2.人 イ牛 費

3.そのうち行政からの 3.事 業 費

補助金・助成金・交付

金・受託業務費等

4.そのうち行政以外の

他組織からの補助金・

助成金・交付金・受託

業務費等

5.繰 越ー 人斗ム 4.繰 越 /斗¥ム

6.そ の 他 5.そ の イ也

7. 計 6. 計
一 一一一一一

面接調査の時にもお伝えいたしましたが、本調査は震災後日本の政治経済構造について総合的に研究する

プロジェクトの一部です。こうしたアンケートだけではなく、団体に関する文献的研究が不可欠です。

どうか趣旨をご理解のうえ、貴国体の規約、組織図、予算書、年次報告書、最近の会報などの諸資料がござい

ましたらご提供いただけないでしょうか。まことに恐縮に存じますが、よろしくお願し 1申し上げます。

。お忙しい中ご協力いただき、まことにありがとうございました。
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-附録 3

平成 23-24年度団体に関する調査

結果報告書〈速報値〉

筑波大学国際比較日本研究センター

団体基礎構造研究会

2013年 3月

独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(S)

(平成 22-26年度.課題番号 22223001)研究報告書



謹啓

平成 23-24年度 団体に関する調査

結果報告書(速報値)の送付

春風の候、貴団体におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

私ども団体基礎構造研究会では、昨年、全国主要 675団体のリーダーの皆様

に、「団体に関する調査Jへのご協力をお願いいたしました。最終的に、貴団体

を含む 2.98のご回答をいただくことができました。ご多忙の中にもかかわらず、

貴重な時間を割いて調査にご協力いただき、まことにありがとうございました。

厚く御礼申し上げます。

このたび、調査結果の集計(速報値)が完了いたしましたので、ご報告申し

上げます。お手すきの折にもご高覧賜り、ご意見、ご感想、などお寄せいただけ

れば幸甚に存じます。ご報告が遅くなり、まことに申し訳ございませんでした。

本報告書でご紹介できなかった詳細な結果は、下記ウェブサイト等で随時公

表していく予定です。公表のご案内をご希望の場合には、お手数ですが、下記

までメールにてご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。

今後、本調査の結果をもとに詳細な分析を進めて参る所存です。貴団体のご

活動について、詳細にお話をお伺いすることもあるかと存じます。今後ともご

指導ご鞭捷を賜りますよう、なにとぞ、よろしくお願い申し上げます。

末筆ながら、貴団体の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

謹白

2013年 3月 15日

団体基礎構造研究会代表

辻中 丑主
玉王

筑波大学副学長、日本政治学会理事

International Association of Universiiies理事

|お問い合わせ先|筑波大学 国際比較日本研究センター

久保慶明・小橋洋平・菊池啓一・田川l寛之

干305-8571茨城県つくば市天王台 1-1-1

Eメーノレ jigs@japan.tsukuba.ac.jp 

電話 029(853)4185/FAX029(853)7454 

http://cajs.tsukuba.ac. jpj 
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目次

1 調査の質問と方法・・・

主な質問内容 5 

対象団体の確定方法 5 

調査時期と集計方法 7 

. 5 

2 団体のプロフィール. . . . . ..・・・・・・・周・・・・闘. . .回調・・・ 8

3 東日本大震災の影響・

4 組織聞の連携・・

直接的な協力関係 13 

ハイパーリンク分析 14 

• 10 

• 13 

5 メディアとの関係. .・・ . 17 

6 行政機関との関係・・

7 政党との関係・・

8 団体の政策活動・

政策に対する態度 24 

政策形成過程への働きかけ 26 

9 民主党および歴代政権への評価・錨掴. . . . '. . . . . . . . . . . . . . . 28 

• 19 

. 21 

.24 

概要

1 誠査の内容と方法 (5-7頁)

主な質問内容、調査対象の確定方法、調査時期と集計方法など、本報告書をお読みいた

だく際の留煮点をまとめています。

2 回答団体のプロフィール (8-9頁)

設立年、会員数、職員数、財政規模、支部の有無など、ご回答いただいた団体の組織属

性をまとめています。

3 東日本大震災の影響 (10"，12頁)

震災時の活動として、義援金を募った団体が 7割を超え、物資提供41.50/0、関係団体へ

の支援要望 35.6%、自団体職員派遣 30.4%、専門家派遣 16.3%でした。また、被災状況

の報告や支援活動の要請など政府から働きかけを受けた団体が 51.9%、政府に対して要

望・提言を出した団体が 53.70/0、震災発生を契機に活動方針や事業計画を見直した団体

が45.60/0あります。
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4 組織間の連携(13-16頁)

10%以上の団体が協力組織として挙げたのは、経団連、連合、全国消費者団体連絡会、

日本生活協同組合連合会、全社協、日商、日弁連、自治労、段本財団、日本医師会です。

インターネット上では、経団連など経済・業界団体のネットワーク、連合を中心とする

労働組合のネットワーク、医療・福祉系のネットワークが存在しています。

5 メディアとの関係 (17-18頁)

専門紙・業界紙にとりあげられることが多く、新開、雑誌、テレピ・ラジオなどにとり

あげられることは多くありません。メディアと接触する際にも、専門紙・業界紙が中心

です。ただ、どのメディアにおいても、頻繁には接触していないにもかかわらず、働き

かけることが有効と考えている団体が多く存在します。

6 行政機関との関係 (19悶 20頁)

行政から相談を受けたり、相互に意見交換をしたりする団体が?割以上を占めています。

特に、厚生労働省、経済産業省、内閣府、国土交通省、文部科学省から相談を受ける団

体が、それぞれ 2'"'-'4割あります。逆に、日本銀行、会計検査院、防衛省、内閣法制局な

どでは、ほとんど相談を行っていません。

7 政党との関係 (21-23頁)

2009年の政権交代前は、自民党との接触が民主党を大きく上回っていました。しかし政

権交代後、特に、農林水産業団体、経済・業界団体、福祉団体、専門家団体で、民主党

との接触が増えました。自民党との接触は、約 25%の団体で減少しましたD

8 団体の政策活動 (24-27頁)

様々な争点に対する態度をみると、保守的な意見には反対意見が、リベラノレな意見には

賛成意見が多い傾向にあります。また、自民党を保守的だと捉え、社民党や共産党をリ

ベラノレ(革新)だと見ています。公明党はやや保守的だと見ています。ただし、民主党

はイデオロギー的に右寄りとも左寄りとも見られていません。

2009年政権交代の前後で、税制改正や予算編成に働きかける団体数に大きな変化はあり

ませんでした。ただ、与党や政務三役への働きかけが増加するなど、働きかけ先が変化

しました。また、政権交代後、政策に影響を与えることができるようになった労働団体

が多くあります。

9 民主党および、歴代政権への評価 (28頁)

政権交代当時、 7割以上の団体が民主党政権に期待を寄せていましたが、調査時点では 5

割以上の団体が民主党に不満を持っていました。歴代政権の中に位置づけると、野田佳

彦政権は締)11護照政権と間程度に評価されています。評価が最も高いのは中曽根康弘政

権ですQ
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1 調査の内容と方法

主な質問内容

社会には、経済・業界団体、労働組合、公益法人、市民団体、宗教法人など多様な非営

利団体が存在している。これらの団体や組合は、様々な社会サービスを提供して市民生活

を支えている。また、政治や行政と連携しながら、公共政策の形成や実施に関与している。

その中で、全国規模で、活動する団体には、各地域で活動する団体をとりまとめながら、

国の政治や行政に関わっている組織が少なくない。その活動を把握することは、日本にお

ける国家一社会関係の現状を解明するために重要な課題で、ある。本調査では、全国規模で

活動する主要 675団体を対象としてアンケートを実施した。調査では面接法と訪問留置法

を併用した。面接調査で主な項目を質問し、留置調査では組織の概要等を質問した口質問

項目の概要は表 lの通りである。

表1主な質問項目

項目 質問例
面接 留置

東日本大震災の影響 発生直後の活動3 政府からの働きかけ，

政府への働きかけ，事業計画への影響

組織の属性と運営 組織運営上の特徴，関連する政策分野 設立年，会員数，職員数3 支部との関係

他の組織との関係 他組織との協力関係，他組織の影響力，

組織間の連携

行政との関係 行政との連携，接触の対象と程度2 行政からの規制3 組織内の行政出身者有無

行政機関別の影響力

政党との関係 政党支持，政党接触の対象と程度， 組織内の国会議員有無

政策の一致度，政党別の影響力

団体と司法 司法制度の変化に関する認識 訴訟経験

団体とメディア メディア活用の方法と頻度， メディア登場回数

メディア関係者との接触

政策に対する考え 歴代政権評価，争点に対する態度3

政策についての考え

政策活動 税制改正への働きかけ3 予算編成への働きかけ，

政策に対する影響力

海外活動 外国の政治への働きかけ 海外支部の有無

政権安代 民主党政権への期待度，満足度，歴代政権評価

対象団体の確定方法

調査結果の集計に先駆けて、対象団体をどのように選定したのか、まとめておこう。

本調査の課題は、全国規模で活動する主要な団体を対象として、政治や行政との関係を

把握することである。ただ、そのような団体を網羅的に捕捉することは容易ではない。ア

メリカやドイツでは政府に働きかけを行う団体の登録制度がある。しかし、日本にはないD

『全国団体名簿~ (日刊工業新聞社)や職業別電話帳の「団体・組合j など、入手可能なリ

ストでは、全国各地の団体が全て列挙されており、その中で主要な全国団体を判別するこ

とは難しい。

本調査では 3つの観点から対象団体を選定した(表 2)。第一に、政府との関係性という

観点である。参議院議員に関係するかどうか、国会に出席した経験を持っかどうか、審議

会等に委員を派遣しているかどうか、税制改正要望を提出しているかどうか、という 4つ

を基準とした。第二に、過去の類似調査への協力団体である。本調査は京都大学の政策ア

クター研究会が行ってきた団体調査の成果を発展的に継承している。現在までに至る団体
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の解散や統合を確認したうえで、過去の協力団体も対象に加えることにした。第三に、調

査者である政治学者の判断である。後述する 5つの団体を対象に選んだ。

以上の方法によって対象者確定した結果、合計で 675団体がリスト化された。本調査は

これを母集団とした悉皆調査である。表 2で示した項目ごとに、母集団および回答団体の

情報を確認していこう。

表2 対象対象を確定するための資料

項目 時期

参議院議員選挙推薦・経歴関係 2007年参院議員選挙

2010年参院議員選挙

資料

『朝日新聞』関連記事

『日本経済新聞』関連記事

国会出席(公述人・参考人・証人) 2007年9月1日"-'2011年8月31日

『国会便覧~(自本政経新聞社)各号
『国会会議録J検索システム

審議会等委員派遣 2008年、 2010年 審議会総覧(2008年)

審議会総覧(2010年)

税制改正要望提出 2010 (平成22)年税制改正要望 各省政策会議ウェブ、サイト

第1次から第3次調査の回答団体 1980年、 1994年、 2003-4年

その他

村松i枝夫『政官スクラム型リーダーシップ

の崩壊j](東洋経済新報社、 2010年)資

料2 団体調査の対象りスト

調査者の判断

参議院関係 (58団体) 表3 母集団と毘答団体(参議税関係数) 表5 母集団と自答館休(審議会等委員派遣数)

表 3は、参議院議員関係でリス
母集団 回答団体 母集団 回答団体。 617 272 0 405 186 

トイヒされた団体の数である。母集 1 33 16 1 113 46 2 13 4 2 89 33 旺!をみると、 675団体中 58団体が 3 12 6 
合計 675 298 3 19 8 

この方法でリスト化された。その 4 21 12 

うち 12団体は、 3項目 (2007年の 表4 母集団と劉答団体(国会出席回数) 5 7 G 
母集団 回答団体 6 5 3 

参院選挙での推薦、 2010年の参院 。 505 223 7 4 3 

選挙での推薦、『国会便覧』での議
1 120 5? 8 3 2 2 27 9 

員経歴への記載)すべてに該当す 3 8 5 10 3 l 

4 6 1 12 。
る。 5 4 2 13 l 

6 o 20 
9 1 22 1 

E話会出席 (170団体) 12 ~ 27 1 15 。
表 4に示したのは、 2009年の政 25 1 11B 。

権交代前後 2年間、計 4年間の国
合計 675 298 合計 675 298 

会出席回数ごとの該当団体数である。母集団をみると、 675回体中 170団体がこの方法でリ

ストイむされた。最多は 25屈(日本弁護士連合会)である。 15回(日本経済団体連合会)、

12回(全国農業協同組合中央会)、 9侶(日本労働組合総連合会)、 6回(電気事業連合会)

が続く。

審議会等委員派遣 (270団体)

表 5は審議会等委員派遣数の分布で、ある。母集団をみると、 675団体中 270団体がこの方

法でリスト化された。最多は 28 (日本経済団体連合会)である。 27 (日本労働組合総連合

会)、 22 (主婦連合会)、 20 (日本医師会)、 13 (経済同友会)、 12 (日本公認会計士協会)

が続く。
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表6 母集団と回答団体(平成22年度税制改正要望) 税制改正要望提出 (110団体)

母集団 回答団体 表 6は、 2010 (平成 22)年度税制改正要望における。 565 248 
要望提出回数(省庁数)ごとの団体数を示している。

101 45 
675団体中 110団体がこの方法でリスト化された。最多2 6 4 

3 2 は 5 (司本経済団体連合会)であり、これに 3 (日本税

5 。
理士連合会、日本商工会議所)が続く。 1の団体は 101

合計 675 298 
ある。

表7母集団と回答団体 過去の協力 (313団体)
第l次第2次第3次母集団回答団体

表 7は過去の調査協力団体の分布である。母集団を
× × × 362 154 。× × 22 3 みると、 675団体中 [XX xJの 362団体は第 3次調査
× 。× 15 

2; までの回答経験がなく、残りの山団体が過去協力団。。× 50 
× × 。 59 22 体としてリスト化された。 3回の調査すべてに回答して
× × 。 23 i; いる団体 roooJは 109ある。2003-4年の第 3次に× 。。 35 。。。 109 ~Oがついている団体は 211 である。

合計 675 298 

その他 (5団体)

このほか、調査者の判断で対象とした団体が 5つある。① f日本生産性木部Jでは、産

業界を中心に労働など各界の組織が活動している。②日本生産性本部に事務局を置く「新

しい日本をつくる国民会議jは、 1990年代以降の政治改革を推進してきた。③「日本財団J

は、財政規模が 300億円を超える日本有数の財団である。④「日;本会議」は 100名を超え

る国会議員を会員に抱える民間団体である。⑤「言論NPOJは、民主主義と市民社会の

強化をミッションとする認定NPO法人である。各国体が社会に与える影響の大きさに鑑

みて、調査者の判断で対象に加えた口

調査時期と集計方法

・調査時期:2012年 5月'"'"'8月(野田佳彦政権下)

-集計方法:全体の回答結果をまとめた単純集計、団体分類ごとの集計をまとめたクロス

集計を併用する。団体分類とは、表 8に示した 10分類である。複数の分類にまたがる団体

表8 団体分類ごとの回収率 もあったが、当研究会の判断で便宜的に lつ
母集団回答団体 回収率

ずつ分類した。分類別の回収率をみると、全
農林水産業団体 60 17 28.3 
経済・業界団体 220 100 45.5 体の回収率 44.1%に対して、「農林水産業団体J
労働団体 55 33 60.0 

と「その他Jでは 3割を切っている。そのー
教育団体 32 16 50.0 
行政関係団体 32 15 46.9 方で、労働団体と教育団体では回収率が 5割
福祉毘体 93 42 45.2 

を超えており、留意する必要がある口
専門家団体 45 21 46.7 
市民・政治団体 90 37 41.1 
宗教団体 21 10 47.6 

(辻中 豊筑波大学人文社会系教授)
その{也 27 7 25.9 
合計 675 298 44.1 (久保慶明 筑波大学人文社会系助教)
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2 団体のプロフィール

回答団体はどのような特徴を持っているのだろうか。組織属性をみていこう。

0 1.0 0 ば:J 0 1.[コ 0 1.0 0 1.0 0 1.[コ o 1.0 0 1Iコ 0 1.0 0 1.0 0 1.0点
。 0 ，.-1，.-1閃目的的 ψ 叩回目<:D <:Dトト∞∞ σ')O)C> O;:=;

2ム φ ムci?ムci?ム φ ム φ ム φ ム中山 φ ム φ ムps-5
~OO 同 rl C'l目的的叩叩叩目。。トト∞∞。ぷ 0 C'l

σコ

。

設立年

図 lを見ると、戦前に設立さ

れた団体の数は少なく、戦後直

後から高度経済成長期に設立

された団体の数が多い。また、

86-，90年の時期にも設立が集

中している口図には示していな

いが、 24団体中 8団体が労働

団体である。福祉団体が 6、経

済・業界団体と市民・政治団体

が4で続く口

設立年
会員数

調査では個人会員数と団体会員数を尋ねた。個人会員数は有効回答 150のうち、 0人が

33団体 (11.1 %)ある。 1'""-'99人が 18団体 (6.00/0)、20，000人以上が 32団体 (21.30/0) 

となっている。団体会員数は有効回答 197のうち、 250以上が 45団体 (22.8%) と最も多

い口そして 30'""49 が 44 団体 (22.3 0/0) 、 50~99 が 31 団体 (15.7 0/0) と続いている。

図 1

50 

24 

33 

25 。
。人

1 ""49人

50"'"'99人

100""499人

5QO.......999人

1，000""4，999人

5，000.......19，999人

20，000""99，999人

10万人~

団体会員数

有給職員数

職員数を見てみよう。表 1(次頁)では団体分類別に、有給職員数の分布と正規職員の

比率を示している。

職員数を見ると、 0人の団体が 9.0%ある。 1"-'9人 35.6%と10"-'49人 39.1%がほぼ並

び、 50人以上の織員を抱える団体は 16.3%存在する。分類別にみると職員数 10人未満が

過半数の農林水産業団体 (61.60/0)、労働団体 (52.4%)、教育団体(60.00/0)、福祉団体(64.90/0)

と、 10人以上の団体が過半数の経済・業界団体 (66.6%)、行政関係団体 (90.0%)、専門

cυ 
守

t
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家団体 (66.7%)、宗教団体 (66.6%) とに大別され石。

次に正規職員率を確認しよう。全体をみると、有給職員中の 74.4%が正規職員である。

特に、行政関係団体 (86.90/0)、専門家回体 (82.5%)、労働団体 (82.30/0)、経済・業界団

体 (81.7%) でその割合が高い。一方で教育団体 (64.3%)、福祉団体 (53.10/0)、市民・

政治団体 (66.8%) では全体に比べて低い。特に福祉団体に正規職員比率の低さが顕著で

ある。表には示していないが福祉団体では非正規職員が 8割以上を占める間体が約 25協を占

める。

財政規模

財政規模をみてみよう。表 2では、年間収入の分布を示している。全体の 25.1%は年間 1

億円以下で、活動を行っており、 52.9弘は 4億円以下で活動している。一方、 10億円以上の収

入がある団体も 21.5弘存在する。表には示していないが、分類別にみると、労働団体と専門

家団体で年間 10億円以上の収入を得ている団体が 35拡を越えている。

支部との関係

調査では、団体の支部に関して様々な角度から質問をした。まず海外支部の有無を問う

た質問では有効回答 214のうち、 8割以上が海外組織を持っていないロ組織を持つ団体の内

訳は、協力団体(11.7紛、支部・駐在事務所 (8.4同)、本部 (5.1弘)の順である。

次に、地方支部の有無を質問した。有効回答 277のうち、 55.6弘(154団体)が支部を持

っている。特に、労働団体 (86.7%)、宗教団体 (85.7九)、専門家団体 (68.4則、福祉団体

表1団体の職員数と正規職員率

N 0人
1.- 10- 50人
9人 49人以上

農林水産業団体 13 15.4 46.2 38.5 0.0 

経済・業界団体 78 3.8 29.5 47.4 19.2 

労働j団体 21 4.8 47.6 28.6 19.0 

教育団体 15 26.7 33.3 33.3 6.7 

行政関係団体 10 0.0 10.0 60.0 30.0 

福祉団体 37 10.8 54.1 24.3 10.8 

専門家匝体 18 5.6 27.8 50.0 16.7 

市民・政治団体 30 16.7 33.3 36.7 L3.3 

宗教団体 6 16.7 16.7 33.，3 33.3 

その他 5 0.0 40.0 20.0 40.0 

全体 233 9.0 35.6 39.1 16.3 

職員数=正規職員数十非正規職員数

正規l職員率=正規職員数メ職員数

*ただし、職員数0人の団体は除夕刊

正規

職員率

73.1 

81.7 

82.3 

64.3 

86.9 

53.1 

82.5 

66.8 

78.0 

78.3 

74.4 
」

表2 年間収入の分布 (61. 5出)では 6割を

出 超える団体が支部を

0"'-9，999万円

l{:意，-....，1億9，999万円

25. 1 

11. 5 

2{:意"'-2億9，999万円 9.9 

3億"'-3億9，999万円 6.3 

4億'""'4億9，999万円 6.8 

5億 "'-5億9，999万円 6.8 

6億"'-'6億9，999万円 3. 1 

7{:意，-..._，7億9，999万円 3. 7 

81:意，-..._，8億9，999万円 3. 1 

9億，-..._，9億9，999万円 2. 1 

持つD

表 3は、地方支部

を持つ団体に対して、

支部の求めに応じて

政党などに働きかけ

たり、棺談に応じた

りするかを 5段階で

質問した結果である。

10億円以上
全体

21.5 「ある程度J以上を

191 基準とすると、政党

表3 支部との関係 や行政への働きかけ

は全体の 6割程度、問

題についての相談は

全体の 7割程度が行

っている。

非常にかなり ある あまり 全く
N 

頻繁 頻繁 程度 ない ない

支部の求めによる
5. 3 

政党行政への働きかけ

支部で生じた

問題についての相談
9. 3 

14.0 38. 7 16.7 25.3 150 

13. 3 45. 3 26 6 150 

(竜聖人筑波大学大学院人文社会科学研究科)

(和嶋克洋 筑波大学大学院人文社会科学研究科)

(大倉沙江筑波大学大学続人文社会科学研究科)
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東日本大震災の影響

団体の震災対応活動

社会が大規模自然災害に直面するとき、さまざまな支援・救援活動が必要となる。これ

ら活動を実施するうえで、民間団体の活動能力と資源は不可欠である。調査では、東日本

大震災に直面したそれぞれの団体が実際にどのような活動を行ったかを尋ねている。まず、

活動の内容から確認を始めよう。図 1は、回答 270回体のうち 11舌動を行った」と回答し

た団体の%を示している。

3 

80 60 40 20 。
義援金を募った

物資を提供した

関係団体に支援を要望した

図 1

最多回答は「義援金J75.6%である。続いて「物資提供J41. 5%、「関係団体への支援要

望J35.6%となっている。以下、「自団体職員派遣J30.4%、「専門家派遣J16. 30/0となっ

ている。半数以上となったのは「義援金Jのみであり、震災対応活動として最もポピュラ

ーな手段は義援金・募金活動であったことがわかる。また、物資の提供も含め、物的・金

銭的な資源、の提供を目的とする活動が震災に際して主で、あったことが読み取れるD 団体職

員・専門家など人的資源の派遣に関しては、物的・金銭的提供よりも低い値にとどまる D
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続いて、図 1の結果を団体分類ごとに整理したものが表 1である。団体の種類によって、

震災対応活動に違いは生じているのだろうか。

まず、最も多くの団体が取り組んでいた「義援金J活動では、すべての労働団体と宗教

団体が活動を実施していた。そして、教育団体 84.側、福祉団体 84.2怖と続く。経済・業界

団体 70.8弘はこれらと比べて低いものの、実数では 63団体が実施したと回答している。一

方、「物資提供」活動においても、労働団体 81.8拡が高く、宗教面体 60.側、福祉団体 54.1% 

と続いている。経済・業界団体は 27.0先にとどまった。さらに、人的資源の派遣に関する項

目はどうか。「職員派遣」活動では宗教団体 90.0弘、労働団体 66.7拡が高く、「専門家派遣j

活動では専門家団体 73.7弘、福祉団体 21.6弘、労働団体 18.2%となっている。

また、「関係団体への要望」活動をみてみると、やはり労働団体 54.4出が高く、続いて専

門家団体 52.側、福祉団体 48.6部の値が高くなっている。

団体一政府関係にみる f震災j

調査では、自体が被災状況の報告や支援活動の要請について政府から働きかけを受けた

かどうか、団体から政府に対して要望・提言を実施したかどうか、そして、自らの団体の

活動方針・事業計癌の見直しを行ったかどうかを尋ねた。特に、最初の二つは「政府から

の働きかけ」と「政府への要望提言Jとしづ相対する内容を尋ねており、団体と政府をと

りまく活動の“向き"を確認することができる。

表 2は、それらの回答結果である D それぞれの項目において肯定的な回答をした団体を%

で示している。まず、「政府からの働きかけ」についてはどうか。働きかけを受けたと回答

した割合が高いのは、農林水産業団体 70.側、経済・業界団体 68.側、専門家団体 61.9弘の

)1慎となっている。反面、労働団体 21.2弘や宗教団体 20.0%は低い口震災対応をめぐる f政府

からの働きかけ」は、農林水産業団体や経済・業界団体、専門家団体に対し活発であった

ようである。一方、労働団体への働きかけの低さは注目に値する。

表2 屈{本分類と震災対応活動の状況(%)

政府からの働きかけ 政府への要望提言 活動方針の見直し

受けた
受けてい t1¥した・IJJす予出していな 見直して

N N N 見直した いないない }E"である し1

農林水産業団体 70.6 29.4 17 64.7 35.3 17 58.8 41.2 17 

経済・業界団体 68.4 31.6 98 58.0 42.0 100 41.0 59.0 100 

労働屈体 21.2 78.8 33 75.8 24.2 33 48.5 51.5 33 

教育@]体 56.3 43.8 16 62.5 37.5 16 37.5 62.5 16 

行政関係団体 46.7 53.3 15 33.3 66.7 15 40.0 60.0 15 

福祉自体 43.9 56.1 41 47.6 52.4 42 33.3 66.7 42 

専門家団体 61.9 38.1 21 52.4 47.6 21 52.4 47.6 21 

市民・政治団体 40.5 59.5 37 45.9 54.1 37 70.3 29.7 37 

宗教団体 20.0 80.0 10 20.0 80.0 10 30.0 70.0 10 

その{也 42.9 57.1 7 14.3 85.7 7 42.9 57.1 7 

全体 51.9 48.1 295 53.7 46.3 298 45.6 54.4 298 
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では、「政府八の要望提言Jはどうか口ここでは労働団体 75.8鳴が最も高く、農林水産業

団体 64.7弘、教育団体 62.5覧と続いている。経済・業界団体 58.0弘は 4番手に位置する。労

働団体の回答は、他の団体分類の回答と比べて「政府からの働きかけJr政府への要望提言」

において対照的な結果が示された。それぞれの回体の性質・実情によって差異の原因は詳

細に検討される必要がある。とはいえ、民主党政権時代において、労働団体への政府から

の働きかけと政府への働きかけとの対照は、より詳細な検討を必要とする。

また、活動方針の見甚しについては、市民・政治団体(70.3出)が高くなっている口震災に

際して、市民・政治団体の反応が敏感で、あったことが示唆される。

自由記述からみる団体一政府関係

上述の各関には自由記述欄を設けた。ここに記された記述を通じて、団体の活動の内容

を検討する白

まず、「政府からの働きかけJについては、回答 153団体のうち 151団体が具体的内容に

言及している。それを分類すると、重複した内容も含めて 172件の回答群に整理すること

ができた。具体的には、①被災情報の取得を目的とするもの (63件)、②人的資源提供の要

請 (28件)、③物資や資材提供の要請 (27件)、④復旧・復興政策に関する協力要請(18件)、

⑤震災に関する情報公開の要請 (11件)、⑥金銭的支援の要請 (4件)、⑦分類不能 (4件)

となる。①の「情報取得Jが最も多く、「資源提供Jに当たる②や③での具体的記述も自立

つO これらの働きかけの多くが中央省庁発である旨言及されている。つまり、震災に際し、

団体が中央省庁の情報収集源としてアプローチを受けていることをうかがわせる。同時に、

ボランティアや専門家チームの派遣などの人的資源、緊急物資など「資源提供Jの要請が

続いている。とはいえ、④のように、震災後の政策立案に関連する回答も含まれているこ

とに留意する必要がある。

続いて、「政府への要望提言Jについてはどうか。回答 160団体のうち 152団体が具体的

内容に言及しており、延べ数では 197件に内容を分類することができた口すなわち、①緊

急的な措置に関する要望 (78件)、②復旧、復興に関する政策提言 (62件)、③助成・税優

遇措置などの金銭支援の要望 (35件)、④災害調査などに関する情報公開要望 (7件)、⑤

人的資源や体制整備を求める要望 (6件)、⑤分類不能 (9件)の)1頃となる。回答①のよう

に被災者支援や物資確保といった緊急対応、言い換えれば、非日常的な対応が件数の半数

近くを占める一方、②や③のように、震災後の政策立案に関連する内容が劣らない水準を

占めていることは興味深い。これらの内容には、団体組織そのものや団体と関係する組織

の活動水準の回復を意図するものが多く含まれており、長期的な視点が強まる点で興味深

(回)11寛之 筑波大学人文社会系非常勤研究員)
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4 組織間の連携

直接的な協力関係

つぎに、他の組織との日常的な関係を確認していこう。調査では 25の組織名を具体的に

あげ、協力関係にあるかどうかを質問した。また、各組織の政治的影響力の有無も質問し

た。図 1では左から、協力関係にある割合が高い)1演に並べている。

協力関係にある団体が最も多いのは(1)経団連である。 (2)連合、 (3)全国消費者団体連絡

会、 (4)日本生活協同組合連合会、 (5)全社協、 (6)日砲、 (7)日弁連、 (8)自治労、 (9)日本

財団、 (10)日本医師会までが 10%を超えている。

これらの団体の政治的な影響力はどのように評価されているだろうか。日本政治全般へ

の影響力が最も大きいとされたのは (1)経団連である。約 62%の団体が選択した。 (2)連

合、 (14)経済同友会、 (12)全国知事会、 (6) 日商、 (10)日本医師会が続いている。

関連分野に影響力のある団体でも、最多は (1)経団連である。ただ、その割合は約 310/0

であり、全般に影響力を持つとした割合の約半分である。 2位の (2)連合も同様の傾向を

示している。さらに、 (14)経済同友会、 (12)全国知事会、 (6) 日商のほか、 (3)全国消

費者団体連絡会、 (4) 日本生活協同組合連合会、 (5)全社協などを選択した割合も高い。

これらの団体では、協力関係にある割合も高い。特に、 (10)全国消費者団体連絡会、 (16)

日本生活協同組合連合会、 (20)全社協では約 15%の団体が協力関係ありと回答している。
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図 1 協力関係にある紹織、影響力がある組織(%)
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J、ィパーリンク分析から毘る団体聞のネットワーク

ハイパーリンク分析とは

ノ¥イパーリンク分析とは、 Webサイトのリンクを協調的な関係を表すネットワークに見立

て、数理的な手法で体系的に記述、分析するアプローチであるo Webサイトのリンクを張る

動機は様々であるが、団体問のリンクに関しては概ね、①下部組織や関連組織を案内する

際のリンク、②他団体と共同で、活動を行ったことを報告する際のリンク、③他団体が公開

している情報を参照する際のリンク、に分類できると思われる。①~③のリンクはそれぞ

れ役割が異なるが、いずれも広い意味で協調関係にあることを表すものと解釈できる。今

回は①~③を区別せず、サイト間でリンクが張られているかどうかという基準でネットワ

ークを記述し、その傾向を見るD

分析の概要

本調査で調査対象となった団体のうち、 WEBサイトを所有する 471団体を対象とした。各

団体の WEBサイトのトッフ0ページおよび、 トッフ0ページから 2つ以内のりンクで辿りつく

サイト内を全て解析し、他の団体へのリンクの有無を判定した。

分析結果

まず、表 1、2に入次数およびページランクの上位 10団体を示す。入次数は九、くつの

団体が当該の団体にリンクを張っているかJを表す。一方、ページランクは、 Googleなど

の検索エンジンで使用されている指標であり、入次数と同じく他の団体から張られている

リンクの数が多いほど高い数値となるが、ランクの高い匝体からのリンクを重視する円

表 1 ハイパーリンク分析の入次数上位 10団体

JI慎位 団体名 入次数

1 日本経済団体連合会 46 

2 日本弁護士連合会 32 

3 日本商工会議所 31 

4 日本労働組合総連合会 29 

5 日本医師会 28 

6 日本財田 25 

7 日本規格協会(JSA) 25 

8 日本損害保険協会(SONPO) 25 

9 日本看護協会 23 

10 経済同友会 22 
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表2 ハイパーリンク分析のページランク上位 10団体

順位 団体名 入次数

1 日本経済団体連合会 0.017 

2 日本商工会議所 0.015 

3 自本労働組合総連合会 0.015 

4 日本財団 O. 014 

5 日本規格協会(JSA) 0.014 

6 日本損害保険協会(sONP0) O. 013 

7 日本看護協会 0.012 

8 全日本仏教会 0.011 

9 日本ガス協会 0.011 

10 生命保険協会 O. 010 

結果を見ると、どちらの指標でも日本経済団体連合会が他の回体を引き離して lイ立とな

っている。経由連が多数の団体からリンクされている現状は、経団連を中心とした協調的

なネットワークが団体問で形成されていることを示唆する D

続いて、ネットワーク構造を図示したものを図 1(次頁)に示す。丸が団体、矢印がリン

ク元とリンク先の関係、を表している。また丸の大きさはページランクに比例している。ペ

ージランクの上位 30団体のみ名前を併記した。団体の配置は力学モデルの一種で、ある

Fruchterman-Reingoldアノレゴ、リズムによって決定している。これにより、繋がりのある団

体が近くに配置されるよう描画されている。

図 lは、右に経済・業界団体が密なネットワークを形成し、中央上に連合を中心とする

労働組合のネットワーク、左に医療、福祉系のネットワークが存在することを表している。

そして、これら 3つのネットワークの中間にあるページランクの高い団体として、日本生

産性本部、日本財団、日本弁護士連合会が位置している。ネットワークの構造としては、

経済、労働、医療・福祉という 3つネットワークを媒介しているとしづ見方ができょう Q

以上、ハイパーリンク分析から得られたネットワーク構造から、団体問の関係について

いくつかの示唆が得られた。今後、本分析の妥当性を裏付けるために、インターネット上

で形成されているネットワークが団体の活動とどの程度、連動しているのかを明らかにす

ることが求められる白
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5 メディアとの関係

今誌のような情報化社会で、マス・メディアの役割がきわめて大きいことは改めて言う

までもないことだろう。団体は、マス・メディアをどのように利用し、マス・メディアと

どのような関係を築いているのだろうか口

メヂィアにとりあげられる頻度

まず回体は、メディアにどれぐらいとりあげられているのだろうか。調査では、「過去 3

年間に、あなたの団体は次にあげるメディアに、何回ぐらいとりあげられましたかJ とい

う質問文を用いて、 A)専門紙・業界紙(雑誌も含む)、 B)新開(全国紙、ブロック紙)、

C)雑誌・週刊誌、 D)テレビ・ラジオにとりあげられた由数をたずねている Q

表 1は、その度合いを示したものである。とりあげられている団体は、何度もとりあげ

られており、最多は、 A)専門紙・業界紙が 3，000回、 B)新聞が 4，120回、 C)雑誌・適刊

誌が 650回、 D)テレビ・ラジオがし 270回である口しかしどのメディアについても、最頻

値は Oであり、メディアにまったくとりあげられていない団体が多い。

平均すると、 A)専門紙・業界紙が 64.7回、 B)新開が 60.8回、 C)雑誌・適刊誌が 10.9

問、 D)テレビ・ラジオが 14.4回である。しかし平均値は、大量にとりあげられている少

数の団体の値によって引き上

げられている。そこで、中央値

三誌 を見ると、 A)専門紙・業界紙

表1 メディアへの登場回数

専門紙
新聞

-業界紙

最小値 。 。
最大値 3，000 4，120 
最頻{直 0.0 0.0 

平均値 64.7 60.8 
平均値の

19.3 24.7 
標準誤差

標準備差 267.6 349.9 

中央値 10.0 5.0 

N 193 200 

雑誌・

週刊誌。 。 が 10問、 B)新聞が 5回、 C)

650 1，270 雑誌・週刊誌が 0回、 D)テレ
0.0 0.0 ビ・ラジオが l回である。全体
10.9 14.4 

として団体がとりあげられて
3.8 6.6 

いるメディアは、専門紙・業界
51.2 92.1 

0.0 1.0 紙が主で、来ry聞、雑誌、テレピ・

184 196 ラジオなどは少ない。

メディア利用

団体は、メディアをどのような意思で利用しているのだろうか。積極的に自分たちをア

ヒ。ールしようとしているのだろうか、それとも自分たちにマイナスにならないようにする

ことを眼目にしているのだろうか。また団体は、メディアにどのような働きかけ方をして

いるであろうか。

調査では、前者について、 fあなたの回体は、マス・メディアに対して、どのような姿勢

で接していらっしゃいますかj という質問文によって、 IA 活動自的を達成するため、マ

ス・メディアを積極的に活用している」と IB マス・メディアに否定的な取り上げられ

方をされないよう対策をとっている」の 2点に分けてたずねている。また後者については、

「あなたの団体は、マス・メディアを活用する場合、次にあげる手段や行動をどの程度お

こないますかj という質問を用いてたずねている円

円

h
d
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L
 



図 lは、以上の質問に対する団体の回答の平均を示したものである。いずれも、 15 非

常に該当するJ、14かなり該当する」、は ある程度j、12 あまり該当しないJ、11 全く

該当しない」として平均を算出した。したがって lが最小値、 5が最大値、 3が中間となる。

団体がメディアを利用するときの意図は、 A マス・メディアの積極活用は 3.1、B 否

定的な取り上げられ方への対策は 2.4である。積極的利用の意図が若干多いが、団体は、

全般的に、あまり意識的にメディアを

利用していないと言えるであろう。

他方、メディアへの働きかけの方法

については、 IA 記者会見をおこなう」

は2.3、IB 情報を提供するjは 3.2、

lC 意見広告を掲載するJは1.8、lD

公式に抗議するJは1.7、IE 広告掲

載を取引の材料として働きかけるJは

1.3、IF 非公式な接触を通して幹部

に働きかけるJは1.4、IG 電話.FAX'

電子メーノレ等で、意見を表明するjは1.9

で、あったD 多くの団体が、マス・メデ

ィアに働きかける方法として用いてい

るのはせいぜい情報の提供ぐらいであ

ることがわかるD

5.0 

4.0 

意
見
表
明

幹
部
へ
の
非
公
式
な
接
触

広
告
掲
救
を
取
引
材
料
と
し

た
働
き
か
け

公
式
抗
離

，.由同~..，嶋一J_"'~

否記情意
定者報見
的会提広

い に 見 供 告

よ取 掲

うり 埼京

共I上
策げ

ら
れ
tj: 

平
均 3.0 . 

f直

1.0・L
積
律
的

活

用

メヂィアへの働きかけ

専
門
紙
一

・
業

界

紙

図2

そ
の
他

po 
qノ
ω

つ
〆
臼

有

」
の

者

け

係
か

関

、=
C
¥
l
j

動

む
NY
含

線

市

此

火

花

守

AMr

z
=
l

、
雑

白内

f
k

崎

明

紙

M

ぺ

界

べ

業

ア

妖

イ

出

川

一

げ

間

引

功

A

h柑
P

「
E
I

実

え

。
る
触

る

あ

唱

触

有

o

r

h

イ

す

あ

張

係

す

L
常

る

な

J

2

7

坊

接

い

か

円

デ

ま

「

主

図

的

で

一

、

非

あ

く

た

え

寸

吋

ー

ら

う

し

メ

、

、

を

列

効

れ

全

日

と

の

わ

し

っ

し

て

問

問

ァ

性

ら

ぐ

ろ

こ

る

て

1

見
、
イ
有

h
同

日

は

l

p

、

効

ぐ

の

あ

蜘

げ

し

引

意

一

ア

い

打

、

、

「

算

間

以

デ

有

の

ど

で

刻

あ

虫

心

、

メ

ら

pv-

も

む

、

を

口

一

戸

の

ど

が

の

仰

に

同

町

出

益

る

V
ハ

引

い

て

勝

川

値

J

一刀帆

そ

と

け

も

へ

渉

度

M
U

山
市
け

M
U

っ

し

り

ょ

均

値

畏

ま

カ

し

ア

丈

程

一

化

的

川

功

社

使

一

一

な

川

下

平

大

詰

o

脚

内

伽

れ

J

川

町

わ

い

川

断

洲

別

給

料

か

一

山

比

崎

初

ゅ

の

メ

の

考

式

回

と

刊

の

、

か

釘

ず

4

ょ
5

¥

、

ら

と

J

の

と

Jj

体

で

き

長

い

「

2

る
、
.
刊
し

予

は

自

た

は

た

者

胞

団

え

働

づ

、

ム

「

な

値

は

一

ホ

イ

体

、

つ

で

な

係

慢

の

う

の

し

、

で

繁

ム

と

小

2

を

ヂ

回

き

だ

査

あ

関

ム

た

る

へ

ー

μ
こ

頻

度

j

最

図

性

メ

で

効

調

「

ア

か

な

す

者

か

そ

に

程

い

が

効

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ

メディア接触と有効性

四回一接触ーー有効性

雑
誌
・
週
刊
誌

3.1 

新
聞

図 1

4.0 

2.0 

1.0 

5.0 

平
均 3.0

値



は3.1、IB 新聞(全国紙・ブロック紙)関係者1は2，7、IC 雑誌・週刊誌関係者j は

2. 1、ID テレビ・ラジオ関係者jは2.2、IE その他のメディア関係者jは1.9である。

多くの団体が、メディアと接触しておらず、接触する場合にも専門紙・業界紙が中心であ

る。一方、働きかけの有効性は、 IA 専門紙・業界紙(雑誌も含む)関係者」 は3.2、IB

新聞(全国紙・ブロック紙)関係者Jは3.1、IC 雑誌・週刊誌関係者」は 2.5、fD テ

レビ・ラジオ関係者Jは 2.9、fE その他のメディア関係者j は1.9である。メディアへ

の接触はそれほど多くないにもかかわらず、どのメディアへの働きかけもある程度有効と

考えられているのが興味深い。

(竹中佳彦筑波大学人文社会系教授)

6 行政機関との関係

非公式な行政接触

調査では、行政機関との関係を様々な角度から質問した。その結果をまとめたのが図 1

である。項目ごとに、該当する団体の%を示している。

最も多いのは「行政からの相談J(自の行政機関が政策を作ったり、執行する時に、相談

を受けたり、意見を求められたりする)の 77.2%である。これに「意見交換J(団体や業界

の事情について意見交換をしている)の 71.6%が続く。行政側が民間組織の持つ情報や意

見を重視していることがうかがえる。次に多いのは「政策提言J(政策提言をしている)

59.9%、「審議会への委員派遣J(審議会や諮問機関に委員をおくっている)53.3%である。

団体が各省庁の政策形成に当事者として関わっていることがうかがえる口

割合が低いのは、出向職員の受け入れや、退職した行政職員へのポスト提供である。ま

た、補助金や助成金を受け取っている団体や、業務を受託している回体も、全体の 4分の l

程度と多くない。行政から棺談を受けたり、相互に意見交換をしたりする団体が多いこと

に比べると、人や資金などを交換している団体は多くないことを示す結果となった。

。 20 40 60 80 100 

行政からの相談

意見交換

政策提言

審議会委員派遣炉勿

許認可?

実施執行協力 1

政策予算協力

モニタリング

行政指導

法的規制

補助金助成金

業務受託

ポスト提供

出向職員

図 1 項目見IJの行政機関との関係(%)
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事業官庁における民間団体との連携

どの行政機関と接触する団体が多いのだろうかD 調査では項目ごとに該当する機関を選

んでもらった口ここでは、相談を受ける行政機関の内訳を紹介する(図 2)。

最多は厚生労働省の 42.50/0である D経済産業省、 34.5%、内閣府 26.50/0、国土交通省 23.0%、

文部科学省 22.60/0が続いている。逆に、日本銀行、会計検査院、訪衛省、内閣法制局など

では、ほとんど民間組織への相談を行っていなし 10 事業官庁である厚労省や経産省が民間

組織と連携しながら政策を運営していることがうかがえる。

また、調査では各行

政機関との関係が協調 i

的かどうか、「対立的j

を1、「中立Jを4、f協

調的」を?とする尺度

で質問した。数値が高

ければ高いほど協調的

であることを示す。団

体分類ごとに、協調度

の最も高い行政機関を

示したのが表 1である。

平均値をみると、農

林水産業団体-農林水

産省との協調度が最も

高い。行政関係団体一

総務省、福祉団体一厚

生労働省、専門家団体

一厚生労働省が続く。

これらに比べると、経

済・業界団体一経済産

業省や市民・政治団体

一内閣府の協調度は相

対的に高くない。また、

労働団体では労働行政

を所管する厚生労働省

よりも、国土交通省と

の協調度が高い結果と

なった口

厚生労働省

経済産業省

内閣府

国土交通省

文部科学省

農林水産省

総務省

環境省

消費者庁

外務省

首相官邸・内閣官房

法務省

国家公安委員会・警察庁

財務省

金融庁

公正取引委員会

内閣法制局

防衛省

会計検査院

日本銀行 量0.9

40 60 80 

42.5 

図2 相談を受ける行政機関名(%)

表1 各国体分類で、協調度の高かった行政機関

団体分類一最も協調的な省庁名 平均値 度数 標準偏差

農林水産業団体一農林水産省 6.14 14 1.027 
経済・業界団体一経済産業省 5.09 77 1.434 
労働団体一国土交通省 4.69 26 1.436 
教育団体一文部科学省 5.19 16 1.377 
行政関係団体一総務省 5.70 10 1.494 
福祉団体-厚生労働省 5.52 40 1.467 
専門家団体一厚生労働省 5.41 17 1.583 
市民・政治団体一内閣府 4.34 29 0.974 
宗教団体一文部科学省 4.88 8 1.126 
その他一文部科学省 5.00 6 1.265 

(久保慶明 筑波大学人文社会系助教)
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7 政党との関係

増加した民主党への接触

従来、日本では労働団体や市民団体を除く、多くの団体が自民党と接触、支持してきた。

2009年の民主党への政権交代によって、様々な団体は、各党とどのような関係にあるのだ

ろうか。調査では政党支持、政党接触、政党の影響力、政党との政策距離、政党との付き

合い方等を質問した。

はじめに、政権交代以前の団体と各党との接触をみてみよう。調査では「あなたの団体

が政党に働きかけをする場合、どの政党と接触することが多いでしょうか。現在と 2009年

の政権交代前について、次の尺度でどの程度の頻度かお示しくださしリと質問した。政権

交代前の政党との接触についても尋ねた。その回答は表 1の通りである。

2009年の政権交代前は、自民党との接触が民主党を大きく上回っていた。民主党との接

触について、非常に頻繁 3.9%、かなり頻繁 12.5%、ある程度 28.9%となった。他方、自

民党をみると、非常に頻繁 7.3%、かなり頻繁 18.9%、ある程度 33.6%となった。民主党

とある程度以上の接触をしている団体は、 4割程度だ、った。

2009年の政権交代を受けて、このパターンは大きく変化した。民主党との接触について、

表1 政権交代前後の各自体の政党接触 非常に頻繁 9.5%、

N かなり頻繁 20.9%

τ5τ ある程度 31.9%と

;;: なった。接触頻度

252 が 13. ある程度J

;;; 以上を基準にする

249 と、民主党と接触

90 する団体は 6割に

N 上昇した。他方、

::; 自民党をみると、

259 非常に頻繁 2.7%、

;;! かなり頻繁 11臥

255 ある程度 35.4%と

う;なったQ 約川の

一団体は元自民党と

の接触を交代前よ

りも減少させた。全

体としても、民主党

は最も多くの団体

と接触している。

A.J択権交代前

非常に墾笠
3.9 
7.3 
1.2 
1.6 
1.2 

0.0 
0.4 
O.。

民主党

自民党

公明党

共産党
社民党

みんなの党

国民新党

その他

B.政権交代後

非常に頻繁

9.5 
2.7 
0.8 
1.6 
1.2 

0.0 

0.4 
O.。

民主党

自民党

公明党

共産党

社民党

みんなの党

国民新党

その他

かなり盤笠
12.5 
18.9 
7.5 
3.2 
7.1 
0.8 
1.2 
1.1 

かなり盤笠
20.ヲ
11.8 
6.2 
3.5 
8.2 
1.2 

1.6 
1.1 

ある程度

28.9 
33.6 
26.4 
13.1 
16.6 
13.3 
13.3 
11.1 

ある程度

31.9 
35.4 
27.0 
12.1 
14.4 
14.1 
14.5 
10.。

あまりない

23.0 
12.7 
22.0 
15.1 
17.4 
23.0 
23.3 
12.2 

あまりない

12.9 
20.5 
24.3 
16.4 
18.7 
22.7 
23.8 
13.3 

全くない

31.6 
27.4 
42.9 
67.1 
57.7 
62.9 
61.8 
75.6 

全くない

24.7 
29.7 
41.7 
66.4 
57.6 
62.0 
59.8 
75.6 

農業経済教育行政徳祉専門家宗教

図 1 政権交代前(左)と後(右)の各毘体の民主党、自民党接触
註)数値は f3. ある程度j以上の接触をしている団体の割合
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図 1(前頁)は、団体の分類別の民主党、自民党接触割合を示している。ここでは、「あ

る程度j 以上の接触をしている団体の割合である。例えば、政権交代以前、民主党と接触

している農業団体は、 7%だ、った。他方、政権交代後をみると、 610/0の農業団体が民主党と

接触している。図からも明らかなように、農業、経済、福祉、専門家団体は、民主党との

接触頻度を高めたことがわかる。

政党支持、政策一致、影響力

調査では、「あなたの団体が関連する政策について、次にあげる政党の政策は、あなたの

団体の考えとどの程度一致していますか。次の尺度でお示しくださしリという質問を設け

たD 結果は表 2にまとめている。

政策の一致度合いでは、民主党、自民党の分布に差はない。 i3. ある程度J以上を基準

とすると、両党とも 7割近い団体と政策の一致があり、各分野の屈体と関係を形成してい

る。ただし、農業、経済団体では自民党の一致度合の方がやや高く、労働団体は民主党と

の一致度合が圧倒的に高い状態である。民主党、自民党との政策の一致度合いを比較する

と、民主党の方がより一致する団体が約 200/0、逆に自民党の方がより一致する団体が約 17%

であり、民主党と自民党に大きな差はなかった。

表2 政党との政策一致度合い、政党支持、影響力評価

政策の一致度合い ほぼすべて一致かなりの軽度一致 ある程度 あまり一致せずほとんど一致せず N 

民主党 1.3 20.2 48.4 22.0 8.1 223 

自民党 2.7 19.4 44.6 21.6 11.7 222 

公明党 1.4 9.4 53.3 23.1 12.7 212 

共産党 2.0 11.4 30.3 27.9 28.4 201 

社民党 0.0 14.3 38.4 28.1 19.2 203 

みんなの党 0.0 1.5 50.5 27.5 20.5 200 

国民業JT党 0.0 3.5 46.5 31.3 18.7 198 

その他 0.0 4.8 50.0 19.4 25.8 62 

政党支持 9ド司?にi;¥，く 支持している かなり強く 支持している ふつう あまり支持していない 全然支持していない N 
民主党 4.3 16.2 55.3 6.4 17.9 235 

自民党 3.4 14.9 52.3 8.9 20.0 234 

公明党 0.4 3.8 54.9 14.0 24.7 230 

共産党 0.9 1.7 44.3 12.8 37.9 229 
社民党 0.0 8.5 48.1 13.2 28.5 231 
みんなの党 0.0 0.9 55.3 15.3 26.8 231 
国民新党 0.4 1.7 54.9 14.5 26.8 231 
その他 0.0 1.3 27.2 2.1 15.3 108 
政党影響力 非常に強いかなり強い ある程度 あまりない 全くない N 
民主党 13.3 31.0 32.7 11.3 11.7 248 
自民党 3.2 25.5 39.3 17.4 14.6 247 
公明党 1.6 11.5 44.0 23.9 18.9 243 
共産党 0.4 2.1 23.7 37.7 36.0 236 
社民党 0.4 4.6 23.1 39.9 31.9 238 
みんなの党 0.0 1.3 26.3 41.1 31.4 236 
国民新党 0.4 0.8 24.5 42.6 31.6 237 
その他 0.0 1.2 25.6 34.9 38.4 86 
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次に、「あなたの団体と各政党との関係についておたずねします。各政党に対するあなた

の団体の支持の程度は、どれ位でしょうか。次の尺度でお示しくださしリと質問した。政

党支持も民主党と民主党の分布に差はない。 13. ある程度J以上を基準とすると、 7割以上

の団体が双方の政党を支持している。ただし、農業、経済団体では自民党が支持される割

合がやや高く、労働団体は民主党を支持する割合が圧倒的に高い傾向にある。表にはない

が、民主党、自民党への支持を比較すると、自民党よりも民主党をより強く支持する団体

は約 16%、その逆の匝体は約 140/0、両党を同じ程度に支持する団体が約 15%だ、った口

最後に、「あなたの団体が関連する政策について、次にあげる政党は、どの程度の影響力

を持っていると患いますか。次の尺度でお示しくださしリと質問した。政党影響力の点で

は、民主党が自民党をわずかに上回った。 13. ある程度j 以上を基準にすると、民主党に

影響力があるとする団体は約 75%、自民党のそれは約 70%だ、った。表には示していいない

が、どの団体分類でも民主党の影響力評価が自民党と並んだ。さらに、民主党と自民党の

影響力評価を比較すると、自民党よりも民主党が強いと評価する団体が約 33%に対して、

逆に自民党が強し 1と評価した団体は約 6%、民主党と自民党が対等とした団体は約 270/0だ

った。

o察本真輔 北九州市立大学専任講締)

国政選挙における候補者支援

政党との関係として、 2009年衆議院選挙と 2010年参議院選挙(選挙区、比例豆)で、「各

政党の候補者を支持あるいは推薦しましたかJという質問も設けた由回答では、「組織とし

て支持、推薦を決定した」と「組織としては支持、推薦しなかったが、選挙活動を支援し

た」のいずれかを選択した割合を合計すると、民主党が最も多く、自民党、社民党、国民

新党、公明党としづ順番になった。このうち、民主党と自民党が全体の 2割以上を占めた。

そこで、 2党の候補者に対する態度を団体分類別に示したのが図 2である。民主党が野党

だ、った 09年総選挙に比べて、与党となった 10年参院選では、民主党(左)への専門家出

体や宗教団体の支持が増え、島民党(右)への支持が減少していることがわかる。

100 

90 

80 

70 

:jiぇ ..，.....w_..，_........._，.._.._.._....._"λ;jj:

100 

90 

80 

農業 経済 労働 教育 行政 福祉 専門 家市 民宗教その他 j 燦業経済労働教宵行政権役専門家市民宗教その他

図2 国政選挙時の民主党、自民党候補者に対する支持・推薦・支援

(久保慶明 筑波大学人文社会系助教)
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団体の政策活動

政策に対する態度

団体は、政策に対してどのような態度を有しているのであろうか。団体の政策に対する

態度を、近年決定された政策、政策争点一般から見てみよう。

8 

近年の政策決定に対する意見

まず近年決定された政策に対する団体の意見を平均値で捉えてみよう。調査では、 12000

年以降現在にいたるまでの間に、大きな問題になったと考えられるテーマ」として、以下

に対する図体の態度をたずねている D

社会保障財源としての消費税率引き上げ (2012年、一体改革大綱閣議決定)

環太平洋パートナーシップ協定(通称 TPP)締結交渉への参加 (2011年)

農業者戸別所得補償制度の本格的な実施 (2011年)

平成 23年度税制改正大織における法人税率の引き下げ (2010年)

ども手当の創設 (2010年)

日本国憲法の改正手続きに関する法律(通称国民投票法)制定 (2007年)

公益法人制度改革 (2006年、制度移行は 2008年)

郵政民営化法の可決 (2005年、日本郵政公社の解散は 2007年)

国庫補助負担金改革、税源移譲、地方交付税の見直し (2004年、いわゆる三位一体の改革)

年金制度改革 (2004年、マクロ経済スライドの導入など)

労働者派遣法の『物の製造業務』への適用 (2003年)

介護保険制度の創設 (2000年)

…
介
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図 1

これらのすべてについて、 15

賛成J、14 やや賛成人 13 ど

ちらともいえなしリ、 12 やや

反対j、11 反対」として平均

値を求めた。したがって 1が最

小値、 5が最大値、 3が中間と

なる口

図lはその結果を示したもの

である。「労働者派遣法の『物

の製造業務』への適用j と f介

護保険制度の創設」を除き、平

均値は 2.9'""3. 2である。言い

換えれば、団体は、ほとんどの

テーマに対して賛成でも反対

でもない。ただ、労働者派遣法

の「物の製造業務」への適用は

2. 7で反対意見がやや多く、介

護保険制度は 3.5で賛成意見が

多い。



政策争点一般に対する態度

調査には、以下の質問文に対する団体の賛否をたずねる質問も設けているので、それに

対する態度も平均値で見てみることにしよう。

政府の主要な課題は、国民間の所得格差是正だ
年金や老人医療などの社会福祉は財政が苦しくても極力充実するべきだ
政府は園内産業の空洞化を回避する措置をもっととるべきだ
日本は外国人労働者をもっと受け入れるべきだ
労働力の需給調整のために非正規労働者が増大するのはやむを得ない
経済活動に対する国家の関与は、少なければ少ないほどよい
原子力産業は今後も推進していくべきだ
政府は学校教育の問題にもっと関与すべきだ
時本は懸案の諸問題にかかわらず中国ともっと親しくするべきだ
自本は防衛力をもっと強化するべきだ
自米安保体制は今まで通り維持していくべきだ
今の憲法は時代に合わなくなっているので改正するべきだ
公務員や公営企業労働者の争議権は法律によって認められるべきだ
市民の政治参加はますます拡大していくべきだ
二大政党による政権交代があることは望ましい

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
 

これらのすべてについて、 15 賛成J、14 やや賛成」、ほ どちらともいえなしリ、 12 や

や反対ムロ 反対Jとして平均値を求めた。図 2はその結果を示したものである。団体は、

C. 国内産業の空洞化の回避措置 (3.98)、N. 政治参加の拡大 (3.82)、A. 所得格差の

是正 (3.64)、B. 社会福祉

の充実 (3.64)、1 .対中親

善 (3.38)、M. 公務員の争

議権の容認 (3.38)、O. 二

大政党による政権交代 (3.37) 

に賛成している。これに対し

て、 E.非正規労働者の増大

(2. 39)、G. 原子力産業の

推進 (2.48)、L. 憲法改正

(2.84 )、 J. 紡衛力強化

(2. 88) には反対している口

保守的な意見には反対意見

が、リベラノレな意見には賛成

意見が多い傾向があるよう

である。
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政策争点に対する団体の態度

イデオロギ一

個々の市民の政策争点に対する態度には一貫性があり、それはイデオロギーによって統

合されている。団体の態度にもイデオロギー的傾向があると考えられる G そこで団体は、

どのようなイデオロギー的立場にあるのか、また政党のイデオロギー的立場をどのように

捉えているのかについて見てみよう。
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調査では、「政治に関してときどき、保守的とかリベラノレ(進歩的)とかし¥う言葉が使わ

れることがありますが、あなたの団体や各政党の政治的な立場は、下の番号で示すとした

ら、どれにあたりますかJとして、 0をジベラル、 10を保守的とする 11段階尺度を示し、

IA あなたの団体」、 IB 民主党j、IC 自民党」、 ID 公明党j、IE 共産党j、IF

社民党j のそれぞれを位置づけてもらったG

図 3は、自身の団体の由記位置づけと、調査対象政党の位置付けを平均値で示したもの

である。団体の自己位置づけの平均は 4.86で、あった。中間は 5なので、平均的な団体は、

自分たちを中間に位置づけている巳しかし団体は、自民党を 6.85と保守的だと捉え、社民

党を 3.37、共産党を 2-.75と左寄りだと見ている。また公明党は 5.95とやや保守的だとさ

れており、団体は、各政党をイデオロギー尺度上に位置づけることができる D ただし民主

党は 5.01とされており、イデオロギー的に右寄りとも左寄りとも見られていなし10

。
リベラル

(左容り)

2，75 3.37 4.86 5.01 5.95 6.85 

共 社
司本身自

民 公 自

産 民 主 明 民

3t 党 。〉 J見tゐA 3¥心ん J且乙4 

u 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

保守的

(右寄り)

図3 団体による政党のイデオ口ギー尺度上の位置の平均値

(竹中佳彦筑波大学人文社会系教授)

政策形成過程への働きかけ

2009年に政権交代を実現した当時、民主党は従来の自民党政権下での政策決定システム

の変革を試みたQ 各省庁に政策会議を設け、与党の政策調査会を廃止し、政府と与党の一

体化を目指した。その一方で、党で、は陳情への対応を党の幹事長室に一元化したD 政府に

対する社会からの要望は各種の団体を通して伝えられる。政権交代に伴って政策決定シス

テムが変わる中、団体の政府への働きかけはどのように変化したのだろうかc

政府に働きかける団体数は変化せず

表 1は、税制改正と予算編成に対する図体からの働きかけが、政権交代の前後で変化し

たかどうかを示している。縦軸に政権交代前における働きかけの有無を並べ、横軸に政権

交代藍後における働きかけの有無を示している。

政権交代の前後で対応が変化した団体は全体の 5%)ほどである。税制改正では「なし→あ

りJ0.4% (1団体)、「あり→なしJ3.5% (10団体)である。予算編成では「なし→あり J

1. 80/0 (5団体)、「あり→な 表1税制改正、予算編成への働きかけ(全体に占める%)

しJ2.8% (8団体)である。 二ごゾ竺代直後i 税制改正 | 予算編成
政権交代前一_______1 なし あり i なし あり

この他の団体は、政権交代のーー なし I 59.9 ---0.41 ~5-3.7 ~n1. 8 

前後で対応に変化はない口 あり L___]_.5 36.3 I 2.8 41.7 
w 合計 I 63.4 ~36.6 I 56.5 43.5 
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代前 必政権交代
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級
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政策決定への影響

では、政府への働きかけは、政策決定にどれほどつながっているのだろうか口

政権交代に伴う変化を確認してみたい。

表2 政策の修正や阻止、実施経験の有無 表 2は、自民党連立政権下と民主党連立政

権下において、政策に影響を与えた総験を持

つ団体の割合を示している。「政策の修正や

阻止」を例にとると、政権交代の前後で「な

しJが70.1%であり、残りの約 3割は政策を

修正や阻止させた経験を持つ。そのうち、前

後両方で「あり jは12.6%であり、残りの約

18%は自民党教権か民主党政権のいずれか

のみで「あり」となっている。「政策の実施」

でも、ほぼ同様の傾向を示している。政策の

修正や阻止、実施経験の有無は、政策に与え

る影響力の指標となる。したがって、政権交

代の前後で影響力を持つ団体の変化が生じ

たと考えられる。

では、どのような匝体の影響力に変化が生

じたのだろうかD 表 3は、政権交代の前後で

経験に変化があった団体の内訳である口「な

し→あり Jをみると、「修正や阻止J[実施」

のいずれも労働団体が最多である o [あり→

なし|の数をみると、経済・業界団体が最多である。この結果は、政権交代が団体の政治

注Z!
政策の

政策の実施
修正や阻止
なし あり なし あり

なし 70.1 6.1 65.1 10.0 
あり 11.1 12.6 8.0 16.9 
合計 81.2 18.8 73.2 26.8 

表3 政策の修正や阻止、実施経験が

変化した団体の内訳

修正や阻止 実施

なし あり なし あり

→あり→なし →あり →なし

農林水産業 。 1 
経済・業界 。11 4 9 
労働 8 3 9 l 

教育 。 2 。
行政関係 。 2 。。
福祉 2 4 5 3 
専門家 2 。 3 2 
市民・政治 2 5 4 3 

宗教 。 2 。
その他 。。。
合計 16 291 26 21 

「
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、
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ここでも



的影響力にも影響を与えた可能性を示唆していると言えよう。

(久保慶明 筑波大学人文社会系助教)

9 民主党および歴代政権への評価

最後に、民主党政権への評価をまとめる。 2009年の総選挙で政権を獲得し、東日本大震

災への対応を担当した民主党政権は、どのように評価されているのだろうかD

大きかった期待、残った不満

図 1は、政権交代当日寺の民主党へ

の期待度と、調査時点 (2012年 5

丹 ~8 月)での民主党政治への満足

度を示している。

期待度をみると、 7割以上の団体

が民主党政権に期待を寄せていた

(非常に期待していた 10.2%、かな

り期待していた 24.2%、ある程度

41. 00/0)。しかし、満足度をみると、

5割以上の団体が不満であることが

わかる(やや不満 23.9%、不満

30. 20/0)口

野田政権への評価

次に、歴代政権の中での民主党政

権の評価をみてみよう口調査では、
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図 1 民主党への期待度と満足度

10 

滋平均点 後標準偏差

民主党政権で首相を務めた野田佳 S

彦、菅直人、鳩山由紀夫を含む、 8

人の歴代政権に対する評価を質問

した。選択肢は、 10 全く評価して

いなしリ 15 どちらともいえない」

110 非常に評価しているJとする

10点満点である。

ゆ )- 千 ~ 令 月余 今 :w 
~<S持政改 44十ダ ~4tj"'. ...~tIj 
今 ~~V ~~.. ..*ややけ

図2 歴代政権に対する評価

平均点をみると民主党政権の中で、最も評価が高いのは野田佳彦政権の 4.56点である。

これは、歴代各政権の中で、は細川|護照政権に対する評価と同水準となっている。

歴代政権の中では中曽根政権の評価が最も高く、橋本政権、小泉政権、村山政権が続く。

いずれも民主党政権を上回っている。ただし、回答傾向のばらつきを示す標準偏差をみる

と、小泉政権、中曽根政権で、他の政権に比べて高くなっている。標準偏差は、数値が大き

ければ大きいほど回答傾向のばらつきが大きいことを意味する。改革を掲げた政権への評

価が分かれていることがうかがえる。

(久保慶明 筑波大学人文社会系助教〉
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